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Ⅰ　重要水防区間等〔 第３章関係 〕





〔 県 知 事 管 理 区 間 〕





Ⅰ- １  県知事管理区間
 ①  河 川 危 険 度 判 定 基 準

  (1) 選 定 基 準 

※ 水衝部となっており、護岸が破損している箇所又は破損の履歴がある箇所水 衝

堤 防 高
（ 流下能力 ）

堤 防 断 面

※ 計画高水量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）が現況の堤防を越える箇所
※ 一連区間において、堤防高が上下流に比べ著しく低い箇所
※ 既往洪水流量（年１～２回程度）に対し、堤防高さが低く余裕高がなく、はん濫実績がある箇所

※ 現況の堤防断面あるいは上面（天端）幅が、計画の堤防断面あるいは計画の上面（天端）幅の２分の１未満の箇所
※ 堤防断面あるいは上面（天端）幅が上下流に比べ小さく、既往洪水流量に対し危険な箇所

堤防斜面(法面)
の崩れ・すべり

漏  水

※ 堤防斜面（法面）の崩れ又はすべりの履歴があり、その対策が未施行の箇所
※ 堤防斜面（法面）の崩れ又はすべりの履歴はないが、土質、堤防斜面（法面）勾配等から見て堤防斜面（法面）の崩れ
    又はすべりが発生する恐れがあり、その対策が未施工の箇所

※ 漏水の履歴があり、その対策が十分ではない箇所
※ 漏水の履歴はないが、土質、堤防斜面(法面)勾配等から見て堤防斜面(法面)の崩れ又はすべりが発生する恐れが
     あるが、その対策が未施工の箇所

※ 水衝部となっており、護岸が破損している箇所又は破損の履歴がある箇所

新堤防・破堤・旧川跡

陸  閘

※ 出水期間中に堤防を開削する工事箇所又は仮締切り等により、本堤に影響を及ぼす箇所

※ 新堤防で築造後３年以内の箇所
※ 破堤又は旧川跡の箇所

※ 陸閘が設置されている箇所

水  衝

工 作 物

深堀れ（ 洗掘 ）
※ 堤脚又は護岸基礎部分の深掘れ（洗掘）が著しく、根固め又は水制工等が十分でない箇所
※ 異常深掘れ（洗掘）の履歴がある箇所

※ 河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置が必要な堰、橋梁、排・取水門その他の工作物の設置されている箇所
※ 橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）
    以下となる箇所

工 事 施 工



  (2) 重 要 度 

   背後地に農地等があり、被害が予想される区域

②  海 岸 危 険 度 評 定 基 準

Ｂ   ( 次に重要な区間 ) Ｃ   ( その他の重要な区間 )

溢水、破堤（堤防の決壊）により、耕地
１０ｈａ未満の被害が生ずるおそれが
あるもので、次に該当する区間

Ａ、 Ｂ 以外の区間で、水防の必要が
認められる区間

過去において高潮高波により溢水破堤した実績があるか 又は堤防が老朽して
海 岸

  水防上最も重要な区間

  水防上重要な区間

  要注意区間

   背後地に家屋あるいは公共施設があり、被害が予想される区域

Ａ   ( 水防上最も重要な区間 )

溢水、破堤（堤防の決壊）により、耕地
１０ｈａ以上、人家・学校・病院・鉄道等
の被害が生ずるおそれがあるもので、
次に該当する区間

Ａ

Ｂ

Ｃ

   背後地に家屋密集地あるいは主要公共施設があり、甚大な被害が予想される区域

内 容

種 別

③  その他の重要水防箇所評定基準

水  門  等

流失または沈下が予測される箇所又は水防上被害が予測される箇所

冠水、洗掘（深掘れ）が予測される箇所

水門、こう門、排・取水門等の工作物の設置時期が古く、老朽し、不等沈下漏水等による被害が予測される箇所又は水防
上、被害が予測される箇所

過去において高潮高波により溢水破堤した実績があるか、又は堤防が老朽して
被害が予測される区間

海　　岸

種    別 重      要      水      防      箇      所

橋        梁

道        路



Ⅰ-１  県知事管理区間

     ④ 重要水防区間及び重要水防箇所集計表

水
門

橋
梁

A 延長（ｍ） B 延長（ｍ） Ｃ 延長（ｍ） 計 A 延長（ｍ） B 延長（ｍ） C 延長（ｍ） 計
箇
所

箇
所

箇
所

延長（ｍ）

28箇所 0箇所

194,522 0

36箇所 10箇所

134,990 11,002

61箇所 2箇所

197,196 2,528

30箇所 0箇所

96,430 0

27箇所 0箇所

88,170 0

68箇所 0箇所

206,531 0

40箇所 0箇所

133,860 0

32箇所 2箇所

137,608 8,807

16箇所 6箇所

40,020 11,040

47箇所 0箇所

69,635 0

45箇所 35箇所

58,700 11,260

430箇所 55箇所

1,357,662 44,637
329,825 5 5,367 18 22,478 32

3,10014 17,516 2 1,039 7 3,231

計 95 311,976 238 715,861 97

26 6,990 6

16,792 43 1 61 45,370

2 14 26,270

天草 9 9,474 22 31,710

3,700球磨 18 27,305 26 38,630 3

13

8 1 5 3,0001 2,420 4 7,640

6 11 5,200

芦北 7 19,310 8 18,290

31,200 2 8,807八代 8 57,182 15 49,226 9

2 3,400

7 2,7504 5,200

2 1,500

上益城 3 12,800 33 115,860

62,171阿蘇 1 2,000 47 142,360 20

2 1,900

2 2 1,800

菊池 8 9,000 17 77,270

61,600鹿本 10 9,930 6 24,900 14

4 6 1,45012 45,798 2 2,528

6,402 9 1 300

玉名 11 30,855 38 120,543

67,420 1 1,800 5 2,800 4宇城 6 20,500 15 47,070 15

重　　  要　　  水　  　防　  　区　  　間 重要水防箇所

河  川  の  部 海  岸  の  部
道路

（冠水、洗掘）

熊本 14 113,620 11 50,002 63 30,900

所轄

種別



Ⅰ- １  県知事管理区間

右岸 4,100 堤防高不足 積み土のう工

左岸 4,100 洗掘 筵張工

右岸 4,850 堤防高不足 積み土のう工

左岸 700 法崩れすべり 筵張工

右岸 200 堤防高不足 積み土のう工

左岸 0
右岸 1,900 堤防高不足 積み土のう工

左岸 0
右岸 2,600 堤防高不足 積み土のう工

左岸 3,000 筵張工

右岸 9,100 堤防高不足 積み土のう工

左岸 10,700 筵張工

右岸 19,000 堤防高不足 積み土のう工

左岸 18,600 筵張工

右岸 7,200 堤防高不足 積み土のう工

左岸 7,200 筵張工

右岸 850 漏水 積み土のう工

左岸 850 月の輪工

右岸 370 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,300 漏水 筵張工

右岸 1,900 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,700 筵張工

右岸 800 堤防高不足 杭打筵張工

左岸 800 積み土のう工

右岸 3,400 堤防高不足 杭打筵張工

左岸 2,600 積み土のう工

右岸 2,400 堤防高不足 杭打筵張工

左岸 2,400 積み土のう工

右岸 58,670
左岸 54,950
右岸 2,300 堤防高不足 杭打筵張工

左岸 2,200 積み土のう工

右岸 2,900 堤防高不足 杭打筵張工

左岸 2,900 積み土のう工

右岸 3,000 堤防高不足 積み土のう工

左岸 3,000
右岸 1,900 堤防高不足 杭打筵張工

左岸 1,900 積み土のう工

右岸 150 堤防高不足 杭打筵張工

左岸 150 積み土のう工

右岸 0 堤防高不足 杭打筵張工

左岸 100 積み土のう工

右岸 10,250
左岸 10,250
右岸 5,800 堤防高不足 積み土のう工

左岸 5,800
右岸 920 堤防高不足 積み土のう工

左岸 920
右岸 360 堤防高不足 積み土のう工

左岸 360
右岸 1,855 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,910
右岸 160 堤防高不足 積み土のう工

左岸 0
右岸 3,000 法崩れすべり 補強

左岸 3,000
右岸 0 堤防高不足 積み土のう工

左岸 850
右岸 500 堤防高不足 積み土のう工

左岸 0
右岸 1,800 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,500
右岸 0 堤防高不足 積み土のう工

左岸 440
右岸 840 堤防高不足 積み土のう工

左岸 840
右岸 15,235
左岸 15,620
右岸 400 堤防高不足 積み土のう工

左岸 450
右岸 100 堤防高不足 積み土のう工

左岸 100

熊本市南区城南町阿高

14 緑川 浜戸川 熊本土木 熊本市南区城南町鰐瀬 ～

浜戸川 熊本土木

6 緑川

 

潤川 宇城振興局 宇土市三拾町 ～

 

宇城市松橋町両仲間

宇城市松橋町浦川内

宇土市下網田町

1 緑川 潤川 宇城振興局 ～

宇城市松橋町久具 ～

宇土市網津町2 網津川

宇土市立岡町宇土市岩古層町

宇城振興局

宇城振興局 宇城市松橋町西下郷 ～

宇城振興局

～  

～

5 大野川 浅川

網田川

4 大野川 大野川

3 網田川

網津川 宇城振興局

5 菊池川 三蔵川 玉名振興局

境川 玉名振興局

7 境川 ～玉名振興局

6 唐人川 唐人川 玉名振興局 玉名市横島町

9

 

8 境川 境川 玉名振興局 玉名市岱明町 ～  

境川

10 菊池川 内田川 玉名振興局 和水町内田 ～

11 関川 関川 玉名振興局

山鹿市平山 ～

山鹿市湯山 ～

2 菊池川 岩村川 鹿本振興局

菊池川 内野川 鹿本振興局

番号 水系名 河川名

緑川 木部川

4 緑川 木山川

振興局名

3 緑川 加勢川 熊本土木

1 緑川 天明新川 熊本土木

2

危険状況 水防工法地　　　先　　　名 延長（ｍ）

熊本市南区流通団地２丁目 ～ 熊本市南区中無田町

熊本市東区画図町下無田 ～ 熊本市南区元三町熊本土木

熊本市東区秋津町秋田 ～ 熊本市東区秋津町秋田

熊本土木 熊本市東区秋津町秋田 ～  

熊本市東区秋津町秋田5 緑川 熊本市東区秋津町沼山津 ～秋津川 熊本土木

6 白川 白川 熊本土木 熊本市東区鹿帰瀬町

8 坪井川 熊本市西区上高橋町

7 坪井川 坪井川 熊本土木

井芹川 熊本土木

13 緑川

 　⑤ 重要水防区間一覧表 〔 河川の部 〕 （Ａランク）　　　　　　　　　　

熊本市北区飛田３丁目 ～

～ 熊本市東区渡鹿８丁目

熊本市北区釜尾町 ～

熊本市西区小島

9 除川 除川 熊本土木 熊本市南区畠口町 ～  

113,62014 箇所

～ 熊本市南区富合町榎津

熊本市南区富合町田尻 ～ 熊本市南区富合町南田尻

熊本市南区城南町島田

玉名地域振興局　計

～

熊本土木事務所　計

1

境川

宇城地域振興局　計

11 緑川 浜戸川 熊本土木

12 緑川 潤川 熊本土木

10 緑川 浜戸川 熊本土木 熊本市南区富合町硴江 ～ 熊本市南区富合町国町

熊本市南区富合町廻江

20,5006 箇所

南関町関下 ～

 

荒尾市下井手

30,85511 箇所

 

荒尾市増永

 

 

玉名市箱谷 ～

 

～

玉東町木葉 ～

玉名市岱明町 ～

～

荒尾市荒尾 ～

～

玉名市滑石

4 菊池川 木葉川 玉名振興局

玉名振興局

3 浦川 増永川 玉名振興局

　

1 関川 関川 玉名振興局

2 浦川 浦川

南関町宮尾



Ⅰ- １  県知事管理区間

番号 水系名 河川名 振興局名 危険状況 水防工法地　　　先　　　名 延長（ｍ）

 　⑤ 重要水防区間一覧表 〔 河川の部 〕 （Ａランク）　　　　　　　　　　

右岸 1,300 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,300
右岸 0 堤防高不足 積み土のう工

左岸 200
右岸 0 堤防高不足 積み土のう工

左岸 140
右岸 120 堤防高不足 積み土のう工

左岸 120
右岸 500 堤防高不足 積み土のう工

左岸 500
右岸 2,100 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,100
右岸 200 堤防高不足 積み土のう工

左岸 100
右岸 0 堤防高不足 積み土のう工

左岸 200
右岸 4,720
左岸 5,210
右岸 1,000 堤防高不足 積み土のう工

左岸 200
右岸 1,000 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,000
右岸 500 堤防高不足 積み土のう工

左岸 500
右岸 0 堤防高不足 積み土のう工

左岸 300
右岸 300 堤防高不足 積み土のう工

左岸 0
右岸 0 堤防高不足 積み土のう工

左岸 300
右岸 300 堤防高不足 積み土のう工

左岸 0
右岸 2,400 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,200
右岸 5,500
左岸 3,500
右岸 800 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,200
右岸 800
左岸 1,200
右岸 3,400 堤防高不足 積み土のう工

左岸 3,000 法崩れすべり 筵張工

右岸 1,500 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,500 法崩れすべり 木流し工

右岸 1,700 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,700
右岸 6,600
左岸 6,200
右岸 3,520 堤防高不足 積み土のう工

左岸 3,520
右岸 2,710 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,710
右岸 3,295 堤防高不足 積み土のう工

左岸 3,295
右岸 7,535 堤防高不足 積み土のう工

左岸 7,535
右岸 1,600 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,600
右岸 4,570 堤防高不足 積み土のう工

左岸 4,570
右岸 2,661 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,661
右岸 2,700 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,700
右岸 28,591
左岸 28,591
右岸 300 漏水 ポンプ排水

左岸 0
右岸 3,000 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,500
右岸 155 堤防高不足 積み土のう工

左岸 155
芦北町乙千屋

湯の浦川 湯の浦川 芦北振興局

佐敷川 乙千屋川 芦北振興局

2

～3

～

菊陽町川久保

8

9,93010 箇所

芦北町芦北 ～

芦北町湯浦 ～ 芦北町豊岡

1 湯の浦川 湯の浦川 芦北振興局

6 白川 白川

菊池振興局

10 菊池川

5 白川 白川 菊池振興局 大津町瀬田

菊池振興局

菊池地域振興局　計

7

9,000

8 白川

大津町下森

白川 菊池振興局

箇所

鹿本地域振興局　計

4 白川 白川 菊池振興局

菊池振興局

2 菊池川 河原川

1 菊池市北宮菊池市片角

菊池市藤田 ～

～

～

山鹿市鹿央町大浦

山鹿市鹿央町岩原 ～

～

山鹿市鹿央町梅木谷 ～

～

鹿本振興局

鹿本振興局 山鹿市鹿本町庄

五郎丸川 鹿本振興局

9 菊池川

～

7 菊池川

8 菊池川 木野川

5

岩野川

6 菊池川 初田川 鹿本振興局 山鹿市菊鹿町木野

菊池川

3 菊池川

～4 鹿本振興局

～

山鹿市法華寺

山鹿市小坂

山鹿市菊鹿町木野

白川 白川 菊池振興局

山鹿市菊鹿町永野

岩原川 鹿本振興局

江田川

菊池川

初田川 鹿本振興局

菊池川

小坂川 鹿本振興局

菊池市旭志小ヶ原

～

～

～

～

大津町外牧

1

～

大津町内牧

黒川 阿蘇振興局

大津町下町 ～

白川 阿蘇市車帰

1 箇所 2,000

2 緑川 岩戸川 上益城振興局

益城町安永 ～

～ 益城町新川

山都町上寺 ～

益城町広崎

12,8003 箇所

八代市西片町

益城町砥川

阿蘇地域振興局　計

上益城地域振興局　計

3 緑川 千滝川 上益城振興局

1 緑川 秋津川 上益城振興局

1 水無川 水無川 八代振興局 八代市千丁町古閑出八代市昭和同仁町 ～

2 大鞘川 夜狩川 八代振興局 八代市千丁町古閑出 ～

八代市千丁町大牟田

3 鏡川

4 大鞘川 大鞘川 八代振興局

八代市鏡町内田

八間川 八代振興局

八代市鏡町三番割 ～鏡川 八代振興局

氷川町新田 ～

八代市鏡町西浜 ～

氷川町大野

6 氷川 氷川 八代振興局 氷川町鹿野 ～ 氷川町川上

5 八間川

八代地域振興局　計 57,1828 箇所

峠川

八代振興局 ～

八代市豊原上町7

菊池川 菊池振興局

3 菊池川

八代市古閑上町 八代市上日置町8 水無川 水無川

流藻川 流藻川 八代振興局 八代市大福寺町 ～



Ⅰ- １  県知事管理区間

番号 水系名 河川名 振興局名 危険状況 水防工法地　　　先　　　名 延長（ｍ）

 　⑤ 重要水防区間一覧表 〔 河川の部 〕 （Ａランク）　　　　　　　　　　

右岸 5,000 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,900
右岸 450 堤防高不足 積み土のう工

左岸 450
右岸 1,700 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,700
右岸 500 堤防高不足 積み土のう工

左岸 500
右岸 11,105
左岸 8,205
右岸 700 堤防高不足 積み土のう工

左岸 700
右岸 500 堤防高不足 積み土のう工

左岸 500
右岸 400 堤防高不足 積み土のう工

左岸 400
右岸 2,000 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,000
右岸 900 堤防高不足 積み土のう工

左岸 600
右岸 703 堤防高不足 積み土のう工

左岸 0
右岸 302 堤防高不足 積み土のう工

左岸 302
右岸 0 堤防高不足 積み土のう工

左岸 200
右岸 400 堤防高不足 積み土のう工

左岸 0
～ 右岸 258 堤防高不足 積み土のう工

左岸 0
右岸 1,700 堤防高不足 積み土のう工

左岸 3,500
右岸 2,500 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,500
右岸 1,000 堤防高不足 積み土のう工

左岸 0
右岸 120 堤防高不足 積み土のう工

左岸 120 堤防断面不足

右岸 2,100 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,100
右岸 300 堤防高不足 積み土のう工

左岸 300 堤防断面不足

右岸 0 洗掘 積み土のう工

左岸 100
右岸 100 洗掘 積み土のう工

左岸 0
右岸 13,983
左岸 13,322
右岸 0 堤防高不足 積み土のう工

左岸 280
右岸 800 堤防高不足 積み土のう工

左岸 800
右岸 130 堤防高不足 積み土のう工

左岸 450
右岸 1,000 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,200
右岸 152 堤防高不足 積み土のう工

左岸 152
右岸 200 堤防高不足 積み土のう工

左岸 0
右岸 300 堤防断面不足 筵張工

左岸 800
右岸 0 堤防断面不足 積み土のう工

左岸 100
右岸 1,590 堤防断面不足 筵張工

左岸 1,520
右岸 4,172
左岸 5,302

芦北町佐敷

芦北振興局

芦北

津奈木町岩城

芦北町花岡

～

～6

5 津奈木川

佐敷川

津奈木川

佐敷川

芦北地域振興局　計

水俣市白浜 水俣市中鶴

19,3107 箇所

4 水俣川 水俣川 芦北振興局

7 佐敷川

～

総　　　　　計 箇所95

12

～球磨川

311,976

志岐川 志岐川 天草振興局 苓北町志岐

15

9 箇所天草地域振興局　計

8

9

5

6

球磨村渡

4

出水川 球磨振興局

～

人吉市北泉田町

あさぎり町上

天草振興局

7 下津深江川 下津深江川 天草振興局

高浜川 高浜川

多良木町黒肥地

人吉市蓑野町

～

天草市亀場町食場 ～

天草市川原町

あさぎり町深田西

18 箇所

山江村山田

9,474

27,305

人吉市寺町 ～

～ あさぎり町深田西

天草市本渡町本戸馬場

天草市港町

球磨振興局

球磨振興局

球磨振興局

球磨川

山田川

川辺川球磨川

山田川

球磨振興局

14 小川

球磨川 万江川

球磨川

球磨川

7

8

球磨川 免田川

1 球磨川 御溝川

球磨振興局 人吉市中神町 ～

3 球磨振興局

2

人吉市瓦屋町

人吉市瓦屋町 ～

人吉市城本町

球磨振興局

球磨振興局 ～

人吉市上薩摩瀬町

球磨川 御溝川

～人吉市下薩摩瀬町球磨川 御溝川

人吉市下林

球磨川

人吉市上林町

山江村山田～

～ 人吉市温泉町

～

相良村深水～

～柳橋川 球磨振興局

阿蘇川 球磨振興局

球磨振興局

～

多良木町多良木

あさぎり町阿蘇

9

10

球磨振興局

球磨川

球磨振興局

球磨川

13

球磨川

柳橋川

11

～

球磨振興局 相良村川辺

球磨川 銅山川

多良木町久米

球磨川 牛繰川 球磨振興局

胸川

町山口川 天草振興局

球磨地域振興局　計

1

2 ～町山口川

亀川 亀川 天草振興局

16

3 広瀬川 広瀬川 天草振興局

4 上津浦川

天草市本渡町広瀬 ～

5 楠甫川

6 大宮地川 大宮地川 天草振興局

天草市有明町上津浦 ～上津浦川 天草振興局

楠甫川 天草振興局 天草市有明町楠甫 ～

天草市天草町下田北 ～

天草市天草町高浜南 ～

天草市新和町大宮地 ～

17 球磨川 馬氷川 球磨振興局 人吉市下原田町 ～ 人吉市下原田町

18 球磨川 馬氷川 球磨振興局 球磨村渡 ～ 球磨村渡

宮の浦川 芦北 芦北町宮浦 ～



Ⅰ- １  県知事管理区間

右岸 7,300 堤防高不足 積み土のう工

左岸 7,300 法崩れすべり 筵張工

右岸 0 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,700
右岸 600 堤防高不足 積み土のう工

左岸 600
右岸 250 法崩れすべり 積み土のう工

左岸 250
右岸 5,190 堤防高不足 積み土のう工

左岸 5,190 木流し工

右岸 1,000 洗掘 積み土のう工

左岸 1,000 木流し工

右岸 300 洗掘 積み土のう工

左岸 300
右岸 2,549 洗掘 木流し工

左岸 2,549
右岸 2,300 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,300 法崩れすべり

右岸 2,862 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,862
右岸 1,800 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,800
右岸 24,151
左岸 25,851
右岸 2,600 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,600
右岸 1,800 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,800
右岸 0 堤防高不足 積み土のう工

左岸 150
右岸 2,500 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,500
右岸 1,500 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,500
右岸 700 堤防高不足 積み土のう工

左岸 700
右岸 900 堤防高不足 積み土のう工

左岸 900 筵張工

右岸 1,080 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,080
右岸 730 堤防高不足 積み土のう工

左岸 730
右岸 2,500 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,500
右岸 6,000 堤防高不足 積み土のう工

左岸 6,000 筵張工

右岸 0 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,500 筵張工

右岸 750 堤防高不足 積み土のう工

左岸 750
右岸 1,500 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,500
右岸 300 堤防高不足 積み土のう工

左岸 0
右岸 22,860
左岸 24,210
右岸 1,500 法崩れすべり 補強

左岸 1,500
右岸 5,500 法崩れすべり 補強

左岸 5,500
右岸 1,250 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,250
右岸 1,000 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,000
右岸 89 堤防高不足 積み土のう工

左岸 89
右岸 1,180 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,180

熊本市南区城南町阿高 ～  11 緑川 滑川 熊本土木

箇所

15 緑川 緑川

宇城地域振興局　計

宇城振興局 美里町甲佐平 ～

美里町坂貫 ～ 美里町大窪

美里町中 ～ 美里町払川14 緑川 釈迦院川 宇城振興局

13 緑川 津留川 宇城振興局

12 緑川 津留川 宇城振興局 ～  美里町萱野

宇城市松橋町砂川 ～ 宇城市小川町北新田

宇城市豊野町安見 ～ 美里町馬場11 緑川 浜戸川 宇城振興局

10 八枚戸川 八枚戸川 宇城振興局

宇城市小川町南部田

9 五丁川 今新地川 宇城振興局 宇城市松橋町両仲間 ～ 宇城市松橋町竹崎

6

8 五丁川 新耕地川

7 五丁川 五丁川 宇城振興局

 

荒尾市樺

 

 

～

47,07015

～宇城市不知火町長崎

宇城市松橋町大野 ～

宇城市松橋町浅川 ～

荒尾市川登

宇城振興局

浦上川 浦上川 宇城振興局

大野川 明神川 宇城振興局

宇城振興局 宇城市松橋町両仲間

 

 

4 長崎川 長崎川 宇城振興局 宇城市不知火町長崎 ～  

里浦川

5

宇城市三角町里浦 ～

 

2 郡浦川 郡浦川 宇城振興局 宇城市三角町郡浦 ～

熊本土木事務所　計

宇城振興局波多川

熊本市南区畠口町

10 千間江湖 千間江湖 熊本土木 熊本市南区江富町 ～ 熊本市南区内田町

9 除川 除川 熊本土木

番号 水系名 河川名 振興局等名

3 緑川 矢形川 熊本土木

危険状況 水防工法地　　　先　　　名 延長（ｍ）

熊本市南区中無田町 ～ 熊本市南区川口町

熊本市東区秋津町秋田 ～  

1 緑川 天明新川 熊本土木

2 緑川 木山川 熊本土木

熊本市東区秋津町秋田 ～  

4 緑川 内田川 熊本土木 熊本市南区内田町 ～  

熊本市北区釜尾町

熊本市北区飛田３丁目

5 坪井川

6 坪井川 坪井川 熊本土木

熊本土木

熊本市北区立福寺町 ～井芹川 熊本土木

熊本市北区鶴羽田町 ～

 　⑤ 重要水防区間一覧表 〔 河川の部 〕 （Bランク）　　　　　　　　　　

 

50,002

7 坪井川 熊本市北区立福寺町 ～

熊本市南区無田口地先 ～

立福寺川

箇所11

1 波多川 宇城市三角町波多 ～

3 里浦川

荒尾市菰屋

菜切川

～

荒尾市荒尾 ～

川登川

菜切川

菜切川5

玉名振興局

玉名振興局3

1 関川

6 浦川

菜切川

4 菜切川

浦川 玉名振興局

南関町上長田

玉名振興局

玉名振興局

関川

～

荒尾市川登 ～

荒尾市下井手 ～

～ 南関町高久野2 関川 関川 玉名振興局

8 坪井川 西谷川 熊土 熊本市北区万楽寺町 ～ 熊本市北区立福寺町



Ⅰ- １  県知事管理区間

番号 水系名 河川名 振興局等名 危険状況 水防工法地　　　先　　　名 延長（ｍ）

 　⑤ 重要水防区間一覧表 〔 河川の部 〕 （Bランク）　　　　　　　　　　

右岸 200 堤防高不足 積み土のう工

左岸 200
右岸 1,570 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,570
右岸 3,325 堤防高不足 積み土のう工

左岸 3,170
右岸 4,200 堤防高不足 積み土のう工

左岸 4,200
右岸 400 堤防高不足 積み土のう工

左岸 400
右岸 60 堤防高不足 積み土のう工

左岸 60
右岸 60 堤防高不足 積み土のう工

左岸 200
右岸 0 堤防高不足 積み土のう工

左岸 280
右岸 520 堤防高不足 積み土のう工

左岸 500
右岸 250 堤防高不足 積み土のう工

左岸 250
右岸 950 堤防高不足 積み土のう工

左岸 950
右岸 600 堤防高不足 積み土のう工

左岸 600
右岸 250 堤防高不足 積み土のう工

左岸 0
右岸 0 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,150
右岸 1,950 堤防高不足 積み土のう工

左岸 0
右岸 3,015 堤防高不足 積み土のう工

左岸 3,015
右岸 800 堤防高不足 積み土のう工

左岸 800
右岸 2,400 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,400
右岸 2,200 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,100
右岸 2,500 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,500
右岸 2,800 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,800
右岸 450 堤防高不足 積み土のう工

左岸 450
右岸 2,250 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,250
右岸 4,000 堤防高不足 積み土のう工

左岸 4,000
右岸 1,000 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,000
右岸 3,580 洗掘 積み土のう工

左岸 3,580
右岸 4,000 洗掘 補強

左岸 4,000
右岸 1,600 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,600
右岸 200 堤防高不足 積み土のう工

左岸 200
右岸 710 堤防高不足 積み土のう工

左岸 710
右岸 1,540 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,540
右岸 2,825 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,825
右岸 60,724
左岸 59,819

～

和水町平野 ～

玉名市三ツ川

～

玉名市青木

～

～

荒尾市増永

和水町和仁

8 浦川 ～

31

玉名振興局 玉名市富尾

三蔵川 玉名振興局

28 菊池川 十町川

菊池川

増永川 玉名振興局

玉名振興局

内田川 玉名振興局 和水町内田

裏川

境川 玉名振興局

玉名振興局

裏川

玉名市岱明町

玉名市岱明町

27 菊池川 和仁川 玉名振興局

和仁川

白木川 玉名振興局24

荒尾市増永

繁根木川

7 浦川

15

菊池川

17 菊池川

菊池川

13

菊池川

境川

菊池川

10 菊池川

玉名振興局

境川

境川 玉名振興局

三蔵川

境川 玉名振興局

玉名振興局

21

菊池川 浦谷川 玉名振興局

16

25

菊池川

～

境川

増永川 ～

～

11 菊池川

9 菊池川 木葉川 玉名振興局 玉名市田崎

～

～

玉東町木葉

三蔵川 玉名振興局

玉名市溝上玉名市青木

玉名市箱谷

玉名市溝上

14 菊池川 三蔵川 玉名振興局 玉名市青木

12 菊池川 三蔵川 玉名振興局

玉名振興局 玉名市秋丸 ～

玉名振興局 玉名市秋丸

玉名市箱谷 ～

～

18 境川 玉名市滑石 ～

19

～

20 境川

～

玉名市滑石 ～ 玉名市六田

玉名振興局

～

22

23 菊池川 白木川

唐人川

玉名振興局

玉名市天水町尾田川

玉東町白木

玉東町白木

～

26 菊池川 和仁川 玉名振興局 和水町太田黒 ～

29 菊池川 十町川 玉名振興局 和水町板楠 ～

和水町上十町玉名振興局

和水町岩

32 菊池川 日平川 玉名振興局 和水町日平

30 菊池川 岩村川

～

玉名振興局

～

和水町平野 ～

玉名振興局

～和水町江田

南関町下坂下

～

和水町江田 ～

～南関町関下36 関川 関川 玉名振興局

関川 関川

35 菊池川 内田川

玉名振興局

琵琶瀬川 玉名振興局

34

南関町関東

～

南関町関町 ～

～

37

箇所 120,543玉名地域振興局　計

38 南関町久重

33 菊池川 江田川 玉名振興局

38

関川



Ⅰ- １  県知事管理区間

番号 水系名 河川名 振興局等名 危険状況 水防工法地　　　先　　　名 延長（ｍ）

 　⑤ 重要水防区間一覧表 〔 河川の部 〕 （Bランク）　　　　　　　　　　

右岸 500 堤防高不足 積み土のう工

左岸 500
右岸 300 堤防高不足 積み土のう工

左岸 0
右岸 1,500 漏水 積み土のう工

左岸 1,500 洗掘

右岸 200 堤防高不足 積み土のう工

左岸 200
右岸 100 堤防高不足 積み土のう工

左岸 100
右岸 10,000 洗掘 積み土のう工

左岸 10,000
右岸 12,600
左岸 12,300
右岸 1,400 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,200
右岸 400 堤防高不足 積み土のう工

左岸 400
右岸 300 堤防高不足 積み土のう工

左岸 300
右岸 150 堤防高不足 積み土のう工

左岸 100
右岸 5,800 洗掘 積み土のう工

左岸 5,800
右岸 250 堤防高不足 積み土のう工

左岸 250
右岸 13,000 堤防高不足 積み土のう工

左岸 0
右岸 0 堤防高不足 積み土のう工

左岸 5,400
右岸 0 堤防高不足 積み土のう工

左岸 3,000
右岸 0 堤防高不足 積み土のう工

左岸 4,300
右岸 1,300 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,300
右岸 7,400 堤防高不足 積み土のう工

左岸 7,400
右岸 1,100 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,100
右岸 4,400 堤防高不足 積み土のう工

左岸 4,400
右岸 2,700 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,700
右岸 100 堤防高不足 積み土のう工

左岸 100
右岸 120 堤防高不足 積み土のう工

左岸 100
右岸 38,420
左岸 38,850
右岸 1,700 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,300
右岸 300 洗掘 木流し工

左岸 300
右岸 1,200 洗掘 木流し工

左岸 1,200
右岸 500 堤防高不足 積み土のう工

左岸 0
右岸 400 堤防高不足 積み土のう工

左岸 0
右岸 340 堤防高不足 積み土のう工

左岸 340
右岸 2,950 洗掘 木流し工

左岸 2,950 堤防高不足 積み土のう工

右岸 300 堤防高不足 積み土のう工

左岸 300
右岸 4,750 堤防高不足 積み土のう工

左岸 4,700

1 菊池川 菊池川 菊池振興局 菊池市築地

4 菊池川

3

～ 菊池市北宮

2 菊池川 菊池川 菊池振興局 菊池市立門 ～

5 菊池川 矢護川 菊池振興局 大津町大字矢護川 ～

菊池川 河原川 菊池振興局 菊池市下河原 ～

菊池市旭志川辺 ～

菊池市旭志尾足

矢護川 菊池振興局

～ 菊陽町下津久礼

6 菊池川 柏川 菊池振興局 菊池市立門 ～

白川 菊池振興局
大津町大字外牧

字畑鶴
～

7 白川 白川 菊池振興局
大津町大字瀬田

字上砂蓋

大津町鳥子川

9 白川 白川 菊池振興局
大津町大字岩坂

字迫の前
～ 菊陽町戸次

8 白川

17 箇所 77,270

菊陽町原水 ～

菊池市泗水町住吉 ～ 菊池市泗水町豊水

合志市野々島

菊陽町馬場楠 ～ 菊陽町辛川

11 坪井川 堀川 菊池振興局

10 白川 白川 菊池振興局

1 白川 黒川

菊池地域振興局　計

阿蘇振興局

上生川 菊池振興局

15 菊池川

2 白川 黒川 阿蘇振興局 阿蘇市的石 ～

黒川 阿蘇振興局 阿蘇市跡ヶ瀬 ～

阿蘇市赤水 ～

4 白川 黒川 阿蘇振興局 阿蘇市小野 ～

3 白川

5 白川 黒川 阿蘇振興局

6 白川 今町川 阿蘇振興局 阿蘇市役犬原 ～

白川 乙姫川 阿蘇振興局

阿蘇市小里 ～

7 白川 花原川 阿蘇振興局 阿蘇市西湯浦 ～

8 阿蘇市乙姫 ～

9 筑後川 筑後川 阿蘇振興局 小国町広田 ～

小坂川 鹿本振興局 山鹿市小坂 ～

2 菊池川 小坂川 鹿本振興局 山鹿市川久保 ～ 　

1 菊池川

4 菊池川 浦方川 鹿本振興局 山鹿市鹿北町芋生 ～

3 山鹿市長坂菊池川 千田川 鹿本振興局

山鹿市鹿央町広 ～

～

　

6 箇所 24,900

山鹿市鹿北町君ヶ平～山鹿市鹿北町川原谷

5 菊池川 柿ノ木川

鹿本地域振興局　計

6 菊池川

鹿本振興局

岩野川 鹿本振興局

12 菊池川 合志川 菊池振興局

13 菊池川

14 菊池川 迫間川 菊池振興局

～ 合志市上生

菊池市西迫間菊池市龍門 ～

鴨川 菊池振興局 菊池市七城町清水 ～

17 白川 鳥子川

16 菊池川 日向川 菊池振興局 菊池市泗水町永 ～

菊池振興局 大津町森 ～



Ⅰ- １  県知事管理区間

番号 水系名 河川名 振興局等名 危険状況 水防工法地　　　先　　　名 延長（ｍ）

 　⑤ 重要水防区間一覧表 〔 河川の部 〕 （Bランク）　　　　　　　　　　

右岸 100 洗掘 木流し工

左岸 600 堤防高不足 積み土のう工

右岸 7,500 堤防高不足 積み土のう工

左岸 7,500
右岸 500 堤防高不足 積み土のう工

左岸 500
右岸 200 堤防高不足 積み土のう工

左岸 80
右岸 5,620 洗掘 木流し工

左岸 5,620
右岸 3,300 洗掘 木流し工

左岸 3,300
右岸 3,700 洗掘 木流し工

左岸 3,700
右岸 1,000 洗掘 木流し工

左岸 1,000
右岸 1,000 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,700
右岸 1,700 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,700
右岸 500 堤防高不足 積み土のう工

左岸 0
右岸 500 堤防高不足 積み土のう工

左岸 440
右岸 1,000 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,000
右岸 1,000 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,000
右岸 200 堤防高不足 積み土のう工

左岸 200
右岸 4,000 堤防高不足 積み土のう工

左岸 4,000
右岸 3,780 堤防高不足 積み土のう工

左岸 0
右岸 500 洗掘 木流し工

左岸 500 堤防高不足 積み土のう工

右岸 400 堤防高不足 積み土のう工

左岸 400
右岸 0 堤防高不足 積み土のう工

左岸 300
右岸 2,000 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,000
右岸 0 堤防高不足 積み土のう工

左岸 200
右岸 0 堤防高不足 積み土のう工

左岸 400
右岸 700 堤防高不足 積み土のう工

左岸 700
右岸 0 堤防高不足 積み土のう工

左岸 250
右岸 900 堤防高不足 積み土のう工

左岸 0
右岸 500 堤防高不足 積み土のう工

左岸 500
右岸 600 堤防高不足 積み土のう工

左岸 600
右岸 4,600 堤防高不足 積み土のう工

左岸 4,600
右岸 2,500 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,500
右岸 3,800 堤防高不足 積み土のう工

左岸 3,800
右岸 300 堤防高不足 積み土のう工

左岸 300
右岸 820 堤防高不足 積み土のう工

左岸 820
右岸 950 堤防高不足 積み土のう工

左岸 950

19 筑後川 筑後川 阿蘇振興局 小国町上田 ～

～ 阿蘇市内牧

37 白川 黒川 阿蘇振興局 阿蘇市山田 ～

今町川 阿蘇振興局 阿蘇市今町 ～

38 白川 西岳川 阿蘇振興局 阿蘇市竹原

40 白川 東岳川 阿蘇振興局 阿蘇市一の宮町宮地 ～ 阿蘇市一の宮町中通

39 白川

阿蘇市成川 ～41 白川 黒戸川 阿蘇振興局

36 白川 黒川 阿蘇振興局

鳥子川 阿蘇振興局

～

35 白川 鳥子川 阿蘇振興局 西原村鳥子 ～

34 白川

33 白川 大畑川 阿蘇振興局 南阿蘇村河陽 ～

西原村馬場 ～

阿蘇市的石

～

～

～

10 筑後川 筑後川 阿蘇振興局 南小国町田の原 ～

志賀瀬川 阿蘇振興局 南小国町赤馬場 ～

11 筑後川 満願寺川 阿蘇振興局 南小国町満願寺

13 筑後川 志賀瀬川 阿蘇振興局 南小国町赤馬場 ～

12 筑後川

14 筑後川 志賀瀬川 阿蘇振興局 南小国町赤馬場 ～

中原川 阿蘇振興局 南小国町中原 ～

15 筑後川 馬場川 阿蘇振興局 南小国町赤馬場

17 筑後川 湯田川 阿蘇振興局 南小国町中原 ～

16 筑後川

18 筑後川 筑後川 阿蘇振興局 小国町宮原 ～

筑後川 阿蘇振興局 小国町下城 ～

21 筑後川 樅木川 阿蘇振興局 小国町下城 ～

20 筑後川

～

22 筑後川 樅木川 阿蘇振興局 小国町尻江田

小園川 阿蘇振興局 小国町小園 ～

23 筑後川 樅木川 阿蘇振興局 小国町北里

25 筑後川 北里川 阿蘇振興局 小国町北里 ～

24 筑後川

26 筑後川 志賀瀬川 阿蘇振興局 小国町宮原 ～

阿蘇振興局

小国町蓬莱

産山川

27 筑後川 中原川 阿蘇振興局 小国町黒渕 ～

阿蘇振興局

29 大野川

～

産山村日向 ～

大野川 産山川30

産山村南谷 ～

28 筑後川 蓬莢川 阿蘇振興局

32 大野川 山鹿川

阿蘇振興局

阿蘇振興局

31 大野川

産山村北向山 ～

ぐみ川

阿蘇振興局 西原村布田 ～

産山村産山

43 白川 乙姫川 阿蘇振興局 阿蘇市乙姫 ～

42 緑川 布田川



Ⅰ- １  県知事管理区間

番号 水系名 河川名 振興局等名 危険状況 水防工法地　　　先　　　名 延長（ｍ）

 　⑤ 重要水防区間一覧表 〔 河川の部 〕 （Bランク）　　　　　　　　　　

右岸 2,300 法崩れすべり 積み土のう工

左岸 2,300
右岸 3,300 法崩れすべり 積み土のう工

左岸 3,300
右岸 500 堤防高不足 積み土のう工

左岸 500
右岸 650 堤防高不足 積み土のう工

左岸 650
右岸 73,360
左岸 69,000
右岸 7,100 堤防高不足 積み土のう工

左岸 6,800
右岸 1,100 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,600
右岸 5,400 堤防高不足 積み土のう工

左岸 5,400
右岸 0 堤防高不足 積み土のう工

左岸 200 洗掘 木流し工

右岸 0 堤防高不足 積み土のう工

左岸 700 洗掘 木流し工

右岸 7,700 堤防高不足 積み土のう工

左岸 8,000 法崩れすべり 月の輪工

右岸 800 堤防高不足 積み土のう工

左岸 800
右岸 1,700 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,800 法崩れすべり 木流し工

右岸 2,300 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,300
右岸 1,500 法崩れすべり 積み土のう工

左岸 0
右岸 600 堤防高不足 積み土のう工

左岸 600
右岸 850 堤防高不足 積み土のう工

左岸 850
右岸 200 洗掘 木流し工

左岸 200
右岸 7,900 堤防高不足 積み土のう工

左岸 7,900
右岸 1,300 法崩れすべり 積み土のう工

左岸 1,300
右岸 1,100 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,100
右岸 1,300 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,300
右岸 200 堤防高不足 積み土のう工

左岸 200
右岸 700 法崩れすべり 積み土のう工

左岸 700
右岸 2,100 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,100
右岸 1,700 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,700
右岸 2,300 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,300
右岸 930 堤防高不足 積み土のう工

左岸 930
右岸 900 堤防高不足 積み土のう工

左岸 900
右岸 2,000 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,000
右岸 1,700 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,700
右岸 500 堤防高不足 積み土のう工

左岸 200
右岸 100 堤防高不足 積み土のう工

左岸 100
右岸 350 堤防高不足 積み土のう工

左岸 0

山都町上川井野 ～

山都町仮屋 ～

18 緑川

21 緑川 大矢川 上益城振興局

笹原川 上益城振興局

19 緑川 都々良川 上益城振興局 山都町麻山 ～

益城町小谷 ～7 緑川 木山川 上益城振興局

嘉島町北甘木 ～ 嘉島町下六嘉島2 緑川 矢形川 上益城振興局

25 緑川 黒峰川 上益城振興局

24 緑川 大矢川 上益城振興局

27 五ヶ瀬川 五ヶ瀬川 上益城振興局

29

山都町北中島 ～

山都町仏原 ～

山都町塩原 ～

23 緑川 大矢川 上益城振興局

山都町川野 ～

22 緑川 大矢川 上益城振興局 山都町仏原 ～ 山都町大平

20 緑川 大矢川 上益城振興局

～

山都町田吉 ～

山都町麻山 ～

山都町川口

17 緑川 笹原川 上益城振興局

16 緑川 笹原川 上益城振興局

14 緑川

～

山都町下名連石 ～ 山都町城原

山都町黒川15 緑川 黒木尾川 上益城振興局

五老滝川 上益城振興局

上益城振興局

甲佐町西寒野

甲佐町坂谷坂谷川

御船川 上益城振興局12 緑川 山都町田小野

～ 　

山都町島木 ～

～

赤井川 上益城振興局

～

11 緑川 御船川 上益城振興局

13 緑川

～ 甲佐町糸田

8 緑川

10 緑川 津留川 上益城振興局

益城町福原 ～

嘉島町井寺

～

　

益城町赤井

9 緑川 竜野川 上益城振興局 甲佐町上早川

木山川 上益城振興局 嘉島町下六嘉 ～

上益城振興局 益城町田原 ～

上益城振興局 嘉島町下六嘉

26 緑川 　上滑川 上益城振興局

4

嘉島町下六嘉

上益城振興局

上益城振興局 御船町木倉 ～

御船町滝尾 ～ 御船町辺田見

47 箇所 142,360阿蘇地域振興局　計

1 緑川 矢形川

加勢川

6 緑川 木山川

緑川

5 緑川

3 緑川 御船川

～ 　五ヶ瀬川 川走川 上益城振興局 山都町東竹原

山都町馬見原 ～ 　

28 五ヶ瀬川 五ヶ瀬川 上益城振興局 山都町今 ～ 　

44 白川 黒川 阿蘇振興局 阿蘇市三久保 ～

45 白川 黒川 阿蘇振興局 阿蘇市小池 ～ 阿蘇市小倉

46 白川 花原川 阿蘇振興局 阿蘇市内牧 ～

47 大野川 山鹿川 阿蘇振興局 産山村山鹿 ～
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右岸 2,300 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,300
右岸 800 堤防高不足 積み土のう工

左岸 800
右岸 750 堤防高不足 積み土のう工

左岸 750
右岸 150 堤防高不足 積み土のう工

左岸 0
右岸 58,330
左岸 57,530
右岸 1,700 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,700
右岸 2,200 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,200
右岸 300 堤防高不足 積み土のう工

左岸 0
右岸 1,500 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,500
右岸 400 堤防高不足 積み土のう工

左岸 0
右岸 4,300 堤防高不足 積み土のう工

左岸 4,030
右岸 1,500 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,500
右岸 2,276 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,276
右岸 3,800 堤防高不足 積み土のう工

左岸 3,800
右岸 1,200 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,200
右岸 2,000 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,000
右岸 1,200 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,200
右岸 1,700 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,700
右岸 418 堤防高不足 積み土のう工

左岸 418
右岸 604 堤防高不足 積み土のう工

左岸 604
右岸 25,098
左岸 24,128
右岸 3,300 堤防高不足 積み土のう工

左岸 3,300
右岸 0 堤防高不足 積み土のう工

左岸 550
右岸 0 堤防高不足 積み土のう工

左岸 780
右岸 900 洗掘 積み土のう工

左岸 0 木流し工

右岸 2,700 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,700
右岸 480 堤防高不足 積み土のう工

左岸 480
右岸 400 堤防高不足 積み土のう工

左岸 500
右岸 1,100 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,100
右岸 8,880
左岸 9,410
右岸 300 堤防高不足 積み土のう工

左岸 300
右岸 230 堤防高不足 積み土のう工

左岸 0
右岸 600 堤防高不足 積み土のう工

左岸 600
右岸 1,150 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,150

7 球磨川 吉尾川 芦北振興局 芦北町吉尾 ～

山都町長谷 ～32 五ヶ瀬川 神働川 上益城振興局

山都町鶴ヶ田 ～31 緑川 笹原川 上益城振興局

山都町上寺 ～

～4 佐敷川 佐敷川 芦北振興局

1 佐敷川 芦北町桑原佐敷川 芦北振興局 芦北町佐敷 ～

芦北町塩浸

芦北町塩浸

2 佐敷川 佐敷川 芦北振興局

3 佐敷川 佐敷川 芦北振興局

芦北町田川 ～

芦北町桑原 ～ 芦北町川内

芦北町川内 ～

18,290

芦北振興局5 佐敷川 田川川

芦北地域振興局　計 8 箇所

8 佐敷川 宮の浦川 芦北振興局

上益城地域振興局　計

30 緑川 千滝川 上益城振興局

33 箇所 115,860

八代市古閑上町

氷川町栫

～ 八代市坂本町百済来上

～ 八代市坂本町板練

八代市古閑浜町

1 球磨川 鹿目川

2 球磨川 万江川 球磨振興局 人吉市下原田町 ～

～

球磨振興局 人吉市鹿目町 ～

小纚川 球磨振興局 錦町西 ～

3 球磨川 福川 球磨振興局 人吉市下城本町

4 球磨川

～

氷川 八代振興局 氷川町川上 ～

八代振興局 八代市坂本町寺前瀬

八代振興局

八代振興局 八代市坂本町板練

6 氷川

5

11 水無川 水無川

10 球磨川 百済木川

百済木川

大鞘川

9

水無川

8 大鞘川 ～

～ 八代市妙見町八代振興局7 水無川

～  球磨川 中谷川 八代振興局

八代市上日置町

八代市坂本町中谷川口

八代市東陽町北

～  

八代市坂本町小崎辻 ～ 八代市坂本町片岩

八代市坂本町深水川口

～ 八代市二見下大野町

1

4 球磨川 油谷川 八代振興局

3 球磨川 深水川

河俣川

2 二見川 下大野川 八代振興局 八代市二見本町

八代振興局

八代振興局 八代市千丁町太牟田

球磨川

箇所 49,226八代地域振興局　計 15

二見川 八代振興局

～氷川町栫

八代市東陽町南

八代市二見本町

八代市大福寺町

12

二見川 ～ 八代市二見赤松町

13 流藻川 流藻川 八代振興局 八代市催合町 ～

氷川 ～八代振興局 八代市東陽町杉ノ本

6 水俣川 湯出川 芦北振興局 水俣市南福寺 ～ 水俣市大園町２丁目

33 緑川 広戸川 上益城振興局 山都町上川井野 ～

～

15 大鞘川 弥勒川 八代振興局

芦北町宮浦 ～

14 大鞘川 島崎川 八代振興局 氷川町栫



Ⅰ- １  県知事管理区間

番号 水系名 河川名 振興局等名 危険状況 水防工法地　　　先　　　名 延長（ｍ）

 　⑤ 重要水防区間一覧表 〔 河川の部 〕 （Bランク）　　　　　　　　　　

右岸 0 堤防高不足 積み土のう工

左岸 330
右岸 0 堤防断面不足 積み土のう工

左岸 600
右岸 1,400 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,400
右岸 370 堤防高不足 積み土のう工

左岸 0
右岸 200 堤防高不足 積み土のう工

左岸 200
右岸 200 洗掘 積み土のう工

左岸 200
右岸 1,400 堤防断面不足 積み土のう工

左岸 1,400
右岸 1,000 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,000
右岸 300 堤防高不足 積み土のう工

左岸 300
右岸 1,000 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,000
右岸 2,400 堤防高不足 積み土のう工

左岸 3,800 洗掘

右岸 100 堤防高不足 積み土のう工

左岸 0
右岸 500 堤防高不足 積み土のう工

左岸 500
右岸 100 堤防高不足 積み土のう工

左岸 300
右岸 0 堤防高不足 積み土のう工

左岸 300
右岸 0 堤防高不足 積み土のう工

左岸 200
右岸 1,000 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,000
右岸 700 堤防高不足 積み土のう工

左岸 700
右岸 700 堤防高不足 積み土のう工

左岸 700
右岸 600 堤防高不足 積み土のう工

左岸 600
右岸 1,100 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,100
右岸 2,800 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,800
右岸 18,150
左岸 20,480
右岸 100 堤防高不足 筵張工

左岸 100
右岸 200 堤防断面不足 積み土のう工

左岸 200
右岸 580 堤防高不足 積み土のう工

左岸 470
右岸 930 堤防高不足 積み土のう工

左岸 930
右岸 0 堤防高不足 積み土俵

左岸 700
右岸 400 堤防高不足 積み土のう工

左岸 400
右岸 600 堤防断面不足 筵張工

左岸 600
右岸 600 堤防高不足 積み土俵

左岸 970
右岸 1,600 堤防高不足 積土俵筵張

左岸 1,240
右岸 200 堤防高不足 積み土俵

左岸 0
右岸 400 堤防高不足 積み土のう工

左岸 0

球磨地域振興局　計 26

3 久玉川 久玉川

下津浦川 天草振興局

6

箇所

1 亀川 天草振興局

天草振興局

球磨川

～

あさぎり町上西

多良木町黒肥地 ～

38,630

湯前町馬場

23 球磨川

25 球磨川 免田川 球磨振興局

仁原川 球磨振興局26

～

錦町一武

24 球磨川 野間川 球磨振興局 錦町木上西 ～

22 球磨川 高柱川 球磨振興局 錦町西 ～

錦町西 ～

あさぎり町免田西 ～

大谷川 球磨振興局

5 球磨川 井口川 球磨振興局 あさぎり町免田 ～

～

6 球磨川 柳橋川 球磨振興局 あさぎり町須恵 ～

小椎川 球磨振興局 多良木町黒肥地 ～

7 球磨川 田頭川 球磨振興局 あさぎり町深田東

9 球磨川 小椎川 球磨振興局 多良木町黒肥地 ～

8 球磨川

～

10 球磨川 牛繰川 球磨振興局 多良木町黒肥地 ～

小川内川 球磨振興局 水上村岩野 ～

11 球磨川 牧良川 球磨振興局 湯前町猪鹿倉山

13 球磨川 川辺川 球磨振興局 相良村川辺 ～

12 球磨川

～ 五木村竹の川

14 球磨川 川辺川 球磨振興局 相良村四浦西 ～

万江川 球磨振興局 山江村小森 ～

相良村四浦東

15 球磨川 川辺川 球磨振興局 五木村宮園

17 球磨川 万江川 球磨振興局 山江村淡島 ～

16 球磨川

18 球磨川 山田川 球磨振興局

19 球磨川 川内川 球磨振興局

～

山江村山田 ～

球磨村神瀬 ～

球磨振興局 球磨村糸原

人吉市鬼木

20 球磨川 小川

球磨川 鬼木川21 球磨振興局

2 町山口川 町山口川 天草振興局 天草市本渡町本渡 ～

亀川 天草市亀場町食場

～

4 上津浦川 稗田川 天草振興局 天草市有明町上津浦 ～

天草市久玉町

9 大江川 大江川

7 中洲川

中田川

中洲川

8 中洲川 貝州川

～

中田川 天草振興局

5 下津浦川

天草市新和町中田 ～

天草市有明町下津浦

天草振興局

天草市五和町御領 ～

天草市五和町御領 ～

天草振興局

10 路木川 路木川 天草振興局 天草市河浦町路木

11 一町田川 今田川

～

～

天草振興局 天草市天草町大江

天草振興局 天草市河浦町今田

～



Ⅰ- １  県知事管理区間

番号 水系名 河川名 振興局等名 危険状況 水防工法地　　　先　　　名 延長（ｍ）

 　⑤ 重要水防区間一覧表 〔 河川の部 〕 （Bランク）　　　　　　　　　　

右岸 1,300 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,700
右岸 1,200 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,700
右岸 800 堤防高不足 積み土のう工

左岸 800
右岸 2,300 堤防高不足 積み土俵

左岸 0
右岸 1,400 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,700
右岸 1,540 堤防断面不足 積み土のう工

左岸 1,740
右岸 600 堤防高不足 積み土のう工

左岸 600
右岸 600 堤防断面不足 筵張工

左岸 400
右岸 320 堤防断面不足 筵張工

左岸 100
右岸 610 堤防断面不足 筵張工

左岸 830
右岸 250 堤防高不足 積み土のう工

左岸 0

右岸 16,530
左岸 15,180

内野川 内野川

都呂々川

31,710

天草振興局

22 箇所天草地域振興局　計

天草振興局

22

都呂々川

21

苓北町都呂々 ～

上天草市姫戸町二間戸 ～

上天草市松島町合津

上津深江川 上津深江川

20

16 今泉川 今泉川 天草振興局

苓北町上津深江 ～

～

12

～14 一町田川

天草振興局一町田川

～白木河内川

天草市河浦町河浦一町田川

葛河内川 天草振興局

天草振興局

上天草市松島町今泉

～

上天草市松島町今泉

238 箇所 715,861

15 教良木川 教良木川

総　　　　　計

～天草振興局

天草市河浦町白木河内

天草市河浦町河浦

～

18 岩下川 岩下川 天草振興局

13 一町田川

17 合津川 合津川 天草振興局

～天草振興局 天草市五和町二江

19 松原川 松原川 天草振興局 苓北町坂瀬川 ～



Ⅰ- １  県知事管理区間

右岸 4,150 堤防高不足 積み土のう工

左岸 4,150

右岸 7,100 堤防高不足 積み土のう工

左岸 7,100

右岸 4,200 堤防高不足 積み土のう工

左岸 4,200

右岸 15,450

左岸 15,450

右岸 500 堤防高不足 積み土のう工

左岸 500

右岸 - 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,800

右岸 460 堤防高不足 積み土のう工

左岸 460

右岸 1,280 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,280

右岸 4,670 堤防高不足 積み土のう工

左岸 4,670

右岸 2,660 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,660

右岸 600 堤防高不足 積み土のう工

左岸 600

右岸 10,950 堤防高不足 積み土のう工

左岸 10,950

右岸 1,780 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,780

右岸 2,450 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,450

右岸 780 堤防高不足 積み土のう工

左岸 780

右岸 2,780 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,780

右岸 3,000 堤防高不足 積み土のう工

左岸 3,000

右岸 400 堤防高不足 積み土のう工

左岸

右岸 700 堤防高不足 積み土のう工

左岸 700 法崩れすべり

右岸 33,010

左岸 34,410

右岸 3,600 堤防高不足 積み土のう工

左岸 3,600

右岸 1,327 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,327

右岸 1,761 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,761

右岸 3,901 法崩れすべり 積み土のう工

左岸 3,901

右岸 2,000 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,000

右岸 1,800 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,800

右岸 0 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,100

15 緑川 緑川 宇城振興局 美里町桑鶴 ～ 美里町船津

熊本市北区植木町鞍掛

14 緑川 釈迦院川 宇城振興局 美里町中

熊本市北区植木町円大寺

宇城市豊野町安見 ～

～

3 菊池川 木葉川 熊本土木 熊本市北区植木町豊岡 ～

2 菊池川 豊田川 熊本土木 熊本市北区植木町舟島 ～

7 和水町平野 ～菊池川 和仁川 玉名振興局  

玉名振興局

玉東町上木葉 ～5

6 菊池川 西安寺川

菊池川 浦田川 玉名振興局

～ 長洲町折崎

玉東町西安寺 ～

玉名市岱明町

玉名市岱明町 ～

4 行末川 行末川 玉名振興局

2

3 行末川 今泉川

地　　　先　　　名 延長（ｍ）

 

玉名市岱明町 ～  

 玉名市岱明町 ～1 行末川 友田川 玉名振興局

玉名振興局

玉名振興局

行末川 友田川

番号 水系名 河川名

 　⑤ 重要水防区間一覧表 〔 河川の部 〕 （Cランク）　　　　　　　　　　

振興局名 危険状況 水防工法

1 緑川 浜戸川 宇城振興局

宇土市三拾町 ～2 緑川 潤川 宇城振興局

3 緑川 潤川 宇城振興局

網津川 網津川 宇城振興局

宇土市立岡町 ～

宇土市住吉町 ～

5 大野川 大野川 宇城振興局 宇城市松橋町豊崎 ～ 宇城市松橋町久具

4

6 大野川 浅川 宇城振興局 宇城市松橋町大野 ～ 宇城市松橋町両仲間

宇城市松橋町曲野 ～7 大野川 明神川 宇城振興局

宇城市小川町住吉 ～ 宇城市小川町北海東8 砂川 砂川 宇城振興局

宇城市三角町前越 ～ 宇城市三角町中村9 郡浦川 郡浦川 宇城振興局

宇城市松橋町浅川 ～10 五丁川 五丁川 宇城振興局

宇城市松橋町両仲間 ～11 五丁川 今新地川 宇城振興局

宇城市松橋町砂川 ～12 八枚戸川 八枚戸川 宇城振興局

13 緑川 津留川 宇城振興局

～ 熊本市南区城南町鰐瀬

熊本土木事務所　計

宇城地域振興局　計 15 箇所 67,420

美里町永富 ～

3 箇所 30,900

1 緑川 浜戸川 熊本土木 熊本市南区城南町阿高



Ⅰ- １  県知事管理区間

地　　　先　　　名 延長（ｍ）番号 水系名 河川名

 　⑤ 重要水防区間一覧表 〔 河川の部 〕 （Cランク）　　　　　　　　　　

振興局名 危険状況 水防工法

右岸 400 堤防高不足 積み土のう工

左岸 0

右岸 1,000 堤防高不足 積み土のう工

左岸 900

右岸 2,200 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,200

右岸 2,610 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,610

右岸 2,000 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,000

右岸 22,599

左岸 23,199

右岸 400 堤防高不足 積み土のう工

左岸 400

右岸 1,300 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,300

右岸 100 堤防高不足 積み土のう工

左岸 100

右岸 2,200 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,200

右岸 1,000 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,000

右岸 3,000 堤防高不足 積み土のう工

左岸 3,000 洗掘

右岸 500 堤防高不足 積み土のう工

左岸 500

右岸 700 堤防高不足 積み土のう工

左岸 700

右岸 2,100 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,100

右岸 200 堤防高不足 積み土のう工

左岸 200

右岸 1,900 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,900 洗掘

右岸 10,600 洗掘 積み土のう工

左岸 10,600

右岸 4,300 洗掘 積み土のう工

左岸 4,300

右岸 2,500 洗掘 積み土のう工

左岸 2,500

右岸 30,800

左岸 30,800

右岸 350 堤防高不足 積み土のう工

左岸 350

右岸 600 堤防高不足 積み土のう工

左岸 600

右岸 950

左岸 950

右岸 500 洗掘 木流し工

左岸 0 堤防高不足

右岸 3,000 堤防高不足 積み土のう工

左岸 3,000

右岸 3,000 堤防高不足 積み土のう工

左岸 3,000

2 菊池川 矢護川 菊池振興局 菊池市旭志伊坂 ～

玉名振興局

名塚川 鹿本振興局

十町川

山鹿市名塚 ～

13 菊池川 木野川 鹿本振興局

～

菊池川 五郎丸川 鹿本振興局 山鹿市菊鹿町上永野 ～

6 菊池川 男岳川 鹿本振興局 山鹿市鹿北町下中 ～

3 菊池川

2 菊池川 前田川 鹿本振興局 山鹿市藤井 ～

1 菊池川 坂田川 鹿本振興局 山鹿市坂田 ～

鹿本地域地域振興局　計 14 箇所

9 菊池川

山鹿市志々岐

61,600

千田川 鹿本振興局 山鹿市鹿央町千田 ～

江田川 鹿本振興局 山鹿市鹿央町北谷

山鹿市菊鹿町山内

～ 山鹿市米田

5 菊池川 西堂の原川 鹿本振興局 山鹿市津留 ～

菊池川 山内川 鹿本振興局

4 菊池川 新岩原川 鹿本振興局

8 菊池川

7

～

11 菊池川 岩村川 鹿本振興局 山鹿市山鹿市湯山 ～

10

45,798

玉名振興局

南関町関東 ～

箇所12玉名地域振興局　計

11

12 宮崎川 宮崎川

～ 南関町四ﾂ原

長洲町清源寺 ～ 長洲町向野

10 菊池川 内田川 玉名振興局

8 菊池川 久井原川

9 菊池川

関川 関川

玉名振興局

玉名振興局

和水町津田

 

和水町久井原 ～  

南関町下坂下

～ 和水町大田黒

1,900

阿蘇市三野 ～

1 菊池川 野々島川 菊池振興局 合志市辻 ～

2 箇所菊池地域振興局　計

白川 黒川 阿蘇振興局 阿蘇市山田 ～

3 白川 黒川 阿蘇振興局

2

阿蘇市市の原 ～1 白川 黒川 阿蘇振興局

14 菊池川 千田川 鹿本振興局

12 菊池川 上内田川 鹿本振興局 山鹿市鹿本町高橋 ～ 山鹿市菊鹿町深瀬

山鹿市鹿央町千田 ～

山鹿市菊鹿町阿佐古 ～ 山鹿市菊鹿町宮原



Ⅰ- １  県知事管理区間

地　　　先　　　名 延長（ｍ）番号 水系名 河川名

 　⑤ 重要水防区間一覧表 〔 河川の部 〕 （Cランク）　　　　　　　　　　

振興局名 危険状況 水防工法

右岸 3,000 堤防高不足 積み土のう工

左岸 3,000

右岸 10,000 堤防高不足 積み土のう工

左岸 10,000

右岸 1,000 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,000

右岸 950 洗掘 積み土のう工

左岸 950 堤防高不足

右岸 350 堤防高不足 積み土のう工

左岸 350

右岸 500 堤防高不足 積み土のう工

左岸 500

右岸 315 堤防高不足 積み土のう工

左岸 315

右岸 1,600 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,600

右岸 690 堤防高不足 積み土のう工

左岸 690

右岸 250 堤防高不足 積み土のう工

左岸 0

右岸 100 堤防高不足 積み土のう工

左岸 0

右岸 700 堤防高不足 積み土のう工

左岸 700

右岸 1,750 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,750

右岸 1,900 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,900

右岸 870 堤防高不足 積み土のう工

左岸 870

右岸 410 堤防高不足 積み土のう工

左岸 410

右岸 522 堤防高不足 積み土のう工

左岸 729

右岸 31,407

左岸 30,764

右岸 1,200 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,200 洗掘 木流し工

右岸 500 法崩れすべり 積み土のう工

左岸 500

右岸 400 堤防高不足 積み土のう工

左岸 400

右岸 500 堤防高不足 積み土のう工

左岸 500

右岸 2,600

左岸 2,600

右岸 1,450 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,450

右岸 250 堤防高不足 積み土のう工

左岸 250

右岸 2,300 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,300

右岸 200 堤防高不足 積み土のう工

左岸 200

産山村田尻20 大野川 山鹿川 阿蘇振興局 産山村山鹿 ～

19 白川 冬野川 阿蘇振興局 南阿蘇村両併 ～

18 白川 両併川 阿蘇振興局 南阿蘇村両併 ～

17 筑後川 北里川 阿蘇振興局 小国町北里 ～

15

16 白川 乙姫川 阿蘇振興局 阿蘇市乙姫 ～

白川 宮川 阿蘇振興局 阿蘇市一の宮町手野 ～

14 筑後川 筑後川 阿蘇振興局 小国町下城 ～

13 白川 黒川 阿蘇振興局 阿蘇市内牧 ～

吐合川 阿蘇振興局 阿蘇郡産山村片俣 ～

鶴喰川 八代振興局 八代市坂本町鶴喰 ～4 球磨川

八代市坂本町破木 ～ 八代市坂本町寺前瀬

八代市坂本町中鶴

2 球磨川 百済木川

3 球磨川 百済木川 八代振興局

八代振興局 八代市坂本町板練 ～ 八代市坂本町板練

～南阿蘇村河陰

阿蘇市中通

1 大鞘川 夜狩川 八代振興局

7 大野川

八代市東片町八代市西片町 ～

～ 嘉島町北甘木

5,200

～ 　

南阿蘇村白川

20 箇所 62,171

古恵川 阿蘇振興局 ～

5 白川 白川 阿蘇振興局 南阿蘇村河陰 ～

白川

阿蘇地域振興局　計

6 白川 渋谷川 阿蘇振興局

4

1 緑川 天水川 上益城振興局

上益城地域振興局　計 4

御船町高木

山都町長谷2 五ヶ瀬川 神働川 上益城振興局

山都町御所 ～3 緑川 西御所川 上益城振興局

4 緑川 東御所川 上益城振興局 山都町御所 ～

箇所

8 白川 黒戸川 阿蘇振興局 阿蘇市成川 ～

9 白川 黒戸川 阿蘇振興局 阿蘇市成川 ～

10 緑川 布田川 阿蘇振興局 西原村布田 ～

11 緑川 木山川 阿蘇振興局 西原村河原 ～

12 緑川 滝川 阿蘇振興局 西原村河原 ～



Ⅰ- １  県知事管理区間

地　　　先　　　名 延長（ｍ）番号 水系名 河川名

 　⑤ 重要水防区間一覧表 〔 河川の部 〕 （Cランク）　　　　　　　　　　

振興局名 危険状況 水防工法

右岸 3,000 堤防高不足 積み土のう工

左岸 4,200

右岸 3,300 堤防高不足 積み土のう工

左岸 3,300

右岸 1,200 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,200

右岸 2,800 堤防高不足 積み土のう工

左岸 2,800

右岸 500 堤防高不足 積み土のう工

左岸 500

右岸 15,000

左岸 16,200

右岸 1,210 堤防高不足 積み土のう工

左岸 1,210

右岸 1,210

左岸 1,210

右岸 150 洗掘 積み土のう工

左岸 150

右岸 600 堤防高不足 積み土のう工

左岸 600

右岸 400 洗掘 木流し工

左岸 1,800 法崩れすべり

右岸 1,150

左岸 2,550

右岸 200 堤防高不足 積み土のう工

左岸 200

右岸 300 堤防断面不足 積み土のう工

左岸 300

右岸 600 堤防高不足 積み土のう工

左岸 400

右岸 600 堤防高不足 積み土俵

左岸 600

右岸 1,600 堤防断面不足 積み土俵

左岸 1,600

右岸 1,350 堤防高不足 積み土のう工

左岸 350

右岸 540 漏水 筵張工

左岸 0

右岸 500 堤防断面不足 積み土のう工

左岸 500

右岸 300 堤防断面不足 積み土のう工

左岸 300

右岸 500 堤防高不足 積み土のう工

左岸 500

右岸 1,100 堤防高不足 積土俵筵張

左岸 910

右岸 100 堤防高不足 積み土のう工

左岸 100

右岸 1,198 堤防断面不足 積み土のう工

左岸 1,198

右岸 970 堤防高不足 積み土のう工

左岸 700

右岸 9,858

左岸 7,658

芦北地域振興局　計 1 2,420

1 水俣川

球磨振興局 五木村宮園 ～

2 球磨川 梶原川 球磨振興局 五木村竹の川 ～

3 球磨川 川辺川

8

湯出川 芦北振興局 水俣市湯出 ～

八代市鏡町鏡村

31,200

9 二見川 二見川 八代振興局 八代市二見赤松町 ～

氷川 氷川 八代振興局

5 八間川

6

7 二見川 二見川 八代振興局

～

八代振興局 ～流藻川

氷川町沖塘 ～八間川 八代振興局

八代市日奈久新開町

八代市二見洲口町 ～ 八代市二見本町

氷川町新田

八代市催合町流藻川

八代地域振興局　計

あさぎり町上西 ～1 球磨川 宮川内川 球磨振興局

1 下津浦川 下津浦川 天草振興局

球磨地域振興局　計 3 箇所 3,700

3 目玉川 目玉川 天草振興局 天草市倉岳町棚底 ～

2 楠甫川

6 内野川 内野川 天草振興局

天草市栖本町馬場

天草市有明町楠甫楠甫川 天草振興局

河内川

天草振興局

～

天草市五和町手野 ～

天草市栖本町河内 ～

上天草市松島町教良木

天草振興局

～12

97 箇所 329,825総　　　　　計

教良木川 教良木川

天草地域振興局　計 17,51614 箇所

苓北町志岐 ～14 志岐川 志岐川

11

天草市天草町高浜北 ～10 高浜川 大河内川 天草振興局

今富川 今富川 天草振興局 天草市河浦町崎津 ～ 天草市河浦町今富

天草振興局

8 大宮地川 碇石川 天草振興局

4 河内川 河内川 天草振興局

5 河内川

天草市新和町碇石 ～

～

天草市有明町下津浦 ～

9 箇所

八代市鏡町野崎

箇所

天草市新和町大宮地 ～7 大宮地川 大宮地川 天草振興局

天草市天草町高浜北 ～9 高浜川 高浜川 天草振興局

上天草市松島町内野河内 ～13 教良木川 横道川 天草振興局



Ⅰ- １  県知事管理区間

宇城市松橋町御船 越波 積み土のう工
～
　 破堤 積み土のう工

宇城市三角町前越樋門 越波 積み土のう工
～

宇城市三角町前田
宇城市三角町中村 越波 積み土のう工

～

宇城市三角町手場 越波 積み土のう工
～

宇城市三角町戸馳 越波 積み土のう工
～

宇城市不知火町長崎 越波 積み土のう工
～

宇城市不知火町亀松

宇城市不知火町長崎 越波 積み土のう工
～

宇城市不知火町永尾
宇城市不知火町永尾 越波 積み土のう工

～

宇城市三角町波多 越波 積み土のう工
～

宇城市三角町三角浦 越波 積み土のう工
～

荒尾市荒尾 越波
～

荒尾市増永
長洲町長洲 越波

～

八代市日奈久 漏水
～
　 破堤

八代市鏡町野崎 漏水
～

破堤

芦北町計石 漏水
～
　 破堤

水俣市湯の児 越波
～

津奈木町古川 漏水
～

津奈木町小津奈木 漏水
～

小　　　　計 4 箇所 6,402

黒崎海岸 1,727Ｃ 八代海沿岸

Ｃ 有明海沿岸 大田尾海岸 1,207

3 宇城

桂原海岸 1,096

2 宇城 Ｃ 八代海沿岸 永尾海岸 2,372

男島海岸 2,200

小　　　　計 7,6404 箇所

4 芦北 Ｂ 八代海沿岸

湯の児海岸 1,150

古川海岸 1,8003 芦北 Ｂ 八代海沿岸

2 芦北 Ｂ 八代海沿岸

八代地域振興局　　計 2 箇所 8,807

1 芦北 Ｂ 八代海沿岸 佐敷海岸 2,490

野崎海岸 4,7272 八代 Ｂ 八代海沿岸

番号

Ｂ 八代海沿岸

海岸名

1,528

1,800

明治新田海岸 4,0801 八代

所管 ランク 沿岸区分 地　　　先　　　名 延長(m) 危険状況 水防工法

荒尾海岸

豊川海岸

小　　　　計 1

1 宇城

1 宇城 Ｃ 八代海沿岸

1 宇城 Ａ 八代海沿岸

1 玉名 Ａ 有明海沿岸

4 宇城

300

2 宇城 Ｂ 八代海沿岸

箇所 1,800

片島東海岸 150

3 宇城

4 宇城 Ｂ 八代海沿岸

Ｂ 八代海沿岸

不知火海岸 2,100

小　　　　計 5 箇所 2,800

5 宇城 Ｂ 八代海沿岸

宇城地域振興局　　計 10 箇所 11,002

長洲港海岸 1,0002 玉名 Ａ 有明海沿岸

玉名地域振興局　　計 2 箇所 2,528

手場海岸

 　⑥ 重要水防区間一覧表 〔 海岸の部 〕 

新地海岸 50

金桁海岸 200

Ｂ 八代海沿岸



Ⅰ- １  県知事管理区間

番号 海岸名所管 ランク 沿岸区分 地　　　先　　　名 延長(m) 危険状況 水防工法

 　⑥ 重要水防区間一覧表 〔 海岸の部 〕 

芦北町鶴木山 越波
～

水俣市大迫 漏水
～

越波

天草市有明町上津浦 越波 積み土俵
～

上天草市大矢野町登立 漏水 積み土俵
～
　 破堤

天草市下浦町船場 決壊 積み土俵
～

天草市下浦町東外園 越波 積み土俵
～

天草市志柿町 越波 積み土俵
～

天草市魚貫町 越波 積み土俵
～

天草市河浦町今富 越波 積み土俵
～

上天草市大矢野町維和 溢水 積み土俵
～

漏水
上天草市大矢野町登立 越波 積み土俵

～

天草市下浦町 決壊 積み土俵
～

天草市下浦町 越波 積み土俵
～

天草市楠浦町
天草市下浦町 越波 積み土俵

～

天草市牛深町下須島 越波 積み土俵
～

天草市牛深町下須島 越波 積み土俵
～

天草市魚貫町 越波 積み土俵
～

天草市有明町楠甫 越波 積み土俵
～

天草市倉岳町宮田 越波 積み土俵
～

天草市新和町大宮地 漏水 積み土俵
～

天草市新和町小宮地 決壊
天草市天草町高浜北 越波 積み土俵

～

箇所

7 箇所

9

10

天草 Ｃ 八代海沿岸 荒新開海岸

500天草 Ｃ 天草西海岸 高浜港海岸

300

天草 Ｃ8

天草 Ｃ 有明海沿岸 小仏海岸 1,1007

中形浦海岸八代海沿岸 300

米淵海岸 200

6 天草 Ｃ 天草西海岸 首海岸

井出迫海岸 300

566

5 天草 Ｃ 天草西海岸

4 天草 Ｃ 天草西海岸

大門港海岸 440

3 天草 Ｃ 八代海沿岸 戸ノ崎海岸 500

2 天草 Ｃ 八代海沿岸

小　　　　計 3,231

1 天草 Ｃ 八代海沿岸 塔の崎海岸 200

治郎田海岸 350

6 天草

7 天草 Ｂ 八代海沿岸

Ｂ 八代海沿岸

里浦海岸 350

四名田海岸 60

梅木海岸 200

2 天草

5 天草 Ｂ 天草西海岸

4 天草 Ｂ 天草西海岸

3 天草 Ｂ 有明海沿岸 志柿海岸 180

Ｂ 八代海沿岸 船場海岸 445

東外園海岸 1,646

下津江海岸有明海沿岸 328

2

Ｂ 八代海沿岸

小　　　　計 1,039

1 天草

2 天草 Ａ 八代海沿岸 大潟海岸 711

1 天草 Ａ

小　　　　計 3,400

芦北地域振興局　　計 11,040

2 箇所

6 箇所

井手鼻海岸 2,900

2 芦北 Ｃ 八代海沿岸 大迫海岸 500

1 芦北 Ｃ 八代海沿岸
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番号 海岸名所管 ランク 沿岸区分 地　　　先　　　名 延長(m) 危険状況 水防工法

 　⑥ 重要水防区間一覧表 〔 海岸の部 〕 

上天草市大矢野町中 漏水 積み土俵
～

決壊
上天草市大矢野町中 越波 積み土俵

～

上天草市姫戸町姫浦 越波 積み土俵
～

苓北町都呂々 越波 積み土俵
～

苓北町坂瀬川 越波 積み土俵
～

苓北町志岐 越波 積み土俵
～

天草市牛深町下須島 越波 積み土俵
～

天草市有明町上津浦 越波 積み土俵
～

天草市下浦町 越波 積み土俵
～

上天草市大矢野町維和 越波 積み土俵
～

上天草市大矢野町維和 越波 積み土俵
～

上天草市大矢野町維和 越波 積み土俵
～

上天草市大矢野町中 越波 積み土俵
～

上天草市大矢野町上 越波 積み土俵
～

天草市二浦町早浦 越波 積み土俵
～

天草市五和町二江 越波 積み土俵
～26

15

14

13

16

18

20

22

24

25

12

17

19

23

11

天草地域振興局　計 11,260

100

天草 Ｃ 天草西海岸

総　　　　計　　　 44,637

35 箇所

55 箇所

10

天草 Ｃ 天草西海岸 唐人岩海岸

天草西海岸 釜海岸

天草 Ｃ

天草 Ｃ 天草西海岸 小松海岸 100

天草 Ｃ 八代海沿岸

天草 Ｃ 八代海沿岸 山田海岸 974

姫戸港海岸 220

天草 Ｃ 八代海沿岸 新開海岸 300

小　　　　計 6,99026 箇所

天草 有明海海岸 美越海岸Ｃ

大田迫海岸

100

砂月海岸 540

60

天草 Ｃ

天草西海岸

20

天草 Ｃ

天草 Ｃ 八代海海岸 江崎海岸 40

八代海海岸 千崎海岸

天草 Ｃ 八代海海岸 下山海岸

20

21 天草 Ｃ 八代海海岸 浪浦海岸

鷹巣海岸 30

Ｃ 有明海海岸 火崎海岸 10

20

天草

天草 Ｃ 天草西海岸 早浦海岸 40

天草 Ｃ 八代海海岸
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河川名

海岸名

熊本 除川水門 除川 熊本市南区畠口町 熊本農政事務所 浸水

熊本 千間江湖水門 千間江湖 熊本市南区海路口町 熊本土木事務所 浸水

熊本 硴江堰 浜戸川 熊本市南区富合町 宇土八水土地改良区 浸水 積み土のう工

熊本 杉島堰 緑川 熊本市南区富合町 宇土八水土地改良区 浸水 積み土のう工

熊本 丹生宮堰 緑川 熊本市南区城南町 宇土八水土地改良区 浸水 積み土のう工

熊本 築地堰 緑川 熊本市南区城南町 杉上土地改良区 浸水 積み土のう工

6 箇所

宇城 長崎樋門 長崎川 宇城市不知火町 熊本県 浸水 積み土のう工

宇城 郡浦川水門 郡浦川 宇城市三角町 熊本県 浸水 積み土のう工

宇城 網津川防潮水門 網津川 宇土市住吉町 宇土市 浸水 積み土のう工

宇城 網津川樋門 網津川 宇土市住吉町 宇土市 浸水 積み土のう工

宇城 港川水門 大野川 宇城市松橋町 宇城市 浸水 積み土のう工

宇城 手場１号樋門 手場海岸 宇城市三角町 熊本県 浸水 積み土のう工

宇城 金桁川樋門 金桁海岸 宇城市三角町金桁 熊本県 浸水 積み土のう工

宇城 新地１号樋門 新地海岸 宇城市三角町前越 熊本県 浸水 積み土のう工

宇城 新地４号樋門 新地海岸 宇城市三角町前越 熊本県 浸水 積み土のう工

9 箇所

玉名 菜切樋門 菜切川 長洲町清源寺 長洲町 浸水 積み土のう工

玉名 平成水門 浦川 長洲町長洲 長洲町 浸水 積み土のう工

玉名 宮崎水門 宮崎川 長洲町清源寺 長洲町 浸水 積み土のう工

玉名 西塘海岸水門 西塘海岸 長洲町清源寺 長洲町 浸水 積み土のう工

4 箇所

鹿本 小柳水門 千田川 山鹿市鹿本町小柳 熊本県 流木による

鹿本 千田水門 千田川 山鹿市鹿本町小柳 鹿本町 流木による

2 箇所

八代 十二枚戸堰 水無川 八代市千丁町古閑出 八代市 浸水

八代 大島堰 大島川 八代市大島 熊本県 浸水

八代 明治新田水門 明治新田海岸 八代市日奈久新開町 熊本県 浸水

八代 野崎樋門 野崎海岸 八代市鏡町野崎 熊本県 浸水

八代 野崎北樋門 野崎海岸 八代市鏡町野崎 熊本県 浸水

八代 鏡川水門 鏡川 八代市鏡町横江 熊本県 浸水

6 箇所

危険状況

 　⑦ 重要水防箇所一覧表 〔 水門の部 〕　　　

水防工法

玉名地域振興局　計

宇城地域振興局　計

地　　　先　　　名 管理者

熊本土木事務所　計

所管 名　　称

鹿本地域振興局　計

八代地域振興局　計
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河川名

海岸名
危険状況

 　⑦ 重要水防箇所一覧表 〔 水門の部 〕　　　

水防工法地　　　先　　　名 管理者所管 名　　称

芦北 赤松川樋門 赤松川 芦北町田浦 芦北町 浸水

芦北 西割中樋門（大）、（小） 佐敷海岸 芦北町計石 芦北町 浸水 積み土のう工

芦北 平生樋門 佐敷海岸 芦北町女島 芦北町 浸水 積み土のう工

芦北 古川海岸樋門 古川海岸 津奈木町岩城 津奈木町 浸水 積み土のう工

芦北 小津奈木樋門 男島海岸 津奈木町岩城 津奈木町 浸水 積み土のう工

芦北 南樋門 男島海岸 津奈木町岩城 津奈木町 浸水 積み土のう工

芦北 北樋門 男島海岸 津奈木町岩城 津奈木町 浸水 積み土のう工

芦北 大迫樋門 大迫海岸 水俣市大迫字浜田 水俣市 浸水 積み土のう工

8 箇所

球磨 二条排水樋門 山田川 人吉市上青井町 人吉市

球磨 駒井田第二排水樋管 山田川 人吉市駒井田町 人吉市

2 箇所

天草 楠甫川防潮水門 楠甫川 天草市有明町楠甫 熊本県 浸水

天草 荒新開海岸水門 荒新開海岸 天草市新和町小宮地 熊本県 浸水

天草 中田川入江水門 中田川 天草市新和町中田 熊本県 浸水

天草 中田川入江樋門 中田川 天草市新和町中田 熊本県 浸水

天草 知十樋門 教良木川 上天草市松島町今泉 熊本県 浸水

天草 今泉樋門 今泉川 上天草市松島町今泉 上天草市 浸水

6 箇所

43 箇所

天草地域振興局　計

芦北地域振興局　計

総　　　計

球磨地域振興局　計
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芦北 球磨田浦 神瀬橋 芦北町大字白石 112 路面冠水 遮断

1 箇所 112

 　⑧ 重要水防箇所一覧表 〔 橋梁の部 〕　　　

地　　　先　　　名 延長(m)橋　　名

総　　　　　計

危険状況 水防工法所管 路線名
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1 宇城 国道２６６号 宇城市三角町中村 ～ 300 冠水 積み土俵

1 箇所 300

1 玉名 玉名立花線 玉名市河崎 ～ 400 冠水 遮断

2 玉名 竈門菰田山鹿線 和水町菰田 ～ 200 冠水 遮断

3 玉名 和仁菊水線 和水町大屋 ～ 200 冠水 遮断

4 玉名 玉名立花線 和水町内田 ～ 100 冠水 遮断

5 玉名 長洲玉名線 長洲町塩屋 ～ 200 冠水 遮断

6 玉名 大浜小天線 玉名市天水町小天 ～ 350 冠水 遮断

6 箇所 1,450

1 鹿本 国道４４３号 山鹿市石 ～ 鍋田 700 冠水

2 鹿本 和仁山鹿線 山鹿市石 ～ 1,100 冠水

2 箇所 1,800

1 阿蘇 南小国波野線 南小国町満願寺 ～ （志津中バス停上下流） 1,400 洗掘冠水 遮断

2 阿蘇 南小国波野線 産山村杖木原 ～ （杖木原地区公民館付近） 100 冠水 積み土のう工

2 箇所 1,500

1 上益城 国道２６６号 嘉島町鯰 ～ 400 路面冠水

2 上益城 六嘉秋津新町線 嘉島町下六嘉 ～ 200 路面冠水

3 上益城 六嘉秋津新町線 嘉島町上六嘉 ～ 　 100 路面冠水

4 上益城 小池竜田線 益城町東無田 ～ 　 800 路面冠水

5 上益城 益城菊陽線 益城町惣領 ～ 1,000 路面冠水

6 上益城 熊本益城大津線 益城町広崎 ～ 200 路面冠水

7 上益城 清和砥用線 山都町菅 ～ 50 洗掘

7 箇所 2,750

1 八代 国道２１９号 八代市坂本町原女木 ～ 瀬高 500 冠水 遮断

2 八代 国道２１９号 八代市坂本町合志野 ～ 400 冠水 遮断

3 八代 国道２１９号 八代市坂本町渋利 ～ 破木 700 冠水 遮断

4 八代 坂本人吉線 八代市坂本町坂本 ～ 200 冠水 遮断

5 八代 中津道八代線 八代市坂本町中津道 ～ 300 洗掘 木流し工

6 八代 郡築横手線 八代市郡築１１番町 ～ 1,000 冠水 遮断

7 八代 坂本人吉線 八代市坂本町古屋敷 ～ 稲入 1,500 冠水 遮断

8 八代 国道２１９号 八代市豊原上町 200 冠水 遮断

9 八代 中津道八代線 八代市古麓町 100 冠水 遮断

10 八代 中津道八代線 八代市坂本町川口 100 冠水 遮断

11 八代 中津道八代線 八代市坂本町中谷 200 冠水 遮断

11 箇所 5,200

1 芦北 一勝地神瀬線 芦北町漆口 ～ 200 冠水 遮断

2 芦北 一勝地神瀬線 芦北町小口 ～ 300 冠水 遮断

3 芦北 球磨田浦線 芦北町箙瀬 ～ 市居原 2,000 冠水 遮断

4 芦北 球磨田浦線 芦北町箙瀬 ～ 300 冠水 遮断

5 芦北 古石天月線 芦北町漆口 ～ 　 200 冠水 遮断

5 箇所 3,000

1 球磨 坂本人吉線 人吉市瓦屋町 ～ 200 冠水 ポンプ排水

2 球磨 国道４４５号 相良村雨宮 ～ 　 800 冠水 積み土俵

3 球磨 国道４４５号 相良村湯取野 ～ 300 冠水 積み土俵

4 球磨 坂本人吉線 山江村淡島 ～ 300 冠水 積み土俵

5 球磨 国道２１９号 球磨村楮木 ～ 大瀬 9,800 洗掘 木流し工

6 球磨 国道２１９号 球磨村中園 ～ 舟戸 4,000 洗掘 木流し工

    ⑨  重要水防箇所一覧表 〔 道路の部 〕 　　　　　　　　　　

所管 路線名 延長(m)地　　　　先　　　　名 危険状況 水防工法

宇城地域振興局　計

鹿本地域振興局　計

玉名地域振興局　計

番号

阿蘇地域振興局　計

上益城地域振興局　計

八代地域振興局　計

芦北地域振興局　計
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    ⑨  重要水防箇所一覧表 〔 道路の部 〕 　　　　　　　　　　

所管 路線名 延長(m)地　　　　先　　　　名 危険状況 水防工法番号

7 球磨 国道２１９号 球磨村松本 ～ 田頭 3,400 洗掘 木流し工

8 球磨 国道２１９号 球磨村箙瀬 ～ 800 洗掘冠水 積み土俵

9 球磨 国道２１９号 球磨村渡 ～ 500 冠水 ポンプ排水

10 球磨 人吉水俣線 球磨村一勝地 ～ 1,850 冠水 積み土俵

11 球磨 人吉水俣線 球磨村那良口 ～ 1,000 冠水 積み土俵

12 球磨 高沢一勝地線 球磨村田頭 ～ 200 冠水 積み土俵

13 球磨 一勝地神瀬線 球磨村一勝地 ～ 大阪間 2,920 冠水 積み土俵

14 球磨 遠原渡線 球磨村茶屋 ～ 200 冠水 ポンプ排水

14 箇所 26,270

1 天草 国道３２４号 天草市有明町蛤 ～ 200 冠水 遮断

2 天草 国道２６６号 上天草市大矢野町江後 100 冠水 遮断

3 天草 国道３２４号 上天草市松島町知十 100 冠水 遮断

4 天草 本渡牛深線 天草市新和町小宮地 ～ 400 冠水 遮断

5 天草 本渡牛深線 天草市深海町浅海 ～ 200 冠水 遮断

6 天草 本渡五和線 天草市五和町二江 ～ 200 冠水 遮断

7 天草 国道２６６号 天草市河浦町白木河内 ～ 　 600 冠水 遮断

8 天草 国道３８９号 天草市河浦町白木河内 ～ 200 冠水 遮断

9 天草 牛深天草線 天草市河浦町一町田 ～ 200 冠水 遮断

10 天草 国道３２４号 上天草市松島町今泉 ～ 200 冠水 遮断

11 天草 教良木知十港線 上天草市松島町知十 ～ 300 冠水 遮断

12 天草 教良木知十港線 上天草市松島町後山 ～ 　 200 冠水 遮断

13 天草 国道２６６号 上天草市大矢野町上 ～ 　 200 冠水 遮断

13 箇所 3,100

61 箇所 45,370

球磨地域振興局　計

天草地域振興局　計

総　　　　計



Ⅰ- １  県知事管理区間

名　　　称 河川名 位　　　　置
所管振
興局名

管　　理　　者 操　　　　作

加勢川水門 加勢川 熊本市南区元三町４丁目 熊本 国交省熊本河川国道事務所 緑川逆流閉塞

新加勢川水門 〃 〃 〃 〃 気象注意報で解放（野田塚）

中無田水門 〃 熊本市南区中無田町 〃 〃 緑川逆水入始緑川側扉　粗と同時に閉塞

六間堰 〃 熊本市南区美登里町 〃 天明土地改良区理事長 気象注意報で解放

松の木堰 天明新川 熊本市南区奥古閑町 〃 天明新川土地改良区理事長 〃

三本松堰 白川 熊本市南区上ノ郷１丁目 〃 三本松土地改良区理事長 ＪＲ鹿児島本線白川橋上流

十八口堰 〃 熊本市南区薄場町 〃 十八口土地改良区理事長 気象注意報で解放

渡鹿堰 〃 熊本市中央区渡鹿６丁目 〃 渡鹿堰土地改良区理事長 〃

石塘堰 坪井川 熊本市西区二本木一丁目 〃 石塘堰樋土地改良区理事長 自動転倒

杉島堰 緑川 熊本市南区富合町 〃 宇土八水土地改良区理事長 水位30㎝上昇につき自動開扉

硴江堰 浜戸川 熊本市南区富合町 〃 宇土八水土地改良区理事長
気象注意報で解放、ＪＲ鹿児島本線
浜戸川橋上流

築地堰 緑川 　熊本市南区城南町 〃 杉上土地改良区理事長

丹生宮堰 〃 　熊本市南区城南町 〃 宇土八水土地改良区理事長 丹生宮堰閉堰

島田堰 浜戸川 　熊本市南区城南町 〃 緑川南部土地改良区理事長 自動転倒

木原・六田統合堰 〃 　熊本市南区城南町 〃 木原・六田統合堰管理組合 自動転倒

網津川樋門 網津川 宇土市 宇城 宇城地域振興局土木部長

長崎樋門 長崎川 宇城市不知火町 宇城 宇城地域振興局土木部長 気象注意報で解放

港川水門 大野川 宇城市松橋町 宇城 宇城地域振興局土木部長 操作規程による

緑川ダム 緑川 下益城郡美里町 宇城 国交省緑川ダム管理所 〃

石打ダム 八柳川 宇城市三角町 宇城 宇城地域振興局土木部長 〃

竜門ダム 迫間川 菊池市竜門 菊池 国交省竜門ダム管理所 〃

黒川第一水門 黒川 阿蘇市 阿蘇 九電黒川第一発電所長 気象注意報で解放

天君ダム 矢形川 上益城郡御船町 上益城 天君ダム管理所 操作規程による

球磨川堰 球磨川 八代市高下東町 八代 国交省八代河川国道事務所 〃

新前川堰 球磨川 　　〃　末広町 〃 〃 〃

五木川ダム 川辺川 　　〃　泉町椎原 〃 九電五木川発電所長 操作規程による

氷川ダム 氷川 　　〃　泉町 〃 熊本県氷川ダム管理所 〃

瀬戸石ダム 球磨川 球磨郡球磨村 球磨 電源開発瀬戸石発電所長 〃

市房ダム 球磨川 球磨郡水上村 〃 熊本県市房ダム管理所長 〃

白水滝ダム 白水滝川 球磨郡水上村 〃 九電白水滝発電所長 〃

教良木ダム 祝口川 上天草市松島町 天草 教良木土地改良区理事長 〃

楠浦ダム 方原川 天草市楠浦町 〃 本渡土地改良区理事長 〃

志岐ダム 志岐川 天草郡苓北町 〃 苓北町土地改良区理事長 〃

亀川ダム 亀川 天草市枦宇土町 〃 天草広域本部土木部長 〃

上津浦ダム 上津浦川 　　〃　有明町 〃 〃 〃

路木ダム 路木川 　　〃　河浦町 〃 〃 〃

合　　　計 ３６箇所

        ⑩ 重要水防施設一覧表 〔 ダム・水門・堰の部 〕 



Ⅰ- １  県知事管理区間

名　　　称 河川海岸名 位　　　　置
所管振
興局名

管　　理　　者 操　　　　作

１号陸閘 鷺の浦海岸 上天草市大矢野町維和 天草 天草広域本部土木部長 土嚢で常時閉鎖

11号陸閘 〃 〃 天草 天草広域本部土木部長 木板で常時閉鎖

12号陸閘 〃 〃 天草 天草広域本部土木部長 木板で常時閉鎖

３号陸閘 新開海岸 上天草市大矢野町中 天草 天草広域本部土木部長 木板で常時閉鎖

４号陸閘 〃 〃 天草 天草広域本部土木部長 木板で常時閉鎖

1号陸閘 砂月海岸 天草市牛深町砂月 天草 天草広域本部土木部長 木板で常時閉鎖

陸閘（0k240） 関川 荒尾市下井出 玉名 玉名地域振興局土木部長 角落しで常時閉鎖

陸閘（0k20） 唐人川 横島町横島 玉名 玉名地域振興局土木部長 なし

陸閘（0k120） 唐人川 横島町横島 玉名 玉名地域振興局土木部長 角落しで常時閉鎖

陸閘（0k180） 唐人川 横島町横島 玉名 玉名地域振興局土木部長 角落しで常時閉鎖

陸閘（2k710）他21箇所 八間川 八代郡氷川町網道 県南 県南広域本部土木部長 木板で常時閉鎖

陸閘（0k050）他33箇所 鏡川 八代市鏡町鏡 県南 県南広域本部土木部長 木板で常時閉鎖

合　　　計 12箇所

        ⑪重要水防施設一覧表 〔 陸閘の部 〕 



Ⅰ- １  県知事管理区間

名　　　称 河川名 位　　　　置
所管振
興局名

管　　理　　者 操　　　　作

五丁川排水機場 五丁川 宇城市松橋町御船 宇城 宇城地域振興局土木部長

荒瀬排水機場 吉田川 熊本県山鹿市大字石 鹿本 鹿本地域振興局土木部長

泥川排水機場 坪井川 熊本県中央区熊本市坪井 熊本 県央広域本部土木部長

黒崎排水機場 赤松川 芦北町大字田浦黒崎 芦北 芦北地域振興局土木部長

港川排水機場 浅井手川 宇城市不知火町高良 宇城 宇城地域振興局土木部長

画図第二排水機場 木部川 熊本県熊本市南区御幸木部 熊本 県央広域本部土木部長

花立排水機場 堀川 熊本県菊池郡菊陽町津久礼 熊本 県央広域本部土木部長

壷川排水機場 坪井川 熊本県熊本市中央区壷川 熊本 県央広域本部土木部長

川内排水機場 川内川 熊本県球磨郡球磨村大字神瀬 球磨 球磨地域振興局土木部長

合　　　計 ９箇所

        ⑫要水防施設一覧表 〔 排水機場の部 〕 





〔 国土交通大臣管理区間 〕





   Ⅰ-２  国土交通省管理分
     ① 河川危険度評定基準

　計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤
防にあっては計画高潮位）が現況の堤防を越える箇
所

　計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防
にあっては計画高潮位）と現況の堤防高との差が、堤
防の計画余裕高に満たない箇所

現況の堤防断面あるいは天端幅が計画の堤防断面
あるいは計画の天端幅の２分の１未満の箇所

現況の堤防断面あるいは天端幅が計画の堤防断面
あるいは計画の天端幅に対して不足しているか、
それぞれ２分の１以上に確保されている箇所

　堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被
災状況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰
り返し生じている箇所。
　堤体の土質、法匂配等からみて堤防の機能に支
障が生じる堤体の変状の生じるおそれがあり、かつ
堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被
災状況が確認できるもの）がある箇所。
　水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可
能性が特に高いと考えられる箇所。

　堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被
災状況が確認できるもの）があり、安全が確認されて
いない箇所、又は堤防の機能に支障は生じていない
が、進行性がある堤体の変状が集中している箇所。
　堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被
災状況が確認できるもの）はないが、堤体の土質、法
匂配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変
状の生じるおそれがあると考えられる箇所。
　水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能
性が高いと考えられる箇所。

　堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係
する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があ
り、類似の変状が繰り返し生じている箇所。
　基礎地盤の土質等からみて堤防の機能に支障が
生じる変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能
に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履
歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所。
　水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じ
る可能性が特に高いと考えられる箇所。

　堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係す
る変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、
安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支
障は生じていないが、進行性がある基盤漏水に関係
する変状が集中している箇所。
　堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係す
る変状の履歴（被災状況が確認できるもの）はない
が、基礎地盤漏水の土質等からみて堤防の機能に支
障が生じる変状の生じるおそれがあると考えられる箇
所。
　水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる
可能性が高いと考えられる箇所。

種  別
重                    要                   度

Ａ　：　水防上最も重要な区間 Ｂ　：　水防上重要な区間 要注意区間

越水
（溢水）

堤体漏水

基礎地盤
漏水

堤防断面



   Ⅰ-２  国土交通省管理分
     ① 河川危険度評定基準

種  別
重                    要                   度

Ａ　：　水防上最も重要な区間 Ｂ　：　水防上重要な区間 要注意区間

水　衝
洗　掘

　水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしてい
るが、その対策が未施工の箇所。
　橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所
で、堤防護岸の根固め等が洗われ、一部破損してい
るが、その対策が未施工の箇所。
　波浪による河岸の決壊等の危機に瀕した実績が
あるが、その対策が未施工の箇所

　水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れにならな
い程度に洗掘されているが、その対策が未施工の箇
所

工作物

　河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置
が必要な堰、橋梁、樋管その他の工作物の設置さ
れている箇所。
　橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画
高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防に
あっては計画高潮位）以下となる箇所

　橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と計画高
水流量規模の洪水の水位（高潮区間にあっては計画
高潮位）との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所

工事施工
出水期間中に堤防を開削する工事箇所又は
仮締切り等により本堤に影響を及ぼす箇所

新堤防
破   堤
旧川跡

新堤防で築造後３年以内の箇所。破堤又は
旧川跡の箇所

陸　閘 陸閘が設置されている箇所



Ⅰ- ２   国土交通省管理分

   ②　水防時に特に重点的に巡視すべき区間

     　水防時に特に重点的に巡視すべき区間の指定基準は、下記のとおりである。

１  重要水防箇所に計上されている区間

２  水防時に水防工法が施工可能な区間

  のための巡視が必要な区間

４  浸水常習区間で避難誘導のための巡視が必要な区間

３  無堤並びに弱小堤区間で、背後地に市街部（家屋隣接）を持ち、避難誘導



Ⅰ - ２   国土交通省管理分

    ③  重要水防箇所集計表

重要水防

箇所延長

構造物 構造物 構造物 構造物 構造物

（m） 箇所 延長 (m) 箇所 箇所 延長 (m) 箇所 箇所 延長 (m) 箇所 箇所 延長 (m) 箇所 箇所 延長 (m) 箇所

白川
右岸 16,990 12,910 7 4,339 20 8,341 2 230 29 12,910 0 0

左岸 17,464 13,114 7 4,627 17 6,838 5 1,649 29 13,114 1 57

水 系
計 34,454 26,024 14 8,966 7 37 15,179 10 7 1,879 0 58 26,024 17 1 57 0

緑川
右岸 53,755 41,793 13 3,700 58 34,855 9 3,238 80 41,793 2 900

左岸 45,869 38,125 16 5,495 44 29,364 8 3,266 68 38,125 1 500

水 系
計 99,624 79,918 29 9,195 12 102 64,219 17 17 6,504 15 148 79,918 44 3 1,400 0

球磨川
右岸 - 12,968 22 3,914 25 7,894 14 1,160 61 12,968 10 2,665

左岸 - 13,149 11 2,741 29 6,488 18 3,920 58 13,149 6 1,961

水 系
計 100,300 26,117 33 6,655 12 54 14,382 12 32 5,080 3 119 26,117 27 16 4,626 0

右岸 69,850 31,055 1 1,000 52 27,500 18 2,555 71 31,055 2 400

左岸 61,560 29,396 7 1,400 51 24,000 19 3,996 77 29,396 6 1,200

計 131,410 60,451 8 2,400 10 103 51,500 19 37 6,551 0 148 60,451 29 8 1,600 0

筑後川
右岸 1,500 325 4 325 0 0 0 0 4 325 0 0

左岸 1,500 225 3 225 0 0 0 0 3 225 0 0

水系
計 3,000 550 7 550 0 0 0 0 0 0 0 7 550 0 0 0 0

右岸 142,095 99,051 47 13,278 155 78,590 43 7,183 245 99,051 14 3,965

左岸 126,393 94,009 44 14,488 141 66,690 50 12,831 235 94,009 14 3,718

計 368,788 193,060 91 27,766 41 296 145,280 58 93 20,014 18 480 193,060 117 28 7,683 0

（m）

熊本
河川国道
事務所

所轄 水系名

直轄管理 危            険            度 重 点 区 間

区間延長 　A Ｂ 要注意 計
堤　　防

堤　　防 堤　　防 堤　　防 堤　　防

筑後川
河川

事務所

合  計

八代
河川国道
事務所

菊池川
河川

菊池川



重   要   水   防   箇   所   一   覧   表   （ Ａ ）

【堤 防】 【白 川 水 系】

番　号 河 川 名 地　　先　　名 左・右岸の別 延  長 (m) 備　　　　　　　　考 水　防　工　法
 
堤防高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

1 白　川 熊本市 南区 上ノ郷二丁目  左　岸 7.900 ～ 8.100 200
(越水 A) 

熊本市 南区 近見一丁目 堤防高（流下能力）が低く溢水及び護岸部洗掘の恐れあり。
2 〃  左　岸 8.300 ～ 8.700 400

熊本市 南区 平田一丁目 (越水 A) (洗掘 B)
熊本市 南区 平田一丁目 堤防高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

3 〃  左　岸 8.700 ～ 11.300 2,600
熊本市 中央区 本山一丁目 (越水 A) 
熊本市 西区 蓮台寺三丁目 堤防高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

4 〃  右　岸 8.020 ～ 10.500 2,480
熊本市 西区 二本木一丁目 (越水 A) 
熊本市 西区 春日一丁目 堤防高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

5 〃  右　岸 10.700 ～ 11.500 800
熊本市 中央区 松原町 (越水 A) 

堤防高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。
6 〃 熊本市 中央区 新屋敷一丁目  左　岸 13.250 ～ 13.775 525

(越水 A) 
堤防高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

7 〃 熊本市 中央区 新屋敷二丁目  左　岸 13.888 ～ 14.175 287
(越水 A) 

熊本市中央区水道町 堤防高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。
8 〃  右　岸 13.250 ～ 13.800 550

熊本市 中央区 南千反畑町 (越水 A) 
熊本市 中央区 新屋敷二丁目 堤防高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

9 〃  左　岸 14.385 ～ 14.800 415
熊本市 中央区 大江一丁目 (越水 A) 
熊本市 中央区 東子飼町 堤防高（流下能力）が低く溢水及び護岸部洗掘の恐れあり。

10 〃  右　岸 14.409 ～ 14.575 166
熊本市 中央区 子飼本町 (越水 A) (洗掘 B)

堤防高（流下能力）が低く溢水及び護岸部洗掘の恐れあり。
11 〃 熊本市 中央区 黒髪二丁目  右　岸 14.657 ～ 14.700 43

(越水 A) (洗掘 B)
堤防高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

12 〃 熊本市 中央区 黒髪二丁目  右　岸 14.700 ～ 14.800 100
(越水 A) 
堤防高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

13 〃 熊本市 東区 渡鹿八丁目  左　岸 16.900 ～ 17.100 200
(越水 A) 
堤防高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

14 〃 熊本市 中央区 黒髪六丁目  右　岸 16.900 ～ 17.100 200
(越水 A) 

計 14箇所 8,966

Ⅰ－２－④　　重要水防箇所一覧表（熊本河川国道事務所関係）

土のう積・シート張・捨石
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土のう積・シート張・捨石

土のう積・シート張
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位　　　置
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Ⅰ－２－④　　重要水防箇所一覧表（熊本河川国道事務所関係）

重   要   水   防   箇   所   一   覧   表   （ Ａ ）

【工 作 物】 【白 川 水 系】

番　号 河 川 名 地　　先　　名 左・右岸の別 延  長 (m) 備　　　　　　　　考 水　防　工　法
 

熊本市 南区 薄場一丁目 白川橋梁
1 白　川  

熊本市 西区 蓮台寺五丁目 （桁下高不足）
熊本市 南区 平田一丁目 蓮台寺橋

2 〃  
熊本市 西区 蓮台寺二丁目 （桁下高不足）
熊本市 中央区 十禅寺一丁目 第1白川橋梁

3 〃  
熊本市 西区 二本木四丁目 （桁下高不足）
熊本市 中央区 世安町 新世安橋

4 〃  
熊本市 西区 二本木三丁目 （桁下高不足）
熊本市 中央区 世安町 世安橋

5 〃  
熊本市 西区 二本木一丁目 （桁下高不足）
熊本市 中央区 本山三丁目 白川橋

6 〃  
熊本市 西区 二本木一丁目 （桁下高不足）
熊本市 中央区 本山一丁目 泰平橋

7 〃  
熊本市 中央区 紺屋阿弥陀寺町 （桁下高不足）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 7箇所

7.850

11.200

10.600

10.160

10.000

9.440

8.600

位　　　置



Ⅰ－２－④　　重要水防箇所一覧表（熊本河川国道事務所関係）

重   要   水   防   箇   所   一   覧   表   （ Ｂ ）

【堤 防】 【白 川 水 系】

番　号 河 川 名 地　　先　　名 左・右岸の別 延  長 (m) 備　　　　　　　　考 水　防　工　法
 
基礎地盤漏水の恐れあり。

1 白　川 熊本市 西区 小島下町  右　岸 2.000 ～ 2.400 400
(基礎地盤漏水 B)

2 〃 熊本市 西区 小島下町  右　岸 2.400 ～ 2.600 200
(越水 B) (基礎地盤漏水 B)

熊本市 西区 小島下町 基礎地盤漏水の恐れあり。
3 〃  右　岸 2.600 ～ 2.750 150

熊本市 西区 小島六丁目 (基礎地盤漏水 B)
熊本市 西区 中原町 余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

4 〃  左　岸 2.260 ～ 3.100 840
熊本市 西区 小島上町 (越水 B)

余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

5 〃 熊本市 西区 小島六丁目  右　岸 2.800 ～ 3.080 280
(越水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水及び護岸部洗掘の恐れあり。

6 〃 熊本市 西区 小島上町  左　岸 3.100 ～ 3.160 60
(越水 B) (洗掘 B)
基礎地盤漏水の恐れあり。

7 〃 熊本市 西区 小島三丁目  右　岸 3.200 ～ 3.350 150
(基礎地盤漏水 B)
護岸部洗掘の恐れあり。

8 〃 熊本市 西区 小島上町  左　岸 3.160 ～ 3.700 540
(洗掘 B)
基礎地盤漏水の恐れあり。

9 〃 熊本市 西区 城山薬師二丁目  右　岸 3.900 ～ 4.300 400
(基礎地盤漏水 B)
基礎地盤漏水及び護岸部洗掘の恐れあり。

10 〃 熊本市 南区 今町  左　岸 4.500 ～ 4.600 100
(基礎地盤漏水 B) (洗掘 B)
護岸部洗掘の恐れあり。

11 〃 熊本市 南区 今町  左　岸 4.600 ～ 4.900 300
(洗掘 B)
基礎地盤漏水の恐れあり。

12 〃 熊本市 西区 城山半田三丁目  右　岸 4.750 ～ 5.000 250
(基礎地盤漏水 B)

13 〃 熊本市 南区 今町  左　岸 4.900 ～ 5.100 200
(越水 B) (洗掘 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水及び基礎地盤漏水の恐れあり。

14 〃 熊本市 西区 城山半田三丁目  右　岸 5.000 ～ 5.200 200
(越水 B) (基礎地盤漏水 B)
基礎地盤漏水の恐れあり。

15 〃 熊本市 西区 城山半田三丁目  右　岸 5.200 ～ 5.250 50
(基礎地盤漏水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

16 〃 熊本市 南区 今町  左　岸 5.100 ～ 5.400 300
(越水 B)

熊本市 西区 城山半田二丁目 余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。
17 〃  右　岸 5.800 ～ 8.020 2,220

熊本市 西区 蓮台寺三丁目 (越水 B)
熊本市 南区 薄場一丁目

18 〃  左　岸 7.725 ～ 7.900 175
熊本市 南区 上ノ郷二丁目 (越水 B)
熊本市 南区 上ノ郷二丁目 余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

19 〃  左　岸 8.100 ～ 8.300 200
熊本市 南区 近見一丁目 (越水 B)
熊本市 西区 二本木一丁目 余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

20 〃  右　岸 10.500 ～ 10.700 200
熊本市 西区 春日一丁目 (越水 B)
熊本市 中央区 本山二丁目

21 〃  左　岸 11.300 ～ 13.250 1,950
熊本市 中央区 新屋敷一丁目 (越水 B)

余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。
22 〃 熊本市 中央区 松原町  右　岸 11.500 ～ 11.700 200

(越水 B)
熊本市 中央区 紺屋今町 余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

23 〃  右　岸 11.900 ～ 13.250 1,350
熊本市 中央区 水道町 (越水 B)
熊本市 中央区 南千反畑町 余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

24 〃  右　岸 13.800 ～ 13.875 75
熊本市 中央区 井川淵町 (越水 B)
熊本市 中央区 井川淵町 余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

25 〃  右　岸 13.925 ～ 14.300 375
熊本市 中央区 東子飼町 (越水 B)

余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。
26 〃 熊本市 中央区 新屋敷１丁目  左　岸 13.775 ～ 13.888 113

(越水 B) 
余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。 土のう積・シート張

27 〃 熊本市 中央区 新屋敷二丁目  左　岸 14.175 ～ 14.385 210
(越水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水及び護岸部洗掘の恐れあり。 土のう積・シート張・捨石

28 〃 熊本市 中央区 東子飼町  右　岸 14.300 ～ 14.409 109
(越水 B) (洗掘 B)

熊本市 中央区 子飼本町 余裕高（流下能力）が低く溢水及び護岸部洗掘の恐れあり。 土のう積・シート張・捨石

29 〃  右　岸 14.575 ～ 14.657 82
熊本市 中央区 黒髪二丁目 (越水 B) (洗掘 B)

余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。 土のう積・シート張
30 〃 熊本市 中央区 大江一丁目  左　岸 14.800 ～ 14.900 100

(越水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水及び護岸部洗掘の恐れあり。 土のう積・シート張・捨石

31 〃 熊本市 中央区 大江一丁目  左　岸 14.900 ～ 15.300 400
(越水 B) (洗掘 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。 土のう積・シート張

32 〃 熊本市 中央区 黒髪二丁目  右　岸 14.800 ～ 15.500 700
(越水 B)

熊本市 中央区 大江一丁目 余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。 土のう積・シート張
33 〃  左　岸 15.300 ～ 15.650 350

熊本市 中央区 渡鹿五丁目 (越水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。 土のう積・シート張

34 〃 熊本市 中央区 渡鹿六丁目  左　岸 15.900 ～ 16.700 800
(越水 B)

熊本市 中央区 黒髪五丁目 余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。 土のう積・シート張
35 〃  右　岸 15.950 ～ 16.700 750

熊本市 中央区 黒髪六丁目 (越水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。 土のう積・シート張

36 〃 熊本市 東区 渡鹿八丁目  左　岸 17.100 ～ 17.300 200
(越水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。 土のう積・シート張

37 〃 熊本市 中央区 黒髪六丁目  右　岸 17.100 ～ 17.300 200
(越水 B)

計 37箇所 15,179

余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

余裕高（流下能力）が低く溢水及び護岸部洗掘の恐れあり。

余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。
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土のう積・シート張
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余裕高（流下能力）が低く溢水及び基礎地盤漏水の恐れあり。
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Ⅰ－２－④　　重要水防箇所一覧表（熊本河川国道事務所関係）

重   要   水   防   箇   所   一   覧   表   （ Ｂ ）

【工 作 物】 【白 川 水 系】

番　号 河 川 名 地　　先　　名 左・右岸の別 延  長 (m) 備　　　　　　　　考 水　防　工　法
 

熊本市 西区 小島６丁目 小島橋
1 白　川  3.200

熊本市 西区　小島上町 （桁下高不足）
熊本市 西区 城山半田二丁目 八城橋

2 〃  5.275
熊本市 南区 今町 （桁下高不足）
熊本市 南区 薄場二丁目 薄場橋

3 〃  7.300
熊本市 西区 新土河原一丁目 （桁下高不足）
熊本市 中央区 本荘五丁目 長六橋

4 〃  11.740
熊本市 中央区 慶徳堀町 （桁下高不足）
熊本市 中央区 本荘五丁目 代継橋

5 〃  12.300
熊本市 中央区 新鍛冶屋町 （桁下高不足）
熊本市 中央区 本荘一丁目 新代継橋

6 〃  12.500
熊本市 中央区 下通二丁目 （桁下高不足）
熊本市 中央区 九品寺一丁目 銀座橋

7 〃  12.850
熊本市 中央区 中央街 （桁下高不足）
熊本市 中央区 九品寺一丁目 安巳橋

8 〃  13.040
熊本市 中央区 安政町 （桁下高不足）
熊本市 中央区 九品寺一丁目 大甲橋

9 〃  13.200
熊本市 中央区 水道町 （桁下高不足）
熊本市 中央区 大江一丁目 子飼橋

10 〃  14.470
熊本市 中央区 東子飼町 （桁下高不足）

 

 

 

計 10箇所

位　　　置



Ⅰ－２－④　　重要水防箇所一覧表（熊本河川国道事務所関係）

重   要   水   防   箇   所   一   覧   表   （ 要注意区間 （堤防））
【堤 防】 【白 川 水 系】

番　号 河 川 名 地　　先　　名 左・右岸の別 位　　　置 延  長 (m) 備　　　　　　　　考 水　防　工　法

1 白　川 熊本市　西区　沖新町 左　岸 0.000～0.751 751 新堤防（令和２年度施工）

2 〃 左　岸 2.000～2.260 260 新堤防（令和３年度施工）

3 〃 熊本市 中央区 新屋敷１丁目 左　岸 13.775～13.888 113 新堤防（令和２年度施工）

4 〃 熊本市中央区黒髪五丁目 右　岸 13.815～13.875 60 新堤防（令和２年度施工）

熊本市　中央区　渡鹿五丁目
5 〃 左　岸 15.700～15.850 150 新堤防（平成３１年度施工）

熊本市　中央区　渡鹿六丁目

6 〃 熊本市中央区黒髪五丁目 右　岸 15.805～15.975 170 新堤防（平成３１年度施工）

7 〃 熊本市　中央区　渡鹿六丁目 左　岸 16.300～16.675 375 新堤防（平成３１年度施工）

計 7箇所 1,879



Ⅰ－２－④　　重要水防箇所一覧表（熊本河川国道事務所関係）

重   要   水   防   箇   所   一   覧   表   （ 重点区間 ）

【堤 防】 【白 川 水 系】

番　号 河 川 名 地　　先　　名 左・右岸の別 延  長 (m) 備　　　　　　　　考 水　防　工　法
 

熊本市 中央区 十禅寺二丁目 堤防高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。
1 〃  左　岸 9.415 ～ 9.472 57

　　〃　　十禅寺一丁目 (越水 A) 

計 1箇所 57

位　　　置

土のう積・シート張



重   要   水   防   箇   所   一   覧   表   （ Ａ ）

【堤 防】 【緑 川 水 系】

番　号 県　　名 河 川 名 地　　先　　名 左・右岸の別 延  長 (m) 備　　　　　　　　考 水　防　工　法
 

1 熊 本 県 緑　川 宇土市　平木  左　岸 4.000 ～ 4.200 200
(越水 A) (堤体漏水 B) 
堤体漏水及び護岸部洗掘の恐れあり。

2 〃 〃 熊本市　南区　富合町杉島  右　岸 7.000 ～ 7.400 400
(堤体漏水 B) (洗掘 A)
余裕高（流下能力）が低く溢水及び堤体漏水、護岸部洗掘の恐れあり。

3 〃 〃 熊本市　南区　富合町杉島  右　岸 7.400 ～ 7.600 200
(越水 B) (堤体漏水 B) (洗掘 A)

熊本市　南区　富合町杉島 余裕高（流下能力）が低く溢水及び護岸部洗掘の恐れあり。
4 〃 〃  右　岸 7.600 ～ 7.800 200

熊本市　南区　野田３丁目 (越水 B) (洗掘 A)
堤防高（流下能力）が低く溢水及び堤体漏水の恐れあり

5 〃 〃 熊本市　南区　城南町永  左　岸 12.600 ～ 12.800 200
(越水 A) (堤体漏水 B) 
余裕高（流下能力）が低く溢水及び堤体漏水、護岸部洗掘の恐れあり。

6 〃 〃 熊本市 南区 城南町坂野  左　岸 15.000 ～ 15.400 400
(越水 B) (堤体漏水 B) (洗掘 A)
堤防高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

7 〃 〃 嘉島町　上島  右　岸 15.000 ～ 15.200 200
(越水 A) 
堤防高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

8 〃 〃 御船町　豊秋  右　岸 15.400 ～ 15.800 400
(越水 A) 
堤防高（流下能力）が低く溢水及び堤体漏水の恐れあり

9 〃 〃 御船町　豊秋  右　岸 15.800 ～ 15.850 50
(越水 A) (堤体漏水 B) 
堤防高（流下能力）が低く溢水及び堤体漏水、基礎地盤漏水の恐れあり。

10 〃 〃 御船町　豊秋  右　岸 15.850 ～ 16.000 150
(越水 A) (堤体漏水 B) (基礎地盤漏水 B)
堤防高（流下能力）が低く溢水及び堤体漏水の恐れあり

11 〃 〃 熊本市 南区 城南町築地  左　岸 16.000 ～ 16.200 200
(越水 A) (堤体漏水 B) 
堤防高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

12 〃 〃 甲佐町　吉田  右　岸 16.400 ～ 16.600 200
(越水 A) 

熊本市 南区 城南町築地 堤防高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。
13 〃 〃  左　岸 16.200 ～ 16.800 600

熊本市 南区 城南町出水 (越水 A) 
堤防高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

14 〃 〃 熊本市 南区 城南町出水  左　岸 17.000 ～ 17.200 200
(越水 A) 
堤防高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

15 〃 〃 甲佐町　糸田  左　岸 22.200 ～ 22.600 400
(越水 A) 
堤防高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

16 〃 〃 甲佐町　古閑  左　岸 23.800 ～ 24.075 275
(越水 A) 
堤防高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

17 〃 〃 甲佐町　谷迫  左　岸 25.000 ～ 25.200 200
(越水 A) 
堤防高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

18 熊 本 県 緑　川 美里町　高木  左　岸 25.800 ～ 26.120 320
(越水 A) 
堤防高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

19 〃 〃 甲佐町　上豊内  右　岸 28.600 ～ 28.800 200
(越水 A) 
堤防高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

20 〃 〃 甲佐町　東寒野  左　岸 28.800 ～ 29.000 200
(越水 A) 
護岸部洗掘の恐れあり。

21 〃 〃 甲佐町　東寒野  左　岸 29.200 ～ 29.400 200
(洗掘 A)
堤防高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

22 〃 〃 甲佐町　上揚  右　岸 29.800 ～ 30.000 200
(越水 A) 
堤防高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

23 熊 本 県 加勢川 熊本市 南区 中無田町  右　岸 2.600 ～ 2.800 200
(越水 A) 
堤防高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

24 〃 〃 熊本市 東区 画図町大字下無田  右　岸 9.800 ～ 10.200 400
(越水 A) 

熊本市 南区 御幸木部町 堤防高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。
25 〃 〃  左　岸 10.400 ～ 11.500 1,100

嘉島町　鯰 (越水 A) 
堤防高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

26 〃 〃 熊本市 東区 画図町大字下無田  右　岸 10.600 ～ 11.500 900
(越水 A) 
堤防高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

27 熊 本 県 御船川 嘉島町　上島  左　岸 0.000 ～ 0.200 200
(越水 A) 
堤防高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

28 〃 〃 御船町　方瀬  左　岸 0.600 ～ 1.000 400
(越水 A) 

宇土市　恵塚町 堤防高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。
29 熊 本 県 浜戸川  左　岸 2.000 ～ 2.400 400

宇土市　馬之瀬町 (越水 A) 

計 29箇所 9,195
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土のう積・シート張・くい・捨石

堤防高（流下能力）が低く溢水及び堤体漏水の恐れあり



重   要   水   防   箇   所   一   覧   表   （ Ａ ）

【工 作 物】 【緑 川 水 系】

番　号 県　　名 河 川 名 地　　先　　名 左・右岸の別 延  長 (m) 備　　　　　　　　考 水　防　工　法
 

熊本市 南区 川尻４丁目 新町橋
1 熊 本 県 加勢川 熊本市 南区 川尻５丁目  3.830

熊本市 南区 川尻６丁目 （桁下高不足）
熊本市 南区 野田１丁目 加勢川橋

2 〃 〃 熊本市 南区 野田２丁目  4.600
熊本市 南区 元三町３丁目 （桁下高不足）

新川橋
3 〃 〃 嘉島町　犬渕 5.700

（桁下高不足）
熊本市 南区 御幸木部町 下居屋敷橋

4 〃 〃 6.750
嘉島町　犬渕 （桁下高不足）
嘉島町　下仲間 下仲間橋

5 〃 〃  7.400
熊本市 南区 御幸木部町 （桁下高不足）

水神橋
6 〃 〃 熊本市 南区 御幸木部町  8.150

（桁下高不足）
熊本市 南区 画図町大字下無田 中の瀬橋

7 〃 〃 9.750
嘉島町　滝河原 （桁下高不足）
御船町　小坂 小坂橋

8 〃 御船川 3.000
御船町　小坂 （桁下高不足）

下新開排水樋管       
9 〃 緑川 宇土市　下新開 左岸 2.040

（応急対策施設）
莎崎排水樋管

10 〃 〃 熊本市 南区 富合町莎崎 左岸 4.085
（応急対策施設）
長江樋管

11 〃 〃 嘉島町　犬渕 右岸 6.805
（応急対策施設）
硴江用水樋管

12 〃 浜戸川 熊本市 南区 富合町硴江 左岸 5.175
（応急対策施設）

計 12箇所
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重   要   水   防   箇   所   一   覧   表   （ Ｂ ）

【堤 防】 【緑 川 水 系】

番　号 県　　名 河 川 名 地　　先　　名 左・右岸の別 延  長 (m) 備　　　　　　　　考 水　防　工　法
 
余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

1 熊 本 県 緑　川 熊本市 南区 海路口町  右　岸 0.900 ～ 0.944 44
(越水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

2 〃 〃 熊本市 南区 海路口町  右　岸 1.248 ～ 3.800 2,552
(越水 B)

宇土市　直築 余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。
3 〃 〃  左　岸 1.811 ～ 2.000 189

　　　　　下新開 (越水 B)
宇土市　下新開 余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

4 〃 〃  左　岸 2.200 ～ 3.800 1,600
宇土市　走潟町 (越水 B)
熊本市 南区 川口町 余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

5 〃 〃  右　岸 3.941 ～ 4.800 859
熊本市 南区 美登里町 (越水 B)

余裕高（流下能力）が低く溢水及び堤体漏水の恐れあり
6 〃 〃 熊本市 南区 富合町莎崎  左　岸 4.200 ～ 4.600 400

(越水 B) (堤体漏水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

7 〃 〃 熊本市 南区 富合町莎崎  左　岸 4.600 ～ 4.800 200
(越水 B)

熊本市 南区 富合町莎崎 余裕高（流下能力）が低く溢水及び堤体漏水の恐れあり
8 〃 〃  左　岸 4.800 ～ 6.600 1,800熊本市 南区 富合町 富合町小岩

瀬 (越水 B) (堤体漏水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

9 〃 〃 熊本市 南区 富合町 富合町小岩瀬  左　岸 6.600 ～ 6.700 100
(越水 B)
堤体漏水の恐れあり。

10 〃 〃 熊本市 南区 富合町杉島  右　岸 6.800 ～ 7.000 200
(堤体漏水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

11 〃 〃 熊本市 南区 富合町小岩瀬  左　岸 7.300 ～ 7.900 600
(越水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

12 〃 〃 熊本市 南区 富合町杉島  右　岸 7.800 ～ 8.000 200
(越水 B)

熊本市 南区 富合町大町 余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。
13 〃 〃  左　岸 8.100 ～ 11.500 3,400

　　　　　　　　城南町丹生宮 (越水 B)
熊本市 南区 野田３丁目 余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

14 〃 〃  右　岸 8.200 ～ 9.400 1,200
熊本市 南区 元三町４丁目 (越水 B)
熊本市 南区 元三町４丁目 余裕高（流下能力）が低く溢水及び堤体漏水の恐れあり

15 〃 〃  右　岸 9.400 ～ 10.200 800
嘉島町　犬渕 (越水 B) (堤体漏水 B)

堤体漏水の恐れあり。
16 〃 〃 嘉島町　犬渕  右　岸 10.200 ～ 10.400 200

(堤体漏水 B)
嘉島町　犬渕 余裕高（流下能力）が低く溢水及び堤体漏水の恐れあり

17 〃 〃  右　岸 10.400 ～ 11.000 600
嘉島町　下仲間 (越水 B) (堤体漏水 B)

余裕高（流下能力）が低く溢水及び堤体漏水、基礎地盤漏水の恐れあり。
18 〃 〃 嘉島町　下仲間  右　岸 11.000 ～ 11.600 600

(越水 B) (堤体漏水 B) (基礎地盤漏水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

19 〃 〃 熊本市 南区 城南町永  左　岸 11.800 ～ 12.200 400
(越水 B)

嘉島町　下仲間 余裕高（流下能力）が低く溢水及び堤体漏水の恐れあり
20 熊 本 県 緑　川  右　岸 11.800 ～ 12.400 600

嘉島町　上仲間 (越水 B) (堤体漏水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水及び堤体漏水の恐れあり

21 〃 〃 熊本市 南区 城南町永  左　岸 12.200 ～ 12.600 400
(越水 B) (堤体漏水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

22 〃 〃 嘉島町　上仲間  右　岸 12.400 ～ 12.600 200
(越水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水及び堤体漏水の恐れあり

23 〃 〃 嘉島町　上仲間  右　岸 12.600 ～ 13.000 400
(越水 B) (堤体漏水 B)

熊本市 南区 城南町千町 余裕高（流下能力）が低く溢水及び堤体漏水の恐れあり
24 〃 〃  左　岸 12.800 ～ 14.100 1,300

熊本市 南区 城南町坂野 (越水 B) (堤体漏水 B)
嘉島町　上仲間 余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

25 〃 〃  右　岸 13.000 ～ 13.600 600
嘉島町　上島 (越水 B)

余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。
26 〃 〃 嘉島町　上島  右　岸 13.800 ～ 15.000 1,200

(越水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水及び堤体漏水、基礎地盤漏水の恐れあり。

27 〃 〃 熊本市 南区 城南町坂野  左　岸 14.100 ～ 15.000 900
(越水 B) (堤体漏水 B) (基礎地盤漏水 B)

熊本市 南区 城南町坂野 堤体漏水の恐れあり。
28 〃 〃  左　岸 15.400 ～ 15.800 400

熊本市 南区 城南町築地 (堤体漏水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水及び堤体漏水の恐れあり

29 〃 〃 熊本市 南区 城南町築地  左　岸 15.800 ～ 16.000 200
(越水 B) (堤体漏水 B)
堤体漏水及び基礎地盤漏水の恐れあり。

30 〃 〃 御船町　豊秋  右　岸 16.000 ～ 16.200 200
(堤体漏水 B) (基礎地盤漏水 B)

御船町　豊秋 余裕高（流下能力）が低く溢水及び堤体漏水の恐れあり
31 〃 〃  右　岸 16.200 ～ 16.400 200

甲佐町　吉田 (越水 B) (堤体漏水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

32 〃 〃 甲佐町　吉田  右　岸 16.600 ～ 17.200 600
(越水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

33 〃 〃 熊本市 南区 城南町出水  左　岸 16.800 ～ 17.000 200
(越水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

34 〃 〃 熊本市 南区 城南町出水  左　岸 17.200 ～ 17.300 100
(越水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水及び基礎地盤漏水の恐れあり。

35 〃 〃 熊本市 南区 城南町出水  左　岸 17.300 ～ 17.400 100
(越水 B) (基礎地盤漏水 B)
基礎地盤漏水の恐れあり。

36 〃 〃 甲佐町　府領  左　岸 17.400 ～ 17.600 200
(基礎地盤漏水 B)

甲佐町　府領 堤体漏水及び基礎地盤漏水の恐れあり。
37 〃 〃  左　岸 17.600 ～ 18.900 1,300

甲佐町　田口 (堤体漏水 B) (基礎地盤漏水 B)
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重   要   水   防   箇   所   一   覧   表   （ Ｂ ）

【堤 防】 【緑 川 水 系】

番　号 県　　名 河 川 名 地　　先　　名 左・右岸の別 延  長 (m) 備　　　　　　　　考 水　防　工　法
 

位　　　置

堤体漏水の恐れあり。
38 熊 本 県 緑　川 甲佐町　田口  左　岸 18.900 ～ 19.000 100

(堤体漏水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

39 〃 〃 甲佐町　白旗  右　岸 19.400 ～ 19.600 200
(越水 B)
堤体漏水の恐れあり。

40 〃 〃 甲佐町　白旗  右　岸 19.600 ～ 20.000 400
(堤体漏水 B)

甲佐町　田口 堤体漏水の恐れあり。
41 〃 〃  左　岸 20.000 ～ 20.200 200

甲佐町　津志田 (堤体漏水 B)
堤体漏水及び基礎地盤漏水の恐れあり。

42 〃 〃 甲佐町　糸田  右　岸 20.400 ～ 20.800 400
(堤体漏水 B) (基礎地盤漏水 B)

甲佐町　津志田 堤体漏水の恐れあり。
43 〃 〃  左　岸 20.600 ～ 21.600 1,000

甲佐町　鶴 (堤体漏水 B)
堤体漏水の恐れあり。

44 〃 〃 甲佐町　糸田  右　岸 20.800 ～ 21.000 200
(堤体漏水 B)
堤体漏水及び基礎地盤漏水の恐れあり。

45 〃 〃 甲佐町　糸田  右　岸 21.300 ～ 22.000 700
(堤体漏水 B) (基礎地盤漏水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

46 〃 〃 甲佐町　津志田  左　岸 21.800 ～ 22.200 400
(越水 B)
堤体漏水の恐れあり。

47 〃 〃 甲佐町　糸田  右　岸 22.000 ～ 22.200 200
(堤体漏水 B)

甲佐町　糸田 余裕高（流下能力）が低く溢水及び堤体漏水の恐れあり
48 〃 〃  右　岸 22.200 ～ 22.800 600

甲佐町　下横田 (越水 B) (堤体漏水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

49 〃 〃 甲佐町　船津  左　岸 22.600 ～ 23.400 800
(越水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

50 〃 〃 甲佐町　下横田  右　岸 22.800 ～ 23.000 200
(越水 B)

甲佐町　船津 堤体漏水の恐れあり。
51 〃 〃  右　岸 23.600 ～ 25.200 1,600

甲佐町　大町 (堤体漏水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

52 〃 〃 甲佐町　古閑  左　岸 24.075 ～ 24.200 125
(越水 B)
堤体漏水の恐れあり。

53 〃 〃 甲佐町　仁田子  右　岸 25.400 ～ 25.600 200
(堤体漏水 B)
堤体漏水の恐れあり。

54 〃 〃 甲佐町　仁田子  右　岸 25.800 ～ 26.000 200
(堤体漏水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

55 〃 〃 甲佐町　緑町  右　岸 27.200 ～ 27.400 200
(越水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

56 〃 〃 甲佐町　豊内  右　岸 28.200 ～ 28.400 200
(越水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

57 〃 〃 甲佐町　上揚  右　岸 29.400 ～ 29.600 200
(越水 B)
基礎地盤漏水の恐れあり。

58 熊 本 県 加勢川 熊本市　南区　美登里町  右　岸 0.000 ～ 0.800 800
(基礎地盤漏水 B)

熊本市　南区　美登里町 堤体漏水及び基礎地盤漏水の恐れあり。
59 〃 〃  右　岸 0.800 ～ 1.950 1,150

熊本市　南区　中無田町 (堤体漏水 B) (基礎地盤漏水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水及び堤体漏水、基礎地盤漏水の恐れあり。

60 〃 〃 熊本市　南区　中無田町  右　岸 1.950 ～ 2.000 50
(越水 B) (堤体漏水 B) (基礎地盤漏水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

61 〃 〃 熊本市　南区　中無田町  右　岸 2.000 ～ 2.600 600
(越水 B)

熊本市　南区　川尻３丁目 余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。
62 〃 〃  右　岸 2.800 ～ 3.400 600

熊本市　南区　川尻４丁目 (越水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水及び護岸部洗掘の恐れあり。

63 〃 〃 熊本市　南区　川尻４丁目  右　岸 3.400 ～ 3.600 200
(越水 B) (洗掘 B)

熊本市　南区　川尻４丁目 余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。
64 〃 〃  右　岸 3.600 ～ 4.000 400

熊本市　南区　川尻５丁目 (越水 B)
熊本市　南区　富合町　杉島 余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

65 〃 〃  左　岸 3.800 ～ 4.600 800
熊本市　南区　元三町４丁目 (越水 B)
熊本市　南区　川尻５丁目 余裕高（流下能力）が低く溢水及び堤体漏水、基礎地盤漏水の恐れあり。

66 〃 〃  右　岸 4.000 ～ 4.800 800
熊本市　南区　元三町４丁目 (越水 B) (堤体漏水 B) (基礎地盤漏水 B)

堤体漏水及び基礎地盤漏水の恐れあり。
67 〃 〃 熊本市　南区　元三町４丁目  右　岸 4.800 ～ 5.000 200

(堤体漏水 B) (基礎地盤漏水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

68 〃 〃 熊本市　南区　元三町４丁目  左　岸 4.800 ～ 5.000 200
(越水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水及び堤体漏水、基礎地盤漏水の恐れあり。

69 〃 〃 熊本市　南区　元三町４丁目  右　岸 5.000 ～ 5.400 400
(越水 B) (堤体漏水 B) (基礎地盤漏水 B)

熊本市　南区　元三町４丁目 余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。
70 〃 〃  右　岸 5.400 ～ 6.200 800

熊本市　南区　御幸木部町 (越水 B)
熊本市　南区　元三町４丁目 余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

71 〃 〃  左　岸 5.200 ～ 6.200 1,000
嘉島町　犬渕 (越水 B)
嘉島町　犬渕 余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

72 〃 〃  左　岸 6.400 ～ 10.400 4,000
東区　画図町　大字下無田 (越水 B)
熊本市　南区　御幸木部町 余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

73 〃 〃  右　岸 6.400 ～ 9.800 3,400
画図町　大字下無田 (越水 B)

余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。
74 〃 〃 画図町　大字下無田  右　岸 10.200 ～ 10.600 400

(越水 B) 
余裕高（流下能力）が低く溢水及び堤体漏水の恐れあり

75 熊 本 県 御船川 嘉島町　上島  右　岸 0.000 ～ 0.600 600
(越水 B) (堤体漏水 B)
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重   要   水   防   箇   所   一   覧   表   （ Ｂ ）

【堤 防】 【緑 川 水 系】

番　号 県　　名 河 川 名 地　　先　　名 左・右岸の別 延  長 (m) 備　　　　　　　　考 水　防　工　法
 

位　　　置

余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。
76 熊 本 県 御船川 御船町　小坂  左　岸 2.600 ～ 3.400 800

(越水 B)
堤体漏水及び基礎地盤漏水の恐れあり。

77 〃 〃 御船町　小坂  右　岸 3.400 ～ 3.600 200
(堤体漏水 B) (基礎地盤漏水 B)

御船町　滝川 余裕高（流下能力）が低く溢水及び堤体漏水、基礎地盤漏水の恐れあり。
78 〃 〃  右　岸 3.600 ～ 4.500 900

御船町　滝川 (越水 B) (堤体漏水 B) (基礎地盤漏水 B)
基礎地盤漏水の恐れあり。

79 〃 〃 御船町　滝川  左　岸 4.150 ～ 4.200 50
(基礎地盤漏水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水及び基礎地盤漏水の恐れあり。

80 〃 〃 御船町　滝川  左　岸 4.200 ～ 4.500 300
(越水 B) (基礎地盤漏水 B)

御船町　滝川 余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。
81 〃 〃  左　岸 4.500 ～ 6.600 2,100

御船町　辺田見 (越水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

82 〃 〃 御船町　滝川  右　岸 4.500 ～ 5.600 1,100
(越水 B)

御船町　御船 余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。
83 〃 〃  右　岸 5.800 ～ 6.600 800

御船町　辺田見 (越水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

84 熊 本 県 浜戸川 宇土市　新開町  左　岸 0.200 ～ 0.800 600
(越水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

85 〃 〃 宇土市　走潟町  右　岸 0.400 ～ 0.800 400
(越水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

86 〃 〃 宇土市　走潟町  右　岸 0.900 ～ 2.800 1,900
(越水 B)

宇土市　新開町 余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。
87 〃 〃  左　岸 1.000 ～ 2.000 1,000

宇土市　野鶴町 (越水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

88 〃 〃 宇土市馬之瀬町  左　岸 2.400 ～ 2.600 200
(越水 B)

宇土市馬之瀬町 余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。
89 〃 〃  左　岸 3.000 ～ 3.200 200

宇土市　走潟町 (越水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

90 〃 〃 宇土市　走潟町  右　岸 3.000 ～ 3.600 600
(越水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

91 〃 〃 宇土市　走潟町  左　岸 3.400 ～ 3.600 200
(越水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水及び堤体漏水の恐れあり

92 〃 〃 宇土市　走潟町  右　岸 3.600 ～ 3.750 150
(越水 B) (堤体漏水 B)

宇土市　走潟町 余裕高（流下能力）が低く溢水及び堤体漏水の恐れあり
93 〃 〃  左　岸 3.600 ～ 4.000 400

宇土市馬之瀬町 (越水 B) (堤体漏水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水及び堤体漏水、基礎地盤漏水の恐れあり。

94 〃 〃 宇土市　走潟町  右　岸 3.750 ～ 3.800 50
(越水 B) (堤体漏水 B) (基礎地盤漏水 B)
堤体漏水及び基礎地盤漏水の恐れあり。

95 熊 本 県 浜戸川 宇土市　走潟町  右　岸 3.800 ～ 4.000 200
(堤体漏水 B) (基礎地盤漏水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

96 〃 〃 宇土市馬之瀬町  左　岸 4.000 ～ 4.200 200
(越水 B)

宇土市　走潟町 堤体漏水の恐れあり。
97 〃 〃  右　岸 4.000 ～ 5.200 1,200

熊本市　南区　富合町莎崎 (堤体漏水 B)
宇土市馬之瀬町 堤体漏水の恐れあり。

98 〃 〃  左　岸 4.200 ～ 4.400 200
熊本市　南区　富合町硴江 (堤体漏水 B)

余裕高（流下能力）が低く溢水及び堤体漏水の恐れあり
99 〃 〃 熊本市　南区　富合町硴江  左　岸 4.400 ～ 4.600 200

(越水 B) (堤体漏水 B)
堤体漏水の恐れあり。

100 〃 〃 熊本市　南区　富合町硴江  左　岸 4.600 ～ 5.000 400
(堤体漏水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水及び堤体漏水の恐れあり

101 〃 〃 熊本市　南区　富合町莎崎  右　岸 5.200 ～ 5.400 200
(越水 B) (堤体漏水 B)
余裕高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

102 〃 〃 熊本市　南区　富合町硴江  左　岸 5.300 ～ 5.400 100
(越水 B)

計 103箇所 64,219
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重   要   水   防   箇   所   一   覧   表   （ Ｂ ）

【工 作 物】 【緑 川 水 系】

番　号 県　　名 河 川 名 地　　先　　名 左・右岸の別 延  長 (m) 備　　　　　　　　考 水　防　工　法
 

熊本市 南区 富合町杉島 緑川橋梁
1 熊 本 県 緑川  7.100

熊本市 南区 富合町小岩瀬 （桁下高不足）
熊本市 南区 富合町杉島 緑川橋

2 〃 〃  7.450
熊本市 南区 富合町小岩瀬 （桁下高不足）
熊本市 南区 富合町釈迦堂 釈迦堂橋

3 〃 〃  10.255
嘉島町　犬渕 （桁下高不足）
熊本市 南区 城南町丹生宮 城南橋

4 〃 〃  11.600
嘉島町　下仲間 （桁下高不足）
嘉島町　上仲間 蓍町橋

5 〃 〃  13.600
熊本市 南区 城南町千町 （桁下高不足）
甲佐町 麻生原 安津橋

6 〃 〃  24.450
甲佐町 糸田 （桁下高不足）
美里町　岩下 中甲橋

7 〃 〃  27.000
甲佐町　仁田子 （桁下高不足）
熊本市 南区 富合町杉島 加勢川橋梁

8 〃 加勢川 熊本市 南区 川尻３丁目  3.330
熊本市 南区 川尻４丁目 （桁下高不足）
熊本市 南区 御幸木部町 犬渕大橋

9 〃 〃  6.200
嘉島町　犬渕 （桁下高不足）
嘉島町　上島 森崎橋

10 〃 御船川  0.200
嘉島町　上島 （桁下高不足）
御船町　豊秋 八竜橋

11 〃 〃 1.950
嘉島町　上六嘉 （桁下高不足）
御船町　小坂 御船川橋

12 〃 〃 2.100
御船町　豊秋 （桁下高不足）
御船町　滝川 メロディー橋

13 〃 〃  4.000
御船町　滝川 （桁下高不足）
御船町　柳瀬 滝川橋

14 〃 〃  4.500
御船町　滝川 （桁下高不足）
御船町　滝川 五庵橋

15 〃 〃  5.100
御船町　滝川 （桁下高不足）
御船町　御船 御船橋

16 〃 〃  5.350
御船町　御船 （桁下高不足）
御船町　御船 思い出橋

17 〃 〃  5.870
御船町　辺田見 （桁下高不足）

計 17箇所

Ⅰ－２－④　　重要水防箇所一覧表（熊本河川国道事務所関係）

位　　　置



重   要   水   防   箇   所   一   覧   表   （ 要注意区間（堤防） ）

【堤 防】 【緑 川 水 系】

番　号 県　　名 河 川 名 地　　先　　名 左・右岸の別 位　　　置 延  長 (m) 備　　　　　　　　考 水　防　工　法

1 熊本県 緑川 宇土市　直築 左岸 0.000～0.167 167 新堤防（令和２年度施工）

2 〃 〃 宇土市　直築 左岸 0.167～0.275 108 新堤防（令和３年度施工）

3 〃 〃 宇土市　直築 左岸 0.275～0.975 700 新堤防（令和２年度施工）

4 〃 〃 宇土市　直築 左岸 0.975～1.811 836 新堤防（令和３年度施工）

5 〃 〃 熊本市　南区　川口町 右岸 0.000～0.900 900 新堤防（令和３年度施工）

6 〃 〃 熊本市　南区　川口町 右岸 0.944～1.248 304 新堤防（令和３年度施工）

7 〃 〃 熊本市　南区　富合町莎崎 右岸 1.650～2.083 433 新堤防（令和２年度施工）

8 〃 〃 宇土市　走潟町 左岸 2.979～3.359 380 新堤防（平成３１年度施工）

9 〃 〃 宇土市　走潟町 左岸 3.359～3.484 125 新堤防（令和２年度施工）

10 〃 〃 宇土市　走潟町 左岸 3.484～3.651 167 新堤防（平成３１年度施工）

11 〃 〃 熊本市　南区　川口町 右岸 2.336～2.501 165 新堤防（平成３１年度施工）

12 〃 〃 熊本市　南区　川口町 右岸 3.941～4.250 309 新堤防（平成３１年度施工）

13 〃 〃 熊本市　南区　川口町 右岸 4.250～4.615 365 新堤防（令和３年度施工）

14 〃 〃 熊本市　南区　富合町莎崎 左岸 4.227～5.010 783 新堤防（令和２年度施工）

15 〃 御船川 嘉島町　上六嘉 右岸 0.200～0.522 322 新堤防（令和３年度施工）

16 〃 浜戸川 熊本市　南区　富合町莎崎 右岸 0.000～0.300 300 新堤防（令和３年度施工）

17 〃 〃 熊本市　南区　富合町莎崎 右岸 5.120～5.260 140 新堤防（令和２年度施工）

計 16箇所 6,504

Ⅰ－２－④　　重要水防箇所一覧表（熊本河川国道事務所関係）



重   要   水   防   箇   所   一   覧   表   （ 要注意区間（工作物） ）

【工 作 物】 【緑 川 水 系】

番　号 県　　名 河 川 名 地　　先　　名 左・右岸の別 位　　　置 延  長 (m) 備　　　　　　　　考 水　防　工　法

1 熊本県 緑　川 　宇土市　直築  左　岸 0.400 網津陸閘門扉No.1

2 〃 〃 　　〃　　直築  左　岸 0.505 網津陸閘門扉No.2

3 〃 〃 　　〃　　直築  左　岸 0.570 網津陸閘門扉No.3

4 〃 〃 　　〃　　直築  左　岸 0.650 網津陸閘門扉No.4

5 〃 〃 熊本市 南区 川口町  右　岸 0.900 川口陸閘門扉No.1

6 〃 〃 　　〃　　〃　川口町  右　岸 1.270 川口陸閘門扉No.2

7 〃 〃 　　〃　　〃　川口町  右　岸 1.300 川口陸閘門扉No.3

8 〃 〃 　　〃　　〃　川口町  右　岸 1.550 川口陸閘門扉No.4

9 〃 〃 　　〃　　〃　川口町  右　岸 1.570 川口陸閘門扉No.5

10 〃 〃 　　〃　　〃　川口町  右　岸 1.650 川口陸閘門扉No.6

11 〃 　加勢川 熊本市 南区 川尻３丁目  右　岸 3.030 川尻陸閘門扉No.1

12 〃 〃 　　〃　　〃　川尻３丁目  右　岸 3.050 川尻陸閘門扉No.2

13 〃 〃 　　〃　　〃　川尻３丁目  右　岸 3.110 川尻陸閘門扉No.3

14 〃 〃 　　〃　　〃　川尻３丁目  右　岸 3.310 川尻陸閘門扉No.6

15 〃 〃 　　〃　　〃　川尻３丁目  右　岸 3.385 川尻陸閘門扉No.7

計 15箇所

Ⅰ－２－④　　重要水防箇所一覧表（熊本河川国道事務所関係）



重   要   水   防   箇   所   一   覧   表   （ 重点区間 ）

【堤 防】 【緑 川 水 系】

番　号 県　　名 河 川 名 地　　先　　名 左・右岸の別 延  長 (m) 備　　　　　　　　考 水　防　工　法
 

1 熊 本 県 緑　川 御船町　増見鶴  右　岸 15.600 ～ 16.000 400 土のう積・シート張・くい

(越水 A) (堤体漏水 B) (基礎地盤漏水 B)
堤防高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

2 〃 加勢川 熊本市　画図町  右　岸 11.000 ～ 11.500 500 土のう積・シート張
(越水 A) 
堤防高（流下能力）が低く溢水の恐れあり。

3 〃 加勢川 嘉島町　鯰  左　岸 11.000 ～ 11.500 500 土のう積・シート張
(越水 A) 

計 3箇所 1,400

Ⅰ－２－④　　重要水防箇所一覧表（熊本河川国道事務所関係）

位　　　置

堤防高（流下能力）が低く溢水及び堤体漏水、基礎地盤漏水の恐れあり。



Ⅰ－２－⑤　　重要水防箇所一覧表（八代河川国道事務所関係）

【堤　防】 球磨川水系

1 熊本県 球磨川 八代市麦島東町 右岸 5k970 金剛･麦島用水路樋管

2 熊本県 球磨川 八代市古麓町 右岸 8k275 古麓第一排水樋管

3 熊本県 球磨川 八代市渡町 左岸 8k400 渡町排水樋管

4 熊本県 球磨川 八代市豊原町 左岸 8k800 豊原用水樋管

5 熊本県 球磨川 八代市坂本町古田 右岸 9k500 古田第一排水樋管

6 熊本県 球磨川 八代市坂本町古田 右岸 9k650 古田第二排水樋管

7 熊本県 球磨川 八代市坂本町古田 右岸 9k750 古田第三排水樋管

8 熊本県 球磨川 八代市坂本町今泉下 左岸 10k100～10k300 210m 堤防高A

9 熊本県 球磨川 八代市坂本町小川 右岸 11k180～11k200 20m 堤防高A〔袈裟堂川支川処理〕

10 熊本県 球磨川 八代市坂本町深水川 右岸 13k300～13k380 100m 堤防高A

11 熊本県 球磨川 八代市坂本町小崎辻 右岸 16k150～16k180 30m 堤防高A

12 熊本県 球磨川 八代市坂本町松崎 16k810 桁下高不足〔坂本橋【仮橋】〕

13 熊本県 球磨川 八代市坂本町荒瀬 左岸 19k100～19k700 670m 堤防高A

14 熊本県 球磨川 八代市坂本町鎌瀬川 右岸 23k700～24k500 800m 堤防高A

15 熊本県 球磨川 八代市坂本町三坂 右岸 24k700～24k800 80m 堤防高A

16 熊本県 球磨川 八代市坂本町中津道 右岸 25k100～26k100 1013m 堤防高A

17 熊本県 球磨川 八代市坂本町瀬戸石 左岸 27k200～27k500 291m 堤防高A

18 熊本県 球磨川 芦北町吉尾川 左岸 34k300～34k500 210m 堤防高A

19 熊本県 球磨川 芦北町箙瀬 左岸 34k700～35k100 400m 堤防高A

20 熊本県 球磨川 球磨村神瀬 右岸 35k200～35k500 302m 堤防高A

21 熊本県 球磨川 芦北町白石 37k320 桁下高不足〔神瀬橋【工事用仮設橋】〕

22 熊本県 球磨川 球磨村和田 右岸 38k100～38k300 220m 堤防高A

23 熊本県 球磨川 芦北町漆川内 40k890 桁下高不足〔大瀬橋【工事用仮設橋】〕

24 熊本県 球磨川 球磨村田頭 右岸 47k700～47k720 20m 堤防高A

25 熊本県 球磨川 球磨村渡 右岸 52k500～52k620 100m 堤防高A

26 熊本県 球磨川 球磨村渡 右岸 53k450～53k480 60m 堤防高A〔小川支川処理〕

27 熊本県 球磨川 錦町西 左岸 64k600～64k800 180m 堤防高A

28 熊本県 球磨川 あさぎり町中島 右岸 81k540 才和田用水機場取水樋門

29 熊本県 球磨川 多良木町百太郎 左岸 85k300～86k100 780m 堤防高A

30 熊本県 球磨川 多良木町黒肥地 右岸 85k500～85k700 190m 堤防高A

31 熊本県 球磨川 多良木町黒肥地 右岸 85k700～86k300 589m 堤防高A

32 熊本県 球磨川 水上村水上 右岸 88k100～88k500 390m 堤防高A

33 熊本県 球磨川 湯前町湯前 88k580 桁下高不足〔鵜木橋〕

計 33 6655m

重　要　水　防　区　域　一　覧　表　（Ａ）

番号 県名 河川名 地　　先　　名
左右岸
の区別

位　　置 備　　　　　考延長(ｍ) 水防工法



Ⅰ－２－⑤　　重要水防箇所一覧表（八代河川国道事務所関係）

【堤　防】

1 熊本県 球磨川 八代市植柳 左岸 5k300～5k600 310m 水衝・洗掘B、旧川跡

2 熊本県 球磨川 八代市萩原 右岸 6k500～6k700 200m 水衝・洗掘B

3 熊本県 球磨川 八代市萩原 6k670 河道断面不足〔新萩原橋〕

4 熊本県 球磨川 八代市萩原 右岸 6k700～7k600 900m 水衝・洗掘B

5 熊本県 球磨川 八代市萩原 右岸 7k600～8k000 400m 堤体漏水B、基礎地盤漏水B、水衝・洗掘B

6 熊本県 球磨川 八代市坂本町西部 左岸 13k100～13k500 425m 越水（溢水）B

7 熊本県 球磨川 八代市坂本町合志野 左岸 17k700～17k900 188m 越水（溢水）B

8 熊本県 球磨川 八代市坂本町大門 右岸 18k700～19k100 407m 越水（溢水）B

9 熊本県 球磨川 八代市坂本町葉木上 右岸 22k500～22k700 190m 越水（溢水）B

10 熊本県 球磨川 八代市坂本町鎌瀬左岸 25k270 桁下高不足〔鎌瀬橋【仮橋】〕

11 熊本県 球磨川 球磨村神瀬 右岸 36k500～37k150 689m 越水（溢水）B

12 熊本県 球磨川 芦北町白石 左岸 37k900～38k300 437m 越水（溢水）B

13 熊本県 球磨川 芦北町天月 左岸 39k500～39k700 227m 越水（溢水）B

14 熊本県 球磨川 芦北町漆川内 左岸 40k900～41k100 180m 越水（溢水）B

15 熊本県 球磨川 芦北町鎌瀬 左岸 41k900～42k100 210m 越水（溢水）B

16 熊本県 球磨川 球磨村淋 左岸 45k500～45k700 390m 越水（溢水）B

17 熊本県 球磨川 球磨村渡 右岸 52k650～52k770 120m 越水（溢水）B

18 熊本県 球磨川 球磨村鵜口 52k760 桁下高不足〔相良橋【仮橋】〕

19 熊本県 球磨川 人吉市中神町 左岸 57k000～57k900 903m 越水（溢水）B

20 熊本県 球磨川 人吉市相良 右岸 58k700～59k900 1096m 越水（溢水）B

21 熊本県 球磨川 人吉市下戸越町 左岸 59k100～59k300 197m 越水（溢水）B

22 熊本県 球磨川 人吉市矢黒町 59k820 河道断面不足〔繊月大橋〕

23 熊本県 球磨川 人吉市相良 右岸 59k900～60k300 355m 越水（溢水）B

24 熊本県 球磨川 人吉市宝来町 右岸 60k300～60k500 209m 越水（溢水）B

25 熊本県 球磨川 人吉市西間下町 左岸 61k090～61k700 646m 越水（溢水）B

26 熊本県 球磨川 人吉市九日町 右岸 61k100～61k900 840m 越水（溢水）B

27 熊本県 球磨川 人吉市西間下町 61k160 河道断面不足〔人吉橋〕

28 熊本県 球磨川 人吉市新町 61k510 河道断面不足〔大橋〕

29 熊本県 球磨川 人吉市麓町 61k860 河道断面不足〔水の手橋〕

30 熊本県 球磨川 人吉市下新町 右岸 62k500～62k700 199m 越水（溢水）B

31 熊本県 球磨川 相良村川村 右岸 63k700～64k000 300m 基礎地盤漏水B

32 熊本県 球磨川 錦町川后島 左岸 66k700～66k900 220m 越水（溢水）B

33 熊本県 球磨川 あさぎり町深田 75k480 河道断面不足〔明甘橋〕

34 熊本県 球磨川 あさぎり町川瀬 左岸 78k700～78k800 110m 越水（溢水）B

35 熊本県 球磨川 あさぎり町川瀬 左岸 78k800～79k000 190m 越水（溢水）B、基礎地盤漏水B

36 熊本県 球磨川 あさぎり町川瀬 78k820 桁下高不足〔川瀬橋〕

37 熊本県 球磨川 あさぎり町川瀬 左岸 79k000～79k310 380m 越水（溢水）B

38 熊本県 球磨川 あさぎり町川瀬 左岸 79k500～79k900 287m 越水（溢水）B

水防工法

重　要　水　防　区　域　一　覧　表　（Ｂ）

球磨川水系

番号 県名 河川名 地　　先　　名
左右岸
の区別

位　　置 延長(ｍ) 備　考



Ⅰ－２－⑤　　重要水防箇所一覧表（八代河川国道事務所関係）

【堤　防】

水防工法

重　要　水　防　区　域　一　覧　表　（Ｂ）

球磨川水系

番号 県名 河川名 地　　先　　名
左右岸
の区別

位　　置 延長(ｍ) 備　考

39 熊本県 球磨川 あさぎり町川瀬 左岸 80k040～80k080 40m 越水（溢水）B、水衝・洗掘B

40 熊本県 球磨川 あさぎり町川瀬 80k050 河道断面不足〔中島橋〕

41 熊本県 球磨川 あさぎり町須恵 左岸 80k500～80k850 400m 越水（溢水）B

42 熊本県 球磨川 あさぎり町須恵 右岸 80k550～80k850 279m 越水（溢水）B

43 熊本県 球磨川 多良木町多良木 82k930 桁下高不足〔里城橋〕

44 熊本県 球磨川 多良木町百太郎 85k480 桁下高不足〔大王橋〕

45 熊本県 球磨川 湯前町湯前 左岸 88k560～88k570 10m 越水（溢水）B、水衝・洗掘B

46 熊本県 球磨川 水上村水上 右岸 88k700～88k900 190m 越水（溢水）B

47 熊本県 球磨川 湯前町湯前 左岸 88k700～88k900 190m 越水（溢水）B

48 熊本県 球磨川 湯前町湯前 左岸 88k900～89k100 180m 越水（溢水）B

49 熊本県 球磨川 水上村水上 右岸 88k900～89k100 180m 越水（溢水）B

50 熊本県 球磨川 湯前町湯前 左岸 89k300～89k500 188m 越水（溢水）B

51 熊本県 前川 八代市本町 右岸 2k800～2k900 100m 水衝･洗掘B

52 熊本県 前川 八代市本町 右岸 2k900～3k600 650m 水衝･洗掘B

53 熊本県 川辺川 相良村柳瀬 左岸 1k100～1k250 180m 越水（溢水）B

54 熊本県 川辺川 相良村柳瀬 右岸 1k500～2k050 590m 越水（溢水）B

計 54 14382m



Ⅰ－２－⑤　　重要水防箇所一覧表（八代河川国道事務所関係）

【堤　防】

1 熊本県 球磨川 八代市植柳町 左岸 1k960～2k340 370m 旧川跡

2 熊本県 球磨川 八代市弥次町 右岸 2k200～2k270 70m 旧川跡

3 熊本県 球磨川 八代市古城町 右岸 4k010～4k200 200m 旧川跡

4 熊本県 球磨川 八代市植柳町 左岸 5k600～6k000 390m 旧川跡

5 熊本県 球磨川 人吉市中神町 左岸 55k070～55k080 10m 破堤（R2.7）、新堤防（R3.5完了）

6 熊本県 球磨川 人吉市中神町 右岸 56k240～56k290 50m 旧川跡

7 熊本県 球磨川 人吉市中神町 右岸 56k320～56k350 30m 破堤（R2.7）、新堤防（R3.5完了）

8 熊本県 球磨川 人吉市中神町 右岸 57k165～57k365 200m 旧川跡

9 熊本県 球磨川 人吉市西間下町 左岸 61k090～61k160 70m 新堤防(H31.3完了)

10 熊本県 球磨川 錦町川后島 左岸 66k910～67k300 420m 旧川跡

11 熊本県 球磨川 錦町川后島 左岸 67k300～67k690 370m 旧川跡

12 熊本県 球磨川 錦町川后島 左岸 67k690～68k290 480m 旧川跡

13 熊本県 球磨川 錦町川后島 左岸 68k290～68k700 390m 旧川跡

14 熊本県 球磨川 錦町川后島 左岸 68k700～68k900 210m 旧川跡

15 熊本県 球磨川 錦町川后島 左岸 68k900～69k070 170m 旧川跡

16 熊本県 球磨川 錦町一武 左岸 69k860～70k490 600m 旧川跡

17 熊本県 球磨川 錦町一武 右岸 70k600～70k900 300m 旧川跡

18 熊本県 球磨川 錦町一武 左岸 71k300～71k350 50m 旧川跡

19 熊本県 球磨川 錦町平野 左岸 71k670～71k710 40m 旧川跡

20 熊本県 球磨川 錦町木上 右岸 71k710～71k730 30m 旧川跡

21 熊本県 球磨川 錦町平野 左岸 72k760～72k900 140m 旧川跡

22 熊本県 球磨川 錦町平野 左岸 73k560～73k640 80m 旧川跡

23 熊本県 球磨川 錦町平野 左岸 73k790～73k820 30m 旧川跡

24 熊本県 球磨川 あさぎり町庄屋 右岸 76k300～76k400 100m 旧川跡

25 熊本県 球磨川 あさぎり町庄屋 右岸 77k170～77k220 50m 旧川跡

26 熊本県 球磨川 あさぎり町庄屋 右岸 77k790～77k850 60m 旧川跡

27 熊本県 球磨川 あさぎり町川瀬 左岸 79k310～79k350 40m 旧川跡

28 熊本県 球磨川 多良木町多良木 左岸 80k540～80k600 60m 旧川跡

29 熊本県 球磨川 多良木町黒肥地 右岸 83k350～83k420 70m 旧川跡

30 熊本県 球磨川 八代市鼠蔵町 右岸 0k004～1k300 鼠蔵町陸閘第1号～9号、10号～11号

31 熊本県 球磨川 八代市坂本町 右岸 18k699 大門陸閘

32 熊本県 前川 八代市新開町 右岸 1k050～1k100 新開町陸閘第1号～4号

計 32 5080m

水防工法

球磨川水系

県名 河川名 備　考地　　先　　名
左右岸
の区別

位　　置

重　要　水　防　区　域　一　覧　表　（要注意）

番号 延長(ｍ)



Ⅰ－２－⑤　　重要水防箇所一覧表（八代河川国道事務所関係）

【堤　防】 球磨川水系

1 熊本県 球磨川 八代市坂本町今泉下 左岸 10k100～10k300 210m 堤防高A

2 熊本県 球磨川 八代市坂本町小川 右岸 11k180～11k200 20m 堤防高A〔袈裟堂川支川処理〕

3 熊本県 球磨川 八代市坂本町深水川 右岸 13k300～13k380 100m 堤防高A

4 熊本県 球磨川 八代市坂本町小崎辻 右岸 16k150～16k180 30m 堤防高A

5 熊本県 球磨川 八代市坂本町荒瀬 左岸 19k100～19k700 670m 堤防高A

6 熊本県 球磨川 八代市坂本町鎌瀬川 右岸 23k700～24k500 800m 堤防高A

7 熊本県 球磨川 八代市坂本町中津道 右岸 25k100～26k100 1013m 堤防高A

8 熊本県 球磨川 八代市坂本町瀬戸石 左岸 27k200～27k500 291m 堤防高A

9 熊本県 球磨川 芦北町吉尾町 左岸 34k300～34k500 210m 堤防高A

10 熊本県 球磨川 芦北町箙瀬 左岸 34k700～35k100 400m 堤防高A

11 熊本県 球磨川 球磨村神瀬 右岸 35k200～35k500 302m 堤防高A

12 熊本県 球磨川 球磨村和田 右岸 38k100～38k300 220m 堤防高A

13 熊本県 球磨川 球磨村田頭 右岸 47k700～47k720 20m 堤防高A

14 熊本県 球磨川 球磨村渡 右岸 52k500～52k620 100m 堤防高A

15 熊本県 球磨川 球磨村渡 右岸 53k450～53k480 60m 堤防高A〔小川支川処理〕

16 熊本県 球磨川 錦町西 左岸 64k600～64k800 180m 堤防高A

計 16 4626m

重　要　水　防　区　域　一　覧　表　（重　点）　

左右岸
の区別

位　　置 備　　　　　考 水防工法番号 延長(ｍ)県名 河川名 地　　先　　名



令和4年3月31日現在

【堤　防】 菊 池 川 水 系

番号 県　名 河 川 名 地　　先　　名
左右岸
の区別

位　　置 延長(m) 備　　　　　考 水防工法

1 熊本県 菊池川 玉名郡和水町下津原 左岸 23/100～23/300 200
河積不足の為、越水の恐れあり
築堤未施工による流下能力不足
(越水B,堤防断面A)

積み土のう工
シート張り工

熊本県 菊池川 玉名郡和水町大屋 左岸 24/700～24/900 200
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水A) 積み土のう工

熊本県 菊池川 玉名郡和水町大屋 左岸 24/900～25/100 200
河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
(越水A,堤体漏水B)

積み土のう工
シート張り工

3 熊本県 菊池川 玉名郡和水町大屋 左岸 25/300～25/500 200
河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
(越水A,堤体漏水B)

積み土のう工
シート張り工

4 熊本県 菊池川 菊池市出田 左岸 47/100～47/300 200
河積不足の為、越水の恐れあり
築堤未施工による流下能力不足
(越水B,堤防断面A)

積み土のう工
シート張り工

5 熊本県 菊池川 菊池市出田 左岸 47/500～47/700 200
河積不足の為、越水の恐れあり
築堤未施工による流下能力不足
(越水B,堤防断面A)

積み土のう工
シート張り工

6 熊本県 菊池川
玉名郡和水町下津原
～山鹿市椿井

右岸 23/500～24/500 1,000
河積不足の為、越水の恐れあり
築堤未施工による流下能力不足
(越水B,堤防断面A)

積み土のう工
シート張り工

7 熊本県 迫間川 菊池市高野瀬 左岸 7/700～7/900 200
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B,堤防断面A) 積み土のう工

計 8 2,400

重要水防箇所一覧表（Ａ）

2

Ⅰ－２－⑥　　重要水防箇所一覧表（菊池川河川事務所関係） 



令和4年3月31日現在

【工 作 物】 菊 池 川 水 系

新番号 県　名 河 川 名 地　　先　　名
左右岸
の区別

位　　置 備　　　　　考 水防工法

1 熊本県 菊池川 山鹿市分田 37/015 低水護岸の設置不足（分田橋）

2 山鹿市宗方 右岸 32/240 管のクラック（5mm以下）（宗方第１排水樋管）

3 山鹿市宗方 右岸 32/600 管のクラック（5mm以下）（宗方第２排水樋管）

4 熊本県 岩野川 山鹿市鍋田 0/460 桁下高不足（鍋田橋）

5 熊本県 合志川 熊本市北区植木町伊知坊 4/550 桁下高不足（伊知坊橋）

6 熊本市北区植木町舟島 5/265 桁下高不足（舟島橋）

7 熊本市北区植木町山城 左岸 2/640 管のクラック（5mm以下）（山城排水樋管）

8 熊本市北区植木町平島 左岸 3/440 管のクラック（5mm以下）（平島第一排水樋管）

9 熊本市北区植木町米塚 左岸 4/215 操作台高不足（山城水門）

10 熊本県 迫間川 山鹿市鹿本町古閑 右岸 0/030 管のクラック（5mm以下）（古閑排水樋管）

計 10

重要水防箇所一覧表（Ａ）　工作物

Ⅰ－２－⑥　　重要水防箇所一覧表（菊池川河川事務所関係） 



令和4年3月31日現在

【堤　防】 菊 池 川 水 系

番号 県　名 河 川 名 地　　先　　名
左右岸
の区別

位　　置 延長(m) 備　　　　　考 水防工法

1 熊本県 菊池川 玉名市大浜町 左岸 3/300～3/700 400
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水B) シート張り工

2 熊本県 菊池川 玉名市小島 左岸 3/900～4/300 400
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水B) シート張り工

3 熊本県 菊池川 玉名市小島 左岸 4/500～4/900 400
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水B) シート張り工

4 熊本県 菊池川 玉名市向津留 左岸 9/300～9/500 200
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

5 熊本県 菊池川 玉名市上小田 左岸 12/500～12/700 200
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(基礎地盤漏水B) 月の輪工

6 熊本県 菊池川 玉名郡和水町江田 左岸 15/300～15/500 200
築堤未施工による流下能力不足
(堤防断面B) シート張り工

7 熊本県 菊池川 玉名郡和水町江田 左岸 15/900～16/100 200
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

8 熊本県 菊池川 玉名郡和水町原口 左岸 16/700～16/900 200
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

9 熊本県 菊池川 玉名郡和水町前原 左岸 17/700～17/900 200
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

10 熊本県 菊池川 玉名郡和水町竈門 左岸 18/100～18/900 800
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

熊本県 菊池川 玉名郡和水町竈門 左岸 19/500～20/300 800

河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(越水B,堤体漏水B,基礎地盤漏水B)

積み土のう工
シート張り工
月の輪工

熊本県 菊池川 玉名郡和水町竈門 左岸 20/300～20/900 600
堤体から漏水が発生する恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水B,基礎地盤漏水B)

シート張り工
月の輪工

12 熊本県 菊池川 玉名郡和水町下津原 左岸 21/700～22/900 1,200
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

13 熊本県 菊池川 玉名郡和水町大屋 左岸 25/100～25/300 200
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B,堤体漏水B)

積み土のう工
シート張り工

熊本県 菊池川 玉名郡和水町大屋 左岸 25/500～25/700 200
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B,堤体漏水B)

積み土のう工
シート張り工

熊本県 菊池川 玉名郡和水町大屋～小原 左岸 25/700～28/100 2,400
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

15 熊本県 菊池川 玉名郡和水町大屋～小原 左岸 28/500～28/900 400
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

16 熊本県 菊池川 山鹿市南島 左岸 32/100～32/500 400
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

17 熊本県 菊池川 山鹿市長坂 左岸 33/900～34/700 800
堤体から漏水が発生する恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水B,基礎地盤漏水B)

シート張り工
月の輪工

熊本県 菊池川 山鹿市鹿本町中川 左岸 37/900～39/300 1,400
堤体から漏水が発生する恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水B,基礎地盤漏水B)

シート張り工
月の輪工

熊本県 菊池川 山鹿市鹿本町中川 左岸 39/300～39/900 600
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(基礎地盤漏水B) 月の輪工

19 熊本県 菊池川 菊池市七城町林原 左岸 41/100～41/500 400
築堤未施工による流下能力不足
(堤防断面B) シート張り工

20 熊本県 菊池川 菊池市七城町亀尾 左岸 42/300～42/500 200
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水B) シート張り工

21 熊本県 菊池川 菊池市出田 左岸 47/700～48/300 600
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(基礎地盤漏水B) 月の輪工

22 熊本県 菊池川 菊池市赤星 左岸 48/500～49/800 1,300
堤体から漏水が発生する恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水B,基礎地盤漏水B)

シート張り工
月の輪工

熊本県 菊池川 玉名市小浜 右岸 3/100～3/300 200
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水B) シート張り工

熊本県 菊池川 玉名市小浜 右岸 3/300～3/700 400
堤体から漏水が発生する恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水B,基礎地盤漏水B)

シート張り工
月の輪工

熊本県 菊池川 玉名市小浜 右岸 3/900～4/700 800
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水B) シート張り工

熊本県 菊池川 玉名市小浜～六田 右岸 4/700～5/700 1,000
堤体から漏水が発生する恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水B,基礎地盤漏水B)

シート張り工
月の輪工

熊本県 菊池川 玉名市松木 右岸 5/700～6/100 400
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水B) シート張り工

25 熊本県 菊池川 玉名郡和水町長小田～久井原 右岸 17/700～19/500 1,800
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

熊本県 菊池川 玉名郡和水町江栗 右岸 20/500～20/700 200
河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
(越水B,堤体漏水B)

積み土のう工
シート張り工

熊本県 菊池川 玉名郡和水町江栗 右岸 20/700～20/900 200
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

熊本県 菊池川 玉名郡和水町江栗 右岸 20/900～21/100 200
河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
(越水B,堤体漏水B)

積み土のう工
シート張り工

熊本県 菊池川 玉名郡和水町江栗 右岸 21/100～21/300 200
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

熊本県 菊池川 玉名郡和水町江栗 右岸 21/300～21/500 200
河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
(越水B,堤体漏水B)

積み土のう工
シート張り工

熊本県 菊池川 玉名郡和水町江栗 右岸 21/500～21/700 200
河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水B)

積み土のう工
シート張り工

熊本県 菊池川 玉名郡和水町江栗 右岸 21/700～21/900 200
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

熊本県 菊池川 玉名郡和水町下津原 右岸 22/300～22/500 200
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

熊本県 菊池川 玉名郡和水町下津原 右岸 22/500～22/700 200
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水B) シート張り工

熊本県 菊池川 玉名郡和水町下津原 右岸 22/700～22/900 200
河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
(越水B,堤体漏水B)

積み土のう工
シート張り工

28 熊本県 菊池川 玉名郡和水町下津原 右岸 23/100～23/300 200
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

29 熊本県 菊池川 山鹿市麻生野～保多田 右岸 24/900～28/100 3,200
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工
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令和4年3月31日現在

【堤　防】 菊 池 川 水 系

番号 県　名 河 川 名 地　　先　　名
左右岸
の区別

位　　置 延長(m) 備　　　　　考 水防工法

重要水防箇所一覧表（Ｂ）

30 熊本県 菊池川 山鹿市麻生野～保多田 右岸 28/700～29/100 400
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

31 熊本県 菊池川 山鹿市鍋田～川端町 右岸 30/500～31/900 1,400
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

32 熊本県 菊池川 山鹿市宗方 右岸 32/100～32/500 400
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

熊本県 菊池川 山鹿市山鹿 右岸 32/700～33/100 400
河積不足の為、越水の恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(越水B,基礎地盤漏水B)

積み土のう工
月の輪工

熊本県 菊池川 山鹿市山鹿 右岸 33/100～33/300 200
河積不足の為、越水の恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(基礎地盤漏水B)

積み土のう工
月の輪工

熊本県 菊池川 山鹿市中～方保田 右岸 33/300～35/100 1,800
堤体から漏水が発生する恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水B,基礎地盤漏水B)

シート張り工
月の輪工

熊本県 菊池川 山鹿市方保田 右岸 35/100～36/300 1,200
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(基礎地盤漏水B) 月の輪工

熊本県 菊池川 山鹿市方保田 右岸 36/900～37/100 200
堤体から漏水が発生する恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水B,基礎地盤漏水B)

シート張り工
月の輪工

熊本県 菊池川 山鹿市藤井 右岸 37/100～37/700 600
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(基礎地盤漏水B) 月の輪工

熊本県 菊池川 山鹿市藤井～鹿本町中川 右岸 38/100～39/300 1,200
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水B) シート張り工

熊本県 菊池川 山鹿市鹿本町中川 右岸 39/300～39/500 200
築堤未施工による流下能力不足
(堤防断面B) シート張り工

36 熊本県 菊池川 菊池市七城町菰入～七城町清水 右岸 44/500～45/100 600
堤体から漏水が発生する恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水B,基礎地盤漏水B)

シート張り工
月の輪工

熊本県 繁根木川 玉名市高瀬 左岸 0/900～1/100 200
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

熊本県 繁根木川 玉名市岩崎 左岸 1/100～1/300 200
河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
(越水B,堤体漏水B)

積み土のう工
シート張り工

熊本県 繁根木川 玉名市岩崎 左岸 1/300～1/500 200
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

熊本県 繁根木川 玉名市岩崎 左岸 1/500～2/100 600
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水B) シート張り工

熊本県 繁根木川 玉名市玉名 左岸 2/100～2/300 200
河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
(越水B,堤体漏水B)

積み土のう工
シート張り工

38 熊本県 繁根木川 玉名市玉名 左岸 2/500～2/700 200
河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
(越水B,堤体漏水B)

積み土のう工
シート張り工

39 熊本県 繁根木川 玉名市玉名 左岸 2/900～3/000 100
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

熊本県 繁根木川 玉名市松木 右岸 0/000～0/300 300
堤体から漏水が発生する恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水B,基礎地盤漏水B)

シート張り工
月の輪工

熊本県 繁根木川 玉名市松木～繁根木 右岸 0/300～0/700 400
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(基礎地盤漏水B) 月の輪工

熊本県 繁根木川 玉名市繁根木 右岸 0/700～0/900 200
築堤未施工による流下能力不足
(堤防断面B) シート張り工

熊本県 繁根木川 玉名市繁根木 右岸 0/900～1/100 200
河積不足の為、越水の恐れあり
築堤未施工による流下能力不足
(越水B,堤防断面B)

積み土のう工
シート張り工

41 熊本県 繁根木川 玉名市繁根木～富尾 右岸 1/300～2/900 1,600
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

熊本県 木葉川 玉名市向津留 左岸 0/100～0/500 400
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

熊本県 木葉川 玉名市向津留 左岸 0/500～0/700 200
築堤未施工による流下能力不足
(堤防断面B) シート張り工

43 熊本県 木葉川 玉名市向津留 右岸 0/500～0/900 400
築堤未施工による流下能力不足
(堤防断面B) シート張り工

44 熊本県 岩野川 山鹿市石 左岸 0/300～0/700 400
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

岩野川 山鹿市石 左岸 1/100～1/300 200
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

熊本県 岩野川 山鹿市石 左岸 1/300～2/300 1,000
堤体から漏水が発生する恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水B,基礎地盤漏水B)

シート張り工
月の輪工

46 熊本県 岩野川 山鹿市鍋田 右岸 0/100～0/300 200
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

47 熊本県 岩野川 山鹿市城 右岸 1/500～1/900 400
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

48 熊本県 岩野川 山鹿市津留 右岸 2/900～3/100 200
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水B) シート張り工

熊本県 岩野川 山鹿市津留 右岸 4/700～4/900 200
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

熊本県 岩野川 山鹿市津留 右岸 4/700～4/900 200
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水B) シート張り工

50 熊本県 合志川 山鹿市鹿本町分田 左岸 1/100～1/300 200
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水B) シート張り工

51 熊本県 合志川 熊本市北区植木町田底 左岸 1/500～2/100 600
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水B) シート張り工

熊本県 合志川 熊本市北区植木町伊知坊 左岸 4/300～4/500 200
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

熊本県 合志川 熊本市北区植木町伊知坊 左岸 4/500～4/700 200
河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
(越水B,堤体漏水B)

積み土のう工
シート張り工

熊本県 合志川 熊本市北区植木町伊知坊 左岸 4/700～4/900 200
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

熊本県 合志川 熊本市北区植木町舟島 左岸 4/900～5/100 200
河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
(越水B,堤体漏水B)

積み土のう工
シート張り工

熊本県 合志川 熊本市北区植木町舟島 左岸 5/100～5/500 400
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

熊本県 合志川 熊本市北区植木町平井 左岸 5/500～5/700 200
河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
(越水B,堤体漏水B)

積み土のう工
シート張り工

熊本県 合志川
熊本市北区植木町亀甲
　～菊池市泗水町南田島

左岸 5/700～7/700 2,000
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

52

42

45

33

34

35

37

40

49



令和4年3月31日現在

【堤　防】 菊 池 川 水 系

番号 県　名 河 川 名 地　　先　　名
左右岸
の区別

位　　置 延長(m) 備　　　　　考 水防工法

重要水防箇所一覧表（Ｂ）

53 熊本県 合志川 菊池市泗水町南田島 左岸 8/100～8/300 200
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

54 熊本県 合志川 菊池市泗水町南田島 左岸 8/500～8/700 200
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

55 熊本県 合志川 菊池市泗水町南田島 左岸 8/900～9/100 200
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

56 熊本県 合志川 菊池市泗水町豊水 左岸 9/300～9/700 400
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

熊本県 合志川 熊本市北区植木町伊知坊 右岸 4/300～4/500 200
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

熊本県 合志川
熊本市北区植木町伊知坊
　　　　　　　　～植木町舟島

右岸 4/500～5/300 800
河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
(越水B,堤体漏水B)

積み土のう工
シート張り工

熊本県 合志川 熊本市北区植木町平井 右岸 5/300～5/500 200
河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
(越水B)

積み土のう工

熊本県 合志川 熊本市北区植木町平井 右岸 5/500～5/900 400
河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
(越水B,堤体漏水B)

積み土のう工
シート張り工

熊本県 合志川 熊本市北区植木町平井 右岸 5/900～6/100 200
河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
(越水B)

積み土のう工

熊本県 合志川 熊本市北区植木町平井 右岸 6/100～6/500 400
河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
(越水B,堤体漏水B)

積み土のう工
シート張り工

熊本県 合志川
熊本市北区植木町平井
　～菊池市泗水町田島

右岸 6/500～7/700 1,200
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

58 熊本県 合志川 菊池市泗水町田島 右岸 8/100～8/700 600
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

59 熊本県 合志川 菊池市泗水町田島 右岸 8/900～9/100 200
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

60 熊本県 迫間川 菊池市高野瀬 左岸 7/900～8/100 200
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

61 熊本県 迫間川 菊池市七城町山崎 右岸 5/700～5/900 200
築堤未施工による流下能力不足
(堤防断面B) シート張り工

62 熊本県 迫間川 菊池市玉祥寺 右岸 8/100～8/300 200
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

計 103 51,500
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Ⅰ－２－⑥　　重要水防箇所一覧表（菊池川河川事務所関係） 

令和4年3月31日現在

【工 作 物】 菊 池 川 水 系

新番号 県　名 河 川 名 地　　先　　名
左右岸
の区別

位　　置 備　　　　　考 水防工法

1 熊本県 菊池川 玉名郡和水町前原 17/635 桁下高不足(菊池川橋)

2 玉名郡和水町竈戸 19/575 桁下高不足（竈門大橋）

3 玉名郡和水町下津原 23/045 桁下高不足(菰田橋)

4 山鹿市坂田 27/250 桁下高不足(山鹿西部大橋)

5 山鹿市志々岐 31/975 桁下高不足（山鹿大堰橋）

6 熊本県 繁根木川 玉名市繁根木 0/525 桁下高不足(永徳寺橋（潜橋）)

7 玉名市高瀬 1/020 桁下高不足(横町橋)

8 玉名市高瀬 1/110 桁下高不足(錦水橋)

9 台帳無し 1/120 桁下高不足(水管橋)

10 玉名市岩崎 1/495 桁下高不足(立願寺橋)

11 玉名市岩崎 1/990 桁下高不足(高津原橋)

12 玉名市富尾 2/500 桁下高不足(富尾橋)

13 熊本県 木葉川 玉名市津留 1/024 桁下高不足(新津留橋)

14 熊本県 合志川 山鹿市鹿本町分田 0/935 桁下高不足(奉迎橋)

15 熊本市北区植木町米塚 3/930 桁下高不足(米塚橋)

16 熊本市北区植木町平井 5/845 桁下高不足（平井橋）

17 熊本市北区植木町亀甲 6/515 桁下高不足（宝田橋）

18 菊池市泗水町田島 8/435 桁下高不足(田島橋)

計 18

重要水防箇所一覧表（Ｂ）　工作物



令和4年3月31日現在

菊 池 川 水 系

番号 県　名 河 川 名 地　　先　　名
左右岸
の区別

位　　置 延長(m) 備　　　　　考 水防工法

1 熊本県 菊池川 玉名市大浜町 左岸 0/002 1 陸閘（角落し） 土のう積み工

2 熊本県 菊池川 玉名市大浜町 左岸 0/258 1 陸閘（角落し） 土のう積み工

3 菊池川 玉名市津留大川端 左岸 1/400 4 陸閘（角落し） 土のう積み工

4 熊本県 菊池川 玉名市伊倉北方 左岸 7/000～7/200 200 旧川跡 シート張り工

5 熊本県 菊池川 玉名市玉名 左岸 12/250～12/800 550 旧川跡 シート張り工

6 熊本県 菊池川 玉名郡和水町江田 左岸 16/000～16/025 25 旧川跡 シート張り工

7 熊本県 菊池川 玉名郡和水町前原 左岸 17/600～17/800 200 旧川跡 シート張り工

8 熊本県 菊池川 玉名郡和水町竈門 左岸 18/200～18/800 600 旧川跡 シート張り工

9 熊本県 菊池川 玉名郡和水町大屋 左岸 26/000～26/050 50 旧川跡 シート張り工

10 熊本県 菊池川 山鹿市南島 左岸 33/400～33/450 50 旧川跡 シート張り工

11 熊本県 菊池川 山鹿市長坂 左岸 35/400～35/450 50 旧川跡 シート張り工

12 熊本県 菊池川 山鹿市中分田 左岸 37/800～38/400 600 旧川跡 シート張り工

13 熊本県 菊池川 菊池市出田～赤星 左岸 47/400～48/280 880 旧川跡 シート張り工

14 熊本県 菊池川 玉名市滑石 右岸 0/078 6 陸閘（角落し） 土のう積み工

15 熊本県 菊池川 玉名市滑石 右岸 0/175 1 陸閘（角落し） 土のう積み工

16 熊本県 菊池川 玉名市滑石 右岸 0/634 1
陸閘（角落し）
（河川横断工作物による河積阻害）

土のう積み工

17 熊本県 菊池川 玉名市滑石 右岸 0/768 1
陸閘（角落し）
（河川横断工作物による河積阻害）

土のう積み工

18 熊本県 菊池川 玉名市滑石 右岸 1/059 1 陸閘（角落し） 土のう積み工

19 熊本県 菊池川 玉名市滑石 右岸 1/229 2 陸閘（角落し） 土のう積み工

20 熊本県 菊池川 玉名市滑石 右岸 1/549 2 陸閘（角落し） 土のう積み工

21 熊本県 菊池川 玉名市滑石 右岸 1/650 28 陸閘（角落し） 土のう積み工

22 熊本県 菊池川 玉名市滑石 右岸 1/925～2/525 600 令和2年度築堤（築堤2年）

23 熊本県 菊池川 玉名市滑石 右岸 2/550～3/100 550 令和3年度築堤（築堤1年）

24 熊本県 菊池川 玉名市月田 右岸 15/859～16/100 220 破堤跡（平成２年７月出水） シート張り工

25 熊本県 菊池川 山鹿市鹿本町中川 右岸 38/600～39/000 400 破堤跡（昭和２８年６月出水） シート張り工

26 熊本県 岩野川 山鹿市杉 左岸 2/955～3/000 45 破堤跡（昭和４８年７月出水） シート張り工

27 熊本県 岩野川 山鹿市寺島 左岸 4/000～4/050 50 旧川跡 シート張り工

28 熊本県 岩野川 山鹿市城 右岸 3/200～3/600 400 破堤跡（昭和５４年６月出水） シート張り工

29 熊本県 合志川 熊本市植木町米塚 左岸 4/000～4/050 50 旧川跡 シート張り工

30 熊本県 合志川 山鹿市鹿本町中川 右岸 1/000～1/050 50 旧川跡 シート張り工

31 熊本県 合志川 熊本市北区植木町田底 右岸 3/770 3 陸閘（角落し） 土のう積み工

32 熊本県 迫間川 菊池市野間口 左岸 4/500～4/590 90 破堤跡（昭和５５年７月出水） シート張り工

33 熊本県 迫間川 菊池市野間口 左岸 4/600～5/000 400 旧川跡 シート張り工

34 熊本県 迫間川 菊池市七城町高田 右岸 2/000～2/200 200 旧川跡 シート張り工

35 熊本県 迫間川 菊池市袈裟尾 右岸 6/450～6/490 40 破堤跡（平成２年７月出水） シート張り工

36 熊本県 上内田川 菊池市七城町台 左岸 1/570～1/720 150 破堤跡（平成２年７月出水） シート張り工

37 熊本県 上内田川 山鹿市鹿本町中富 右岸 0/000～0/050 50 旧川跡 シート張り工

計 37 6,551

重要水防箇所一覧表（要注意）【堤　防】

Ⅰ－２－⑥　　重要水防箇所一覧表（菊池川河川事務所関係） 



令和4年3月31日現在

【堤　防】 菊 池 川 水 系

番号 県　名 河 川 名 地　　先　　名
左右岸
の区別

位　　置 延長(m) 備考 水防工法

1 熊本県 菊池川 玉名郡和水町下津原 左岸 23/100～23/300 200
河積不足の為、越水の恐れあり
築堤未施工による流下能力不足
(越水B,堤防断面A)

積み土のう工
シート張り工

2 熊本県 菊池川 山鹿市小原 左岸 27/100～27/300 200
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

3 熊本県 菊池川 菊池市出田 左岸 47/100～47/300 200
河積不足の為、越水の恐れあり
築堤未施工による流下能力不足
(越水B,堤防断面A)

積み土のう工
シート張り工

4 熊本県 菊池川 玉名郡和水町久井原 右岸 19/100～19/300 200
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

5 熊本県 繁根木川 玉名市岩崎 右岸 1/700～1/900 200
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

6 熊本県 岩野川 山鹿市石 左岸 1/100～1/300 200
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

7 熊本県 合志川 熊本市北区植木町平井 左岸 5/100～5/300 200
河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
(越水B)

積み土のう工

8 熊本県 迫間川 菊池市高野瀬 左岸 7/700～7/900 200
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水B) 積み土のう工

計 8 1,600

重要水防箇所一覧表（重点区間）

Ⅰ－２－⑥　　重要水防箇所一覧表（菊池川河川事務所関係） 



Ⅰ－２－⑦　　重要水防箇所一覧表（筑後川河川事務所関係）

【堤　防】 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （Ａ） 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 延長 (m) 備考 水防工法

1 杖立　1 熊本県 筑後川 小国町下城 左岸 99K488～99K513 25m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

避難

2 杖立　2 熊本県 筑後川 小国町下城 左岸 99K613～99K788 175m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

避難

3 杖立　3 熊本県 筑後川 小国町下城 左岸 100K063～100K088 25m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

避難

4 杖立　4 熊本県 筑後川 小国町下城 右岸 99K588～99K613 25m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

避難

5 杖立　5 熊本県 筑後川 小国町下城 右岸 99K813～100K013 200m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

避難

6 杖立　6 熊本県 筑後川 小国町下城 右岸 100K063～100K113 50m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

避難

7 杖立　7 熊本県 筑後川 小国町下城 右岸 100K438～100K488 50m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

避難

計 7 箇所 550m





Ⅱ　観測所データ　〔 第４章第２節関係 〕





令和４年４月現在 　

Ⅱ－１－①　熊本県水防情報システム観測局　【第４章第２節関係】

種別

県庁 北部 三の岳 石塘堰 砂川 宇土 南関

小岱山 繁根木 菜切 岩野 農研 菊陽 県鞍岳

一の宮 県高森 中松 小国 椛山 水無 第２大鞘橋

川岳 大関山 深川 矢筈岳 芦北大野 大畑 三ヶ浦

上西 潮山 老岳 河浦 龍ヶ岳 苓北 県本渡

角山 中 楠浦 牛深港 富岡港 今富 石打ダム

亀川ダム 上津浦ダム 路木ダム

砂防熊本 長浜 富合 県城南 県豊野 小川 松橋

不知火 県三角 砥用 三加和 県菊水 玉東 天水

横島 県岱明 長洲 県鹿北 菊鹿 鹿本 植木

鹿央 県龍門 原 旭志 県合志 西合志 泗水

七城 大津 産山 波野 長陽 西里 岳湯

蘇陽 鏡山 久木野 西原 県坂梨 阿蘇土木 仙酔峡

狩尾 県田原 唐笠松 県星和 砂防黒川 動馬喜 尾の岳

南平 砂防鞍岳 山王谷 県乙姫 前原谷 倶利伽羅谷 清水

草千里 清和 下名連石 三ヶ 万坂 県甲佐 砂防御船

県益城 県嘉島 栗木 朝日 矢山 東陽 竜北

宮原 坂本 県水俣 県津奈木 芦北 県田浦 砂防人吉

県五木 水上 湯前 黒肥地 久米 城山 上村

錦 球磨 県山江 県四浦 県山手 県深田 須恵

大矢野 県松島 姫戸 御所浦 倉岳町 栖本 天草土木

大野 外園 県牛深 二浦 六郎次 小峰 富岡

大岳 天竺 荒尾岳 白木河内 今田 宮野河内 平家城山

中田 阿蘇城山 小池 鮎帰 上長田 瀬田 立野

中島 槻木 県多津山 県午王 野尻 荻岳

県熊土 坪井川 1

県宇城 石打ダム 1

市房ダム 小麦尾 湯山 千ヶ平 市房ダム 4

氷川ダム 岩奥 氷川ダム 河俣 3

県天草 上津浦ダム 亀川ダム 路木ダム 3

農地整備課 田代 ※1 浜平 ※2 牧 ※2 隠連木 ※2 唐崎 ※2 5

熊本 緑川ダム 豊野 坊中 色見 新町 湯ノ谷

稲生野 尾野尻 内大臣 矢部 吉無田 島木 津森

近見 三角 荒尾 富尾 南島 鹿北 坂梨

阿蘇 平山 二見 佐敷 津奈木 袋

緑 菊水 岳間 内田 山鹿 田原 立門

赤星 平真城 合志 穴川 鳳来 竜門ダム

八代 多良木 黒原 田代川間 田野 人吉 大川内

岳本 神瀬 大槻 宮ヶ野

開持 葉木 仁田尾 久連子 平沢津 梶原 出る羽

椎葉 山手 四浦 相良

筑後川ダム統管 黄川 星和 中原 万成 4

吉原橋 天満橋 坪井 山室橋 鶴羽田橋 池上 鶴野橋

西里 除川 千間江湖 南高江 藻器堀川 健軍川 浜戸川

小川 上久具橋 松崎橋 浅川 五丁川 潤川 網津川

波多川 竜瀬橋 関川 木葉 玉東 榎島橋 南大門橋

繁根木 浦川 菜切 行末川 唐人川 和仁川 岩野

須屋 片角 立門 泗水 旭志 河原川 小国

黒川 中松 池鶴 赤井 県津森 県御船 千滝川

松本橋 早瀬橋 第２大鞘橋 千丁町北村 八間川 鏡川 水無川

二見川 新水俣橋 深川 県佐敷 湯出川 津奈木川 田浦川

小田浦 湯の浦 県川辺 万江川 胸川 県本渡 一町田

広瀬川 大宮地川 小宮地 内野川 今富川 下田北 今泉川

河内川 松原川 上津深江川 志岐川 通山 谷合橋 大河内

熊本土木 坪井川下流 高平橋 2

市房ダム 古屋敷 湯山 深田 県人吉 4

氷川ダム 落合 立神 河俣 3

県天草 通山 谷合橋 大河内 3

農地整備課※ 神掛橋 落合橋 嘉島 3

代継橋 子飼橋 網津 城南 中甲橋 上揚 津留

陣内 立野 妙見橋 大六橋 御船

玉名 菰田 山鹿 袋田 分田 城 広瀬

佐野 山鹿下流 岩崎 隈府 津留 穴川 鳳来

高田 滑石

横石 萩原 金剛 人吉 多良木 一武 渡

大野 柳瀬

川辺川ダム砂防 五木宮園 元井谷 四浦 3

筑後川ダム統管 杖立 1

長州港 熊本港 八代港 水俣港 三角港 富岡港 牛深港

永尾海岸

本渡港 大門港 樋島港 田浦港 河内港 合津港 中田港

鬼池港 高浜港

農地整備課 網田海岸 1

長州港 県庁 熊本港 八代港 水俣港 三角港 天門橋

大矢野橋 松島橋 瀬戸橋 富岡港 牛深港 永尾海岸

本渡港 大門港 樋島港 田浦港 河内港 合津港 中田港

鬼池港 高浜港

農地整備課 網田海岸 1
434

※1御船町に管理委託
※2河川課で管理　今後管理所管移行予定

99

16

9

菊池川河川

八代河川国道

84河川課

11

熊本河川国道事務所
(緑川ダム含む)

27

13菊池川河川

砂防課

熊本県水防情報システム観測局設置状況一覧表（傍受系含む）

熊

本

県

187

66

川辺川ダム砂防

国
土
交
通
省

管理者

45

11

125

局　数

18熊本県
9

8

八代河川国道

熊本河川国道事務所
(緑川ダム含む)

41

12

140

潮
位

熊本県
風向
風速

港湾課

河川課

観　　測　　局　　名

水
　
　
　
位

河川課

国
土
交
通
省

熊

本

県

雨
　
　
　
量

253

観測情報数　合計

河川課

港湾課

13

9
23 23

18



Ⅱ－２－①　県関係雨量観測局　【第４章第２節関係】

熊本県水防情報システム観測局配置図

令和４年（２０２２年）４月現在　　　

（雨量局）

菜切
小袋山

繁根木

南関
岩野

農研

小国

一の宮

県鞍岳

県高森
坪井川

石塘堰

県庁

北部

三の岳

宇土

第二大鞘橋
砂川 氷川ダム

水無
岩奥

川岳
小麦尾

市房ダム 湯山

潮山

上西

大畑

三ヶ浦

大野

大関山
深川

矢筈岳

中

上津浦ダム

老岳

龍ヶ岳

楠浦

県本渡

苓北

富岡港

河浦

牛深港

長洲 県岱明

県菊水

三加和

県鹿北

菊鹿

県龍門

西里

県田原

岳湯

南平

動馬喜

砂防黒川
県星和

唐笠松

産山
阿蘇城山

尾ノ岳

原 小池

波野狩尾

砂防鞍岳
旭志

県乙姫 仙酔峡 県坂梨

草千里
大津

横島

天水

玉東

植木

鹿央

鹿本

城

泗水

県合志

砂防熊本

長陽
倶利伽藍谷

前原谷

山王谷

清水

蘇陽

桃山

鏡山

清和

西原

県益城

県嘉島

砂防御船

三ヶ

下名連石

万坂

県甲佐

砥用

富合
県城南

長浜

県三角

松橋

不知火 県豊野

小川

竜北

宮原

東陽

矢山 栗木

朝日

坂本

県田浦

芦北

県津奈木

県水俣

県五木

県山手

県四浦

須恵

県山江

球磨

砂防人吉

県深田

錦

上村

城山

久米

湯前

黒肥地
水上

大矢野

県松島

姫戸

御所浦

倉岳町

栖本

外園

天草土木

阿蘇土木

小峰

大岳

富岡

天竺

大野

平家城山荒尾岳

中田

白木河内

宮野河内

六郎次

県牛深

二浦

荒尾

富雄

菊水

緑

南島 山鹿

鹿北

岳間

内田

立門

赤星

平真城

合志西合志田原

万城

中原

黄川

星和

坂梨

阿蘇
坊中

湯ノ谷

色見

新町

近見

熊本
津森

吉無田 稲生野

島木

矢部

原野尻

緑川ダム

内大臣

豊野

三角

葉木

仁田尾

開持

平沢津

久連子出る羽

八代

平山

梶原

山手

椎葉

大川内

四浦

二見

佐敷

津奈木

袋

岳本

田野

人吉
相良

田代川間

多良木

神瀬

角山

今田

今富

久木野

田代

【凡例】

既設雨量計（県河川・ダム）

既設雨量計（市町村管理）

既設雨量計（砂防）

既設雨量計（国管理）

中松

県午王

県多津山

菊陽 瀬田

上長田

中島

鮎帰

黒原

槻木

荻岳

野尻

石打ダム

亀川ダム

路木ダム

河俣

千ヶ平

大槻
宮ヶ野

浜平

牧

隠連木

唐崎

【凡例】

既設雨量計（県河川・ダム）

既設雨量計（市町村管理）

既設雨量計（砂防）

既設雨量計（国管理）



Ⅱ－２－②　県関係雨量観測局　【第４章第２節関係】

雨量観測局一覧表（統合型防災情報システム246局）
管内 NO. 観測局名 所　　在　　地 管理者 管内 NO. 観測局名 所　　在　　地 管理者 管内 NO. 観測局名 所　　在　　地 管理者

1 県　庁 熊本市中央区水前寺６丁目 県河川 19 長　陽 阿蘇郡南阿蘇村河陽 県砂防 1 小麦尾 球磨郡水上村江代 県市房

2 北　部 熊本市北区明徳町 県河川 20 西　里 阿蘇郡小国町西里 県砂防 2 湯　山 球磨郡水上村湯山 県市房

3 三の岳 熊本市西区河内町大多尾 県河川 21 岳　湯 阿蘇郡小国町西里 県砂防 3 千ヶ平 球磨郡水上村江代 県市房

4 熊　本 熊本市東区西原１丁目 国熊本 22 久木野 阿蘇郡南阿蘇村河陰 県砂防 4 出る羽 球磨郡五木村出る羽 国川辺川

5 坪井川 熊本市北区清水町打越 県熊土 23 西　原 阿蘇郡西原村河原 県砂防 5 椎　葉 球磨郡相良村四浦 国川辺川

6 石塘堰 熊本市西区二本木１丁目 県河川 24 県坂梨 阿蘇市一の宮町坂梨 県砂防 6 大　畑 人吉市大畑麓町大野 県河川

7 近　見 熊本市南区近見７丁目 国熊本 25 阿蘇土木 阿蘇市一の宮町宮地 県砂防 7 多良木 球磨郡多良木町多良木宇土橋 国八代

8 砂防熊本 熊本市西区松尾町平山 県砂防 26 仙酔峡 阿蘇市一の宮町宮地 県砂防 8 黒　原 球磨郡多良木町久米 国八代

9 富　合 熊本市南区富合町木原 県砂防 27 狩　尾 阿蘇市狩尾 県砂防 9 田代川間 人吉市段塔町 国八代

10 県城南 熊本市南区城南町敷田 県砂防 28 県田原 阿蘇郡小国町下城 県砂防 10 平沢津 球磨郡五木村平沢津 国川辺川

1 砂　川 下益城郡美里町白石野 県河川 29 唐笠松 阿蘇郡南小国町赤馬場 県砂防 11 市房ダム 球磨郡水上村岩野 県市房

2 宇　土 宇土市網津町網引 県河川 30 県星和 阿蘇郡南小国町満願寺 県砂防 12 梶　原 球磨郡五木村下梶原 国川辺川

3 緑川ダム 下益城郡美里町畝野 国緑川 31 砂防黒川 阿蘇郡南小国町満願寺 県砂防 13 大川内 球磨郡山江村万江 国八代

4 豊　野 宇城市豊野町糸石 国熊本 32 動馬喜 阿蘇郡南小国町満願寺 県砂防 14 山　手 球磨郡相良村四浦 国川辺川

5 三　角 宇城市三角町大田尾 国熊本 33 尾の岳(大分県) 日田市上津江町上野田 県砂防 15 四　浦 球磨郡相良村四浦 国川辺川

6 長　浜 宇土市長浜町浜新地 県砂防 34 南　平 阿蘇郡小国町上田 県砂防 16 相　良 球磨郡相良村柳瀬 国川辺川

7 県豊野 宇城市豊野町下郷 県砂防 35 砂防鞍岳 阿蘇市車帰 県砂防 17 人　吉 人吉市下青井町１番 国八代

8 小　川 宇城市小川町江頭 県砂防 36 山王谷 阿蘇郡南阿蘇村長野 県砂防 18 田　野 人吉市田野町下笹谷 国八代

9 松　橋 宇城市松橋町久具 県砂防 37 県乙姫 阿蘇市乙姫 県砂防 19 神　瀬 球磨郡球磨村神瀬 国八代

10 不知火 宇城市不知火町松合 県砂防 38 前原谷 阿蘇郡高森町上色見 県砂防 20 岳　本 球磨郡球磨村一勝地 国八代

11 県三角 宇城市三角町波多 県砂防 39 倶利伽羅谷 阿蘇郡南阿蘇村吉田 県砂防 21 三ヶ浦 球磨郡球磨村三ヶ浦 県河川

12 砥　用 下益城郡美里町古閑 県砂防 40 草千里 阿蘇市黒川 県砂防 22 上　西 球磨郡あさぎり町上西 県河川

13 石打ダム 宇城市三角町中村 県河川 41 阿蘇城山 阿蘇市一の宮町三野 県砂防 23 潮　山 球磨郡湯前町潮山 県河川

1 南　関 玉名郡南関町関東 県河川 42 小　池 阿蘇市小池 県砂防 24 砂防人吉 人吉市西間上町古ノ山 県砂防

2 小岱山 荒尾市府本 県河川 43 立　野 阿蘇郡南阿蘇村立野 県砂防 25 県五木 球磨郡五木村乙 県砂防

3 繁根木 玉名市石貫 県河川 44 県多津山 阿蘇郡南阿蘇村久石 県砂防 26 水　上 球磨郡水上村湯山 県砂防

4 菜　切 荒尾市菰屋 県河川 45 県午王 阿蘇郡南阿蘇村河陰 県砂防 27 湯　前 球磨郡湯前町買元 県砂防

5 緑 玉名郡和水町板楠 国菊池川 46 野　尻 阿蘇郡高森町野尻 県砂防 28 黒肥地 球磨郡多良木町黒肥地 県砂防

6 菊　水 玉名郡和水町瀬川 国菊池川 47 荻　岳 阿蘇市波野中江 県砂防 29 久　米 球磨郡多良木町久米 県砂防

7 荒　尾 荒尾市宮内字大門 国熊本 1 稲生野 上益城郡山都町御所 国緑川 30 城　山 球磨郡多良木町奥野 県砂防

8 富　尾 玉名市玉名字晩次郎 国熊本 2 尾野尻 上益城郡山都町西高山 国緑川 31 上　村 球磨郡あさぎり町皆越 県砂防

9 三加和 玉名郡和水町上和仁 県砂防 3 内大臣 上益城郡山都町菅 国緑川 32 錦 球磨郡錦町一武 県砂防

10 県菊水 玉名郡和水町竈門 県砂防 4 矢　部 上益城郡山都町下市 国緑川 33 球　磨 球磨郡球磨村三ヶ浦 県砂防

11 玉　東 玉名郡玉東町二俣 県砂防 5 島　木 上益城郡御船町七滝 国熊本 34 県山江 球磨郡山江村万江 県砂防

12 天　水 玉名市天水町小天 県砂防 6 津　森 上益城郡益城町田原 国熊本 35 県四浦 球磨郡相良村四浦西 県砂防

13 横　島 玉名市横島町横島 県砂防 7 田　代 上益城郡御船町田代 御船町 36 県山手 球磨郡相良村四浦 県砂防

14 県岱明 玉名市岱明町浜田 県砂防 8 吉無田 上益城郡御船町吉無田 国熊本 37 県深田 球磨郡あさぎり町深田東 県砂防

15 長　洲 玉名郡長洲町永塩 県砂防 9 蘇　陽 上益城郡山都町玉目 県砂防 38 須　恵 球磨郡あさぎり町須恵 県砂防

16 上長田 玉名郡南関町高久野 県砂防 10 鏡山(宮崎県) 西臼杵郡五ヶ瀬町三ヶ所 県砂防 39 槻　木 球磨郡多良木町槻木 県砂防

1 岩　野 山鹿市津留 県河川 11 清　水 上益城郡山都町郷野原 県砂防 40 大　槻 球磨郡球磨村大字神瀬字大槻 国八代

2 岳　間 山鹿市鹿北町椎持 国菊池川 12 清　和 上益城郡山都町仏原 県砂防 41 宮ヶ野 球磨郡多良木町宮ヶ野 国八代

3 内　田 山鹿市菊鹿町矢谷 国菊池川 13 下名連石 上益城郡山都町下名連石 県砂防 1 老　岳 天草市有明町上津浦 県河川

4 山　鹿 山鹿市山鹿 国菊池川 14 三　ヶ 上益城郡山都町三ヶ 県砂防 2 河　浦 天草市宮地岳町赤仁田 県河川

5 田　原 鹿本郡植木町豊岡 国菊池川 15 万　坂 上益城郡山都町万坂 県砂防 3 龍ヶ岳 上天草市龍ヶ岳町大道 県河川

6 南　島 山鹿市南島字内曲 国熊本 16 県甲佐 上益城郡甲佐町中横田 県砂防 4 苓　北 天草郡苓北町志岐 県河川

7 鹿　北 山鹿市鹿北町岩野 国熊本 17 砂防御船 上益城郡御船町瀧の尾 県砂防 5 県本渡 天草市本渡町下川原 県河川

8 県鹿北 山鹿市鹿北町椎持 県砂防 18 県益城 上益城郡益城町赤井 県砂防 6 角　山 天草市宮地岳町野下 県河川

9 菊　鹿 山鹿市菊鹿町太田 県砂防 19 県嘉島 上益城郡嘉島町下六嘉 県砂防 7 中 上天草市大矢野町中 県河川

10 鹿　本 山鹿市鹿本町来民 県砂防 20 中　島 上益城郡山都町中島 県砂防 8 楠　浦 天草市楠浦町寺中 県河川

11 植　木 鹿本郡植木町内 県砂防 1 水　無 八代市東町朴の木 県河川 9 牛深港 天草市牛深町加世浦 県河川

12 鹿　央 山鹿市鹿央町合里 県砂防 2 岩　奥 八代市泉町柿迫 県氷川 10 富岡港 天草郡苓北町富岡 県河川

1 農　研 合志市合志町栄 県河川 3 氷川ダム 八代市泉町下岳 県氷川 11 今　富 天草市河浦町今富 県河川

2 立　門 菊池市原字網立 国菊池川 4 河　俣 八代市東陽町河俣 県氷川 12 上津浦ダム 天草市有明町上津浦 県河川

3 平真城 菊池郡大津町平川 国菊池川 5 葉　木 八代市泉町葉木 国川辺川 13 大矢野 上天草市大矢野町登立 県砂防

4 赤　星 菊池市赤星 国菊池川 6 久連子 八代市泉町久連子 国川辺川 14 県松島 上天草市松島町阿村 県砂防

5 合　志 合志市合志町豊岡 国菊池川 7 開　持 八代市泉町樅木 国川辺川 15 姫　戸 上天草市姫戸町姫浦 県砂防

6 菊　陽 菊池郡菊陽町久保田 県河川 8 仁田尾 八代市泉町仁田尾 国川辺川 16 御所浦 天草市御所浦町烏帽子 県砂防

7 県龍門 菊池市班蛇口 県砂防 9 八　代 八代市萩原町１丁目 国八代 17 倉岳町 天草市倉岳町棚底 県砂防

8 原 菊池市原 県砂防 10 第２大鞘橋 八代市千丁町古閑出 県河川 18 栖　本 天草市栖本町河内 県砂防

9 旭　志 菊池市旭志麓 県砂防 11 川　岳 八代市坂本町葉木 県河川 19 天草土木 天草市今釜新町 県砂防

10 県合志 合志市合志町福原 県砂防 12 平　山 八代市平山新町 国熊本 20 大　野 天草市楠浦町上江河内 県砂防

11 西合志 合志市西合志町上生 県砂防 13 二　見 八代市二見下 国熊本 21 外　園 天草市下浦町下柿 県砂防

12 泗　水 菊池市泗水町永 県砂防 14 栗　木 八代市泉町栗木 県砂防 22 県牛深 天草市牛深町黒田 県砂防

13 七　城 菊池市七城町菰入 県砂防 15 朝　日 八代市泉町仁尾田 県砂防 23 二　浦 天草市二浦町亀浦 県砂防

14 大　津 菊池郡大津町古城 県砂防 16 矢　山 八代市泉町下岳 県砂防 24 六郎次 天草市深海町芝の鳥 県砂防

15 瀬　田 菊池郡大津町森 県砂防 17 東　陽 八代市東陽町河俣 県砂防 25 小　峰 天草市五和町下内野 県砂防

1 県鞍岳 阿蘇市車帰 県河川 18 竜　北 八代郡氷川町島地 県砂防 26 富　岡 天草郡苓北町富岡 県砂防

2 一の宮 阿蘇市一の宮町宮地 県河川 19 宮　原 八代郡氷川町立神 県砂防 27 大　岳 天草郡苓北町坂瀬川 県砂防

3 県高森 阿蘇郡高森町高森 県河川 20 坂　本 八代市坂本町荒瀬 県砂防 28 天　竺 天草郡苓北町都呂々 県砂防

4 中　松 阿蘇郡南阿蘇村中松 県河川 21 鮎　帰 八代市坂本町鮎帰ろ 県砂防 29 荒尾岳 天草市天草町高浜 県砂防

5 小　国 阿蘇郡小国町宮の原 県河川 1 大関山 葦北郡芦北町古石 県河川 30 白木河内 天草市河浦町白木河内 県砂防

6 椛　山 阿蘇郡高森町永野原 県河川 2 深　川 水俣市薄原 県河川 31 今　田 天草市河浦町今田 県砂防

7 湯ノ谷 阿蘇郡南阿蘇村長野 国熊本 3 矢筈岳 水俣市湯出 県河川 32 宮野河内 天草市河浦町宮野河内 県砂防

8 中　原 阿蘇郡南小国町中原 国松原 4 芦北大野 葦北郡芦北町大野 県河川 33 平家城山 天草市新和町大宮地 県砂防

9 黄　川 阿蘇郡南小国町赤馬場 国松原 5 佐　敷 葦北郡芦北町海浦 国熊本 34 中　田 天草市新和町小宮地 県砂防

10 星　和 阿蘇郡南小国町満願寺 国松原 6 津奈木 葦北郡津奈木町津奈木 国熊本 35 浜　平 天草市天草町下田北 県河川

11 万　成 阿蘇郡小国町上田 国松原 7 袋 水俣市袋 国熊本 36 牧 天草市天草町高浜 県河川

12 坊　中 阿蘇市黒川 国熊本 8 県水俣 水俣市久木野 県砂防 37 隠連木 天草市天草町高浜 県河川

13 色　見 阿蘇郡高森町上色見 国熊本 9 県津奈木 葦北郡津奈木町千代 県砂防 38 唐　崎 天草市天草町大江 県河川

14 新　町 阿蘇郡南阿蘇村吉田 国熊本 10 芦　北 葦北郡芦北町湯浦 県砂防 39 亀川ダム 天草市枦宇土町道目木 県河川

15 坂　梨 阿蘇市一の宮町坂梨 国熊本 11 県田浦 葦北郡芦北町田浦 県砂防 40 路木ダム 天草市河浦町路木 県河川

16 阿　蘇 阿蘇市一の宮町宮地 国熊本 熊土---- 10局　　　 宇城----13局　　　　玉名----16局　　　　鹿本----12局　　　

17 産　山 阿蘇郡産山村山鹿 県砂防 菊池----15局　　　　阿蘇----47局　　　　上益城--20局　　　　八代----21局　　　

18 波　野 阿蘇市波野新波野 県砂防 芦北----11局　　　　球磨----41局　　　　天草----40局

熊本県管理 182局　国土交通省管理 63局　御船町管理 1局　　合計 246局
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Ⅱ－３－①　県関係水位・潮位・風向風速観測局　【第４章第２節関係】

熊本県水防情報システム観測局配置図

（水位局、潮位局、風向・風速局）

令和４年（２０２２年）４月現在　　　

池鶴

小国

黒川

中松

池鶴

岩野竜瀬橋

和仁川

関川

菜切

浦川

行末川

南大門橋

榎島橋

唐人川

木葉
玉東

鶴羽田橋

須屋

山室橋

吉原橋

高平橋

西里

鶴野橋

天満橋

坪井下流

池上
坪井 健軍川

藻器堀川

除川

千間江湖

南高江

県津森

赤井

網津川

潤川
県御船

波多川

上久具橋
松崎橋

浅川

五丁川

八間川

鏡川

立門

片角

河原川

旭志

泗水

県御船

第二大鞘橋

千丁町北村
立神

松本橋

早瀬橋

河俣

落合

二見川

田浦川

小田浦川

県佐敷

湯の浦川

津奈木川

湯出川

深川

万江川

県人吉

県川辺

深田

胸川

湯山

古屋敷

今泉川

河内川

内野川

松原川

上津深江川

志岐川

下田北

今富川

大宮地

小宮地

一町田

玉名

江栗

城

山鹿
分田

袋田

広瀬
佐野

陣内 立野 妙見橋

子飼橋

代継橋

網津

城南

浜戸川 御船

中甲橋

上場

津留

金剛

萩原
水無川

横石

大野

渡

人吉

柳瀬

四浦

一武

多良木

元井谷

五木宮園

大六橋
嘉島

落合橋

神掛橋

新水俣橋

広瀬川

県本渡

鬼池港

長洲港

河内港

熊本港
県庁

網田海岸

天門橋

三角港

大矢野橋

松島橋
合津港

八代港

田浦港

水俣港

樋島港
大門港

瀬戸橋

本渡港

鬼池港

富岡港

中田港

高浜港

牛深港

既設水位計（県管理）

既設水位計（国管理）

既設水位計（町管理）

風向風速計

潮位・風向風速計

【凡例】

国管理区間

小川

通山

大河内

谷合橋

既設水位計（県管理）

既設水位計（国管理）

既設水位計（町管理）

風向風速計

潮位・風向風速計

【凡例】

国管理区間
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水位観測局一覧表（統合型防災情報システム128局） ※二段書きは上段：従来の基準、下段：暫定運用の基準

1 吉原橋 熊本市北区龍田町弓削 1.67 2.62 3.51 3.95 白川 県河川 4 落合橋 上益城郡御船町木倉 2.15 3.38 3.65 3.76 矢形川 御船町

2 鶴羽田橋 熊本市北区四方寄町 1.51 2.46 3.22 3.42 坪井川 県河川 5 嘉　島 上益城郡嘉島町井寺 4.68 5.75 6.91 7.01 矢形川 御船町

3 山室橋 熊本市北区八景水谷１丁目 1.34 2.41 － 3.43 坪井川 県河川 6 大六橋 上益城郡嘉島町三郎無田 2.50 3.20 3.90 4.40 加勢川 国熊本

4 高平橋 熊本市北区高平２丁目 1.95 3.20 3.20 3.72 坪井川 県熊土 7 千滝川 上益城郡山都町下馬尾 2.17 2.77 2.77 3.21 千滝川 県河川

5 坪　井 熊本市中央区坪井５丁目 3.03 5.30 5.65 5.72 坪井川 県河川 8 津　留 上益城郡山都町津留 － － － － 緑　川 国緑川

6 坪井川下流 熊本市西区二本木 2.47 3.35 － 5.38 坪井川 県熊土 9 上　揚 上益城郡甲佐町上揚 － － － － 緑　川 国緑川

7 西　里 熊本市北区硯川町 0.95 1.48 1.48 1.79 井芹川 県河川 10 県御船 上益城郡御船町滝尾 3.03 3.62 3.62 3.93 御船川 県河川

8 鶴野橋 熊本市西区花園７丁目 1.97 2.76 2.76 3.13 井芹川 県河川 11 御　船 上益城郡御船町御船 2.00 3.00 3.60 4.30 御船川 国熊本

9 池　上 熊本市西区池上町 1.80 2.60 2.60 3.08 井芹川 県河川 1 落　合 八代市泉町柿迫 2.06 3.22 3.72 4.52 氷　川 県氷川

10 天満橋 熊本市西区城山大塘町 2.41 2.80 4.36 4.64 坪井川 県河川 2 河　俣 八代市東陽町河俣 1.27 2.55 2.62 3.17 河俣川 県氷川

11 除　川 熊本市西区沖新町 3.04 3.32 3.80 3.93 除　川 県河川 3 早瀬橋 八代市東陽町南 1.65 3.51 3.51 3.60 河俣川 県河川

12 千間江湖 熊本市南区白石町 2.04 2.54 2.54 2.93 千間江湖 県河川 4 立　神 八代郡氷川町立神 2.34 3.34 3.34 4.18 氷　川 県氷川

13 南高江 熊本市南区南高江町 2.67 2.84 2.84 3.12 天明新川 県河川 5 松本橋 八代郡氷川町島地 1.35 2.23 2.23 2.65 氷　川 県河川

14 子飼橋 熊本市中央区東子飼町 － － － － 白　川 国熊本 6 八間川 八代郡氷川町網道 1.86 2.13 2.63 2.75 八間川 県河川

15 代継橋 熊本市中央区新鍛冶屋町 2.50 3.70 4.80 5.00 白　川 国熊本 7 鏡　川 八代市鏡町津口 3.32 3.54 3.54 3.70 鏡　川 県河川

16 網　津 熊本市南区海路口町 4.50 5.00 － － 緑　川 国熊本 8 第２大鞘橋 八代市千丁町古閑出 3.52 3.95 4.87 4.99 大鞘川 県河川

17 城　南 熊本市南区城南町千町塔添 3.30 4.30 5.80 6.20 緑　川 国緑川 9 千丁町北村 八代市千丁町太牟田 0.75 1.51 1.77 1.97 大鞘川 県河川

18 浜戸川 熊本市南区城南町敷田 2.09 2.96 2.96 3.42 浜戸川 県河川 10 水無川 八代市古麓町巣ノ木 1.43 1.77 1.89 2.09 水無川 県河川

19 健軍川 熊本市東区錦ヶ丘1番 0.88 1.45 1.45 1.99 健軍川 県河川 11 二見川 八代市二見洲口町 1.02 1.36 1.36 1.83 二見川 県河川

20 藻器堀川 熊本市中央区水前寺公園 1.10 1.76 1.76 2.02 藻器堀川 県河川 12 横　石 八代市坂本町西部 4.50 5.50 － － 球磨川 国八代

1 中甲橋 下益城郡美里町岩下 2.00 3.00 4.10 4.60 緑　川 国緑川 2.00 3.50 4.40 4.70

2 潤　川 宇土市参拾町西田 1.96 2.16 2.16 2.28 潤　川 県河川 1.60 2.00 3.50 4.40

3 網津川 宇土市住吉町上ノ割 1.60 2.15 2.15 2.46 網津川 県河川 14 金　剛 八代市鼠蔵町 2.50 － － 3.50 球磨川 国八代

4 浅　川 宇城市松橋町西下郷 1.10 1.85 2.83 2.97 浅　川 県河川 1 深　川 水俣市薄原字前田 2.46 3.82 4.03 4.44 水俣川 県河川

5 上久具橋 宇城市松橋町久具 1.83 2.67 3.22 3.50 大野川 県河川 2 湯出川 水俣市天神町 0.89 2.05 2.18 2.44 湯出川 県河川

6 松崎橋 宇城市松橋町東松崎 4.06 4.72 － 6.06 大野川 県河川 3 新水俣橋 水俣市天神町 2.34 2.53 2.76 2.99 水俣川 県河川

7 五丁川 宇城市松橋町浅川 2.22 2.50 2.88 3.17 五丁川 県河川 4 県佐敷 葦北郡芦北町花岡東 1.47 2.26 3.51 3.92 佐敷川 県河川

8 小　川 宇城市小川町南小川 1.99 2.45 2.62 3.06 砂　川 県河川 5 小田浦 葦北郡芦北町小田浦 1.34 1.50 1.50 1.78 小田浦川 県河川

9 波多川 宇城市三角町波多 2.30 2.59 2.69 2.78 波多川 県河川 6 湯の浦 葦北郡芦北町女島平生 3.04 3.20 3.38 4.00 湯の浦川 県河川

1 菰　田 玉名郡和水町下津原 － － － － 菊池川 国菊池川 7 田浦川 葦北郡芦北町田浦大丸 0.87 1.56 2.24 2.70 田浦川 県河川

2 玉　名 玉名市両迫間 3.50 4.40 5.50 5.90 菊池川 国菊池川 8 津奈木川 葦北郡津奈木町岩城 0.65 1.69 1.94 2.89 津奈木川 県河川

3 木　葉 玉名市田崎字生見 2.67 3.87 4.69 4.92 木葉川 県河川 1 古屋敷 球磨郡水上村江代 － － － － 球磨川 県市房

4 玉　東 玉名郡玉東町大字木葉 1.07 2.60 2.60 3.28 木葉川 県河川 2 湯　山 球磨郡水上村湯山 3.00 4.79 6.40 7.08 湯山川 県市房

5 繁根木 玉名市石貫字中の島 0.94 1.91 1.91 2.12 繁根木川 県河川 2.00 3.50 3.60 3.70

6 菜　切 荒尾市菰屋字高倉 1.06 2.20 2.20 3.49 菜切川 県河川 1.60 2.00 3.50 3.60

7 南大門橋 玉名市中 1.12 1.64 1.64 2.42 境　川 県河川 4 深　田 球磨郡あさぎり町深田南 － － － － 球磨川 県市房

8 榎島橋 玉名市岱明町野口 1.69 2.97 2.97 3.15 境　川 県河川 3.50 4.30 4.40 4.50

9 唐人川 玉名市天水町部田見 1.31 1.58 1.58 1.68 唐人川 県河川 2.90 3.50 4.30 4.40

10 竜瀬橋 玉名郡南関町関町 0.74 1.27 1.34 1.46 関　川 県河川 6 五木宮園 球磨郡五木村宮園 3.20 4.20 － － 川辺川 国川辺川

11 関　川 玉名郡南関町宮尾 3.05 4.87 － 6.15 関　川 県河川 7 元井谷 球磨郡五木村元井谷 － － － － 五木小川 国川辺川

12 浦　川 玉名郡長洲町長州 3.26 3.31 3.63 3.92 浦　川 県河川 8 四　浦 球磨郡相良村四浦 4.50 5.50 － － 川辺川 国川辺川

13 行末川 玉名郡長洲町腹赤 2.07 2.58 2.58 2.93 行末川 県河川 9 柳　瀬 球磨郡相良村柳瀬 5.00 6.00 － － 川辺川 国八代

14 和仁川 玉名郡和水町太田黒 1.57 3.06 3.06 3.70 和仁川 県河川 2.00 3.00 3.20 3.40

1 袋　田 山鹿市鹿本町袋田 1.50 2.60 3.20 3.90 上内田川 国菊池川 1.50 2.00 3.00 3.20

2 分　田 山鹿市鹿本町下分田 － － － － 菊池川 国菊池川 11 県人吉 人吉市下青井町 － － － － 球磨川 県市房

3 山　鹿 山鹿市下町 3.20 4.00 6.10 6.30 菊池川 国菊池川 5.00 6.00 7.60 8.70

4 岩　野 山鹿市津留 1.63 3.43 3.43 4.29 岩野川 県河川 3.80 5.00 6.00 7.60

5 城 山鹿市城 2.50 3.00 3.60 4.60 岩野川 国菊池川 6.50 8.00 10.90 12.20

1 立　門 菊池市重味 1.59 2.16 2.55 3.53 菊池川 県河川 5.50 6.50 8.00 10.90

2 河原川 菊池市藤田字上鶴 1.82 2.61 2.61 3.04 河原川 県河川 14 万江川 人吉市井ノ口町 1.85 2.61 2.61 3.08 万江川 県河川

3 片　角 菊池市片角 2.44 2.85 2.85 3.42 菊池川 県河川 15 胸川 人吉市西間上町 1.19 2.04 2.39 2.66 胸川 県河川

4 広　瀬 菊池市広瀬 1.50 2.70 3.40 3.90 菊池川 国菊池川 16 県川辺 球磨郡相良村川辺 3.39 3.82 3.82 4.00 川辺川 県河川

5 泗　水 菊池市泗水町永 0.22 0.54 0.54 1.17 合志川 県河川 1 県本渡 天草市本渡町下川原 1.40 1.52 1.52 1.55 町山口川 県河川

6 旭　志 菊池市旭志伊萩 0.91 1.30 1.30 1.66 合志川 県河川 2 広瀬川 天草市本戸馬場 0.80 2.08 2.53 3.13 広瀬川 県河川

7 佐　野 菊池市泗水町南田島 2.00 2.70 2.80 3.10 合志川 国菊池川 3 内野川 天草市五和町二江 3.94 4.18 4.18 4.45 内野川 県河川

8 陣　内 菊池郡大津町陣内 2.83 4.00 4.00 5.19 白　川 国熊本 4 下田北 天草市天草町下田北 1.04 2.29 2.29 2.54 下津深江川 県河川

9 須　屋 合志市西合志町須屋 1.74 3.13 4.51 4.95 堀　川 県河川 5 一町田 天草市河浦町一町田 0.96 2.27 3.13 3.35 一町田川 県河川

1 小　国 阿蘇郡小国町宮原 2.00 3.00 － － 筑後川 県河川 6 今富川 天草市河浦町崎津 1.79 1.86 1.86 2.03 今富川 県河川

2 池　鶴 阿蘇郡小国町下城 3.63 5.01 5.45 6.72 筑後川 県河川 7 大宮地川 天草市新和町大宮地 1.88 2.41 2.82 3.08 大宮地川 県河川

3 黒　川 阿蘇市内牧字宝泉 2.07 3.45 3.65 4.53 黒　川 県河川 8 小宮地 天草市新和町小宮地 3.00 3.14 3.42 3.49 流合川 県河川

4 中　松 阿蘇郡南阿蘇村中松 1.52 2.41 2.69 3.07 白　川 県河川 9 河内川 天草市栖本町馬場下差原 2.36 2.75 3.32 3.51 河内川 県河川

5 妙見橋 阿蘇郡南阿蘇村河陰 － － － － 白　川 国熊本 10 今泉川 上天草市松島町今泉 2.08 2.72 2.72 2.97 今泉川 県河川

6 立　野 阿蘇郡南阿蘇村立野 － － － － 白　川 国熊本 11 松原川 天草郡苓北町坂瀬川 1.20 1.75 1.87 1.97 松原川 県河川

1 県津森 上益城郡益城町田原 1.70 2.28 3.14 3.35 木山川 県河川 12 上津深江川 天草郡苓北町上津深江 2.02 2.26 3.26 3.37 上津深江川 県河川

2 赤　井 上益城郡益城町宮園 2.53 3.63 3.86 4.39 木山川 県河川 13 志岐川 天草郡苓北町志岐 0.85 1.43 2.03 2.20 志岐川 県河川

3 神掛橋 上益城郡御船町田代 － － － － 矢形川 御船町 14 通山 天草市亀場町亀川 － － － － 亀川 県河川

15 谷合橋 天草市有明町上津浦 － － － － 上津浦川 県河川

16 大河内 天草市河浦町路木 － － － － 路木川 県河川

熊土----20局 　宇城----9局 　玉名----14局 　鹿本---- 5局 　菊池---- 9局

阿蘇---- 6局　 上益城-- 11局 　八代----14局 　芦北---- 8局 　球磨----16局

天草---- 16局　

潮位観測局一覧表（統合型防災情報システム18局） 風向風速観測局一覧表（統合型防災情報システム23局）

1 熊本港 熊本市西区新港１丁目 1 県　庁 熊本市中央区水前寺６丁目

2 河内港 熊本市西区河内町 2 熊本港 熊本市西区新港１丁目

1 三角港 宇城市三角町戸馳 3 河内港 熊本市西区河内町

2 永尾海岸 宇城市不知火町屋敷新地 1 三角港 宇城市三角町戸馳

3 網田海岸 宇土市下網田町 2 天門橋 宇城市三角町三角浦

玉名 1 長州港 玉名郡長洲町長洲 3 永尾海岸 宇城市不知火町屋敷新地

八代 1 八代港 八代市港町 4 網田海岸 宇土市下網田町

1 水俣港 水俣市明神町 玉名 1 長州港 玉名郡長洲町長洲

2 田浦港 葦北郡芦北町小田浦 八代 1 八代港 八代市港町

1 富岡港 天草郡苓北町富岡 1 水俣港 水俣市明神町

2 牛深港 天草市牛深町加世浦 2 田浦港 葦北郡芦北町小田浦

3 本渡港 天草市港町 1 大矢野橋 上天草市大矢野町五把浦

4 大門港 天草市楠浦町 2 松島橋 上天草市松島町合津
5 樋島港 上天草市龍ヶ岳町高戸 3 瀬戸橋 天草市亀場町亀川
6 合津港 上天草市松島町合津 4 富岡港 天草郡苓北町富岡
7 中田港 天草市新和町宮地 5 牛深港 天草市牛深町加世浦
8 鬼池港 天草市五和町鬼池 6 本渡港 天草市港町
9 高浜港 天草市天草町高浜 7 大門港 天草市楠浦町

8 樋島港 上天草市龍ヶ岳町高戸

9 合津港 上天草市松島町合津
10 中田港 天草市新和町宮地

熊本県管理 　18局 11 鬼池港 天草市五和町鬼池

12 高浜港 天草市天草町高浜

熊土---- 3局　　　宇城---- 4局　　　玉名---- 1局

八代市萩原町１丁目萩　原13 国八代球磨川

管内 NO. 観測局名 所　　在　　地
水防団
待機
水位

はん濫
注意
水位

避難
判断
水位

はん濫
危険
水位

避難
判断
水位

はん濫
危険
水位

河川名 管理者 管内 NO. 河川名 管理者

熊
 
 
 

 
土

上
　
益
　
城

宇
 
 
 
城 芦

 
 
北

観測局名 所　　在　　地
水防団
待機
水位

はん濫
注意
水位

玉
 
 
 
名

鹿
 
本

菊
 
　
　
池

阿
　
　
蘇

天
 
 
 
 
草

上
益
城

管内 NO. 観測局名 所　　在　　地 警戒潮位 管理 備考 管内 NO. 観測局名 所　　在　　地 管理 備考

熊
土

5.11 県河川
熊
土

県河川

※1 県港湾 県河川

宇
　
城

4.63 県河川 県港湾

－ 県河川
宇
　
城

県河川

－ 県農整 県河川

5.50 県河川 県河川

4.67 県河川 県農整

芦
北

3.80 県河川 県河川

※1 県港湾 県河川

天
　
　
　
草

3.69 県河川 芦
北

県河川

3.36 県河川 県港湾

※1 県港湾

天
　
　
　
　
草

県河川

※1 県港湾 県河川
※1 県港湾 県河川

県港湾

※1 県港湾 県河川
※1 県港湾 県河川

県港湾

県港湾

※1 県港湾

県港湾

県港湾

県港湾
※1 県港湾

熊本県管理  93局　 国土交通省管理  32局　 御船町管理  3局 　合計  128局

八代---- 1局　　　芦北---- 2局　　　天草----12局　　　　　熊本県管理 23局

熊土---- 2局　　　宇城---- 3局　　　玉名---- 1局 県港湾
八代---- 1局　　　芦北---- 2局　　　天草---- 9局　

国八代

国八代

球磨川

球磨川

球磨郡球磨村神瀬江河内

国八代球磨川

国八代球磨川球磨郡錦町木上5

国八代球磨川人吉市中城町人　吉10

一　武

八
 
 
 
 
代

球磨郡球磨村三ヶ浦

大　野

渡

13

12

球
 
 
 
 
 
磨

球磨郡多良木町多良木中鶴多良木3
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危機管理型水位計（県設置）配置図

令和４年（２０２２年）４月現在　　　

十町川

日平川
三蔵川

増永川

宮崎川

岩原川

筑後川

玉来川
花原川

乙姫川

黒川
矢護川

峠川
上生川

豊田川

白木川

赤井川

岩戸川
木部川

五老ヶ滝川

大矢川
網田川

郡浦川

牛繰川
小椎川

柳橋川

免田川

銅山川

山田川

出水川

乙千屋川

夜狩川

合津川

楠甫川
稗田川

上津浦川

碇石川

高浜川

大江川
葛河内川

白木河内川

岩村川

竜野川

白川
堀川

笹原川

長崎川

明神川

八枚戸川

小熊野川

浜戸川

津留川

流藻川

下大野川

油谷川

八間川

志賀瀬川２
中原川

玉来川２

黒川３
黒川２

岩村川（鹿本）

浦方川

岩野川

上内田川

木野川

千田川

吉田川

亀川

友田川

浦田川

江田川

浦谷川

内田川

琵琶瀬川

釈迦院川

秋津川
秋津川(益城)

筒川

橋本川

万江川

町山口川

筑後川

志賀瀬川

千田川

鏡川

産山川

志賀瀬川

木山川（阿蘇）

木山川（阿蘇）

津奈木川

吉尾川

万江川

万江川

唐人川

川内川

小川

胸川

関川

川内川2

中園川

那良川鵜川

芋川

免田川2
免田川3

佐敷川

宮浦川

関川2

小さで川

告川

百済木川

都川

【凡例】

国管理区間

危機管理型水位計 113基

【凡例】

国管理区間

危機管理型水位計 113基
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1 ― 熊本市南区元三町 木部川 1 惣領橋 上益城郡益城町
惣領 秋津川

2 ― 熊本市東区秋津 秋津川 2 新赤井橋 上益城郡益城町赤井 赤井川

3 ― 熊本市北区植木町豊田 豊田川 3 新岩戸橋 上益城郡益城町 岩戸川

1 － 宇城市豊野町山崎 小熊野川 4 岩淵橋 上益城郡甲佐町上早川 竜野川

2 43-1号橋 宇城市不知火町長崎 長崎川 5 畑橋 上益城郡山都町城平 五老滝川

3 新郡浦橋 宇城市三角町郡浦 郡浦川 6 七里橋 上益城郡山都町田吉 笹原川

4 明神橋 宇城市松橋町曲野 明神川 7 川内橋 上益城郡山都町成君 大矢川

5 耕地橋 宇城市小川町北新田 八枚戸川 1 流藻川５号橋 八代市植柳下町 流藻川

6 － 宇城市豊野町糸石 浜戸川 2 - 八代市二見下大野町 下大野川

7 なかがわ橋 宇土市下網田町 網田川 3 夜狩川橋 八代市千丁町新牟田 夜狩川

8 明水橋 下益城郡美里町永富 津留川 4 稲荷橋 八代市坂本町坂本 油谷川

9 機織橋 下益城郡美里町岩野 釈迦院川 5 - 八代郡氷川町高塚 八間川

10 田辺橋 下益城郡美里町川越 筒川 6 - 八代市鏡町内田 鏡川

1 青木橋 玉名市溝上 三蔵川 7 大門瀬橋 八代市坂本町百済来下 百済木川

2 第一舟津橋 玉名市岱明町三崎 友田川 1 乙千屋橋 葦北郡芦北町乙千屋 乙千屋川

3 橋木橋 荒尾市増永 増永川 2 無名橋 葦北郡芦北町吉尾 吉尾川

4 久保田橋 玉名郡玉東町白木 白木川 3 もやい橋 葦北郡芦北町湯浦 橋本川

5 猪鼻橋 玉名郡玉東町上木葉 浦田川 4 － 葦北郡津奈木町大字岩城町中 津奈木川

6 馬場橋 玉名郡和水町江田 江田川 5 － 葦北郡芦北町佐敷 佐敷川

7 畑上橋 玉名郡和水町日平 日平川 6 － 葦北郡芦北町宮浦 宮浦川

8 江田橋 玉名郡和水町江田 浦谷川 1 池の王橋 球磨郡あさぎり町深田東 銅山川

9 新江橋 玉名郡和水町板楠 十町川 2 堂の下橋 球磨郡あさぎり町上北 免田川

10 岩村橋 玉名郡和水町岩 岩村川 3 小川橋 球磨郡球磨村渡 小川

11 井樋下橋 玉名郡長洲町清源寺 宮崎川 4 宮園橋 球磨郡球磨村神瀬 川内川

12 井手橋 玉名郡南関町上坂下 内田川 5 五十鈴橋 人吉市駒井田町 山田川

13 長久橋 玉名郡南関町久重 琵琶瀬川 6 湯ノ本一号橋 人吉市下林町 出水川

14 琴比羅橋 玉名市天水町部田見 唐人川 7 めがねはし 球磨郡多良木町黒肥地 牛繰川

15 岩本橋 荒尾市上井手 関川 8 小城橋 球磨郡多良木町黒肥地 小椎川

16 助丸橋 荒尾市下井手 関川 9 柳橋川橋 球磨郡多良木町多良木 柳橋川

1 長谷橋 山鹿市菊鹿町長 上内田川 10 神園橋 球磨郡山江村万江 万江川

2 竜口橋 山鹿市菊鹿町下永野 木野川 11 古佛頂橋 人吉市古仏頂町 胸川

3 春間橋 山鹿市鹿央町岩原 岩原川 12 淡島表参道橋 球磨郡山江村万江 万江川

4 平山橋 山鹿市平山 岩村川 13 屋形大橋 球磨郡山江村万江 万江川

5 前川橋 山鹿市鹿北町岩野 岩野川 14 谷合橋 球磨郡あさぎり町 免田川

6 吉田新橋 山鹿市下吉田 吉田川 15 麓橋 球磨郡あさぎり町 免田川

7 千田橋 山鹿市鹿央町広 千田川 16 小さで川橋 球磨郡錦町大字西 小さで川

8 松ヶ浦橋 山鹿市鹿北町芋生 浦方川 17 都川橋 球磨郡湯前町上染田 都川

9 長柳橋 山鹿市長坂 千田川 18 住吉橋 球磨郡球磨村神瀬 川内川

1 新屋敷橋 菊池市旭志川辺 峠川 19 － 芦北郡芦北町告 告川

2 玄蕃橋 菊池郡菊陽町原水 堀川 20 － 球磨郡球磨村一勝地 芋川

3 上生橋 合志市上生１０５２−３ 上生川 21 － 球磨郡球磨村渡 中園川

4 代官橋 菊池郡大津町大字外牧 白川 22 － 球磨郡球磨村三ヶ浦 那良川

5 初生橋 菊池郡大津町大字矢護川 矢護川 23 － 球磨郡球磨村三ヶ浦 鵜川

1 きよら橋 阿蘇郡南小国町大字赤馬場182番地4 志賀瀬川2 1 － 上天草市松島町合津 合津川

2 荒倉橋 阿蘇郡南小国町大字満願寺１番地１ 志賀瀬川1 2 第二食場橋 天草市亀場町食場 亀川

3 夫婦橋  阿蘇郡南小国町大字満願寺7294番地2 筑後川 3 八幡橋 天草市天草町高浜南 高浜川

4 田ノ口橋 阿蘇郡南小国町大字中原1375番地1 中原川 4 新春木橋 天草市天草町大江 大江川

5 広瀬橋 阿蘇郡産山村大字山鹿574-2 玉来川1 5 碇石橋 天草市新和町碇石 碇石川

6 徳の尾橋 阿蘇郡産山村大字山鹿1360-1 玉来川2 6 小河内橋 天草市河浦町河浦 葛河内川

7 新小野橋 阿蘇市狩尾５５８ 黒川2 7 無名橋 天草市河浦町白木河内 白木河内川

8 今町橋 阿蘇市今町399番 黒川3 8 谷合橋 天草市有明町上津浦 上津浦川

9 跡ヶ瀬大橋 阿蘇市跡ヶ瀬 黒川1 9 - 天草市有明町上津浦 稗田川

10 新花原橋 阿蘇市西小園 花原川 10 前田橋 天草市有明町楠甫 楠甫川

11 第二賀田橋 阿蘇市乙姫1824番地2 乙姫川 11 睦橋 天草市古川町 町山口川

12 第二共栄橋 阿蘇郡西原村大字河原 木山川 熊土----3基 　宇城----10基 　玉名----16基

13 小園橋 阿蘇郡産山村大字産山1410-2 産山川 鹿本---- 9基　 菊池---- 5基　 阿蘇---- 16基

14 坂本橋 阿蘇郡小国町大字宮原字坂本 筑後川 上益城-- 7基 　八代----7基 　芦北---- 6基

15 天神橋 阿蘇郡小国町大字宮原字仁瀬 志賀瀬川 球磨-- 23基 　天草----11基 　計----113基 

16 門出橋 阿蘇郡西原村大字河原 木山川
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Ⅱ－５－①　河川監視カメラ　【第４章第２節関係】

河川監視カメラ（県設置）配置図

令和４年（２０２２年）４月現在　　　

和仁川

岩野川

菊池川

繁根木川
菜切川

堀川

白川

黒川

木山川

除川

千間江湖

千滝川

浜戸川

田浦川

津奈木川

河内川
下津深江川

高浜川

大宮地川

流合川

葛河内川

一町田川
大江川

今富川

坪井川

黒川

木山川

矢形川

行末川
境川

筑後川

明神川

大野川

浅川

八枚戸川

河俣川

上津深江川

松原川

内野川

志岐川

万江川1

万江川2

下大野川

水無川

八間川2

竜野川

岩戸川

健軍川

藻器堀川

唐人川

鏡川

浦上川

今泉川

町山口川

広瀬川

網田川
網津川

鏡川

五丁川

氷川

夜狩川

大鞘川

大鞘川
大鞘川

小田浦川

佐敷川

湯の浦川

水俣川

水俣川
湯出川 水俣川

小川

御溝川

山田川

胸川

川辺川

川辺川

川辺川

川辺川

免田川

波多川

砂川氷川

八間川1

津留川

御船川
御船川

浜戸川潤川

天明新川

秋津川坪井川4

井芹川

坪井川

坪井川

白川
白川
白川
白川

白川

白川 白川白川

白川

黒川

黒川
黒川

黒川

坪井川

坪井川
堀川

筑後川

筑後川

志賀瀬川

菊池川

河原川

合志川

合志川

上内田川
岩野川

木葉川

木葉川

関川

境川

浦川

流藻川

油谷川

津留川

筒川

浦川

井芹川

井芹川

天明新川

木山川

河内川

万江川3

万江川4

秋津川
木山川

乙千屋川

関川

川内川

川内川2

中園川

那良川

芋川

鵜川

吉尾川

佐敷川
宮浦川

関川2

柳橋川

川辺川

告川

筑後川

百済木川

【凡例】

河川カメラ（簡易型）

河川カメラ（従来型）60箇所

96箇所

【凡例】

河川カメラ（簡易型）

河川カメラ（従来型）60箇所

96箇所



Ⅱ－５－②　河川カメラ　【第４章第２節関係】

1 龍田陣内4丁目 北区龍田陳内４丁目 白川 1 益城町惣領 上益城郡益城町惣領 秋津川

2 熊本市下南部 下南部2丁目 白川 2 御船町　下鶴橋 上益城郡御船町滝尾 御船川

3 龍田1丁目 北区龍田１丁目 白川 3 県津森 益城町田原 木山川

4 龍田町弓削 北区龍田町弓削 白川 4 岩戸川 益城町砥川 岩戸川

5 南区八幡　補給水橋 南区南高江 天明新川 5 県御船 御船町滝尾 御船川

6 南区城南町火の君橋 南区城南町阿高 浜戸川 6 岩淵橋 甲佐町上早川 竜野川

7 天満橋 西区城山大塘３丁目 坪井川 7 嘉島 嘉島町下六嘉 矢形川

8 鶴羽田橋  熊本市四方寄町 坪井川 8 千滝川 山都町下馬尾 千滝川

9 西部水道センター 西区池上町餅嶋 井芹川 9 五楽橋 益城町赤井 木山川

10 新外3号橋 東区錦ケ丘 健軍川 1 立神橋 八代郡氷川町立神 氷川

11 藻器堀川 中央区水前寺公園 藻器堀川 2 八代農業高校付近  八代市鏡町鏡村 鏡川

12 秋津川 東区秋津２丁目 秋津川 3 第二大鞘橋 八代市千丁町古閑出 大鞘川

13 坪井川下流 西区二本木 坪井川 4 新橋 八代市八代新地 大鞘川

14 高平橋 北区高平２丁目 坪井川 5 流藻川五号橋 八代市植柳下町 流藻川

15 山室橋 北区八景水谷１丁目 坪井川 6 新鏡川橋 八代市鏡町内田 鏡川

16 坪井 中央区坪井５丁目 坪井川 7 松本橋 氷川町島地 氷川

17 鶴野橋 西区花園７丁目 井芹川 8 早瀬橋 八代市東陽町南 河俣川

18 西里 北区硯川町 井芹川 9 千丁町北村 八代市千丁町太牟田 大鞘川

19 千間江湖 南区白石町 千間江湖 10 下大野川 八代市二見下大野町 下大野川

20 除川 西区沖新町 除川 11 夜狩川橋 八代市千丁町新牟田 夜狩川

21 西無田橋 東区秋津町秋津 木山川 12 八間川橋 氷川町網道 八間川

22 南区川口町 南区川口町 天明新川 13 高塚 氷川町高塚 八間川

23 古閑前橋 西区河内町船津 河内川 14 水無川 八代市古麓町巣ノ木 水無川

1 小川町　刈萱橋 宇城市小川町小川 砂川 15 稲荷橋 八代市坂本町坂本 油谷川

2 宇土市三拾町  宇土市三拾町字西田 潤川 16 大門瀬橋 八代市坂本町百済来下 百済木川

3 宇土市住吉町 宇土市住吉町字上ノ割 網津川 1 新水俣橋  水俣市陣内 水俣川

4 なかがわ橋 宇土市下網田町 網田川 2 水俣市中央公園  水俣市　湯出川合流点 水俣川

5 三角町　塩谷橋 宇城市三角町波多 波多川 3 水俣市古城 水俣市古城３丁目 水俣川

6 美里町大窪 下益城郡美里町大窪 津留川 4 芦北町佐敷 葦北郡芦北町佐敷地内 佐敷川

7 井出屋敷橋 宇城市豊野町糸石 浜戸川 5 芦北町湯浦  芦北町湯浦 湯の浦川

8 上久具橋 宇城市松橋町久具 大野川 6 芦北町　新町橋 葦北郡芦北町小田浦 小田浦川

9 白水橋 宇城市不知火町 浦上川 7 乙千屋橋 芦北町乙千屋 乙千屋川

10 浅川 宇城市松橋町西下郷 浅川 8 江南橋 水俣市平町２丁目 湯出川

11 明神橋 宇城市松橋町曲野 明神川 9 津奈木川 津奈木町岩城 津奈木川

12 耕地橋 宇城市小川町北新田 八枚戸川 10 田浦川 芦北町田浦大丸 田浦川

13 五丁川 宇城市松橋町浅川 五丁川 11 花岡 芦北町花岡 佐敷川

14 明水橋 美里町永富 津留川 12 宮浦川 芦北町宮浦 宮浦川

15 田辺橋 美里町川越 筒川 13 吉尾橋 芦北町吉尾 吉尾川

1 玉東町木葉 玉名郡玉東町木葉 木葉川 1 相良村　川辺大橋 球磨郡相良村川辺 川辺川

2 長洲町　長洲大藤大橋 玉名郡長洲町長洲 浦川 2 白水団地 球磨郡五木村甲 川辺川

3 南関町　竜瀬橋 玉名郡南関町関町 関川 3 横手公園 球磨郡五木村宮園 川辺川

4 玉名市　南大門橋 玉名市築地 境川 4 宮園橋 球磨郡五木村西谷 川辺川

5 小畑橋 玉名市石貫字中の島 繁根木川 5 人吉市瓦屋町  人吉市瓦屋町 御溝川

6 木葉 玉名市田崎字生見 木葉川 6 人吉市間橋 人吉市西間上町 胸川

7 和仁川 和水町太田黒 和仁川 7 人吉市　染戸橋 人吉市鶴田町 山田川

8 行末川 長洲町腹赤 行末川 8 あさぎり町あさぎり橋 球磨郡あさぎり町免田西 免田川

9 菜切 荒尾市菰屋字高倉 菜切川 9 球磨村渡  球磨郡球磨村渡 小川

10 岩本橋 荒尾市上井手 関川 10 上原田橋 人吉市上原田 万江川

11 琴比羅橋 玉名市天水町小天 唐人川 11 神園橋 山江村神園 万江川

12 榎島橋 玉名市岱明町野口 境川 12 淡島表参道橋 山江村万江 万江川

13 平成水門 長洲町長洲 浦川 13 屋形大橋 山江村万江 万江川

14 助丸橋 荒尾市下井手 関川 14 柳橋川橋 多良木町多良木 柳橋川

1 山鹿市　小坂橋 熊本県山鹿市小坂 岩野川 15 観音橋 相良村川辺 川辺川

2 菊鹿町　長谷橋 山鹿市菊鹿町長 上内田川 16 宮園橋 球磨村神瀬 川内川

3 前川橋 山鹿市鹿北町岩野 岩野川 17 住吉橋 球磨村神瀬 川内川

1 菊池市藤田 菊池市藤田 菊池川 18 告川 球磨村一勝地 告川

2 泗水町福本 菊池市泗水町福本 合志川 19 中園川 球磨村渡 中園川

3 みらい大橋 菊池郡菊陽町津久礼 白川 20 ふれあい球里橋 球磨村一勝地 芋川

4 第1馬場楠堰 菊池郡菊陽町馬場楠 白川 21 那良川 球磨村三ケ浦 那良川

5 大津町瀬田  菊池郡大津町瀬田河川敷内 白川 22 鵜口橋 球磨村三ケ浦 鵜川

6 大津町陣内七障子橋 菊池郡大津町中島 白川 1 天草市古川町 天草市古川町 町山口川

7 合志市須屋　川添橋 合志市須屋 堀川 2 本渡町　法泉寺橋 天草市本渡町本戸馬場 広瀬川

8 代官橋 大津町外牧 白川 3 松島町　三石橋 上天草市松島町今泉 今泉川

9 立門 菊池市重味 菊池川 4 一町田 河浦町一町田 一町田川

10 旭志 菊池市旭志伊萩 合志川 5 小河内橋 河浦町河浦 葛河内川

11 河原川 菊池市藤田字上鶴 河原川 6 河内川 栖本町馬場下差原 河内川

12 玄蕃橋 菊陽町原水 堀川 7 大宮地川 新和町大宮地 大宮地川

1 南阿蘇村中松　合上橋 阿蘇郡南阿蘇村中松 白川 8 君ヶ水橋 五和町二江 内野川

2 阿蘇市跡ヶ瀬 阿蘇市跡ヶ瀬 黒川 9 中通橋 苓北町志岐 志岐川

3 阿蘇市内牧 阿蘇市内牧 黒川 10 下田北 天草市天草町下田北 下津深江川

4 ふれあい水辺公園 熊本県阿蘇市黒川 黒川 11 八幡橋 天草市天草町高浜南 高浜川

5 阿蘇市古城  阿蘇市一の宮町中通 黒川 12 流合橋 天草市新和町小宮地 流合川

6 小国町消防署付近 阿蘇郡小国町宮原 筑後川 13 今富川 天草市河浦町崎津 今富川

7 南小国町役場付近 阿蘇郡南小国町赤馬場 志賀瀬川 14 松原川 苓北町坂瀬川 松原川

8 池鶴 小国町下城 筑後川 15 深江橋 苓北町上津深江 上津深江川

9 夫婦橋 南小国町満願寺 筑後川 16 新春木橋 天草市天草町大江 大江川

10 門出橋 西原村河原 木山川 熊土----23基 　宇城----15基 　玉名----14基

11 小野遊水地 阿蘇市狩尾 黒川 鹿本---- 3基 　菊池---- 12基 　阿蘇---- 13基

12 今町橋 阿蘇市今町 黒川 上益城-- 9基 　八代----16基 　芦北---- 13基

13 はげ川合流点 小国町下城 筑後川 球磨----22基　 天草---- 16基　 計---- 156基

※R3代行設置箇所を含む
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河川監視カメラ一覧表（県設置）

管内 NO. 観測所名 所　　在　　地 河川名 管内 NO. 構造物名 所　　在　　地



【Ⅱ-６】　熊本県統合型防災情報システム　〔 本編 「第４章第２節」 関係 〕

熊本県統合型防災情報システムの概要

  各防災関係機関情報システムで収集した雨量、河川水位、土砂災害危険度情報

等の各種観測情報と気象情報、震度等の情報を Webコンテンツ形式及び県防災情

報ネットワークシステム（防災一斉メールシステム）により、市町村、消防本部、

県地域振興局等へ伝達している。また、必要な情報はインターネットを使用して

公開しており、県民等がリアルタイムな情報を参照可能なものとなっている。

※ 県統合型防災情報システムＵＲＬ　　http://www.bousai.pref.kumamoto.jp

〔 情報伝達フロー図 〕

気象情報

水防情報

インターネット

土砂災害危険度情報

〔 凡例 ： 無線回線 公衆回線 専用線 〕

〔 伝達情報 〕

① 気象台から各種警報（一部注意報）が発表された時

② 河川課で観測している水位計・潮位計で水防団待機水位(通報水位)・はん濫注意水位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


  （警戒水位）及び警戒潮位に達した時　　

③ 砂防課で観測している雨量計で「危険」の基準値に達した時

） 　県防災情報
  ネットワークシステム

観 測 所

）

 ◆防災機関用
    http://www.bousai2.pref.kumamoto.jp
   〔ﾕｰｻﾞｰ名：tougou､ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ：15kuma〕
 ◆一般公開用
    http://www.bousai.pref.kumamoto.jp
 ◆携帯向け
    http://www.mobile.bousai.pref.kumamoto.jp 県    民

 ・ 危険度

市町村
消防本部

県地域振興局等

 ・ 気象警報、注意報
 ・ 地震、津波情報
 ・ 火山情報

統
合
型
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム

（一斉メール送信）

観 測 所

 ・ 雨量
 ・ 水位、潮位
 ・ 風向風速

気 象 台

熊

本

県

庁



Ⅲ　　そ　の　他　資　料





（１）大雨警報基準
令和元年5月29日現在

市町村等を
まとめた地域

市町村等 土壌雨量指数基準

熊本市 熊本市 166

山鹿市 164

菊池市 167

合志市 167

大津町 178

菊陽町 187

荒尾市 183

玉名市 162

玉東町 162

南関町 160

長洲町 189

和水町 163

西原村 181

御船町 180

嘉島町 180

益城町 180

甲佐町 180

山都町 186

八代市 166

宇土市 158

宇城市 142

美里町 168

氷川町 187

阿蘇市 175

南小国町 183

小国町 178

産山村 170

高森町 185

南阿蘇村 186

上天草市 143

天草市 149

苓北町 161

水俣市 172

芦北町 183

津奈木町 176

人吉市 186

錦町 186

多良木町 192

湯前町 192

水上村 218

相良村 186

五木村 222

山江村 186

球磨村 189

あさぎり町 188

【Ⅲ－１】気象予警報等の警報・注意報基準（詳細版）

表面雨量指数基準
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（阿蘇地方）

天草地方
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18

芦北地方

（球磨地方）
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18
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山鹿菊池

荒尾玉名

上益城



（２）洪水警報基準
令和3年6月8日現在

市町村等を
まとめた地域

市町村等 複合基準
＊1 指定河川洪水予報による基準

熊本市 熊本市 合志川流域=（12，33.1），
白川流域=（22，30.8），
天明新川流域=（12，8.8），
浜戸川流域=（12，17.6），
坪井川流域=（24，17.8），
井芹川下流流域=（24，14.3），
河内川流域=（12，10.2），
健軍川流域=（24，8.4），
秋津川流域=（22，7.1）

菊池川水系［広瀬・佐野］，
白川［代継橋］，
緑川水系［城南・中甲橋・大六橋・御船］

山鹿市 － 菊池川水系［山鹿・広瀬・佐野］

菊池市 菊池川流域=（16，22.9），
河原川流域=（20，11.4）

菊池川水系［広瀬・佐野］

合志市 － －

大津町 白川流域=（16，40.9） －

菊陽町 白川流域=（16，40.5），
堀川流域=（16，12）

－

荒尾市 浦川流域=（23，8.5） －

玉名市 菊池川流域=（12，50.6），
繁根木川流域=（18，7.5），
唐人川流域=（12，8.9），
行末川流域=（12，9.5）

菊池川水系［玉名］

玉東町 木葉川流域=（16，11.9） 菊池川水系［玉名］

南関町 － －

長洲町 － －

和水町 － 菊池川水系［玉名・山鹿］

西原村 － －

御船町 御船川流域=（15，26.3） 緑川水系［城南・中甲橋・大六橋・御船］

嘉島町 － 緑川水系［城南・大六橋・御船］

益城町 秋津川流域=（16，6.6） －

甲佐町 緑川流域=（13，43.6），
竜野川流域=（13，6.8）

緑川水系［城南・中甲橋］

山都町 － －

八代市 百済木川流域=（16，9.6），
大鞘川流域=（12，11）

球磨川［萩原・大野］

宇土市 網津川流域=（12，9.1），
網田川流域=（12，7.9）

緑川水系［城南］

宇城市 浜戸川流域=（14，14.2），
大野川流域=（14，10），
浅川流域=（14，7.1），
長崎川流域=（14，7.1）

緑川水系［城南］

美里町 － 緑川水系［中甲橋］

氷川町 － －

【Ⅲ－１】気象予警報等の警報・注意報基準（詳細版）

流域雨量指数基準

天明新川流域=9.5，加勢川流域=7，
浜戸川流域=22，木山川流域=35.2，
坪井川流域=20，堀川流域=19.8，
井芹川下流流域=18，河内川流域=11.4，
健軍川流域=9.4，秋津川流域=7.4，
除川流域=4.9，千間江湖川流域=5.6，
潤川流域=15.2

岩野川流域=23.6，吉田川流域=11，
岩原川流域=9.2，千田川流域=9.5，
上内田川流域=20.6，木野川流域=17.6，
内野川流域=5.2，岩村川流域=5.3，
小坂川流域=7.7，初田川流域=8.7，
江田川流域=9.3

合志川流域=36.5，迫間川流域=25.4，
河原川流域=17.6，峠川流域=24.4，
矢護川流域=15，上内田川流域=25.9

塩浸川流域=10.1，堀川流域=20.5

峠川流域=15.8，矢護川流域=11.3，
白川流域=45.5，堀川流域=15.4

白川流域=45，堀川流域=12.8

菜切川流域=11.2，浦川流域=10.6，
関川流域=15.7

繁根木川流域=7.6，赤川流域=6.6，
唐人川流域=9.9，境川流域=7.3，
行末川流域=10.6，友田川流域=7.4，
木葉川流域=16.2

木葉川流域=14.8，白木川流域=8.7

関川流域=10.7，琵琶瀬川流域=5.6

宮崎川流域=7.1，菜切川流域=11.5，
浦川流域=10.6，行末川流域=10.4

十町川流域=12.9，岩村川流域=10.1，
内田川流域=9.9，和仁川流域=11.7

木山川流域=11.9，滝川流域=8.1

矢形川流域=14.6，八勢川流域=16.1

矢形川流域=16.7，天水川流域=7.1

木山川流域=21.6，赤井川流域=12.5，
金山川流域=9.2，秋津川流域=7.4，
岩戸川流域=11

竜野川流域=7.6

緑川流域=44.9，御船川流域=17.1，
笹原川流域=22，大矢川流域=17.9，
千滝川流域=9.5，八勢川流域=13.6，
滑川流域=10，上鶴川流域=9.2，
五老ヶ滝川流域=12.4，五ヶ瀬川流域=25.8，
神働川流域=12.5

深水川流域=13.2，中谷川流域=8，
油谷川流域=10.1，百済木川流域=11.9，
氷川流域=25.2，水無川流域=14.6，
河俣川流域=17.9，小浦川流域=12.3，
二見川流域=9.2，下大野川流域=9.5，
大鞘川流域=14.3，鏡川流域=5.2，
流藻川流域=8.2

潤川流域=8.8，網津川流域=11.1，
網田川流域=8.7

浜戸川流域=15.8，波多川流域=11.9，
大野川流域=11.2，五丁川流域=6.4，
砂川流域=15.8，浅川流域=7.9，
小熊野川流域=10.4，長崎川流域=7.9

津留川流域=25，釈迦院川流域=14.7，
筒川流域=16.3，柏川流域=12.5，
幕川流域=8.2

八間川流域=8.3，砂川流域=14.9，
氷川流域=34

上益城

宇城八代

山鹿菊池

荒尾玉名



市町村等を
まとめた地域

市町村等 複合基準
＊1 指定河川洪水予報による基準流域雨量指数基準

阿蘇市 黒川流域=（12，21.7） －

南小国町 － －

小国町 杖立川流域=（16，23），
北里川流域=（11，9）

－

産山村 － －

高森町 － －

南阿蘇村 － －

上天草市 － －

天草市 一町田川流域=（12，19），
内野川流域=（12，12.4），
中田川流域=（12，7.2），
今富川流域=（12，7.5），
白木河内川流域=（14，5.3），
久留川流域=（12，7.9）

－

苓北町 志岐川流域=（12，10） －

水俣市 水俣川流域=（11，24），
久木野川流域=（11，15.1）

－

芦北町 吉尾川流域=（8，15.4），
漆川内川流域=（8，4.4），
湯の浦川流域=（8，12.9），
大尼田川流域=（8，7.2）

球磨川［大野］

津奈木町 津奈木川流域=（11，9.3） －

人吉市 － 球磨川［渡・人吉］

錦町 － 球磨川［人吉・一武］

多良木町 － 球磨川［多良木］

湯前町 － 球磨川［多良木］

水上村 － 球磨川［多良木］

相良村 － 球磨川［人吉］

五木村 － －

山江村 万江川流域=（11，26.3） －

球磨村 球磨川流域=（8，67），
中園川流域=（16，10.9），
庄本川流域=（16，7.9），
小川流域=（10，10.1），
芋川流域=（8，8.3）

球磨川［大野・渡］

あさぎり町 － 球磨川［一武・多良木］

白川流域=15.8，大谷川流域=18.9

白川流域=27.5，黒川流域=43.3

友津留川流域=7.3，仁原川流域=10.7，
槻木川流域=17.4，柳橋川下流流域=11.8，
柳橋川上流流域=8.8，牛繰川流域=10.1

北目川流域=7.3，湯山川流域=9.6

川辺川流域=50.6

倉江川流域=16.9，今泉川流域=7.3

河内川流域=15.7，葛河内川流域=10.4，
今田川流域=12.6，広瀬川流域=14.7，
町山口川流域=11.6，大宮地川流域=18.4，
一町田川流域=21.2，高浜川流域=12.8，
下津深江川流域=16.6，内野川流域=13.8，
中田川流域=8，流合川流域=11.5，
今富川流域=8.4，白木河内川流域=6.6，
久留川流域=8.8，上津浦川流域=7.7，
亀川流域=12.4，楠甫川流域=7.8

志岐川流域=10.9，上津深江川流域=8.5，
松原川流域=10

水俣川流域=26.7，湯出川流域=19.6，
久木野川流域=16.8

吉尾川流域=17.2，天月川流域=10.8，
漆川内川流域=6，佐敷川流域=19.8，
湯の浦川流域=14.4，宮の浦川流域=7.5，
大尼田川流域=8，小田浦川流域=8.3，
田浦川流域=6.6，乙千屋川流域=8.3

津奈木川流域=10.4

（阿蘇地方）

天草地方

万江川流域=26.9，山田川流域=18.9，
胸川流域=19.1，鳩胸川流域=18.2，
小さで川流域=15.9，草津川流域=9.3

鳩胸川流域=18.6，小さで川流域=20.5

黒川流域=24.2，乙姫川流域=14.4，
西岳川流域=16.7，東岳川流域=15.4，
山崎川流域=8.2

田の原川流域=8.1，小田川流域=10.2，
馬場川流域=13.6，満願寺川流域=8.3，
志賀瀬川流域=13.8，中原川流域=14.7，
湯田川流域=9.6

杖立川流域=25.2，北里川流域=10.4，
樅木川流域=14.5，小園川流域=10，
蔵園川流域=8.2，中原川流域=18.2，
筑後川流域=34.8

玉来川流域=16.1，産山川流域=11.4

芦北地方

（球磨地方）

＊1
　（表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。

川辺川流域=52.1，五木小川流域=22.5，
梶原川流域=21.1

万江川流域=26.3，山田川流域=17.9

中園川流域=13.9，庄本川流域=9.3，
中津川流域=10.2，那良川流域=14.4，
小川流域=16.4，鵜川流域=13.1，
芋川流域=9.3

田頭川流域=8.3，免田川流域=21.1，
井口川流域=11.9，阿蘇川流域=9.8，
銅山川流域=8.6



（３）大雨注意報基準
令和元年5月29日現在

市町村等を
まとめた地域

市町村等 土壌雨量指数基準

熊本市 熊本市 112

山鹿市 119

菊池市 121

合志市 121

大津町 129

菊陽町 136

荒尾市 124

玉名市 110

玉東町 110

南関町 108

長洲町 128

和水町 110

西原村 128

御船町 127

嘉島町 127

益城町 127

甲佐町 127

山都町 132

八代市 111

宇土市 105

宇城市 95

美里町 112

氷川町 125

阿蘇市 120

南小国町 126

小国町 122

産山村 117

高森町 127

南阿蘇村 128

上天草市 98

天草市 102

苓北町 111

水俣市 118

芦北町 126

津奈木町 121

人吉市 119

錦町 119

多良木町 122

湯前町 122

水上村 139

相良村 119

五木村 142

山江村 119

球磨村 120

あさぎり町 120

【Ⅲ－１】気象予警報等の警報・注意報基準（詳細版）

表面雨量指数基準
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（４）洪水注意報基準 令和3年6月8日現在

市町村等を
まとめた地域

市町村等 複合基準＊1 指定河川洪水予報による基準

熊本市 熊本市 合志川流域=（12，23.5），
白川流域=（12，27.7），
緑川流域=（12，38.8），
天明新川流域=（12，6.1），
加勢川流域=（7，5.6），
浜戸川流域=（9，15.8），
坪井川流域=（7，16），
井芹川下流流域=（7，12.9），
河内川流域=（12，7.3），
健軍川流域=（12，6），
秋津川流域=（12，4.7），
除川流域=（7，3.9），
潤川流域=（11，6.9）

菊池川水系［佐野］，
白川［代継橋］，
緑川水系［城南・大六橋］

山鹿市 菊池川流域=（9，50.2），
岩野川流域=（17，18.8）

菊池川水系［山鹿・広瀬・佐野］

菊池市 菊池川流域=（16，17），
迫間川流域=（18，20.3），
河原川流域=（16，10.3）

菊池川水系［広瀬・佐野］

合志市 － －

大津町 矢護川流域=（10，8.7），
白川流域=（16，29.1）

－

菊陽町 白川流域=（16，28.8），
堀川流域=（16，10.2）

－

荒尾市 浦川流域=（8，7.7），
関川流域=（16，12.5）

－

玉名市 菊池川流域=（9，45.5），
繁根木川流域=（12，4.8），
唐人川流域=（7，7.9），
境川流域=（7，5.8），
行末川流域=（7，8.4），
木葉川流域=（11，12.9）

菊池川水系［玉名］

玉東町 木葉川流域=（9，10.7） －

南関町 琵琶瀬川流域=（8，3.6） －

長洲町 － －

和水町 岩村川流域=（11，6.4），
内田川流域=（11，6.3）

菊池川水系［玉名・山鹿］

西原村 － －

御船町 御船川流域=（11，20.4） 緑川水系［城南・御船］

嘉島町 矢形川流域=（12，13.3） 緑川水系［城南・大六橋・御船］

益城町 秋津川流域=（16，4.7） －

甲佐町 緑川流域=（8，38.8），
竜野川流域=（8，5）

緑川水系［城南・中甲橋］

山都町 － －

八代市 百済木川流域=（7，8.6），
二見川流域=（7，7.3），
大鞘川流域=（7，6.8），
鏡川流域=（7，4.1）

球磨川［萩原・大野］

宇土市 浜戸川流域=（13，11.1），
潤川流域=（8，7），
網津川流域=（8，8.2），
網田川流域=（12，5.3）

緑川水系［城南］

宇城市 浜戸川流域=（9，12.6），
波多川流域=（9，9.5），
大野川流域=（9，8.9），
砂川流域=（13，12.6），
浅川流域=（9，6.3），
小熊野川流域=（9，8.3），
長崎川流域=（9，6.3）

－

美里町 緑川流域=（12，45.2） 緑川水系［中甲橋］

氷川町 八間川流域=（8，6.6） －

【Ⅲ－１】気象予警報等の警報・注意報基準（詳細版）

流域雨量指数基準

天明新川流域=7.6，加勢川流域=5.6，
浜戸川流域=17.6，木山川流域=28.1，
坪井川流域=16，堀川流域=15.8，
井芹川下流流域=14.4，河内川流域=9.1，
健軍川流域=7.5，秋津川流域=5.9，
除川流域=3.9，千間江湖川流域=4.4，
潤川流域=12.1

岩野川流域=18.8，吉田川流域=8.8，
岩原川流域=7.3，千田川流域=7.6，
上内田川流域=16.4，木野川流域=14，
内野川流域=4.1，岩村川流域=4.2，
小坂川流域=6.1，初田川流域=6.9，
江田川流域=7.4

合志川流域=29.2，迫間川流域=20.3，
河原川流域=14，峠川流域=19.5，
矢護川流域=12，上内田川流域=20.7

塩浸川流域=8，堀川流域=16.4

峠川流域=12.6，矢護川流域=8.7，
白川流域=36.4，堀川流域=12.3

白川流域=36，堀川流域=10.2

菜切川流域=8.9，浦川流域=8.4，
関川流域=12.5

繁根木川流域=6，赤川流域=5.2，
唐人川流域=7.9，境川流域=5.8，
行末川流域=8.4，友田川流域=5.9，
木葉川流域=12.9

木葉川流域=11.8，白木川流域=6.9

関川流域=8.5，琵琶瀬川流域=4.4

宮崎川流域=5.6，菜切川流域=9.2，
浦川流域=8.4，行末川流域=8.3

十町川流域=10.3，岩村川流域=8，
内田川流域=7.9，和仁川流域=9.3

木山川流域=9.5，滝川流域=6.4

矢形川流域=11.6，八勢川流域=12.8

矢形川流域=13.3，天水川流域=5.6

木山川流域=17.2，赤井川流域=10，
金山川流域=7.3，秋津川流域=5.9，
岩戸川流域=8.8

竜野川流域=6

緑川流域=35.9，御船川流域=13.6，
笹原川流域=17.6，大矢川流域=14.3，
千滝川流域=7.6，八勢川流域=10.8，
滑川流域=8，上鶴川流域=7.3，
五老ヶ滝川流域=9.9，五ヶ瀬川流域=20.6，
神働川流域=10

深水川流域=10.5，中谷川流域=6.4，
油谷川流域=8，百済木川流域=9.5，
氷川流域=20.1，水無川流域=11.6，
河俣川流域=14.3，小浦川流域=9.8，
二見川流域=7.3，下大野川流域=7.6，
大鞘川流域=11.4，鏡川流域=4.1，
流藻川流域=6.5

潤川流域=7，網津川流域=8.8，
網田川流域=6.9

浜戸川流域=12.6，波多川流域=9.5，
大野川流域=8.9，五丁川流域=5.1，
砂川流域=12.6，浅川流域=6.3，
小熊野川流域=8.3，長崎川流域=6.3

津留川流域=20，釈迦院川流域=11.7，
筒川流域=13，柏川流域=10，
幕川流域=6.5

八間川流域=6.6，砂川流域=11.9，
氷川流域=27.2

上益城

宇城八代

山鹿菊池

荒尾玉名



市町村等を
まとめた地域

市町村等 複合基準＊1 指定河川洪水予報による基準

阿蘇市 黒川流域=（12，15.4） －

南小国町 田の原川流域=（10，6.4），
馬場川流域=（7，10.8），
満願寺川流域=（10，6.6），
中原川流域=（10，11.7），
湯田川流域=（10，7.2）

－

小国町 杖立川流域=（11，12.8），
北里川流域=（11，6.6）

－

産山村 － －

高森町 － －

南阿蘇村 － －

上天草市 － －

天草市 河内川流域=（12，10.9），
葛河内川流域=（7，8），
今田川流域=（12，8），
町山口川流域=（7，9.2），
一町田川流域=（12，13.5），
内野川流域=（12，8.8），
中田川流域=（12，5.1），
流合川流域=（13，7.7），
今富川流域=（12，5.4），
白木河内川流域=（13，4.8），
久留川流域=（12，5.6），
上津浦川流域=（13，5.6）

－

苓北町 志岐川流域=（11，8） －

水俣市 水俣川流域=（11，17），
久木野川流域=（11，13.4）

－

芦北町 球磨川流域=（7，72.8），
吉尾川流域=（5，13.7），
天月川流域=（5，6），
漆川内川流域=（5，4），
佐敷川流域=（9，12.6），
湯の浦川流域=（8，11.5），
宮の浦川流域=（5，6），
大尼田川流域=（5，6.4），
小田浦川流域=（5，6.6），
乙千屋川流域=（5，6.6）

球磨川［大野］

津奈木町 津奈木川流域=（11，6.6） －

人吉市 胸川流域=（10，15.2） 球磨川［渡・人吉］

錦町 － 球磨川［人吉・一武］

多良木町 － 球磨川［多良木］

湯前町 － 球磨川［多良木］

水上村 － 球磨川［多良木］

相良村 － 球磨川［人吉］

五木村 － －

山江村 万江川流域=（7，21） －

球磨村 球磨川流域=（8，44.5），
中園川流域=（8，8.9），
庄本川流域=（8，5.9），
小川流域=（5，9.1），
芋川流域=（7，7.4）

球磨川［大野・渡］

あさぎり町 田頭川流域=（11，6.6），
銅山川流域=（11，5.4）

球磨川［一武・多良木］

白川流域=12.6，大谷川流域=15.1

白川流域=22，黒川流域=34.6

流域雨量指数基準

友津留川流域=5.8，仁原川流域=8.5，
槻木川流域=13.9，柳橋川下流流域=9.4，
柳橋川上流流域=7，牛繰川流域=8

北目川流域=5.8，湯山川流域=7.6

川辺川流域=40.4

倉江川流域=13.5，今泉川流域=5.8

河内川流域=12.5，葛河内川流域=8，
今田川流域=10，広瀬川流域=11.7，
町山口川流域=9.2，大宮地川流域=14.7，
一町田川流域=16.9，高浜川流域=10.2，
下津深江川流域=13.2，内野川流域=11，
中田川流域=6.4，流合川流域=9.2，
今富川流域=6.7，白木河内川流域=5.2，
久留川流域=7，上津浦川流域=5.6，
亀川流域=9.9，楠甫川流域=6.2

志岐川流域=8.7，上津深江川流域=6.8，
松原川流域=8

水俣川流域=21.3，湯出川流域=15.6，
久木野川流域=13.4

吉尾川流域=13.7，天月川流域=6，
漆川内川流域=4.2，佐敷川流域=15.8，
湯の浦川流域=11.5，宮の浦川流域=6，
大尼田川流域=6.4，小田浦川流域=6.6，
田浦川流域=5.2，乙千屋川流域=6.6

津奈木川流域=8.3

（阿蘇地方）

天草地方

万江川流域=21.5，山田川流域=15.1，
胸川流域=15.2，鳩胸川流域=14.5，
小さで川流域=12.7，草津川流域=7.4

鳩胸川流域=14.8，小さで川流域=16.4

黒川流域=19.3，乙姫川流域=11.5，
西岳川流域=13.3，東岳川流域=12.3，
山崎川流域=6.5

田の原川流域=6.4，小田川流域=8.1，
馬場川流域=10.8，満願寺川流域=6.6，
志賀瀬川流域=11，中原川流域=11.7，
湯田川流域=7.6

杖立川流域=16，北里川流域=8.3，
樅木川流域=11.6，小園川流域=8，
蔵園川流域=6.5，中原川流域=14.5，
筑後川流域=27.8

玉来川流域=12.8，産山川流域=9.1

芦北地方

（球磨地方）

＊1
　（表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。

川辺川流域=41.6，五木小川流域=18，
梶原川流域=16.8

万江川流域=21，山田川流域=14.3

中園川流域=11.1，庄本川流域=7.4，
中津川流域=8.1，那良川流域=11.5，
小川流域=13.1，鵜川流域=10.4，
芋川流域=7.4

田頭川流域=6.6，免田川流域=16.8，
井口川流域=9.5，阿蘇川流域=7.8，
銅山川流域=6.8



（５）高潮警報・注意報基準
令和2年7月2日現在

注意報

熊本市 熊本市 2.8m

荒尾市 3.0m

玉名市 3.0m

長洲町 3.0m

八代市 2.5m

宇土市 2.5m

宇城市 2.5m

氷川町 2.5m

上天草市 2.3m

（有明海側） 2.7m 2.3m

（八代海側（御所浦町除く）） 2.7m 2.3m

（御所浦町） 2.5m 2.1m

（天草灘側） 2.2m 1.9m

苓北町 1.9m

水俣市 2.0m

芦北町 2.0m

津奈木町 2.0m

2.7m

2.7m

2.4m

2.4m

天草地方

天草市

芦北地方

2.4m

荒尾玉名

宇城八代

4.5m

4.3m

4.1m

3.0m

3.0m

3.2m

4.2m

【Ⅲ－１】気象予警報等の警報・注意報基準（詳細版）

市町村等を
まとめた地域

市町村等
潮位

警報

3.5m



【Ⅲ-１】 気象予警報等の警報・注意報基準 （詳細版 ）

（６）　大雨・高潮特別警報発表基準

（７）　津波警報等　
　　①　種類について

　　　 　気象庁が発表する津波警報等の種類及び発表基準は、次のとおりである。

　　　　　　 大津波警報    ：予想される津波の高さが高いところで３ｍを超える場合

　　　　　　 津波警報  　   ：予想される津波の高さが高いところで１ｍを超え、３ｍ以下の場合

　　　　　　 津波注意報　 ：予想される津波の高さが高いところで０．２ｍ以上、１ｍ以下の場合であって、
　　　　　　　　　　　　　　　　津波による災害のおそれがある場合

　　　　　　 津波予報　　　：津波による災害が起こるおそれがない場合

※　地震発生後、予想される津波の高さが０．２ｍ未満で被害の心配がない場合、又
　は、津波注意報の解除後も海面変動が継続する場合には、「津波予報（若干の海面
　変動）」を発表する。

　　②　発表される津波の高さ等について

　　　　　　　（注意）
1 　津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、津波警報又は津波注意

報の解除を行う。このうち、津波注意報は、津波の観測状況等により、津波がさらに
高くなる可能性は小さいと判断した場合には、津波の高さが発表基準より小さくなる

     前に、海面変動が継続することや留意事項を付して解除を行う場合がある。
2 　 「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点におけるその潮位とその

時点に津波がなかったとした場合の潮位との差であって、津波によって潮位が上昇
した高さをいう。

　　③　津波情報
　　　　　　 大津波警報、津波警報、津波注意報を発表した後、「予想される津波の高さ」、「津
　　　　　波の到達予想時刻」等の情報を発表する。

（大津波警報を特別警報に位置づける）

高さの区分
数値での発表
（発表基準）

巨大地震の
場合の表現

１０ｍ＜予想高さ １０ｍ超

５ｍ＜予想高さ≦１０ｍ １０ｍ

３ｍ＜予想高さ≦５ｍ ５ｍ

津波警報 １ｍ＜予想高さ≦３ｍ ３ｍ 高い

津波注意報 ０.２ｍ≦予想高さ≦１ｍ １ｍ （表記しない）

種類

予想される津波の高さ

大津波警報 巨大

現象の種類 基　　準

大雨
台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場
合

高潮
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高潮になると予
想される場合



　　　　　　　（注　意）

　津波警報の発表後、沖合や沿岸の観測点で観測した津波の高さや到達時刻を発
表する。なお、大津波警報を発表している沿岸で、観測された津波の高さが１ｍ以下
のとき、又は津波警報を発表している沿岸で、観測された津波の高さが２０ｃｍ未満
のときは、津波の高さを「観測中」と発表する。また、沖合の津波観測に関する情報
では、沖合の観測値から推定される沿岸での津波の高さが、大津波警報を発表
している沿岸で３ｍ以下、津波警報を発表している沿岸で１ｍ以下のときは、沖合で
観測された津波の高さを「観測中」、推定される沿岸での津波の高さを「推定中」と発
表する。

　　④　津波予報
　　　　　　 地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合には、以下の内容を津波予報で
　　　　　発表する。（津波が予想されないときは、津波の心配なしの旨を地震情報に含めて発表。）

　　　　　　　（ 津波予報区）
 ◎ 有明八代海   熊本県 〔天草市（旧牛深市、旧五和町、旧天草町、旧河浦町）、苓北町を除く。〕

 ◎ 天草灘沿岸   熊本県 〔天草市（旧牛深市、旧五和町、旧天草町、旧河浦町）、苓北町に限る。〕

（津波情報の種類）

種類 内容

津波到達予報時刻・予想さ
れる津波の高さに関する情
報

各津波予報区の津波の到達予測時刻や
予想される津波の高さを発表します。

各地の満潮時刻・津波到達
予想時刻に関する情報

主な地点の満潮時刻・津波の到達予想
時刻を発表します。

津波観測に関する情報
沿岸で観測した津波の時刻や高さを発
表します。

沖合の津波観測に関する情
報

沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び
沖合の観測値から推定される沿岸での
津波の到達時刻や高さを津波予報区単
位で発表します。

津波情報

発表基準 内容

２０cm未満の海面変動が予
測されたとき

高いところでも２０cm未満の海面変動の
ため被害の心配はなく、特段の防災対応
の必要がない旨を発表します。

津波注意報解除後も海面変
動が継続するとき

津波に伴う海面変動が観測されており、
今後も継続する可能性が高いため、海に
入っての作業や釣り、海水浴などに際し
ては十分な留意が必要である旨を発表し
ます。

津波予報



Ⅲ-２  水防関係機関連絡一覧表 〔 第４章第３節 関係 〕

(1)　県関係

　　　　（直通）０９６－３３３－２１２０

　　　  （ＦＡＸ）０９６－２１３－１００１

機　関　名 電話番号 機　関　名 電話番号

機　関　名 電話番号 機　関　名 電話番号

国土交通省 国土交通省

熊本河川国道事務所 八代河川国道事務所

国土交通省 国土交通省

川辺川ダム砂防事務所 菊池川河川事務所

国土交通省 国土交通省

緑川ダム管理所 筑後川河川事務所
０９４２－３３－９１３１

０９６－３８２－１１１１

０９６６－２３－３１７４

０９６４－４８－０２１６

０９６５－３２－４１３５

０９６８－４４－２１７１

水防関係機関連絡一覧表

    ○ 水防本部（代表）０９６－３８３－１１１１（内線3430～3437）

(2)　国土交通省各事務所関係

水俣港管理事務所 熊本港管理事務所

三角港管理事務所

芦北地域振興局 球磨地域振興局

天草広域本部

０９６６－８２－３１１１

０９６５－３７－０３３８

市房ダム管理所 氷川ダム管理所

県央広域本部
（熊本土木）

宇城地域振興局

玉名地域振興局 鹿本地域振興局

県北広域本部（菊池） 阿蘇地域振興局

０９６－２７３－９６３８
（仮庁舎）

上益城地域振興局

０９６８－２５－４２３２ ０９６７－２２－１２０４

０９６－２８２－２１１１ ０９６５－３３－４１６５

０９６６－２４－４１１１

０９６９－２２－４３９１

０９６６－６３－２４４９ ０９６－３２９－４４１１

八代港管理事務所

０９６６－４４－０３０４

０９６４－３２－２１１１

０９６８－７４－２１１１ ０９６８－４４－２３１２

県南広域本部（八代）

０９６５－６７－２５３０

０９６４－５２－２０７９



(３）  市町村関係

西原村役場 総務課 ０９６－２７９－３１１１ ０９６－２７９－３５０６

南阿蘇村役場 総務課 ０９６７－６７－１１１１ ０９６７－６７－２０７３

総務課 ０９６７－４６－２１１１

０９６７－２５－２２１１

０９６７－４６－２３６８

産山村役場 総務課

０９６７－６２－１１７４

０９６－２３２－４９２３

防災交通課 ０９６－２８５ー５００６

０９６７－２５－２８６４

菊陽町役場 危機管理防災課

０９６７－２２－４５７７

０９６７－４２－１１２２

小国町役場

阿
　
　
蘇
　
　
水
　
　
防
　
　
区

阿蘇市役所 政策防災課 ０９６７－２２－３２３２

南小国町役場 総務課 ０９６７－４２－１１１２

高森町役場 総務課 ０９６７－６２－１１１１

０９６８－２４－７２２２

合志市役所 交通防災課 ０９６－２４８－１５５５ ０９６－２４８－１１９６

０９６－２９３－４８３６

０９６－２３２－２１１０

菊
　
池
　
水
　
防
　
区

菊池市役所 防災交通課 ０９６８－２５－７２０３

大津町役場

０９６８－４３－１１１３ ０９６８－４４－０３７３
鹿
本

山鹿市役所 防災監理課

荒尾市役所

南関町役場

防災安全課

建設課

総務課

総務課

宇城市役所

美里町役場

玉名市役所
玉
　
名
　
水
　
防
　
区

長洲町役場

玉東町役場

和水町役場

防災安全課

総務課

機　関　名

０９６４－２２－１１１１宇土市役所

熊
本

熊本市役所

総務課

電話番号

０９６－３２８－２４９０

０９６４－４６－２１１１

宇
城
水
防
区

担当課

０９６４－３２－１７６６防災消防課

危機管理防災総室

土木課

０９６－３５９－８６０５

０９６４－２２－６０３１

ＦＡＸ番号

０９６４－３２－０１１０

０９６８－７８－３２６２

０９６８－８５－３１１１

０９６８－８６－５７２０

０９６８－５７－８５００

０９６８－７５－１１３０

０９６８－６３－１３９５

０９６８－７８－１０９２

０９６８－８５－３１１６

０９６８－８６－４２１５

０９６８－５３－２３５１

０９６８－７５－１１６６

０９６４－４６－３５１０

０９６８－６３－１１６９



(３）  市町村関係

機　関　名 電話番号担当課 ＦＡＸ番号

０９６９－３５－２４５４

０９６９－２３－７５７０

０９６４－５６－４９７２

０９６６－２４－７８６９

０９６７－７２－１０８０

０９６６－３２－１２３０

０９６６－２４－５６６９

０９６６－３８－１５７５

０９６４－２６－５５４４

苓北町役場 総務課 ０９６９－３５－１１１１

０９６６－４５－３６６７

五木村役場 ０９６６－３７－２２１５

０９６６－４４－０６６２

あさぎり町役場 総務課

天
草
水
防
区

天草市役所 防災危機管理課 ０９６９－２４－８８１７

上天草市役所

山江村役場 総務課 ０９６６－２３－３１１１

球磨村役場

危機管理防災課

０９６６－４５－１１１１

総務課 ０９６６－３７－２２１１

水上村役場 総務課 ０９６６－４４－０３１１

相良村役場

総務課 ０９６６－３２－１１１１

０９６６－４２－２２９３

湯前町役場 総務課 ０９６６－４３－４１１１ ０９６６－４３－３０１３

０９６６－４２－１２６２

０９６６－３５－００１１

球
　
磨
　
水
　
防
　
区

人吉市役所 防災安全課 ０９６６－２２－２１１１

多良木町役場 危機管理防災課

総務課 ０９６６－３５－０２１１

錦町役場 総務課

０９６６－６２－０６１１

０９６６－８２－２８９３

津奈木町役場 総務課 ０９６６－７８－３１１１ ０９６６－７８－３１１６

芦
北
水
防
区

水俣市役所 危機管理防災課 ０９６６－６１－１６０４

芦北町役場 総務課 ０９６６－８２－２５１１

０９６６－３８－１１１１

八
代
水
防
区

八代市役所 危機管理課 ０９６５－３３－４１１２ ０９６５－３５－２００９

氷川町役場 総務課 ０９６５－５２－７１１１ ０９６５－５２－３９３９

甲佐町役場 建設課 ０９６－２３４－１１１１ ０９６－２３４－４４００

０９６－２８２－２８０３

嘉島町役場 建設課 ０９６－２３７－２６１９ ０９６－２３７－２３５９

０９６－２８６－４５２３

上
益
城
水
防
区

御船町役場 建設課 ０９６－２８２－１１１１

益城町役場 都市建設課 ０９６－２８６－３１１１

山都町役場 総務課 ０９６７－７２－１１１１



機　関　名 電話番号 機関名 電話番号

熊本中央警察署 ０９６－３２３－０１１０ 熊本南警察署 ０９６－３２６－０１１０

熊本東警察署 ０９６－３６８－０１１０ 玉名警察署 ０９６８－７４－０１１０

熊本北合志警察署 ０９６－３４１－０１１０ 山鹿警察署 ０９６８－４４－０１１０

荒尾警察署 ０９６８－６８－５１１０ 大津警察署 ０９６－２９４－０１１０

菊池警察署 ０９６８－２４－０１１０ 阿蘇警察署 ０９６７－３５－５１１０

小国警察署 ０９６７－４６－２１１０ 御船警察署 ０９６－２８２－１１１０

高森警察署 ０９６７－６２－０１１０ 宇城警察署 ０９６４－３３－０１１０

山都警察署 ０９６７－７２－０１１０ 芦北警察署 ０９６６－８２－３１１０

八代警察署 ０９６５－３３－０１１０ 人吉警察署 ０９６６－２４－４１１０

水俣警察署 ０９６６－６２－０１１０ 天草警察署 ０９６９－２４－０１１０

多良木警察署 ０９６６－４２－４１１０ 牛深警察署 ０９６９－７３－２１１０

上天草警察署 ０９６４－５６－０１１０

機　関　名 電話番号 機関名 電話番号

陸上自衛隊
第８師団

０９６－３４３－３１４１ 九州農政局 ０９６－２１１－９１１１

熊本地方気象台 ０９６－３５２－０３４５
人吉特別地域

気象観測所　(注)
０９６６－２２－２０９４

牛深特別地域
気象観測所　(注)

０９６９－７３－２５６７ 熊本海上保安部 ０９６４－５２－３１０３

八代海上保安署 ０９６５－３７－１４７７ 天草海上保安署 ０９６９－７３－４９９９

九州旅客鉄道㈱
熊本支社

０９６－３５２－０８１８
西日本電信電話㈱

熊本支店
０９６－３２１－３２５０

九州産業交通
ホールディングス㈱

０９６－３２５－８２２９ NHK熊本放送局 ０９６－３２６－８２０３

㈱テレビ熊本
（ＴＫＵ）

０９６－３５４－３４１１
㈱熊本放送

（ＲＫＫ）
０９６－３２８－５５１１

熊本朝日放送㈱
（ＫＡＢ）

０９６－３５９－１１１１
㈱熊本県民テレビ

（ＫＫＴ）
０９６－３６３－６１１１

(4)　県警察関係　　

 　○ 警察本部　 ０９６－３８１－０１１０　（代表）

（注）各特別地域気象観測所への電話は、熊本地方気象台に自動的に転送

(5)　関係機関（順不同）



【Ⅲ-３-①】　洪水予報河川と実施区域  〔 第５章第１節関係 〕

　左　岸 ： 熊本市東区渡鹿８丁目５４０番の４地先

小磧橋下流端から海まで

　右　岸 ： 熊本市中央区黒髪町大字宇留毛浦山７２０番の５地先

　左   岸 ： 上益城郡甲佐町大字上揚字佐戸１２２１番地先

                                                                                から海まで

　右   岸 ： 上益城郡甲佐町大字上揚字宮上９８８番地の１地先

　左   岸 ： 熊本市南区富合町大字硴の江字地方２２２番地の１地先

                                                                   から緑川合流点まで

　右   岸 ： 熊本市南区富合町大字莎崎字境目９５１番の１地先

　左   岸 ： 上益城郡嘉島町大字下六嘉字吐合１６６１番の１地先

                                                              大六橋下流端から緑川合流点まで

　右   岸 ： 熊本市東区画図町下無田宇鳥ヶ江３３１番地先大六橋下流端

　左   岸 ： 上益城郡御船町大字辺田見字井手下１１６１番地先

                                                              から緑川合流点まで

　右   岸 ： 上益城郡御船町大字辺田見字甲斐山４９２番の１地先

　左   岸 ： 菊池市大字赤星字寿毛賀１２７９番地先

                                                              から海まで

　右   岸 ： 菊池市大字北宮字居屋敷６４番地先

　左右岸 ： 菊池市泗水町大字豊水字出口４１２２番の１地先

市道橋から幹川合流地点まで

　左右岸 ： 球磨郡湯前町字焼尾５０５１地先

市房第２堰堤から海まで

  幹川分流点から海まで

  幹川分流点から海まで

菊池川 玉     名
山     鹿
広     瀬

合志川
佐　   野

球磨川 多 良 木
一     武
人　   吉

渡
大 　  野
萩　   原

前  川

南  川

浜戸川 中 甲 橋

城     南

加勢川 大 六 橋

御船川 御     船

河 川 名 実        施        区        間 基準地点

白　川 代 継 橋

緑　川 中 甲 橋

城     南



【Ⅲ-３-②】 洪水予報の対象となる基準水位観測所及び設定水位   〔 第５章第１節関係 〕

観測所名 地先名
水防団

待機水位
はん濫

注意水位
避難

判断水位
はん濫

危険水位
摘 要

代
よ

継
つぎ

橋
ばし 熊本市中央区紺屋今

町
2.50 3.70 4.80 5.00

観測所
水位

中
ちゅう

 甲
こ う

 橋
ばし 下益城郡美里町大字

岩下（中甲橋地点）
2.00 3.00 4.10 4.60

観測所
水位

城南
じょうなん 熊本市南区城南町千町(蓍町橋

（めどまちはし）地点) 3.30 4.30 5.80 6.20
観測所
水位

中
ちゅう

 甲
こ う

 橋
ばし 下益城郡美里町大字

岩下（中甲橋地点）
2.00 3.00 4.10 4.60

観測所
水位

城南
じょうなん 熊本市南区城南町千町(蓍町橋

（めどまちはし）地点) 3.30 4.30 5.80 6.20
観測所
水位

大六橋
だ い ろ く ばし 上益城郡嘉島町三郎

無田(大六橋地点)
2.50 3.20 3.90 4.40

観測所
水位

御船
み ふ ね 上益城郡御船町大字

御船(御船橋地点)
2.00 3.00 3.60 4.30

観測所
水位

玉名
た ま な 玉名市大字西迫間字川端(玉名

大橋下流100m) 3.50 4.40 5.50 5.90
観測所
水位

山鹿
や ま が

山鹿市下町 3.20 4.00 5.90 6.30
観測所
水位

広瀬
ひ ろ せ 菊池市大字広瀬(菊池川橋地点

下流150m) 1.50 2.70 3.00 3.90
観測所
水位

佐野
さ の 菊池市泗水町南田島字佐野(佐

野橋下流100m) 2.00 2.70 2.80 3.10
観測所
水位

多良木
た ら ぎ 球磨郡多良木町中鶴455-5(中鶴

橋下流約20m) 1.60 2.00 3.50 3.60
観測所
水位

一武
い ち ぶ 球磨郡錦町大字木上

(錦大橋下流800m)
2.90 3.50 4.30 4.40

観測所
水位

人吉
ひ と よ し 人吉市中城町25(水

の手橋上流300m)
1.50 2.00 3.00 3.20

観測所
水位

渡
わたり 球磨郡球磨村大字三ヶ浦字小渡

1548番地(相良橋下流150m) 3.80 5.00 6.00 7.60
観測所
水位

大野
お お の 球磨郡球磨村大字神瀬江川

40(大野大橋下流150m) 5.50 6.50 8.00 10.90
観測所
水位

萩原
はぎわら

八代市坂本町西部は字真道367-
2(九州自動車道球磨川第一橋上
流300m)

1.60 2.00 3.50 4.40
観測所
水位

河川名

菊池川
き く ち が わ

合志川
こ う し が わ

球磨川
く ま が わ

前
まえ

 川
かわ

南
みなみ

 川
かわ

加勢川
か せ が わ

御船川
み ふ ね が わ

白川
しらかわ

緑川
みどりかわ

浜
はま

戸
ど

川
がわ



Ⅲ-４  伝達系統図及び予報文例

メール又は

熊本河川国道事務所 　　専用回線 立野ダム工事事務所

調査第一課 747-400(マイクロ FAX）,メール

096-382-1111 メール又は

FAX 409 　　専用回線 白川出張所

メール 6140(マイクロ FAX）,メール

kouzui@kkr.mlit.go.jp又はktr-kouzui@mlit.go.jp メール又は 防災無線

　　専用回線 熊本県水防本部 (FAX) 熊本土木事務所

749-7672(マイクロ FAX）,メール 096-368-4660(FAX)

749-7570(マイクロ TEL)

メール又は

　　専用回線 河川情報センター 熊本市

718-60,61(マイクロ FAX）,メール

718-21,22(マイクロ TEL)

メール又は

　　一般回線 熊本市 関係機関

096-359-8605(FAX),メール

熊本地方気象台 　　オンライン

現業室 　　(警報のみ伝達) 西日本電信電話株式会社 関係市町村

096-352-0345 又は東日本電信電話株式会社

FAX 096-352-9460 　　防災情報

メール 　　提供ｼｽﾃﾑ ＮＨＫ

kumamoto@met.kishou.go.jp 096-326-8287(FAX) 関係市町村

　　防災情報

　　提供ｼｽﾃﾑ 熊本県知事公室危機管理防災課 県関係機関

 096-383-1503(FAX)

　　防災情報

　　提供ｼｽﾃﾑ 熊本市消防局 消防関係機関

福岡管区気象台  096-366-6679(FAX)

　　防災情報

　　提供ｼｽﾃﾑ 陸上自衛隊西部方面総監部

096-368-5111(内線FAX4446)

　　防災情報

　　提供ｼｽﾃﾑ 陸上自衛隊第八師団

 096-343-3141(内線3227)

　　防災情報

ＪＲ九州 　　提供ｼｽﾃﾑ 熊本海上保安部

092-624-3842(FAX)  0964-52-3108(FAX)

　　防災情報

　　提供ｼｽﾃﾑ ＲＫＫ 

 096-355-2031(FAX)

　　防災情報

　　提供ｼｽﾃﾑ ＴＫＵ

関係機関 　  096-326-2654(FAX)

　　オンライン 総務省消防庁

白　川　洪　水　予　報　伝　達　系　統　図
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Ⅲ-４  伝達系統図及び予報文例

メール又は

熊本河川国道事務所 　　専用回線 緑川ダム管理所

調査第一課 744-400(マイクロ FAX),メール

096-382-1111 メール又は

FAX 409 　　専用回線 緑川上流出張所 熊本土木事務所 熊本市役所

メール 6240(マイクロ FAX）,メール 096-368-4660(FAX） 宇土市役所

qsr-kumamoto-kasen01@mlit.go.jp メール又は 宇城市役所

　　専用回線 緑川下流出張所 上益城地域振興局 甲佐町役場

6340(マイクロ FAX),メール  0967-72-3820(FAX) 御船町役場

メール又は 嘉島町役場

　　専用回線 熊本県水防本部 防災無線 宇城地域振興局 美里町役場

749-7672(マイクロ FAX),メール (FAX)  0964-32-5124(FAX)

749-7570(マイクロ TEL)

メール又は

　　専用回線 河川情報センター

718-60,61(マイクロ FAX),メール

718-21,22(マイクロ TEL)

メール又は

一般回線 熊本市 関係機関

メール又は 096-359-8605(FAX),メール

一般回線 宇土市 関係機関

メール又は 0964-22-6031(FAX),メール

一般回線 宇城市 関係機関

メール又は 0964-32-0110(FAX),メール

一般回線 甲佐町 関係機関

メール又は 096-234-3964(FAX),メール

一般回線 御船町 関係機関

メール又は 096-282-2803(FAX),メール

一般回線 嘉島町 関係機関

メール又は 096-237-2359(FAX),メール

一般回線 美里町 関係機関

0964-46-3510(FAX),メール

熊本地方気象台 　　オンライン

現業室 　　(警報のみ伝達) 西日本電信電話株式会社 関係市町村

096-352-0345 又は東日本電信電話株式会社

FAX 096-352-9460 　　防災情報

メール 　　提供ｼｽﾃﾑ ＮＨＫ

kumamoto@met.kishou.go.jp  096-326-8287(FAX)

　　防災情報 関係市町村

　　提供ｼｽﾃﾑ 熊本県知事公室危機管理防災課

 096-383-1503(FAX) 県関係機関

　　防災情報

　　提供ｼｽﾃﾑ 熊本市消防局 消防関係機関

福岡管区気象台  096-366-6679(FAX)

　　防災情報

　　提供ｼｽﾃﾑ 陸上自衛隊西部方面総監部

 096-368-5111(FAX内線4446)

　　防災情報

　　提供ｼｽﾃﾑ 陸上自衛隊第八師団

 096-343-3141(内線3227)

　　防災情報

ＪＲ九州 　　提供ｼｽﾃﾑ 熊本海上保安部

092-624-3842(FAX)  0964-52-3108(FAX)

　　防災情報

　　提供ｼｽﾃﾑ ＲＫＫ 

 096-355-2031(FAX)

　　防災情報

　　提供ｼｽﾃﾑ ＴＫＵ

関係機関  096-326-2654(FAX)

　　オンライン 総務省消防庁

緑　川　洪　水　予　報　伝　達　系　統　図
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球 磨 川 洪 水 予 報 伝 達 系 統 図 

 

 
九州地方整備局 

河川管理課【水災害予報センター】 

TEL 092-471-6331(代表)  476-3527(河管) 

FAX 092-476-3473(河管) 

m-T 89-3776～3777 

m-F 89-3444､3474 

調査課 

TEL 0965-32-7551 

FAX 0965-32-1688 

m-T 745-351～356 

m-F 745-400 

 

西日本電信電話(株) 

又は 

東日本電信電話(株) 

八代出張所 

TEL 0965-32-4892 

FAX 0965-32-4206 

m-T 745-6121 

m-F 745-6140 

(一財)河川情報ｾﾝﾀｰ
（福岡ｾﾝﾀｰ） 

TEL 092-481-0241 

FAX 092-471-6878 

m-T 718-21 

m-F 718-60 

電源開発(株) 

南九州電力所 

（瀬戸石ダム） 

TEL 0966-83-

0033 

FAX 0966-83-0723 

産交バス(株)八代営業所 

TEL 0965-32-

5145 

FAX 0965-34-1299 

熊本県 水防本部 

TEL 096-333-2120 

FAX 096-213-1001 

m-T 749-7670 

m-F 749-7673 

熊本県 知事公室 

危機管理防災課 

TEL 096-333-2115 

協

同

発

表 

熊本地方気象台 

現 業 室 

 

TEL 096-352-0345 

FAX 096-352-9460 

E-mail kumamoto@met.kishou.go.jp 

福岡管区気象台 

予 報 課 

 

TEL 092-725-3600 

FAX 092-771-2886 

九州旅客鉄道(株) 

 

専用回線 

 専用回線 

人吉出張所 

TEL 0966-22-3244 

FAX 0966-22-7918 

m-T 745-6221 

m-F 745-6240 

メールまたは専用回線 

(株)人吉新聞社 

TEL 0966-24-2111 

FAX 0966-24-2113 

一 般 住 民 

防災対策室 
TEL 0965-32-7173 
FAX 0965-35-1649 
m-T 745-520～523 
m-F 745-516 
E-mail qsr-yatsushiro-bou01 

@mlit.go.jp 

八代河川国道事務所 

N H K 

オンライン 

※ 

熊本市消防局 

※ 水防法（平成 27年 5月 20改正）第 13条の 4（関係市町村長への通知）に基づく通知 

陸上自衛隊 

西部方面総監部 

陸上自衛隊 

第８師団司令部 

総務省消防庁 

熊本海上保安部 

オンライン 

R K K 

T K U 

県 関係機関 

関係市町村 消防関係機関 メ
ー
ル
ま
た
は
専
用
回
線 

防災情報 
提供システム オンライン（警報のみ伝達） 

防災情報提供システム 

八代市 総務企画部危機管理課 

TEL 0965-33-4112 (直通) 

人吉市 総務部防災安全課 

TEL 0966-22-2111 (代表) 

芦北町 総務課 

TEL 0966-82-2511 (代表) 

球磨村 総務課 

TEL 0966-32-1111 (代表) 

相良村 総務課 

TEL 0966-35-0211 (代表) 

錦 町 総務課 

TEL 0966-38-1111 (代表) 

あさぎり町 総務課 

TEL 0965-45-1111 (代表) 

多良木町 総務課 

TEL 0966-42-6111 (代表) 

水上村 総務課 

TEL 0966-44-0311 (代表) 

湯前町 総務課 

TEL 0966-43-4111 (代表) 

（球磨川流域） 

リアルタイム 
川の防災情報など 

テ
レ
ビ
報
道
な
ど 

新
聞
な
ど 
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　マイクロ回線

マイクロ回線

0968－74－3175～6 0968－44－2177～8   0968-27-1120 

マイクロ

回　　線

096－383－1111

マイクロ

回　　線

092－481－0241

オンライン（警報のみ伝達）

オンライン

オンライン

オンライン

　熊本県知事公室危機管理防災課

関係市町

県関係機関

関係市町

　ＦＡＸ　096-352-9460

　現業室　096-352-0345

熊本地方気象台

Ｆ（718－60～61）

熊本市

（一財）河川情報センター

Ｍ（718－21,22,25,26）

　ＮＴＴ五反田センタ

玉東町

Ｆ（749－7671） 　菊池地域振興局 和水町

    メール 山鹿市

各水防団体

又は　ktr-kouzui@mlit.go.jp Ｆ（6140）、メール Ｆ（6240）、メール Ｆ（6356）、メール

熊本県水防本部 防災 　玉名地域振興局 防災 玉名市

「川の防災情報」管理者

菊池市

Ｍ（749－7670） 無線 　鹿本地域振興局 無線

山鹿出張所 竜門ダム管理支所

メール kouzui@kkr.mlit.go.jp Ｍ（6121,6122,6132） Ｍ（6221,6222,6232） Ｍ（6341,6342）

ＦＡＸ　0968-44-8061 玉名出張所

　国土交通省九州地方整備局

　河川管理課　水災害予報センター　ＴＥＬ（092）471－6340

　Ｍ（89－3871,3872,3873）Ｆ（89－3444,3474）

菊池川河川事務所

調査課

0968-44-2171

関係機関

メール

　ＮＨＫ　メール　kumamoto@met.kishou.go.jp

福岡管区気象台

予報課　092-725-3600

　総務省消防庁

JR九州



Ⅲ－４　伝達系統図（筑後川）

　水防警報　伝達系統図【 筑 後 川 水 系  】
◎対象河川：筑後川（杖立川）
◎基準観測所：杖立水位観測所

ﾒｰﾙ

ﾒｰﾙ

ﾒｰﾙ

ﾒｰﾙ

ﾒｰﾙ

ﾒｰﾙ

ﾒｰﾙ 小国町　　ＴＥＬ：0967-46-2368

日田市　　ＴＥＬ：0973-24-0429

④西方総監部資料課

⑤陸上自衛隊第4師団司令部

②第42普通科連隊

阿蘇地域振興局 小国町

【大分県 河川課】
ＴＥＬ：097-506-4596､ＦＡＸ：097-506-1775

日田土木事務所 日田市

【筑後川ダム統合管理事務所】
ＴＥＬ：0942-39-6651

①陸上自衛隊第8師団司令部

水防協力
団体

水防協力
団体

筑
後
川
河
川
事
務
所

【日田出張所】
ＴＥＬ：0973-23-5291､ＦＡＸ：0973-23-7331

【熊本県 河川課】
ＴＥＬ：096-333-2120､ＦＡＸ：096-382-3277

(財)河川情報ｾﾝﾀｰ
ＴＥＬ：092-481-0241

③西部方面戦車隊

ＴＥＬ：096-343-3141



発表者
→

第１受報者
→

第２受報者
→

第３受報者
国土交通省　熊本河川国道事務所
気象庁　熊本地方気象台 機関名 機関名 機関名

演習
白川
しらかわ

氾濫注意情報
白 川 洪 水 予 報 第 1 号
洪 水 注 意 報 （ 発 表 ）
令 和 3 年 03 月 30 日 20 時 20 分

熊本河川国道事務所
くまもとかせんこくどうじむしょ

熊本地方気象台
くまもとちほうきしょうだい

　共同発表

（見出し）

【警戒レベル２相当情報［洪水］】白川
しらかわ

では、氾濫注意水位に到達し、今後、
水位はさらに上昇する見込み

（主　文）
【警戒レベル２相当】白川

しらかわ
の代継橋

よつぎばし
水位観測所（熊本市

くまもとし
）では、30日 20時 10分頃に、

「氾濫注意水位」に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込みです。洪水に関する情報
に注意して下さい。

（雨量）
現在、雨はやんでいます。

流域 28日 20時 10分～30日 20時 10分
までの流域平均雨量

30日 20時 10分～30日 23時 10分
までの流域平均雨量の見込み

白川流域 0ミリ 0ミリ

（水位）
白川の水位観測所における水位は次の通りと見込まれます。

観測所名
水位危険度 レベル１ レベル２ レベル３ レベル４

水位(m) 又は 流量(m3/s) 水防団
待機

氾濫
注意

避難
判断

氾濫
危険

代継橋
水位観測所

(熊本市)

30日 20時 10分の状況 -0.25 -
30日 21時 10分の予測 -
30日 22時 10分の予測 -
30日 23時 10分の予測 -

水位のグラフは各水位間を按分したものです。
水位危険度レベル４については、氾濫危険水位と計画高水位を按分しており、氾濫危険水位＝計画高水
位の場合は最大になります。

（注意事項）

（参考資料）
(単位:水位(m) 又は 流量(m3/s))

観測所名 代継橋
水位観測所

Ⅲ－４　予報文例（白川）



熊本市
レベル４水位
氾濫危険水位※ 5.00

レベル３水位
避難判断水位※ 4.70

レベル２水位
氾濫注意水位 3.70

レベル１水位
水防団待機水位 2.50

受け持ち区間
白川

左岸 熊本県熊本市
右岸 熊本県熊本市

氾濫が発生した場合
の浸水想定区域

熊本県熊本市
松尾西校区、小島校区、
松尾東校区、池上校区、
高橋校区、城山校区、白
坪校区、古町校区、春日
校区、五福校区、慶徳校
区、一新校区、城西校
区、花園校区、池田校
区、壺川校区、城東校
区、碩台校区、黒髪校
区、清水校区、高平台校
区、城北校区、中島校
区、飽田西校区、奥古閑
校区、川口校区、銭塘校
区、飽田東校区、飽田南
校区、中緑校区、力合校
区、川尻校区、城南校
区、日吉校区、日吉東校
区、向山校区、本荘校
区、春竹校区、田迎校
区、御幸校区、田迎南校
区、画図校区、出水南校
区、白川校区、出水校
区、白山校区、大江校
区、託麻原校区、西原校
区、砂取校区

※避難判断水位、氾濫危険水位：水位観測所受け持ち区間内の第１位危険箇所の
　　　　　　　　　　　　　　　避難判断水位・氾濫危険水位を水位観測所に換算した水位です。

水位
危険度レベル 水位 求める行動の段階

レベル５ 氾濫の発生以降 氾濫水への警戒を求める段階

レベル４ 氾濫危険水位から氾濫発生まで いつ氾濫してもおかしくない状態
避難等の氾濫発生に対する対応を求める段階

レベル３ 避難判断水位から氾濫危険水位まで 避難準備などの氾濫発生に対する警戒を求める段階

レベル２ 氾濫注意水位から避難判断水位まで 氾濫の発生に対する注意を求める段階

レベル１ 水防団待機水位から氾濫注意水位まで 水防団が体制を整える段階

「雨量」 「水位」等の情報は、下記のサイトからもご覧いただけます。



パソコンから 携帯電話から
川の防災情報

水害リスクライン
https://www.river.go.jp/
https://frl.river.go.jp/ 　

気象庁ホームページ https://www.jma.go.jp/

問い合わせ先
水位関係：国土交通省 熊本河川国道事務所 調査第一課　水防企画係　電話：096-382-1111
気象関係：気象庁 熊本地方気象台 現業室　電話：096-352-0345



発表者
→

第１受報者
→

第２受報者
→

第３受報者
国土交通省　熊本河川国道事務所
気象庁　熊本地方気象台 機関名 機関名 機関名

演習
緑川水系
みどりかわすいけい

氾濫注意情報
緑 川 水 系 洪 水 予 報 第 1 号
洪 水 注 意 報 （ 発 表 ）
令 和 3 年 03 月 30 日 20 時 20 分

熊本河川国道事務所
くまもとかせんこくどうじむしょ

熊本地方気象台
くまもとちほうきしょうだい

　共同発表

（見出し）

【警戒レベル２相当情報［洪水］】緑川水系
みどりかわすいけい

では、氾濫注意水位に到達し、今
後、水位はさらに上昇する見込み

（主　文）
【警戒レベル２相当】緑川

みどりかわ
の城南
じょうなん

水位観測所（熊本市
くまもとし

）では、30日 20時 10分頃に、「氾
濫注意水位」に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込みです。洪水に関する情報に
注意して下さい。

（雨量）
現在、雨はやんでいます。

流域 28日 20時 00分～30日 20時 00分
までの流域平均雨量

30日 20時 00分～30日 23時 00分
までの流域平均雨量の見込み

緑川上流域 0ミリ 0ミリ

流域 28日 20時 00分～30日 20時 00分
までの流域平均雨量

30日 20時 00分～30日 23時 00分
までの流域平均雨量の見込み

緑川中流域 0ミリ 0ミリ

流域 28日 20時 00分～30日 20時 00分
までの流域平均雨量

30日 20時 00分～30日 23時 00分
までの流域平均雨量の見込み

加勢川流域 0ミリ 0ミリ

流域 28日 20時 00分～30日 20時 00分
までの流域平均雨量

30日 20時 00分～30日 23時 00分
までの流域平均雨量の見込み

御船川流域 0ミリ 0ミリ

（水位）
緑川水系の水位観測所における水位は次の通りと見込まれます。

Ⅲ－４　予報文例（緑川）



観測所名
水位危険度 レベル１ レベル２ レベル３ レベル４

水位(m) 又は 流量(m3/s) 水防団
待機

氾濫
注意

避難
判断

氾濫
危険

城南
水位観測所

(熊本市)

30日 20時 10分の状況 0.93 -
30日 21時 10分の予測 *** -
30日 22時 10分の予測 *** -
30日 23時 10分の予測 *** -

中甲橋
水位観測所

(下益城郡美里町)

30日 20時 10分の状況 -0.39 -
30日 21時 10分の予測 *** -
30日 22時 10分の予測 *** -
30日 23時 10分の予測 *** -

大六橋
水位観測所

(上益城郡嘉島町)

30日 20時 10分の状況 0.53 -
30日 21時 10分の予測 *** -
30日 22時 10分の予測 *** -
30日 23時 10分の予測 *** -

御船
水位観測所

(上益城郡御船町)

30日 20時 10分の状況 -0.40 -
30日 21時 10分の予測 *** -
30日 22時 10分の予測 *** -
30日 23時 10分の予測 *** -

水位のグラフは各水位間を按分したものです。
水位危険度レベル４については、氾濫危険水位と計画高水位を按分しており、氾濫危険水位＝計画高水
位の場合は最大になります。

（注意事項）

（参考資料）
(単位:水位(m) 又は 流量(m3/s))

観測所名
城南

水位観測所
中甲橋

水位観測所
大六橋

水位観測所

熊本市 下益城郡美里町 上益城郡嘉島町
レベル４水位
氾濫危険水位※ 6.20 4.60 4.40

レベル３水位
避難判断水位※ 5.80 4.10 3.90

レベル２水位
氾濫注意水位 4.30 3.00 3.20

レベル１水位
水防団待機水位 3.30 2.00 2.50

受け持ち区間

緑川
左岸 熊本県熊本市から

熊本県宇土市
右岸 熊本県甲佐町から

熊本県熊本市

緑川
左岸 熊本県甲佐町
右岸 熊本県甲佐町

加勢川
左岸 熊本県嘉島町から

熊本県熊本市
右岸 熊本県熊本市

氾濫が発生した場合
の浸水想定区域

熊本県熊本市
中島校区、飽田西校区、
奥古閑校区、川口校区、
銭塘校区、中緑校区、飽
田南校区、川尻校区、富
合校区、秋津校区、杉上
校区、隈庄校区

熊本県宇土市

熊本県熊本市
杉上校区

熊本県上益城郡御船町
小坂校区

熊本県上益城郡甲佐町
白旗校区、龍野校区、甲
佐校区、乙女校区

熊本県下益城郡美里町
中央校区

熊本県熊本市
中島校区、飽田西校区、
奥古閑校区、川口校区、
銭塘校区、中緑校区、飽
田東校区、飽田南校区、
力合校区、川尻校区、富
合校区、日吉校区、日吉
東校区、城南校区、春竹
校区、田迎校区、御幸校



走潟校区、網津校区、緑
川校区、宇土校区、宇土
東校区、花園校区

熊本県宇城市
不知火校区、松橋校区

熊本県上益城郡嘉島町
嘉島東校区、嘉島西校区

熊本県上益城郡御船町
高木校区、小坂校区、御
船校区

熊本県上益城郡甲佐町
乙女校区、白旗校区

区、田迎南校区、砂取校
区、画図校区

熊本県上益城郡嘉島町
嘉島東校区、嘉島西校区

熊本県上益城郡御船町
高木校区、小坂校区、木
倉校区、御船校区

観測所名
御船

水位観測所

上益城郡御船町
レベル４水位
氾濫危険水位※ 4.30

レベル３水位
避難判断水位※ 3.60

レベル２水位
氾濫注意水位 3.00

レベル１水位
水防団待機水位 2.00

受け持ち区間

御船川
左岸 熊本県御船町
右岸 熊本県御船町から

熊本県嘉島町

氾濫が発生した場合
の浸水想定区域

熊本県熊本市
御幸校区、画図校区、秋
津校区

熊本県上益城郡嘉島町
嘉島西校区、嘉島東校区

熊本県上益城郡御船町
高木校区、小坂校区、木
倉校区、御船校区

※避難判断水位、氾濫危険水位：水位観測所受け持ち区間内の第１位危険箇所の
　　　　　　　　　　　　　　　避難判断水位・氾濫危険水位を水位観測所に換算した水位です。

水位
危険度レベル 水位 求める行動の段階

レベル５ 氾濫の発生以降 氾濫水への警戒を求める段階

レベル４ 氾濫危険水位から氾濫発生まで いつ氾濫してもおかしくない状態
避難等の氾濫発生に対する対応を求める段階

レベル３ 避難判断水位から氾濫危険水位まで 避難準備などの氾濫発生に対する警戒を求める段階

レベル２ 氾濫注意水位から避難判断水位まで 氾濫の発生に対する注意を求める段階

レベル１ 水防団待機水位から氾濫注意水位まで 水防団が体制を整える段階

「雨量」 「水位」等の情報は、下記のサイトからもご覧いただけます。
パソコンから 携帯電話から



川の防災情報
水害リスクライン

https://www.river.go.jp/
https://frl.river.go.jp/ 　

気象庁ホームページ https://www.jma.go.jp/

問い合わせ先
水位関係：国土交通省 熊本河川国道事務所 調査第一課　水防企画係　電話：096-382-1111
気象関係：気象庁 熊本地方気象台 現業室　電話：096-352-0345



Ⅲ－４　予報文例（球磨川）

令和○○年○○月○○日○○時○○分

（見出し）

（主　文）

（雨量）

所により1時間に50ミリの雨が降っています。

今後もこの雨は降り続く見込みです。

球磨川上流域

球磨川中流域

球磨川流域

（水位）
球磨川水系の水位観測所における水位は次のとおりと見込まれます。

3.51↑

3.59_
3.55 _

3.51 _

4.00 _

     _

      _

      _

3.00 _

      _

      _

      _

3.02↑

3.05 _

3.10 _

3.15 _

2.00  _

     _

      _

      _

1.00  _

      _

      _

      _

流域
00日00時00分～00日00時00分

までの流域平均雨量
00日00時00分～00日00時00分
までの流域平均雨量の見込み

○○○ミリ

球磨川氾濫注意情報
球 磨 川 洪 水 予 報 第 ○ 号
洪 水 注 意 報 （ 発 表 ）

八代河川国道事務所 熊本地方気象台　共同発表

【警戒レベル２相当情報［洪水］】球磨川では、氾濫注意水位に到達し、
今後、水位はさらに上昇する見込み

【警戒レベル２相当】球磨川の萩原水位観測所（八代市）では、○○日○○時○○分頃に、「氾
濫注意水位」に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込みです。洪水に関する情報に注意して
下さい。

【警戒レベル２相当】球磨川の人吉水位観測所（人吉市）では、○○日○○時○○分頃に、「氾
濫注意水位」に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込みです。洪水に関する情報に注意して
下さい。

○○ミリ

流域
00日00時00分～00日00時00分

までの流域平均雨量
00日00時00分～00日00時00分
までの流域平均雨量の見込み

○○○ミリ ○○ミリ

観測所名

水位危険度 レベル１ レベル２ レベル３

○○○ミリ ○○ミリ

流域
00日00時00分～00日00時00分

までの流域平均雨量
00日00時00分～00日00時00分
までの流域平均雨量の見込み

レベル４

水位(m)
水防団
待機

氾濫
注意

避難
判断

氾濫
危険

萩原
水位観測所
(八代市)

00日00時00分の状況
00日01時00分の予測
00日02時00分の予測

00日03時00分の予測

大野
水位観測所

(球磨郡球磨村)

00日00時00分の状況
00日01時00分の予測
00日02時00分の予測

00日03時00分の予測

渡
水位観測所

(球磨郡球磨村)

00日00時00分の状況

00日01時00分の予測
00日02時00分の予測
00日03時00分の予測

人吉
水位観測所
(人吉市)

00日00時00分の状況
00日01時00分の予測

00日02時00分の予測

00日03時00分の予測

一武
水位観測所

(球磨郡錦町)

00日00時00分の状況
00日01時00分の予測

00日02時00分の予測
00日03時00分の予測

多良木
水位観測所

(球磨郡多良木町)

00日00時00分の状況
00日01時00分の予測
00日02時00分の予測

00日03時00分の予測

水位のグラフは各水位間を按分したものです。
水位危険度レベル４については、氾濫危険水位と計画高水位を按分しており、氾濫危険水位＝計画高水位の場合は最大に
なります。



Ⅲ－４　予報文例（球磨川）

(参考資料)
(単位:水位(m)) 

レベル４水位

氾濫危険水位※

レベル３水位

避難判断水位※

レベル２水位
氾濫注意水位

レベル１水位
水防団待機水位

氾濫が発生した場合
の浸水想定区域

レベル４水位

氾濫危険水位※

レベル３水位

避難判断水位※

レベル２水位
氾濫注意水位

レベル１水位
水防団待機水位

2.00 6.50 5.00

観測所名

萩原
水位観測所

大野
水位観測所

渡
水位観測所

八代市 球磨郡球磨村 球磨郡球磨村

3.80 12.20 8.70

3.60 10.90 7.60

3.50 8.00 6.00

受け持ち区間

球磨川 球磨川 球磨川

左岸 八代市から八代市

右岸 八代市から八代市

左岸 八代市から球磨村

右岸 八代市から球磨村

左岸 球磨村から人吉市

右岸 球磨村から人吉市

熊本県八代市代陽校区（本
町二丁目、三丁目を除く）、

熊本県八代市坂本町川嶽、
熊本県葦北郡芦北町天月、
熊本県葦北郡芦北町箙瀬、
熊本県葦北郡芦北町海路、
熊本県葦北郡芦北町白石、
熊本県葦北郡芦北町告、
熊本県葦北郡芦北町吉尾、
熊本県球磨郡球磨村大瀬、
熊本県球磨郡球磨村神瀬

熊本県球磨郡球磨村大瀬、
熊本県球磨郡球磨村一勝
地、
熊本県球磨郡球磨村三ケ
浦、
熊本県球磨郡球磨村渡、
熊本県人吉市中神町、
熊本県人吉市下原田町

熊本県八代市八代校区（蛇
籠町、新開町、港町、新港町
を除く）、

熊本県八代市太田郷校区、
熊本県八代市植柳校区、
熊本県八代市麦島校区、
熊本県八代市松高校区（大
島町を除く）、

熊本県八代市坂本校区（深
水、鮎帰、市ノ俣、百済来を
除く）、
熊本県八代市千丁校区、

3.20 4.4 3.6

熊本県八代市鏡校区（上鏡、
有佐、下有佐を除く）

熊本県八代市昭和校区、
熊本県八代市宮地校区（東
町を除く）、
熊本県八代市龍峰校区（岡
町小路を除く）、

熊本県八代市日奈久校区
（東町を除く)、

熊本県八代市八千把校区、
熊本県八代市高田校区、
熊本県八代市金剛校区、
熊本県八代市郡築校区、

観測所名

人吉
水位観測所

一武
水位観測所

多良木
水位観測所

人吉市 球磨郡錦町 球磨郡多良木町

3.40 4.5 3.7

3.00 4.3 3.5

2.00 3.5 2.0

受け持ち区間

球磨川 球磨川 球磨川

左岸 人吉市から錦町

右岸 人吉市から相良村

左岸 錦町からあさぎり町

右岸 相良村からあさぎり町

左岸 あさぎり町から湯前町

右岸 あさぎり町から水上村

氾濫が発生した場合
の浸水想定区域

熊本県人吉市五日町、 熊本県球磨郡錦町一武、
熊本県球磨郡錦町木上、
熊本県球磨郡錦町西、
熊本県球磨郡あさぎり町深
田南、
熊本県球磨郡あさぎり町深
田東、
熊本県球磨郡あさぎり町深
田西、
熊本県球磨郡あさぎり町免
田西、
熊本県球磨郡あさぎり町上
北、
熊本県球磨郡あさぎり町上
西、
熊本県球磨郡あさぎり町上
南

熊本県人吉市老神町、
熊本県人吉市温泉町、
熊本県人吉市鍛冶屋町、
熊本県人吉市上青井町、
熊本県人吉市上薩摩瀬町、
熊本県人吉市上新町、

熊本県人吉市下薩摩瀬町、
熊本県人吉市下城本町、
熊本県人吉市下新町、
熊本県人吉市下戸越町、

熊本県人吉市七地町、
熊本県人吉市下青井町、

熊本県球磨郡あさぎり町須
恵、
熊本県球磨郡あさぎり町深
田東、
熊本県球磨郡あさぎり町深
田北、
熊本県球磨郡あさぎり町免
田東、
熊本県球磨郡多良木町黒肥
地、
熊本県球磨郡多良木町多良
木、
熊本県球磨郡湯前町植木、
熊本県球磨郡湯前町下里、
熊本県球磨郡湯前町下城、
熊本県球磨郡湯前町浜川、
熊本県球磨郡水上村岩野

熊本県人吉市願成寺町、
熊本県人吉市紺屋町、
熊本県人吉市九日町、
熊本県人吉市相良町、



熊本県人吉市駒井田町、
熊本県人吉市中青井町、
熊本県人吉市寺町、
熊本県人吉市土手町、
熊本県人吉市中林町、
熊本県人吉市上林町、
熊本県人吉市瓦屋町、
熊本県人吉市鶴田町、
熊本県人吉市灰久保町、
熊本県人吉市北泉田町、

※避難判断水位、氾濫危険水位：水位観測所受け持ち区間内の第１位危険箇所の
　　　　　　　　　　　　　　　　避難判断水位・氾濫危険水位を水位観測所に換算した水位です。

水位危険度レベル

レベル５

レベル４

レベル３ 避難準備などの氾濫発生に対する警戒を求める段階

レベル２ 氾濫の発生に対する注意を求める段階

レベル１ 水防団が体制を整える段階

「雨量」「水位」等の情報は、下記のサイトからもご覧いただけます。

熊本県球磨郡錦町一武、
熊本県球磨郡錦町木上、
熊本県球磨郡錦町西、
熊本県球磨郡あさぎり町深
田南、
熊本県球磨郡あさぎり町深
田東、
熊本県球磨郡あさぎり町深
田西、
熊本県球磨郡あさぎり町免
田西、
熊本県球磨郡あさぎり町上
北、
熊本県球磨郡あさぎり町上
西、
熊本県球磨郡あさぎり町上
南

熊本県人吉市新町、

熊本県球磨郡錦町西

求める行動の段階

氾濫の発生以降 氾濫水への警戒を求める段階

熊本県人吉市大工町、
熊本県人吉市中神町、
熊本県人吉市七日町、
熊本県人吉市西間下町、

携帯電話から

熊本県人吉市下林町、
熊本県人吉市下原田町、

http://www.river.go.jp/
https://www.jma.go.jp/

http://i.river.go.jp/

問い合わせ先
水位関係：国土交通省八代河川国道事務所 防災対策室　電話：0965-32-7173
気象関係：気象庁熊本地方気象台 現業室　電話：096-352-0345

氾濫危険水位から氾濫発生まで
いつ氾濫してもおかしくない状態
避難等の氾濫発生に対する対応を求める段階

避難判断水位から氾濫危険水位まで

氾濫注意水位から避難判断水位まで

水防団待機水位から氾濫注意水位まで

川の防災情報
気象庁ホームページ

パソコンから

熊本県人吉市二日町、
熊本県人吉市麓町、
熊本県人吉市宝来町、
熊本県人吉市南泉田町、
熊本県人吉市矢黒町、

熊本県球磨郡あさぎり町須
恵、
熊本県球磨郡あさぎり町深
田東、
熊本県球磨郡あさぎり町深
田北、
熊本県球磨郡あさぎり町免
田東、
熊本県球磨郡多良木町黒肥
地、
熊本県球磨郡多良木町多良
木、
熊本県球磨郡湯前町植木、
熊本県球磨郡湯前町下里、
熊本県球磨郡湯前町下城、
熊本県球磨郡湯前町浜川、
熊本県球磨郡水上村岩野

熊本県球磨郡相良村柳瀬、

水位



Ⅲ－４ 予報文例（菊池川）    

洪水予報の発表形式イメージ 

 

 

 

 

 



Ⅲ－４ 予報文例（菊池川）    

 

 

 

 

 



Ⅲ－４ 予報文例（菊池川）    

 

 

 

 

 

 

 

 



【Ⅲ-５-①】　水位通知及び周知  〔 第５章第１節関係 〕

　左   岸 ： 

　右   岸 ： 

から まで

　左   岸 ： 

　右   岸 ： 

　　 から まで

　左   岸 ： 

　右   岸 ： 

から まで

　左   岸 ： 

　右   岸 ： 

から まで

　左   岸 ： 

　右   岸 ： 

から まで

　左   岸 ： 

　右   岸 ： 

から まで

　左   岸 ： 
阿蘇郡小国町大字下城字杖立3323番の3番地先の

杖立両国橋まで
　右   岸 ： 

大分県日田市天瀬町大字出口字悪敷山3952番の1地先の
杖立両国橋まで

実        施        区        間観測局名河 川 名

幹川合流点

幹川合流点

玉名市大字津留字辻835地先

球磨郡相良村大字柳瀬字三石又九百四十九番の一地先の柳瀬橋

玉名市大字津留字南口23-1地先

球磨川合流点

玉名市大字玉名字西原2297-1地先

球磨郡相良村大字柳瀬字三石又九百四十九番の一地先の柳瀬橋

岩野川

川辺川 県川辺

木葉川 津留

繁根木川 岩崎

〃

幹川合流点

上内田川 袋田 山鹿市鹿本町石淵字蛇口瀬758地先

菊池市豊間字前田71地先の市道橋

迫間川 隈府 〃

幹川合流点

阿蘇郡小国町大字下城字宇津尾3469番の2地先　から
杖立

筑後川
（杖立川） 阿蘇郡小国町大字下城字白岩4115番地先　から

玉名市富尾字平町164-2地先

迫間川合流点

菊池市七城町瀬戸口字西前田10地先

山鹿市寺島字宮田1363地先の池田橋下流端

城



【Ⅲ-５-②】 水位到達情報の通知の対象となる基準水位観測所及び設定水位   〔 第５章第２節（１）関係 〕

観測所名 地先名
水防団

待機水位
はん濫

注意水位
避難

判断水位
はん濫

危険水位
摘 要

県川辺
け ん か わ べ 球磨郡相良村大字川

辺1759-2
3.39 3.82 3.82 4.00

観測所
水位

岩崎
いわさき

玉名市大字岩崎 1.00 1.40 1.50 1.70
観測所
水位

津留
つ る

玉名市大字津留 3.50 4.40 5.10 5.60
観測所
水位

城
じょう 山鹿市城(舞鶴橋下

流20m)
2.50 3.00 3.60 4.60

観測所
水位

隈府
わ い ふ

菊池市玉祥寺 1.00 1.50 1.60 1.90
観測所
水位

袋田
ふ く ろ だ 山鹿市鹿本町袋田

(台橋下流1400m)
1.50 2.60 3.20 3.90

観測所
水位

杖立
つえたて 阿蘇郡小国町大字下

城字湯鶴4189-2
4.50 5.00 5.30 6.00

観測所
水位

河川名

川辺川
か わ べ が わ

上内田
か み う ち だ

川
がわ

筑後川
ち く ご が わ

（杖
つえ

立
たて

川
がわ

）

繁根木川
は ね ぎ が わ

木葉
こ の は

川
がわ

岩野川
い わ の が わ

迫間
は ざ ま

川
がわ



菊池川河川事務所 調査課
Tel 0968-44-2171
Ｍ 742-352～357
Fax 0968-44-8061･メール

山鹿出張所
Tel 0968-44-2177～8
Ｍ（6221,6222,6232）
Ｆ（6240）･メール

玉名出張所
Tel 0968-74-3175～6
Ｍ（6121,6122,6132）
Ｆ（6140）･メール

竜門ダム管理支所
Tel 0968-27-1120
Ｍ（6341,6342）
Ｆ（6356）･メール

熊本県水防本部
Tel 096-383-1111

096-333-2120(時間外)
Ｍ（749-7670）
Ｆ（749-7671）

河川情報センター
Tel 092-481-0241
Ｍ（718-21,22,25,26）
Ｆ（718-60～61）･メール

玉名地域振興局
鹿本地域振興局
菊池地域振興局
熊本土木事務所

玉名市
和水町
玉東町
山鹿市
熊本市
菊池市

南関町
荒尾市
長洲町

ＮＨＫ
Tel 096-326-8207
Fax 096-326-8287 

陸上自衛隊第八師団
Tel 096-343-3141
内線3464,3512
Fax 内線3562

ＲＫＫ
Tel 096-328-5671
Fax 096-353-4392
Fax 096-355-2031

ＴＫＵ
Tel 096-351-1150
Fax 096-326-2654

国土交通省 九州地方整備局 河川管理課
Tel 092-471-6340
Ｍ（89-3870,3871,3872,3873）
Ｆ（89-3444,3474）

情報提供

水位（氾濫危険水位）伝達系統図

ＫＫＴ
Tel 096-362-3231
Fax 096-362-3232
Fax 096-362-7321

ＫＡＢ
Tel 096-359-9032
Fax 096-359-8281

住

民

【Ⅲ-５-③】水位到達情報の伝達系統図及び通知文例（菊池川河川事務所）
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【Ⅲ-５-③】　水位到達情報の伝達系統図及び通知文例（筑後川河川事務所）

◎基準観測所：杖立水位観測所

メール

メール

メール

メール

ﾒｰﾙ

ﾒｰﾙ

ﾒｰﾙ

　　　水位周知　伝達系統図【 筑 後 川 水 系  】
◎対象河川：筑後川（杖立川）

筑
後
川
河
川
事
務
所

【日田出張所】

【熊本県 河川課】 阿蘇地域振興局 小国町
水防協力

団体

【大分県 河川課】 日田土木事務所 日田市
水防協力

団体

(財)河川情報ｾﾝﾀｰ

陸上自衛隊第8師団司令部
第42普通科連隊
西部方面戦車隊
西方総監部資料課
陸上自衛隊第4師団司令部

小国町

日田市

【筑後川ダム統合管理事務所】



発表者
→

第１受報者
→

第２受報者
→

第３受報者
国土交通省 筑後川ダム統合管理事務所 機関名 機関名 機関名

演習
筑後川氾濫警戒情報

令 和 3 年 07 月 07 日 13 時 10 分
国土交通省 筑後川ダム統合管理事務所発表

（ 第 1 号 ）

【主文】
【警戒レベル４相当情報［洪水］】筑後川の杖立水位観測所（阿蘇郡小国町)では、
20日 19時 40分頃に、避難指示の発令の目安となる氾濫危険水位（6.00m）に
到達しました。

市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防
災行動をとって下さい。

(参考)
筑後川　杖立水位観測所（阿蘇郡小国町）
（受け持ち区間は 杖立川左岸：熊本県阿蘇郡小国町下城字宇津尾 3469番の 2地先から熊本県阿蘇

郡小国町大字下城字杖立 3323番地の 3地先の杖立両国橋まで、右岸：熊本県阿
蘇郡小国町大字下城字白岩 4115番地先から大分県日田市天瀬町大字出口字悪
敷山 3952番の 1地先の杖立両国橋まで）

氾濫危険水位
（相当換算水位） 6.00m

水防法第１３条で規定される特別警戒水位
いつ氾濫してもおかしくない状態
避難等の氾濫発生に対する対応を求める段階

避難判断水位 5.30m 避難準備などの氾濫発生に対する警戒を求める段階
氾濫注意水位 5.00m 氾濫発生に対する注意を求める段階

※避難判断水位、氾濫危険水位： 水位観測所受け持ち区間のうち、第１位危険箇所の避難判断水
位 、危険水位を水位観測所に換算した水位。

問い合わせ先
国土交通省 筑後川ダム統合管理事務所 防災情報課      電話：0942-33-9131 (内線) 
526

(参考)
「雨量」「水位」等の情報は、下記のサイトからもご覧いただけます。

川の防災情報 パソコンから 携帯電話から

52000805
テキストボックス
【Ⅲ-5-③】水位到達情報の伝達系統図及び通知文例（筑後川河川事務所)



【Ⅲ-６-①】　水防警報を発表する河川  〔 第５章第２節（１)関係 〕

  熊本市東区渡鹿８丁目５４０番の４地先

小磧橋下流端から海まで

  熊本市中央区黒髪町大字宇留毛浦山７２０番の５地先

上益城郡甲佐町大字上揚字佐戸1221番地先

から海まで

上益城郡甲佐町大字上揚字宮上988番地の1地先

熊本市南区富合町大字硴の江字地方222番地の1地先

から緑川合流点まで

熊本市南区富合町大字莎崎字境目951番の1地先

上益城郡嘉島町大字下六嘉字吐合1661番の1地先

大六橋下流端から緑川合流点まで

熊本市東区画図町大字下無田字烏ヶ江331番地先

上益城郡御船町大字辺田見字井手下1161番地先

から緑川合流点まで

上益城郡御船町大字辺田見字甲斐山492番の1地先

菊池市赤星字寿毛賀1279番地先

から海まで

菊池市北宮字居屋敷64番地先

菊池市泗水町豊水字出口4122番の1地先の市道橋から

幹川合流地点まで

玉名市大字玉名字西原2297番1地先

から幹川合流点まで

玉名市大字富尾字平町164番2地先

玉名市大字津留字辻835番地先

から幹川合流点まで

玉名市大字津留字南口23番1地先

山鹿市寺島字宮田1363番地先の池田橋下流端から

幹川合流点まで

菊池市豊間字前田71番地先の市道橋から幹川合流点まで

菊池市七城町瀬戸口字西前田10番地先

から迫間川合流点まで

山鹿市鹿本町石淵字蛇口瀬758番地先

球磨郡湯前町字焼尾5051番地先市房第２堰堤から海まで

幹川分流点から海まで

幹川分流点から海まで

阿蘇郡小国町大字下城字宇津尾3469番の2地先　から

阿蘇郡小国町大字下城字杖立3323番の3番地先の

杖立両国橋まで

阿蘇郡小国町大字下城字白岩4115番地先　から

大分県日田市天瀬町大字出口字悪敷山3952番の1地先の

杖立両国橋まで

左  岸白

川
幹     川

右  岸

加 勢 川

緑

川

左  岸

御 船 川

右  岸

幹      川

支  川

支  川

幹      川

支  川

左  岸

右  岸

左  岸

右  岸

左  岸

浜 戸 川

支  川

菊

池

川

右  岸

左  岸

右  岸

右  岸

左  岸

右  岸

右  岸

左  岸

左  岸

岩 野 川

右  岸

左  岸

左  岸

右  岸

左  岸

右  岸

派  川 左  岸

合 志 川

支  川

支  川

上内田川

繁根木川

支  川

木 葉 川

支  川

区　　　　　　　　　　　　　域河川名 左右岸別

前    川 右  岸

支  川

迫 間 川

左  岸

幹      川

右  岸

筑
 

後
 

川

左  岸

幹川

（杖立川） 右  岸

南    川 右  岸

球

磨

川
支  川 左  岸



【Ⅲ-６-②】　水防警報対象量水標と条件  〔 第５章第２節（１）関係 〕

 水系名

※平成28年の熊本地震に伴い暫定的な引き下げを行っております基準水位です。

※平成28年の熊本地震に伴い暫定的な引き下げを行っております基準水位です。

〃 〃

〃  (1.5m) 〃  (1.5m) 〃  (2.6m) 〃  (2.6m) 〃  (2.6m)

〃  (2.6m) 〃  (2.6m) 〃

〃  (1.5m)

〃  (1.5m) 〃  (1.5m) 〃 〃 〃

〃  (1.0m) 〃  (1.0m) 〃  (1.5m) 〃  (1.5m)

〃  (3.0m)

〃  (3.0m) 〃  (3.0m) 〃 〃 〃

〃  (2.5m) 〃  (2.5m) 〃  (3.0m) 〃  (3.0m)

〃  (1.4m)

〃  (1.4m) 〃  (1.4m) 〃 〃 〃

〃  (1.0m) 〃  (1.0m) 〃  (1.4m) 〃  (1.4m)

〃  (2.7m)

〃  (2.7m) 〃  (2.7m) 〃 〃 〃

〃  (1.5m) 〃  (1.5m) 〃  (2.7m) 〃  (2.7m)

〃

〃  (3.2m) 〃  (3.2m) 〃  (4.0m) 〃  (4.0m) 〃  (4.0m)

〃  (4.0m) 〃  (4.0m) 〃 〃

〃

〃  (3.5m) 〃  (3.5m) 〃  (4.4m) 〃  (4.4m) 〃  (4.4m)

〃  (4.4m) 〃  (4.4m) 〃

〃  (2.0m)

〃  (1.7m)

〃

〃 〃

〃  (2.0m)

〃  (2.0m)

〃

〃  (2.0m) 〃

〃  (2.7m) 〃

 水防団待機水位
 (2.0m)を越え、
 氾濫注意水位
 (2.5m)を突破する
 と思われるとき

 氾濫注意
 水位(2.5m)に
 達し、なお
 上昇の見込み
 があるとき

〃  (3.3m) 〃  (3.3m) 〃

 水防団待機水位
 (2.0m) に達し、
 氾濫注意水位
 (2.5m) に達する
 と思われるとき

〃  (2.5m)

〃  (2.0m)

河
川
名

 緑  川

〃  (3.3m) 〃  (3.3m)

 氾濫注意水位
 (2.5m)以下に下
 がって、再び増水
 の恐れがないと
 思われるとき

警  戒 解    除

 白  川

白

川

代
継
橋

〃

〃

〃  (2.0m)〃  (2.0m)

〃

〃

対
象
量
水

標
待    機 準    備 出  動

 氾濫注意
 水位(2.5m)に
 達し、なお
 上昇の見込み
 があるとき

城
南

〃  (2.9m) 〃  (2.9m) 〃  (3.3m)

〃  (2.0m)緑

川

加
勢
川

大
六
橋

〃  (2.2m)

〃  (2.5m)

中
甲
橋 〃  (2.0m)

〃  (1.7m)

〃

〃  (2.2m) 〃  (2.5m) 〃  (2.5m) 〃  (2.5m)

〃  (2.0m)

〃 〃

〃  (1.6m) 〃  (1.6m) 〃  (2.0m)

〃  (2.0m)

 菊池川

玉
名

山
鹿

広
瀬

菊

池

川

御
船
川

御
船

繁
根
木
川

岩
野
川

岩
崎

城

合
志
川

佐
野

木
葉
川

津
留

〃  (2.7m)

〃 〃

〃  (2.7m) 〃  (2.7m)

上
内
田
川

袋
田

迫
間
川

隈
府

〃  (2.7m)

 球磨川

球

磨

川

萩
原

大
野

渡

人
吉

一
武

多
良
木

〃  (3.5m)

〃  (3.5m) 〃  (3.5m) 〃 〃 〃

〃  (2.0m) 〃  (2.0m) 〃  (3.5m) 〃  (3.5m)

〃  (8.0m)

〃  (8.0m) 〃  (8.0m) 〃 〃 〃

〃  (6.5m) 〃  (6.5m) 〃  (8.0m) 〃  (8.0m)

〃  (6.0m)

〃  (6.0m) 〃  (6.0m) 〃 〃 〃

〃  (5.0m) 〃  (5.0m) 〃  (6.0m) 〃  (6.0m)

〃  (3.0m)

〃  (3.0m) 〃  (3.0m) 〃 〃 〃

〃  (2.0m) 〃  (2.0m) 〃  (3.0m) 〃  (3.0m)

〃  (4.3m)

〃  (4.3m) 〃  (4.3m) 〃 〃 〃

〃  (3.5m) 〃  (3.5m) 〃  (4.3m) 〃  (4.3m)

〃  (3.5m)

〃  (3.5m) 〃  (3.5m) 〃 〃 〃

〃  (2.0m) 〃  (2.0m) 〃  (3.5m) 〃  (3.5m)

筑後川

筑
後
川

（

杖
立
川
）

杖
立

〃  (4.5m) 〃  (4.5m) 〃  (5.0m) 〃  (5.0m) 〃  (5.0m)

〃  (5.0m) 〃  (5.0m) 〃 〃 〃

〃  (3.5m) 〃  (3.5m) 〃  (4.4m) 〃  (4.4m) 〃  (4.4m)

〃  (4.4m) 〃  (4.4m) 〃 〃 〃



【Ⅲ-６-③】　水防警報連絡機関

〔 連絡系統図 〕

〔 連絡機関 〕

発報担当者 受報担当者 各水防区本部 水 防 管 理 者

 熊本県
 水防本部長

 玉名地域振興局長

 熊本市長
 嘉島町長

 熊本河川
 国道事務所長

 熊本市長

 熊本土木事務所長
 宇城地域振興局長
 上益城地域振興局長

 御船町長、嘉島町長

河川名 観測所

 熊本土木事務所長
 上益城地域振興局長

 熊本県
 水防本部長

 熊本土木事務所長

 熊本河川
 国道事務所長

 熊本県
 水防本部長

加勢川 大六橋

 上益城地域振興局長

御船川 御  船
 熊本河川
 国道事務所長

 熊本県
 水防本部長

 上益城地域振興局長

緑  川

 熊本河川
 国道事務所長

白  川 代継橋
 熊本県
 水防本部長

中甲橋

城南

 熊本県
 水防本部長

 菊池地域振興局長

 玉名市長、玉東町長、
 和水町長

山  鹿
 菊池川
 河川事務所長

 熊本県
 水防本部長

 鹿本地域振興局長  山鹿市長

玉  名
 菊池川
 河川事務所長

 菊池市長

菊池川

繁根木川 岩  崎
 菊池川
 河川事務所長

 熊本県
 水防本部長

 玉名地域振興局長  玉名市長

広  瀬
 菊池川
 河川事務所長

合志川 佐  野
 菊池川
 河川事務所長

 熊本県
 水防本部長

岩野川 城
 菊池川
 河川事務所長

 熊本県
 水防本部長

 鹿本地域振興局長  山鹿市長

 鹿本地域振興局長
 菊池地域振興局長

 熊本市長
 菊池市長

 鹿本地域振興局長
 菊池地域振興局長

 山鹿市長
 菊池市長

 鹿本地域振興局長
 菊池地域振興局長

 山鹿市長
 菊池市長

迫間川 隈  府

上内田川 袋  田
 菊池川
 河川事務所長

 熊本県
 水防本部長

 菊池川
 河川事務所長

 熊本県
 水防本部長

国土交通省
各事務所

(発報担当者)

熊 本 県
水防本部

(受信担当者)

住 民

水防機関

水防区本部

水防管理者

 美里町長、 甲佐町長

 熊本市長
 宇土市長、 御船町長、
 嘉島町長、 甲佐町長

木葉川 津　留
 菊池川
 河川事務所長

 熊本県
 水防本部長

 玉名地域振興局長  玉名市長



発報担当者 受報担当者 各水防区本部 水 防 管 理 者河川名 観測所

球磨川

萩  原
 八代河川
 国道事務所長

 熊本県
 水防本部長

渡
 八代河川
 国道事務所長

 熊本県
 水防本部長

一武
 八代河川
 国道事務所長

 熊本県
 水防本部長

 八代地域振興局長  八代市長

大野
 八代河川
 国道事務所長

 熊本県
 水防本部長

八代地域振興局長
芦北地域振興局長
球磨地域振興局長

八代市長、芦北町長
球磨村長

球磨村長
人吉市長

人  吉
 八代河川
 国道事務所長

 熊本県
 水防本部長

 球磨地域振興局長
人吉市長、 相良村長
錦町長

球磨地域振興局長
錦町長
あさぎり町長

多良木
 八代河川
 国道事務所長

 熊本県
 水防本部長

 球磨地域振興局長
あさぎり町長、多良木町長
湯前町長、水上村長

球磨地域振興局長

筑後川
（杖立川）

杖　立
 筑後川
 河川事務所長

 熊本県
 水防本部長

 阿蘇地域振興局長 小国町長



【Ⅲ-６-④】 水防警報文例 

 

様式－１ 

水 防 警 報   第   号 
   種  別 河  川  名 

   待  機  

                                              国土交通省九州地方整備局 

令和  年  月  日  時  分 

                                                         事務所発表 

 

       の水位は  日  時  分になって 

 

                    イ に達しましたので 

   水防団待機水位 

                    ロ を越え今後はん濫注意水位に達すると思われるので 

 

   待機してください。 

 

 

 

 

 

 

様式－２ 

水 防 警 報   第   号 
 種  別 河  川  名 

 準  備  

                                               国土交通省九州地方整備局 

令和  年  月  日  時  分 

                                                         事務所発表 

 

       の水位は  日  時  分には 

 

                         イ はん濫注意水位を突破すると思われるので 

   水防団待機水位に達し 

                         ロ １時間に   ㎝の割合で上昇していますので 

 

   今後の状況によりいつでも出動できるよう準備して下さい。 

 

 



【Ⅲ-６-④】 水防警報文例 

様式－３ 

水 防 警 報   第   号 
  種  別 河  川  名 

  出  動  

                                               国土交通省九州地方整備局 

令和  年  月  日  時  分 

                                                          事務所発表 

 

       の水位は  日  時  分には 

 

                         イ 尚、上昇していますので 

   はん濫注意水位に達し 

                         ロ １時間に   ㎝の割合で上昇していますので 

 

    出動して厳重に警戒して下さい。 

 

 

 

 

 

様式－４ 

水 防 警 報   第   号 
 種  別 河  川  名 

 警  戒  

                                               国土交通省九州地方整備局 

令和  年  月  日  時  分 

                                                          事務所発表 

 

     雨量観測所では   日の   時から   時までの 

 

 

       １時間に      ㎜の降雨を記録しました。 

 

           水位観測所の   日   時現在の水位は   ｍで 

         イ 尚、上昇しています。 

 

         ロ １時間に   ㎝の割合で上昇しています。  

 

      今後まだ増水の見込みですから、各水防機関は引き続き警戒して下さい。 

 



【Ⅲ-６-④】 水防警報文例 

 

様式－５ 

水 防 警 報   第   号 
 種  別 河  川  名 

 警  戒  

                                               国土交通省九州地方整備局 

令和  年  月  日  時  分 

                                                          事務所発表 

 

     の水位は   日   時   分には   ｍになって 

 

      イ 計画高水位を越え               イ まだ増水の見込みですから 

                                    ロ ましたから 

      ロ はん濫注意水位を越え           ハ ていますから 

                   イ 堤防が漏水               イ の危険がありますから 

        地区では     ロ 堤防が溢水（あふれる）        ロ し始めましたから 

                   ハ 堤防が決壊               ハ しつつありますから 

      イ 厳重警戒を要します。 

 

      ロ 水防体制を強化して下さい。 

 

 

 

 

様式－６ 

水 防 警 報   第   号 
   種  別 河  川  名 

 待  機  

                                               国土交通省九州地方整備局 

令和  年  月  日  時  分 

                                                          事務所発表 

 

      の水位は  日  時  分になって 

 

 

      はん濫注意水位を下り減水していますが、再び水位が上昇することも 

 

 

      考えられるので、待機して引き続き注意してください。 

 

 



【Ⅲ-６-④】 水防警報文例 

 

様式－７ 

水 防 警 報   第   号 
   種  別 河  川  名 

   解  除  

                                               国土交通省九州地方整備局 

令和  年  月  日  時  分 

                                                          事務所発表 

 

     の水位は   日   時   分に   ｍを 

 

 

       最高として減水を始め、   日   時   分現在では  

 

 

            ｍで、再び水位の上昇はないと思われますので 

 

       水防警報を解除します。 

 

 



【Ⅲ-７-①】 水防警報・水位情報の通知及び周知を行う河川及びその区域、条件 〔 第５章第２節（２）関係 〕

河川名 観測局名

　左岸：井芹川合流点から海まで

　右岸：井芹川合流点から海まで

　左岸：熊本市中央区坪井５丁目11地先から井芹川合流点まで

　右岸：熊本市中央区壺川１丁目11地先から井芹川合流点まで

　左岸：万石川合流点から熊本市中央区坪井５丁目11地先まで

　右岸：万石川合流点から熊本市中央区壺川１丁目11地先まで

　左岸：堀川合流点から万石川合流点まで

　右岸：堀川合流点から万石川合流点まで

　左岸：麹川合流点から坪井川合流点まで

　右岸：麹川合流点から坪井川合流点まで

　左岸：西浦川合流点から麹川合流点まで

　右岸：西浦川合流点から麹川合流点まで

　左岸：西谷川合流点から西浦川合流点まで

　右岸：西谷川合流点から西浦川合流点まで

　左岸：熊本市南区無田口町字東小新開1733番3地先の県管理上流端から海まで

　右岸：熊本市西区中島町字村之前1166番1地先の県管理上流端から海まで

　左岸：国道５７号（一本榎木橋）から緑川合流点まで

　右岸：国道５７号（一本榎木橋）から緑川合流点まで

　左岸：保田窪放水路の分流点から加勢川合流点まで

　右岸：保田窪放水路の分流点から加勢川合流点まで

　左岸：県道１０３号線の長嶺南橋から加勢川合流点まで

　右岸：県道１０３号線の長嶺南橋から加勢川合流点まで

　左岸：稲川合流点から海まで

　右岸：稲川合流点から海まで

　左岸：宇城市松橋町久具字微雨1641番3地先の緑町橋上流端から明神川合流点まで

　右岸：宇城市松橋町久具字市ノ口1542番3地先の緑町橋上流端から明神川合流点まで

　左岸：宇城市松橋町豊福字折敷町219番地先の新浅川橋上流端から大野川合流点まで

　右岸：宇城市松橋町豊福字前田628番3地先の新浅川橋上流端から大野川合流点まで

　左岸：今新地川合流点から海まで

　右岸：今新地川合流点から海まで

　左岸：宇城市豊野町安見字大坪3033番1地先の大坪橋上流端から安永川合流点まで

　右岸：宇城市豊野町安見字蛭田357番地先の大坪橋上流端から安永川合流点まで

　左岸：立岡池からＪＲ鹿児島本線潤川橋りょうまで

　右岸：立岡池からＪＲ鹿児島本線潤川橋りょうまで

　左岸：歳の神川合流点から海まで

　右岸：歳の神川合流点から海まで

　左岸：宇城市道浦内島向山支線（津畦橋）から海まで

　右岸：宇城市道浦内島向山支線（津畦橋）から海まで

五丁川
ご ち ょ う が わ

白川
しらかわ

坪井川
つ ぼ い が わ

井芹川
い せ り が わ

千間
せんげん

江
え

湖
ご

除
よけ

　川
がわ

天明
てんめい

新
し ん

川
かわ

浜戸
は ま ど

川
がわ

五丁川
ごち ょ う が わ

浜戸
は ま ど

川
がわ

潤
うるご

　川
がわ

潤
うるご

　川
がわ

藻器堀川
し ょ う け ぼ り が わ

健軍
けんぐん

川
がわ

　左岸：熊本市東区新南部1丁目543番の5地先の小磧橋から熊本市東区鹿帰瀬町125番の2地先まで

吉原
よ し は ら

橋
ばし

南高江
みなみたかえ

区　　　　域

鶴
つる

羽
は

田
た

橋
ばし

池
いけの

　上
う え

鶴
つる

野
の

橋
はし

天
てん

満
まん

橋
ばし

西
に し

　里
ざ と

　左岸：熊本市南区会富町字土井428番地先の農免道路の県管理上流端から六番港樋門前20米まで

　右岸：熊本市南区会富町字土井428番地先の農免道路の県管理上流端から六番港樋門前20米まで

坪
つぼ

　井
い

浅
あ さ

　川
かわ

　右岸：熊本市中央区黒髪7丁目773番地先の小磧橋から菊陽町大字津久礼字鶴中まで

高
たか

平
ひら

橋
ばし

砂
すな

　川
かわ

除
よけ

　川
がわ

千間
せんげん

江湖
え ご

小
お

　川
がわ

藻器堀川
し ょ う け ぼ り が わ

健軍
けんぐん

川
がわ

大野
お お の

川
がわ

網
あみ

津
つ

川
がわ

上
かみ

久
く

具
ぐ

橋
はし

浅
あ さ

　川
かわ

網津
あ み つ

川
がわ

波多
は た

川
がわ

波多
は た

川
がわ



河川名 観測局名

　左岸：玉名郡南関町大字関東(県道橋萩谷橋)から玉名郡南関町大字今まで

　右岸：玉名郡南関町大字関東(県道橋萩谷橋)から玉名郡南関町大字高久野まで

　左岸：玉名郡玉東町大字山口（ＪＲ木葉川橋梁）から玉名市大字津留字辻まで

　右岸：玉名郡玉東町大字木葉（ＪＲ木葉川橋梁）から玉名市大字津留字南口まで

　左岸：玉名市小浜字本手252番地先の榎島橋から海まで

　右岸：玉名市岱明町野口字榎島1441番1地先の榎島橋から海まで

　左岸：玉名市中字春日出1238番1地先の南大門橋上流端から榎島橋まで

　右岸：玉名市中字川原1236番地先の南大門橋上流端から榎島橋まで

　左岸：増永川合流点から海まで

　右岸：増永川合流点から海まで

　左岸：川登川合流点から海まで

　右岸：川登川合流点から海まで

　左岸：玉名市岱明町大字大野下1734番1地先の二又橋上流端から海まで

　右岸：玉名郡長洲町大字折崎857番地先の二又橋上流端から海まで

　左岸：長葉川合流点から新石塘樋門まで

　右岸：長葉川合流点から新石塘樋門まで

　左岸：和水町野田地先から菊池川合流点まで

　右岸：和水町野田地先から菊池川合流点まで

　左岸：小坂川合流点から山鹿市寺島字宮田1363番地先の池田橋下流端の国管理上流端まで

　右岸：小坂川合流点から山鹿市寺島字宮田1363番地先の池田橋下流端の国管理上流端まで

　左岸：菊陽町大字辛川字久保から大津町大字外牧字畑鶴

　右岸：菊陽町大字津久礼字鶴中から大津町大字瀬田字上砂蓋

　左岸：合志市須屋字畠田の池の本１号橋上流端から坪井川合流点まで

　右岸：合志市須屋字塔の木の池の本１号橋上流端から坪井川合流点まで

　左岸：県道日生野隈府線（木庭橋）から杉生川合流点まで

　右岸：県道日生野隈府線（木庭橋）から杉生川合流点まで

　左岸：菊池市赤星字寿毛賀１２７９番地先から県道日生野隈府線（木庭橋）まで

　右岸：菊池市北宮字居屋敷６４番地先から県道日生野隈府線（木庭橋）まで

　左岸：米井川合流点から千五百石堰まで

　右岸：米井川合流点から千五百石堰まで

　左岸：千五百石堰から市道久米線（高江久米橋）まで

　右岸：千五百石堰から市道久米線（高江久米橋）まで

　左岸：県道菊池赤水線（河原橋）から菊池川合流点まで

　右岸：県道菊池赤水線（河原橋）から菊池川合流点まで

　左岸：西岳川合流点から乙姫川合流点まで

　右岸：西岳川合流点から乙姫川合流点まで

　左岸：両併川合流点から渋谷川合流点まで

　右岸：両併川合流点から渋谷川合流点まで

河原
かわはる

川
がわ

関
せき

　川
がわ

合志
こ う し

川
がわ

　左岸：玉名市三ツ川字七浦411番8地先から玉名市大字玉名字西原2297番1地先の国管理区間
           の上流端まで

和仁
わ に

川
がわ

白川
しらかわ

行
い く

末
すえ

川
がわ

唐人
と う じ ん

川
がわ

岩
いわ

野
の

川
がわ

境
さかい

　川
がわ

浦
う ら

　川
かわ

菊池
き く ち

川
がわ

堀
ほ り

　川
かわ

和仁
わ に

川
がわ

菜
な

　切
き り

浦
う ら

　川
かわ

　右岸：玉名市三ツ川字若宮518番3地先から玉名市大字富尾字平町164番2地先の国管理区間
           の上流端まで

須
す

　屋
や

片
かた

　角
かど

岩
いわ

　野
の

玉
ぎょく

　東
と う

繁根木
は ね ぎ

旭
きょく

　志
し

河原
かわはる

川
がわ

南大門
なんだいもん

橋
はし

陣内
じんない

唐人
と う じ ん

川
がわ

木
こ の

葉
は

川
がわ

木
こ の

　葉
は

榎島
えのきしま

橋
はし

泗
し

　水
すい

立
たて

　門
かど

繁根木
は ね ぎ

川
がわ

行
い く

末
すえ

川
がわ

菜
な

切
き り

川
がわ

竜
たつ

瀬
せ

橋
はし

区　　　　域

　左岸：玉名郡玉東町大字二俣の中谷川合流点から玉名郡玉東町大字山口（ＪＲ木葉川橋梁）まで

　右岸：玉名郡玉東町大字二俣の中谷川合流点から玉名郡玉東町大字山口（ＪＲ木葉川橋梁）まで

黒
く ろ

　川
かわ

黒
く ろ

　川
かわ

白
し ら

　川
かわ

中
なか

　松
まつ



河川名 観測局名

　左岸：はん田滝から阿蘇郡小国町下城字字津尾３４６９番の２の２地先まで

　右岸：はん田滝から阿蘇郡小国町下城字白石４１１５番地先まで

　左岸：赤井川合流点から加勢川合流点まで

　右岸：赤井川合流点から加勢川合流点まで

　左岸：布田川合流点から赤井川合流点まで

　右岸：布田川合流点から赤井川合流点まで

　左岸：八勢川合流点から上益城郡御船町大字辺田見(若宮堰)まで

　右岸：八勢川合流点から上益城郡御船町大字辺田見(若宮堰)まで

　左岸：上益城郡御船町大字高木地先の九州縦貫自動車道(矢形川橋)から木山川合流点まで

　右岸：上益城郡御船町大字高木地先の九州縦貫自動車道(矢形川橋)から木山川合流点まで

　左岸：山都町上寺字野中１６５７－１から町道千滝染野線（千滝橋）まで

　右岸：山都町上寺字園田２０３３－２から町道千滝染野線（千滝橋）まで

　左岸：八代郡氷川町宮原(氷川大堰)から海まで

　右岸：八代郡氷川町立神(氷川大堰)から海まで

　左岸：河俣川合流点から八代郡氷川町宮原(氷川大堰)まで

　右岸：河俣川合流点から八代郡氷川町立神(氷川大堰)まで

　左岸：八代市泉町柿迫桂原から八代市泉町下岳(氷川ダム)まで

　右岸：八代市泉町柿迫桂原から八代市泉町下岳(氷川ダム)まで

　左岸：八代市東陽町南1869番地先の東陽橋から氷川合流点まで

　右岸：八代市東陽町南2509番地先の東陽橋から氷川合流点まで

　左岸：美生川合流点から八代市東陽町南1869番地先の東陽橋まで

　右岸：美生川合流点から八代市東陽町南2509番地先の東陽橋まで

　左岸：夜狩川合流点から海まで

　右岸：夜狩川合流点から海まで

　左岸：八代市鏡町下有佐字桑本の県管理上流端から海まで

　右岸：八代市鏡町下有佐字桑本の県管理上流端から海まで

　左岸：八代市二見本町字札ノ元1434番1地先の町道橋上流端から海まで

　右岸：八代市赤松町字赤松41番1地先の町道橋上流端から海まで

　左岸：湯出川合流点から海まで

　右岸：湯出川合流点から海まで

　左岸：久野木川合流点から湯出川合流点まで

　右岸：久野木川合流点から湯出川合流点まで

筑後
ち く ご

川
がわ

水無
みずなし

川
がわ

大鞘
お ざ や

川
がわ

矢
や

形
かた

川
がわ

氷
ひ

　川
かわ

御船
み ふ ね

川
がわ

千
せん

滝
たき

川
がわ

落
おち

合
あい

橋
はし

水無
みずなし

川
がわ

立
たて

　神
がみ

松本
ま つ も と

橋
ばし

区　　　　域

八間
はちけん

川
がわ

　右岸：八代郡氷川町高塚字一町田1534番地先の国道3号から八代郡氷川町網道字五七番割
           854番10地先の県道八代不知火線まで

千滝
せんたき

川
がわ

千丁町
せんちょうまち

北村
きたむら

県
けん

津
つ

森
も り

赤
あか

　井
い

鏡
かがみ

　川
かわ

河俣
かわまた

川
がわ

鏡
かがみ

　川
かわ

池
いけの

　鶴
つる

第
だい

２大鞘
お ざ や

橋
ばし

嘉
か

　島
し ま

早
そ う

瀬
ぜ

橋
ばし

河
かわ

　俣
また

落
おち

　合
あい

新水俣
しんみなまた

橋
ばし

木
き

山
やま

川
がわ

八間
はちけん

川
がわ

県
けん

御船
み ふ ね

水俣
みなまた

川
がわ

深
ふか

　川
がわ

　右岸：上益城郡御船町大字木倉の四宮橋上流端から上益城郡御船町大字高木地先の九州
           縦貫自動車道(矢形川橋)まで

　左岸：八代郡氷川町大野字中ノ間890番2地先の国道3号から八代郡氷川町網道字五七番割
           867番4地先の県道八代不知火線まで

　左岸：八代郡氷川町早尾字小柳２３７番１地先国道３号の県管理区間上流端から夜狩川合流点まで

　右岸：八代郡氷川町早尾字小柳２３７番１地先国道３号の県管理区間上流端から夜狩川合流点まで

　左岸：八代市妙見町字寺山2522番8地先(県道橋中宮橋)上流端から八代市古閑浜町字産島
           3758番6地先(県道橋産島橋)下流端まで

　右岸：八代市妙見町字中宮2520番1地先(県道橋中宮橋)上流端から八代市古閑浜町字産島
           3758番2地先(県道橋産島橋)下流端まで

　左岸：上益城郡御船町大字木倉の四宮橋上流端から上益城郡御船町大字高木地先の九州
           縦貫自動車道(矢形川橋)まで

二見
ふ た み

川
がわ

二見
ふ た み

川
がわ



河川名 観測局名

　左岸：宮の浦川合流点から乙千屋川合流点まで

　右岸：宮の浦川合流点から乙千屋川合流点まで

　左岸：水俣市湯出字前田2149番1地先の大窪橋上流端から水俣川合流点まで

　右岸：水俣市長野字下川平981番地先の大窪橋上流端から水俣川合流点まで

　左岸：千代川合流点から海まで

　右岸：千代川合流点から海まで

　左岸：葦北郡芦北町大字田浦字鶴田3302番2地先の田平橋上流端から海まで

　右岸：葦北郡芦北町大字田浦字田平1731番2地先の田平橋上流端から海まで

　左岸：葦北郡芦北町大字小田浦字野添の無名橋上流端から海まで

　右岸：葦北郡芦北町大字小田浦字山口の無名橋上流端から海まで

　左岸：葦北郡芦北町大字大川内字村前3070番2地先の元大川内橋上流端から海まで

　右岸：葦北郡芦北町大字大川内字大丸955番1地先の元大川内橋上流端から海まで

　左岸：球磨郡相良村大字四浦字藤田５０２２番地先から県道人吉水上線（柳瀬橋）まで

　右岸：球磨郡相良村大字四浦字堂迫４４５６番の１の１地先から県道人吉水上線（柳瀬橋）まで

　左岸：大平川合流点から球磨郡水上村大字湯山字下馬場の国道388号(桜大橋)下流端まで

　右岸：大平川合流点から球磨郡水上村大字湯山字下馬場の国道388号(桜大橋)下流端まで

　左岸：球磨郡山江村道淡島参道線（淡島裏参道橋）から球磨川合流点まで

　右岸：球磨郡山江村道淡島参道線（淡島裏参道橋）から球磨川合流点まで

　左岸：人吉市道木地屋西目線（おかくら橋）から球磨川合流点まで

　右岸：人吉市道木地屋西目線（おかくら橋）から球磨川合流点まで

　左岸：天草市本渡町字出来村1937番1地先から海まで

　右岸：天草市本渡町井出4315番地先から海まで

　左岸：天草市河浦町河浦字田重5779番2地先から海まで

　右岸：天草市河浦町河浦字石山5342番3地先から海まで

　左岸：天草市本渡町本泉字野田151番1地先から海まで

　右岸：天草市本渡町本戸馬場字一ノ勢1969番2地先から海まで

　左岸：碇石川合流点から海まで

　右岸：碇石川合流点から海まで

　左岸：天草市新和町小宮地地先の県管理区間上流端から海まで

　左岸：天草市新和町小宮地地先の県管理区間上流端から海まで

　左岸：山浦川合流点から海まで

　右岸：山浦川合流点から海まで

　左岸：天草市河浦町今富3081番1地先の片白橋上流端から海まで

　右岸：天草市河浦町今富2932番1地先の片白橋上流端から海まで

　左岸：下山川合流点から海まで

　右岸：下山川合流点から海まで

　左岸：上天草市松島町今泉1824番1地先の国道324号(無名橋2号)上流端から海まで

　右岸：上天草市松島町今泉582番1地先の国道324号(無名橋2号)上流端から海まで

　左岸：阿草河内川合流点から海まで

　右岸：阿草河内川合流点から海まで

　左岸：天草郡苓北町坂瀬川2956番4地先(県道橋花園橋)上流端から海まで

　右岸：天草郡苓北町坂瀬川1050番1地先(県道橋花園橋)上流端から海まで

田浦
た の う ら

川
がわ

佐敷
さ し き

川
がわ

町
ま ち

山
やま

口
ぐ ち

川
がわ

胸
むね

川
かわ

川辺
かわべ

川
がわ

湯
ゆ

の浦
う ら

川
がわ

湯出
ゆ で

川
がわ

湯山
ゆ や ま

川
がわ

小
こ

田浦
た の う ら

川
がわ

今富
いまどみ

川
がわ

今泉
いまいずみ

川
がわ

津奈木
つ な ぎ

川
がわ

万
ま

江
え

川
かわ

湯山
ゆ や ま

県
けん

本
ほん

渡
ど

田浦
た の う ら

川
がわ

下
し も

津
つ

深
ふか

江
え

川
がわ

内
う ち

野
の

川
がわ

流
ながれ

 合
あい

川
がわ

一町
いっちょう

田
だ

川
がわ

内
う ち

野
の

川
がわ

下
し も

田
だ

北
きた

今富
いまどみ

川
がわ

小
こ

田浦
た の う ら

湯
ゆ

の浦
う ら

胸
むね

川
かわ

万
ま

江
え

川
かわ

県
けん

川辺
かわべ

一町
いっちょう

田
だ

県
けん

佐敷
さ し き

湯出
ゆ で

川
がわ

河内
か わ ち

川
がわ

河内
か わ ち

川
がわ

松原
まつばら

川
がわ

松原
まつばら

川
がわ

広瀬
ひ ろ せ

川
がわ

広瀬
ひ ろ せ

川
がわ

大
おお

宮
みや

地
じ

川
がわ

大
おお

宮
みや

地
じ

川
がわ

今泉
いまいずみ

川
がわ

小
こ

宮
みや

地
じ

区　　　　域

津奈木
つ な ぎ

川
がわ



河川名 観測局名

　左岸：洋平川合流点の県管理上流端から海まで

　右岸：洋平川合流点の県管理上流端から海まで

　左岸：天草郡苓北町志岐1536番2地先の町道橋から海まで

　右岸：天草郡苓北町志岐2712番1地先の町道橋から海まで

☆発表条件

発　表 水　　位　　条　　件

待機・準備 　水防団待機水位に達し、はん濫注意水位を突破すると思われるとき。

出　　動 　はん濫注意水位に達し、なお上昇の見込みがあるとき。

警　　戒 　避難判断水位に達し、なお上昇の見込みがあるとき。

厳重警戒 　はん濫危険水位に達し、なお上昇しはん濫する恐れがあるとき。

解　　除 　はん濫注意水位以下に下がり、再び増水の恐れがないと思われるとき。

【Ⅲ-７-②】 水防警報対象量水標の設定水位と条件   〔 第５章第２節（２）関係 〕

観測所名 地先名
水防団

待機水位
はん濫

注意水位
避難

判断水位
はん濫

危険水位
摘 要

吉原
よ し は ら

橋
ばし 熊本市北区龍田弓削

町字小坂屋敷310-2
1.67

(42.90)
2.62

(43.85)
3.51

(44.74)
3.95

(45.18)

観測所
水位
(TP表
示)

天
てん

満
まん

橋
ばし 熊本市西区

城山大塘町1636
2.41

(2.63)
2.80

(3.02)
4.36

(4.58)
4.64

(4.86)

観測所
水位
(TP表
示)

坪
つぼ

　井
い 熊本市中央区坪井

5-16
3.03

(9.18)
5.30

(11.45)
5.65

(11.80)
5.72

(11.87)

観測所
水位
(TP表
示)

高
たか

平
ひら

橋
ばし 熊本市北区高平

2-23
1.95

(12.24)
3.20

(13.49)
3.20

(13.49)
3.72

(14.01)

観測所
水位
(TP表
示)

鶴
つる

羽
は

田
た

橋
ばし 熊本市北区

四方寄町80
1.51

(22.60)
2.46

(23.55)
3.22

(24.31)
3.42

(24.51)

観測所
水位
(TP表
示)

池
いけの

　上
う え 熊本市西区池上町

池上第３排水機場内
1.80

(2.87)
2.60

(3.67)
2.60

(3.67)
3.08

(4.15)

観測所
水位
(TP表
示)

鶴
つる

野
の

橋
はし 熊本市西区花園

7-12-1
1.97

(12.20)
2.76

(12.99)
2.76

(12.99)
3.13

(13.36)

観測所
水位
(TP表
示)

西
に し

　里
ざ と

熊本市北区硯川町
0.95

(28.84)
1.48

(29.37)
1.48

(29.37)
1.79

(29.68)

観測所
水位
(TP表
示)

除
よけ

　川
がわ

除
よけ

　川
がわ 熊本市西区沖新町

3330
3.04

(0.96)
3.32

(1.24)
3.80

(1.72)
3.93

(1.85)

観測所
水位
(TP表
示)

千間
せんげん

江
え

湖
ご

千間
せんげん

江
え

湖
ご 熊本市南区白石町

1495
2.04

(1.42)
2.54

(1.92)
2.54

(1.92)
2.93

(2.31)

観測所
水位
(TP表
示)

天明
てんめい

新川
しんかわ

南高江
みなみたかえ 熊本市南区

南高江町4-1
2.67

(3.56)
2.84

(3.73)
2.84

(3.73)
3.12

(4.01)

観測所
水位
(TP表
示)

藻器堀川
し ょ う け ぼ り が わ

藻器堀川
し ょ う け ぼ り が わ 熊本市中央区

水前寺公園747-1
1.10

(6.28)
1.76

(6.94)
1.76

(6.94)
2.02

(7.20)

観測所
水位
(TP表
示)

健軍
けんぐん

川
がわ

健軍
けんぐん

川
がわ

熊本市東区錦ヶ丘1
0.88

(22.19)
1.45

(22.76)
1.45

(22.76)
1.99

(23.30)

観測所
水位
(TP表
示)

浜戸
は ま ど

川
がわ

浜戸
は ま ど

川
がわ 熊本市南区

城南町敷田
2.09

(7.20)
2.96

(8.07)
2.96

(8.07)
3.42

(8.53)

観測所
水位
(TP表
示)

砂
すな

　川
かわ

小
お

　川
がわ 宇城市小川町大字南

小川字井手口
1.99

(5.50)
2.45

(5.96)
2.62

(6.13)
3.06

(6.57)

観測所
水位
(TP表
示)

井
い

芹
せ り

川
がわ

白川
しらかわ

坪井
つ ぼ い

川
がわ

志岐
し き

川
がわ

志岐
し き

川
がわ

上津深江
こ う つ ふ か え

川
がわ

区　　　　域

上
こう

津
つ

深
ふか

江
え

川
がわ

河川名



観測所名 地先名
水防団

待機水位
はん濫

注意水位
避難

判断水位
はん濫

危険水位
摘 要

大野
お お の

川
がわ

上
かみ

久
く

具
ぐ

橋
はし 宇城市松橋町大字久

具
1.83

(3.31)
2.67

(4.15)
3.22

(4.70)
3.50

(4.98)

観測所
水位
(TP表
示)

浅
あ さ

　川
かわ

浅
あ さ

　川
かわ 宇城市松橋町西下郷

2462-4
1.10

(2.37)
1.85

(3.12)
2.83

(4.10)
2.97

(4.24)

観測所
水位
(TP表
示)

五丁川
ご ち ょ う が わ

五丁川
ごち ょ う が わ 宇城市松橋町大字浅

川字井樋口1318-2
2.22

(0.07)
2.50

(0.35)
2.88

(0.73)
3.17

(1.02)

観測所
水位
(TP表
示)

潤
うるご

　川
がわ

潤
うるご

　川
がわ 宇土市三拾町字西田

93-1
1.96

(2.52)
2.16

(2.72)
2.16

(2.72)
2.28

(2.84)

観測所
水位
(TP表
示)

網津
あ み つ

川
がわ

網津
あ み つ

川
がわ 宇土市住吉町字上ノ

割41-2
1.60

(2.02)
2.15

(2.57)
2.15

(2.57)
2.46

(2.88)

観測所
水位
(TP表
示)

波
は

多
た

川
がわ

波
は

多
た

川
がわ 宇城市三角町波多字

郷開2798-2
2.30

(1.25)
2.59

(1.54)
2.69

(1.64)
2.78

(1.73)

観測所
水位
(TP表
示)

竜
たつ

瀬
せ

橋
ばし 玉名郡南関町大字関

町字下城1570-5
0.74

(51.80)
1.27

(52.33)
1.34

(52.40)
1.46

(52.52)

観測所
水位
(TP表
示)

木
こ の

　葉
は 玉名市田崎字生見

（田崎橋左岸）
2.67

(7.29)
3.87

(8.49)
4.69

(9.31)
4.92

(9.54)

観測所
水位
(TP表
示)

玉
ぎょく

　東
と う 玉名郡玉東町大字木

葉
1.07

(12.49)
2.60

(14.02)
2.60

(14.02)
3.28

(14.70)

観測所
水位
(TP表
示)

榎島
えのきしま

橋
はし

玉名市岱明町野口
1.69

(3.88)
2.97

(5.16)
2.97

(5.16)
3.15

(5.34)

観測所
水位
(TP表
示)

南大門
なんだいもん

橋
はし

玉名市中
1.12

(7.23)
1.64

(7.75)
1.64

(7.75)
2.42

(8.53)

観測所
水位
(TP表
示)

繁根木
は ね ぎ

川
がわ

繁根木
は ね ぎ

玉名市石貫字中の島
0.94

(13.47)
1.91

(14.44)
1.91

(14.44)
2.12

(14.65)

観測所
水位
(TP表
示)

浦
う ら

　川
かわ

浦
う ら

　川
かわ

玉名郡長洲町長洲
3.26

(1.97)
3.31

(2.02)
3.63

(2.34)
3.92

(2.63)

観測所
水位
(TP表
示)

菜
な

切
き り

川
がわ

菜
な

　切
き り

荒尾市菰屋字高倉
1.06

(5.90)
2.20

(7.04)
2.20

(7.04)
3.49

(8.33)

観測所
水位
(TP表
示)

行
い く

末
すえ

川
がわ

行
い く

末
すえ

川
がわ 玉名郡長洲町大字腹

赤字塘下1641-2
2.07

(2.61)
2.58

(3.12)
2.58

(3.12)
2.93

(3.47)

観測所
水位
(TP表
示)

唐人
と う じ ん

川
がわ

唐人
と う じ ん

川
がわ 玉名市天水町部田見

字石塘2925
1.31

(1.49)
1.58

(1.76)
1.58

(1.76)
1.68

(1.86)

観測所
水位
(TP表
示)

和仁
わ に

川
がわ

和仁
わ に

川
がわ 玉名郡和水町太田黒

字古河1252-1
1.57

(18.03)
3.06

(19.52)
3.06

(19.52)
3.70

(20.16)

観測所
水位
(TP表
示)

岩野
い わ の

川
がわ

岩
いわ

　野
の

山鹿市津留3061
1.63

(34.61)
3.43

(36.41)
3.43

(36.41)
4.29

(37.27)

観測所
水位
(TP表
示)

陣内
じんない 菊池郡大津町大字陣

内字年の神1510－4
2.83

(83.74)
4.00

(84.91)
4.00

(84.91)
5.19

(86.10)

観測所
水位
(TP表
示)

堀
ほ り

　川
かわ

須
す

　屋
や 合志市須屋字川添

607-2
1.74

(29.08)
3.13

(30.47)
4.51

(31.85)
4.95

(32.29)

観測所
水位
(TP表
示)

片
かた

　角
か く

菊池市片角82-3
2.44

(47.32)
2.85

(47.73)
2.85

(47.73)
3.42

(48.30)

観測所
水位
(TP表
示)

立
たて

　門
かど

菊池市重味
1.59

(275.28)
2.16

(275.85)
2.55

(276.24)
3.53

(277.22)

観測所
水位
(TP表
示)

泗
し

　水
すい 菊池市泗水町永401-

1
0.22

(60.48)
0.54

(60.80)
0.54

(60.80)
1.17

(61.43)

観測所
水位
(TP表
示)

旭
きょく

　志
し

菊池市旭志伊萩562
0.91

(98.20)
1.30

(98.59)
1.30

(98.59)
1.66

(98.95)

観測所
水位
(TP表
示)

白川
しらかわ

菊池
き く ち

川
がわ

合志
こ う し

川
がわ

河川名

関
せき

　川
がわ

木
こ の

葉
は

川
がわ

境
さかい

　川
がわ



観測所名 地先名
水防団

待機水位
はん濫

注意水位
避難

判断水位
はん濫

危険水位
摘 要

河原
かわはる

川
がわ

河原
かわはる

川
がわ 菊池市藤田字上鶴

997-6
1.82

(54.78)
2.61

(55.57)
2.61

(55.57)
3.04

(56.00)

観測所
水位
(TP表
示)

黒
く ろ

　川
かわ

黒
く ろ

　川
かわ

阿蘇市内牧字宝泉
2.07

(476.21)
3.45

(477.59)
3.65

(477.79)
4.53

(478.67)

観測所
水位
(TP表
示)

白
し ら

　川
かわ

中
なか

　松
まつ 阿蘇郡南阿蘇村大字

中松字祇園
1.52

(410.08)
2.41

(410.97)
2.69

(411.25)
3.07

(411.63)

観測所
水位
(TP表
示)

筑後
ち く ご

川
がわ

池
いけの

　鶴
つる 阿蘇郡小国町大字下

城1757-2
3.63

(325.08)
5.01

(326.46)
5.45

(326.90)
6.72

(328.17)

観測所
水位
(TP表
示)

赤
あか

　井
い

上益城郡益城町宮園
2.53

(7.30)
3.63

(8.40)
3.86

(8.63)
4.39

(9.16)

観測所
水位
(TP表
示)

県
けん

津
つ

森
も り 上益城郡益城町

田原字中須
1.70

(29.11)
2.28

(29.69)
3.14

(30.55)
3.35

(30.76)

観測所
水位
(TP表
示)

県
けん

御船
み ふ ね 上益城郡御船町

大字滝尾字六地蔵
3.03

(31.74)
3.62

(32.33)
3.62

(32.33)
3.93

(32.64)

観測所
水位
(TP表
示)

落
おち

合
あい

橋
はし 上益城郡御船町大字

木倉字筒井崎7511
2.15

(13.46)
3.38

(14.69)
3.65

(14.96)
3.76

(15.07)

観測所
水位
(TP表
示)

嘉
か

　島
し ま 上益城郡嘉島町大字

井寺　矢形川右岸
4.68

(8.34)
5.75

(9.41)
6.91

(10.57)
7.01

(10.67)

観測所
水位
(TP表
示)

千滝
せんたき

川
がわ 上益城郡山都町下馬

尾265
2.17

(440.12)
2.77

(440.72)
2.77

(440.72)
3.21

(441.16)

観測所
水位
(TP表
示)

松本
ま つ も と

橋
ばし 八代郡氷川町島地

1303
1.35

(4.01)
2.23

(4.89)
2.23

(4.89)
2.65

(5.31)

観測所
水位
(TP表
示)

立
たて

　神
がみ 八代郡氷川町立神

字本村
2.34

(17.89)
3.34

(18.89)
3.34

(18.89)
4.18

(19.73)

観測所
水位
(TP表
示)

落
おち

　合
あい

八代市泉町柿迫桂原
2.06

(209.83)
3.22

(210.99)
3.72

(211.49)
4.52

(212.29)

観測所
水位
(TP表
示)

早
そ う

瀬
ぜ

橋
ばし 八代市東陽町南字早

瀬3056
1.65

(30.48)
3.51

(32.34)
3.51

(32.34)
3.60

(32.43)

観測所
水位
(TP表
示)

河
かわ

　俣
また 八代市東陽町河俣

8443
1.27

(131.68)
2.55

(132.96)
2.62

(133.03)
3.17

(133.58)

観測所
水位
(TP表
示)

第
だい

２大
お

鞘
ざや

橋
ばし 八代市千丁町古閑出

字築合北割2975-10
3.52

(0.53)
3.95

(0.96)
4.87

(1.88)
4.99

(2.00)

観測所
水位
(TP表
示)

千丁町
せんちょうまち

北村
きたむら 八代市千丁町大字太

牟田字北渕前1563-7
0.75

(1.57)
1.51

(2.33)
1.77

(2.59)
1.97

(2.79)

観測所
水位
(TP表
示)

八
はち

間
けん

川
がわ

八
はち

間
けん

川
がわ 八代郡氷川町大字網

道
1.86

(-0.17)
2.13

(0.10)
2.63

(0.60)
2.75

(0.72)

観測所
水位
(TP表
示)

鏡
かがみ

　川
がわ

鏡
かがみ

　川
かわ

八代市鏡町津口
3.32

(2.27)
3.54

(2.49)
3.54

(2.49)
3.70

(2.65)

観測所
水位
(TP表
示)

水
みず

無
な し

川
がわ

水無
みずなし

川
がわ 八代市古麗町字巣ノ

木499
1.43

(6.90)
1.77

(7.24)
1.89

(7.36)
2.09

(7.56)

観測所
水位
(TP表
示)

二見
ふ た み

川
がわ

二見
ふ た み

川
がわ 八代市二見洲口大字

五反田
1.02

(3.71)
1.36

(4.05)
1.36

(4.05)
1.83

(4.52)

観測所
水位
(TP表
示)

新水俣
しんみなまた

橋
ばし

水俣市天神町
2.34

(1.96)
2.53

(2.15)
2.76

(2.38)
2.99

(2.61)

観測所
水位
(TP表
示)

深
ふか

　川
がわ 水俣市薄原字前田

156
2.46

(38.39)
3.82

(39.75)
4.03

(39.96)
4.44

(40.37)

観測所
水位
(TP表
示)

佐敷
さ し き

川
がわ

県
けん

佐敷
さ し き

葦北郡芦北町花岡東
1.47

(4.37)
2.26

(5.16)
3.51

(6.41)
3.92

(6.82)

観測所
水位
(TP表
示)

千滝
せんたき

川
がわ

河俣
かわまた

川
がわ

大鞘
お ざ や

川
がわ

河川名

水俣
みなまた

川
がわ

氷
ひ

　川
かわ

御船
み ふ ね

川
がわ

矢
や

形
かた

川
がわ

木
き

山
やま

川
がわ



観測所名 地先名
水防団

待機水位
はん濫

注意水位
避難

判断水位
はん濫

危険水位
摘 要

湯出
ゆ で

川
がわ

湯出
ゆ で

川
がわ

水俣市天神町
0.89

(3.79)
2.05

(4.95)
2.18

(5.08)
2.44

(5.34)

観測所
水位
(TP表
示)

津奈木
つ な ぎ

川
がわ

津奈木
つ な ぎ

川
がわ 葦北郡津奈木町岩城

字上原1601
0.65

(5.54)
1.69

(6.58)
1.94

(6.83)
2.89

(7.78)

観測所
水位
(TP表
示)

田浦
た の う ら

川
がわ

田浦
た の う ら

川
がわ 葦北郡芦北町大字田

浦大丸849
0.87

(3.60)
1.56

(4.29)
2.24

(4.97)
2.70

(5.43)

観測所
水位
(TP表
示)

小田
こ　　たのうら

浦川
がわ

小田
こ　　たの　うら

浦
葦北郡芦北町小田浦
1641-1

1.34
(2.18)

1.50
(2.34)

1.50
(2.34)

1.78
(2.62)

観測所
水位
(TP表
示)

湯
ゆ

の浦
う ら

川
がわ

湯
ゆ

の浦
う ら 葦北郡芦北町女島平

生
3.04

(3.04)
3.20

(3.20)
3.38

(3.38)
4.00

(4.00)

観測所
水位
(TP表
示)

湯山
ゆ や ま

川
がわ

湯
ゆ

　山
やま 球磨郡水上村美所尾

469
3.00

(99.58)
4.79

(101.37)
6.40

(102.98)
7.08

(103.66)

観測所
水位
(TP表
示)

川辺
かわべ

川
がわ

県
けん

川辺
かわべ 球磨郡相良村大字川

辺字川辺
3.39

(133.55)
3.82

(133.98)
3.82

(133.98)
4.00

(134.16)

観測所
水位
(TP表
示)

万
ま

江
え

川
かわ

万
ま

江
え

川
かわ

人吉市井ノ口町
1.85

(114.11)
2.61

(114.87)
2.61

(115.87)
3.08

(115.34)

観測所
水位
(TP表
示)

胸
むね

川
かわ

胸
むね

川
かわ 人吉市西間上町

西間児童公園内
1.19

(111.44)
2.04

(112.29)
2.39

(112.64)
2.66

(112.91)

観測所
水位
(TP表
示)

町
ま ち

山
やま

口
ぐ ち

川
がわ

県
けん

本
ほん

渡
ど

天草市本渡町下川原
1.40

(5.86)
1.52

(5.98)
1.52

(5.98)
1.55

(6.01)

観測所
水位
(TP表
示)

一町
いっちょう

田
だ

川
がわ

一町
いっちょう

田
だ

天草市河浦町一町田
0.96

(2.16)
2.27

(3.47)
3.13

(4.33)
3.35

(4.55)

観測所
水位
(TP表
示)

広瀬
ひ ろ せ

川
がわ

広瀬
ひ ろ せ

川
がわ 天草市本戸馬場字川

原田2997-5
0.80

(6.72)
2.08

(8.00)
2.53

(8.45)
3.13

(9.05)

観測所
水位
(TP表
示)

大
おお

宮
みや

地
じ

川
がわ

大
おお

宮
みや

地
じ

川
がわ 天草市新和町大宮地

字北ノ原4316-3
1.88

(4.50)
2.41

(5.03)
2.82

(5.44)
3.08

(5.70)

観測所
水位
(TP表
示)

流
ながれ

 合
あい

川
　がわ

小
こ

宮
みや

地
じ 天草市新和町小宮地

字土手附137-144
3.00

(1.57)
3.14

(1.71)
3.42

(1.99)
3.49

(2.06)

観測所
水位
(TP表
示)

内
う ち

野
の

川
がわ

内
う ち

野
の

川
がわ 天草市五和町二江須

ノ脇1368-3
3.94

(2.19)
4.18

(2.43)
4.18

(2.43)
4.45

(2.70)

観測所
水位
(TP表
示)

今富
い まとみ

川
がわ

今富
いまとみ

川
がわ 天草市河浦町崎津

月ヶ浦1780
1.79

(3.16)
1.86

(3.23)
1.86

(3.23)
2.03

(3.40)

観測所
水位
(TP表
示)

下
し も

津
つ

深
ふか

江
え

川
がわ

下
し も

田
だ

北
きた 天草市天草町下田北

字堀田562-1
1.04

(4.65)
2.29

(5.90)
2.29

(5.90)
2.54

(6.15)

観測所
水位
(TP表
示)

今泉
いまいずみ

川
　　がわ

今泉
いまいずみ

川
　　がわ 上天草市松島町大字

今泉字下西川1990-8
2.08

(2.40)
2.72

(3.04)
2.72

(3.04)
2.97

(3.29)

観測所
水位
(TP表
示)

河内
か わ ち

川
がわ

河内
か わ ち

川
がわ 天草市栖本町馬場下

差原
2.36

(1.82)
2.75

(2.21)
3.32

(2.78)
3.51

(2.97)

観測所
水位
(TP表
示)

松原
まつばら

川
がわ

松原
まつばら

川
がわ 天草郡苓北町大字坂

瀬川字宮原3589
1.20

(5.48)
1.75

(6.03)
1.87

(6.15)
1.97

(6.25)

観測所
水位
(TP表
示)

上
こ う

津
つ

深
ふか

江
え

川
がわ

上津深江
こ う つ ふ か え

川
がわ 天草郡苓北町上津深

江1232字川向
2.02

(2.06)
2.26

(2.30)
3.26

(3.30)
3.37

(3.41)

観測所
水位
(TP表
示)

志岐
し き

川
がわ

志岐
し き

川
がわ 天草郡苓北町大字志

岐字茶摘田1252
0.85

(12.45)
1.43

(13.03)
2.03

(13.63)
2.20

(13.80)

観測所
水位
(TP表
示)

河川名



【Ⅲ-７-③】 水防警報の通知及び水位観測所の関係する水防管理者の範囲   〔 第５章第２節（２）関係 〕

観測局名 水防警報発表者 水　防　管　理　者

吉原
よ し は ら

橋
ばし

熊本土木事務所長
メール

(FAXまたは電話)
　熊本市長、菊陽町長

天
てん

満
まん

橋
ばし

熊本土木事務所長
メール

(FAXまたは電話)
　熊本市長

坪
つぼ

　井
い

熊本土木事務所長
メール

(FAXまたは電話)
　熊本市長

高
たか

平
ひら

橋
ばし

熊本土木事務所長
メール

(FAXまたは電話)
　熊本市長

鶴
つる

羽
は

田
た

橋
ばし

熊本土木事務所長
メール

(FAXまたは電話)
　熊本市長

池
いけの

　上
う え

熊本土木事務所長
メール

(FAXまたは電話)
　熊本市長

鶴
つる

野
の

橋
はし

熊本土木事務所長
メール

(FAXまたは電話)
　熊本市長

西
に し

　里
ざ と

熊本土木事務所長
メール

(FAXまたは電話)
　熊本市長

除
よけ

　川
がわ

除
よけ

　川
がわ

熊本土木事務所長
メール

(FAXまたは電話)
　熊本市長

千間
せんげん

江湖
え ご

千間
せんげん

江湖
え ご

熊本土木事務所長
メール

(FAXまたは電話)
　熊本市長

天明
てんめい

新
し ん

川
かわ

南高江
みなみたかえ

熊本土木事務所長
メール

(FAXまたは電話)
　熊本市長

藻器堀川
し ょ う け ぼ り が わ

藻器堀川
し ょ う け ぼ り が わ

熊本土木事務所長
メール

(FAXまたは電話)
　熊本市長

健軍
けんぐん

川
がわ

健軍
けんぐん

川
がわ

熊本土木事務所長
メール

(FAXまたは電話)
　熊本市長

浜戸
は ま ど

川
がわ

浜戸
は ま ど

川
がわ

熊本土木事務所長
メール

(FAXまたは電話)
　熊本市長

砂
すな

　川
かわ

小
お

　川
がわ

宇城地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　宇城市長、氷川町長

大野
お お の

川
がわ

上
かみ

久
く

具
ぐ

橋
はし

宇城地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　宇城市長

浅
あ さ

　川
かわ

浅
あ さ

　川
かわ

宇城地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　宇城市長

五丁
ご ち ょ う

川
がわ

五丁川
ごち ょ う が わ

宇城地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　宇城市長

潤
うるご

　川
がわ

潤
うるご

　川
がわ

宇城地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)

網津
あ み つ

川
がわ

網津
あ み つ

川
がわ

宇城地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)

波
は

多
た

川
がわ

波
は

多
た

川
がわ

宇城地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)

竜
たつ

瀬
せ

橋
はし

玉名地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　南関町長

木
こ の

　葉
は

玉名地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　玉名市長、玉東町長

玉
ぎょく

　東
と う

玉名地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
  玉東町長

榎島
えのきしま

橋
はし

玉名地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　玉名市長

南大門
なんだいもん

橋
はし

玉名地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　玉名市長

白川
しらかわ

　宇城市長

河川名

坪井
つ ぼ い

川
がわ

　宇土市長、熊本市長

　宇土市長

連絡方法
(予備方法)

木
こ の

葉
は

川
がわ

関
せき

　川
がわ

境
さかい

　川
がわ

井
い

芹
せ り

川
がわ



観測局名 水防警報発表者 水　防　管　理　者

繁根木
は ね ぎ

川
がわ

繁根木
は ね ぎ

玉名地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　玉名市長

浦
う ら

　川
かわ

浦
う ら

　川
かわ

玉名地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　荒尾市長、長洲町長

菜
な

切
き り

川
がわ

菜
な

　切
き り

玉名地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　荒尾市長、長洲町長

行
い く

末
すえ

川
がわ

行
い く

末
すえ

川
がわ

玉名地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　玉名市長、長洲町長

唐人
と う じ ん

川
がわ

唐人
と う じ ん

川
がわ

玉名地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　玉名市長

和仁
わ に

川
がわ

和仁
わ に

川
がわ

玉名地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　和水町長

岩野
い わ の

川
がわ

岩
いわ

　野
の

鹿本地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　山鹿市長

陣内
じんない

菊池地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　菊陽町長、大津町長

堀
ほ り

　川
かわ

須
す

　屋
や

菊池地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　合志市長

片
かた

　角
かど

菊池地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　菊池市長

立
たて

　門
かど

菊池地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　菊池市長

泗
し

　水
すい

菊池地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　菊池市長

旭
きょく

　志
し

菊池地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　菊池市長

河原
かわはる

川
がわ

河原
かわはる

川
がわ

菊池地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　菊池市長

黒
く ろ

　川
かわ

黒
く ろ

　川
かわ

阿蘇地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　阿蘇市長

白
し ら

　川
かわ

中
なか

　松
まつ

阿蘇地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　南阿蘇村長

筑後
ち く ご

川
がわ

池
いけの

　鶴
つる

阿蘇地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　小国町長

赤
あか

　井
い

上益城地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)

県
けん

津
つ

森
も り

上益城地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　益城町長

県
けん

御船
み ふ ね

上益城地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　御船町長

落
おち

合
あい

橋
はし

上益城地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)

嘉
か

　島
し ま

上益城地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)

千滝
せんたき

川
がわ

上益城地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　山都町長

松本
ま つ も と

橋
ばし

八代地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　八代市長、氷川町長

立
たて

　神
がみ

八代地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　八代市長、氷川町長

落
おち

　合
あい

八代地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　八代市長

白川
しらかわ

菊池
き く ち

川
がわ

御船
み ふ ね

川
がわ

木
き

山
やま

川
がわ

矢
や

形
かた

川
がわ

千滝
せんたき

川
がわ

合志
こ う し

川
がわ

氷
ひ

　川
かわ

  熊本市長、御船町長、
  益城町長、嘉島町長

　熊本市長、御船町長、
  益城町長、嘉島町長

　益城町長、嘉島町長、
  熊本市長

連絡方法
(予備方法)

河川名



観測局名 水防警報発表者 水　防　管　理　者

早
そ う

瀬
ぜ

橋
ばし

八代地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　八代市長

河
かわ

　俣
また

八代地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　八代市長

第
だい

２大鞘
お ざ や

橋
ばし 八代地域振興局長

メール
(FAXまたは電話)

　八代市長

千丁町
せんちょうまち

北村
きたむら 八代地域振興局長

メール
(FAXまたは電話)

　八代市長

八
はち

間
けん

川
がわ

八
はち

間
けん

川
がわ

八代地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　氷川町長、宇城市長

鏡
かがみ

　川
がわ

鏡
かがみ

　川
かわ

八代地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　八代市長

水
みず

無
な し

川
がわ

水無
みずなし

川
がわ

八代地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　八代市長

二見
ふ た み

川
がわ

二見
ふ た み

川
がわ

八代地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　八代市長

新水俣
しんみなまた

橋
ばし

芦北地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　水俣市長

深
ふか

　川
がわ

芦北地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　水俣市長

佐敷
さ し き

川
がわ

県佐敷
け ん さ し き

芦北地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　芦北町長

湯出
ゆ で

川
がわ

湯出
ゆ で

川
がわ

芦北地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　水俣市長

津奈木
つ な ぎ

川
がわ

津奈木
つ な ぎ

川
がわ

芦北地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　津奈木町長

田浦
た の う ら

川
がわ

田浦
た の う ら

川
がわ

芦北地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　芦北町長

小田
こ たの

浦
う ら

川
がわ

小田
　こたのう

浦
ら

芦北地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　芦北町長

湯
ゆ

の浦
う ら

川
がわ

湯
ゆ

の浦
う ら

芦北地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　芦北町長

湯山
ゆ や ま

川
がわ

湯
ゆ

　山
やま

球磨地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　水上村長

川辺
かわべ

川
がわ

県
けん

川辺
かわべ

球磨地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　相良村、錦町

万
ま

江
え

川
かわ

万
ま

江
え

川
かわ

球磨地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　人吉市、山江村

胸
むね

川
かわ

胸
むね

川
かわ

球磨地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　人吉市

県
けん

本
ほん

渡
ど

天草地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　天草市長

一町
いっちょう

田
だ

川
がわ

一町
いっちょう

田
だ

天草地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　天草市長

広瀬
ひ ろ せ

川
がわ

広瀬
ひ ろ せ

川
がわ

天草地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　天草市長

大
おお

宮
みや

地
じ

川
がわ

大
おお

宮
みや

地
じ

川
がわ

天草地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　天草市長

流
ながれ

 合
あい

川
がわ

小
こ

宮
みや

地
じ

天草地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　天草市長

内
う ち

野
の

川
がわ

内
う ち

野
の

川
がわ

天草地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　天草市長

今富
い まとみ

川
がわ

今富
いまとみ

川
がわ

天草地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　天草市長

河俣
かわまた

川
がわ

町
ま ち

山
やま

口
ぐ ち

川
がわ

水俣
みなまた

川
がわ

河川名

大鞘
お ざ や

川
がわ

連絡方法
(予備方法)



観測局名 水防警報発表者 水　防　管　理　者

下
し も

津
つ

深
ふか

江
え

川
がわ

下
し も

田
だ

北
きた

天草地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　天草市長

今泉
いまいずみ

川
　　がわ

今泉
いまいずみ

川
　　がわ

天草地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　上天草市長

河内
か わ ち

川
がわ

河内
か わ ち

川
がわ

天草地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　天草市長

松原
まつばら

川
がわ

松原
まつばら

川
がわ

天草地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　苓北町長

上
こ う

津
つ

深
ふか

江
え

川
がわ

上津深江
こ う つ ふ か え

川
がわ 天草地域振興局長

メール
(FAXまたは電話)

　苓北町長

志岐
し き

川
がわ

志岐
し き

川
がわ

天草地域振興局長
メール

(FAXまたは電話)
　苓北町長

【Ⅲ-７-④】 水防警報伝達（連絡）系統図

連絡方法
(予備方法)

河川名

水防区本部長

（発表者）

水防本部（県庁）

（県関係機関）

水防管理者（市町村）
（受信者）

一般住民

水防機関（消防団）



Ⅲ-７-④  水防情報伝達（連絡）系統図

水防管理者

水防区本部

熊本県

○○地域振興局

（熊本土木事務所）

一般住民
へ

広く周知
県

水防本部

県

関係機関

県
河川課

ＮＨＫ

ＫＫＴ

ＫＡＢ

RKＫ

ＴＫＵ

伝達

方法

〈Fax〉

○伝達方法

〈Mail〉
(Fax：予備)

○○市

住 民

避難場所

消防団

○○市

住 民

避難場所

消防団

○○町

住 民

避難場所

消防団

○○村

住 民

避難場所

消防団

○伝達方法

〈Mail〉
(Fax：予備)

水防情報連絡系統図

発表基準水位 水防
河川名 観測局名 水防団 はん濫 避難 はん濫 管理者 備考

待機水位 注意水位 判断水位 危険水位 (市町村)

○　川 ●　●

☆☆川 ★★★★

△　川 ▲　▲

□□川 ■■■

◇◇川 ◆◆◆



水防情報連絡系統図
　「熊本水防区本部」

水防情報連絡系統図
　「宇城水防区本部」

水防管理者

水防管理者

水防区本部

熊本県
熊本土木事務所

ＮＨＫ

一般住民

へ
広く周知

県

水防本部

県

砂防課

県

河川課

ＫＫＴ

ＫＡＢ

RKＫ

ＴＫＵ

伝達

方法
〈Mail〉
〈Fax〉

○伝達方法

〈Mail〉
○伝達方法

〈Mail〉

水防区本部

熊本県
宇城地域振興局

ＮＨＫ

一般住民

へ
広く周知

県

水防本部

県

砂防課

県

河川課

ＫＫＴ

ＫＡＢ

RKＫ

ＴＫＵ

伝達

方法
〈Mail〉
〈Fax〉

○伝達方法

〈Mail〉
○伝達方法

〈Mail〉

熊本市

住 民

避難場所

消防団

熊本市

住 民

避難場所

消防団

宇土市

住 民

避難場所

消防団

氷川町

住 民

避難場所

消防団

宇城市

住 民

避難場所

消防団

菊陽町

住 民

避難場所

消防団

水防団 はん濫 避難 はん濫 水防
河川名 観測局名 待機水位 注意水位 判断水位 危険水位 管理者 備考

宇城市
砂　川 小　川 1.99 2.45 2.62 3.06 氷川町

大野川 上久具橋 1.83 2.67 3.22 3.50 宇城市

浅　川 浅　川 1.10 1.85 2.83 2.97 宇城市

五丁川 五丁川 2.22 2.50 2.88 3.17 宇城市
熊本市

潤　川 潤　川 1.96 2.16 2.16 2.28 宇城市

網津川 網津川 1.60 2.15 2.15 2.46 宇土市

波多川 波多川 2.30 2.59 2.69 2.78 宇城市

水防団 はん濫 避難 はん濫 水防
河川名 観測局名 待機水位 注意水位 判断水位 危険水位 管理者 備考

熊本市
白川 吉原橋 1.67 2.62 3.51 3.95 菊陽町

天満橋 2.41 2.80 4.36 4.64 熊本市

坪井川 坪　井 3.03 5.30 5.65 5.72 熊本市

高平橋 1.95 3.20 3.20 3.72 熊本市

鶴羽田橋 1.51 2.46 3.22 3.42 熊本市

池　上 1.80 2.60 2.60 3.08 熊本市
井芹川

鶴野橋 1.97 2.76 2.76 3.13 熊本市

西　里 0.95 1.48 1.48 1.79 熊本市

除　川 除　川 3.04 3.32 3.80 3.93 熊本市

千間江湖 千間江湖 2.04 2.54 2.54 2.93 熊本市

天明新川 南高江 2.67 2.84 2.84 3.12 熊本市

藻器堀川 藻器堀川 1.10 1.76 1.76 2.02 熊本市

健軍川 健軍川 0.88 1.45 1.45 1.99 熊本市

浜戸川 浜戸川 2.09 2.96 2.96 3.42 熊本市



水防情報連絡系統図
　「玉名水防区本部」

水防情報連絡系統図
　「鹿本水防区本部」

水防管理者

水防区本部

熊本県
玉名地域振興局

ＮＨＫ

一般住民

へ
広く周知

県

水防本部

県

砂防課

県

河川課

ＫＫＴ

ＫＡＢ

RKＫ

ＴＫＵ

伝達

方法
〈Mail〉
〈Fax〉

○伝達方法

〈Mail〉
○伝達方法

〈Mail〉

荒尾市

住 民

避難場所

消防団

玉東町

住 民

避難場所

消防団

長洲町

住 民

避難場所

消防団

水防管理者

水防区本部

熊本県
鹿本地域振興局

ＮＨＫ

一般住民

へ
広く周知

県

水防本部

県

砂防課

県

河川課

ＫＫＴ

ＫＡＢ

RKＫ

ＴＫＵ

伝達

方法
〈Mail〉
〈Fax〉

○伝達方法

〈Mail〉
○伝達方法

〈Mail〉

山鹿市

住 民

避難場所

消防団

玉名市

住 民

避難場所

消防団

南関町

住 民

避難場所

消防団

和水町

住 民

避難場所

消防団

水防団 はん濫 避難 はん濫 水防
河川名 観測局名 待機水位 注意水位 判断水位 危険水位 管理者 備考

岩野川 岩　野 1.63 3.43 3.43 4.29 山鹿市

水防団 はん濫 避難 はん濫 水防
河川名 観測局名 待機水位 注意水位 判断水位 危険水位 管理者 備考

関　川 竜瀬橋 0.74 1.27 1.34 1.46 南関町
玉名市

木　葉 2.67 3.87 4.69 4.92 玉東町

玉　東 1.07 2.60 2.60 3.28 玉東町

榎島橋 1.69 2.97 2.97 3.15 玉名市

南大門橋 1.12 1.64 1.64 2.42 玉名市

繁根木川 繁根木 0.94 1.91 1.91 2.12 玉名市
荒尾市

浦　川 浦　川 3.26 3.31 3.63 3.92 長洲町
荒尾市

菜切川 菜　切 1.06 2.20 2.20 3.49 長洲町
玉名市

行末川 行末川 2.07 2.58 2.58 2.93 長洲町

唐人川 唐人川 1.31 1.58 1.58 1.68 玉名市

和仁川 和仁川 1.57 3.06 3.06 3.70 和水町

木葉川

境　川



水防情報連絡系統図
　「菊池水防区本部」

水防情報連絡系統図
　「阿蘇水防区本部」

水防管理者

水防区本部

熊本県
菊池地域振興局

ＮＨＫ

一般住民

へ
広く周知

県

水防本部

県

砂防課

県

河川課

ＫＫＴ

ＫＡＢ

RKＫ

ＴＫＵ

伝達

方法
〈Mail〉
〈Fax〉

○伝達方法

〈Mail〉
○伝達方法

〈Mail〉

菊池市

住 民

避難場所

消防団

水防管理者

水防区本部

熊本県
阿蘇地域振興局

ＮＨＫ

一般住民

へ
広く周知

県

水防本部

県

砂防課

県

河川課

ＫＫＴ

ＫＡＢ

RKＫ

ＴＫＵ

伝達

方法
〈Mail〉
〈Fax〉

○伝達方法

〈Mail〉
○伝達方法

〈Mail〉

小国町

住 民

避難場所

消防団

南阿蘇村

住 民

避難場所

消防団

阿蘇市

住 民

避難場所

消防団

合志市

住 民

避難場所

消防団

菊陽町

住 民

避難場所

消防団

大津町

住 民

避難場所

消防団

水防団 はん濫 避難 はん濫 水防
河川名 観測局名 待機水位 注意水位 判断水位 危険水位 管理者 備考

菊陽町
白　川 陣　内 2.83 4.00 4.00 5.19 大津町

堀　川 須　屋 1.74 3.13 4.51 4.95 合志市

片　角 2.44 2.85 2.85 3.42 菊池市

立　門 1.59 2.16 2.55 3.53 菊池市

泗　水 0.22 0.54 0.54 1.17 菊池市

旭　志 0.91 1.30 1.30 1.66 菊池市

河原川 河原川 1.82 2.61 2.61 3.04 菊池市

菊池川

合志川

水防団 はん濫 避難 はん濫 水防
河川名 観測局名 待機水位 注意水位 判断水位 危険水位 管理者 備考

黒　川 黒　川 2.07 3.45 3.65 4.53 阿蘇市

白　川 中　松 1.52 2.41 2.69 3.07 南阿蘇村

筑後川 池　鶴 3.63 5.01 5.45 6.72 小国町



水防情報連絡系統図
　「上益城水防区本部」

水防情報連絡系統図
　「八代水防区本部」

水防管理者

水防区本部

熊本県
上益城地域振興局

ＮＨＫ

一般住民

へ
広く周知

県

水防本部

県

砂防課

県

河川課

ＫＫＴ

ＫＡＢ

RKＫ

ＴＫＵ

伝達

方法
〈Mail〉
〈Fax〉

○伝達方法

〈Mail〉
○伝達方法

〈Mail〉

熊本市

住 民

避難場所

消防団

益城町

住 民

避難場所

消防団

御船町

住 民

避難場所

消防団

嘉島町

住 民

避難場所

消防団

水防管理者

水防区本部

熊本県
八代地域振興局

ＮＨＫ

一般住民

へ
広く周知

県

水防本部

県

砂防課

県

河川課

ＫＫＴ

ＫＡＢ

RKＫ

ＴＫＵ

伝達

方法
〈Mail〉
〈Fax〉

○伝達方法

〈Mail〉
○伝達方法

〈Mail〉

氷川町

住 民

避難場所

消防団

八代市

住 民

避難場所

消防団

宇城市

住 民

避難場所

消防団

山都町

住 民

避難場所

消防団

水防団 はん濫 避難 はん濫 水防
河川名 観測局名 待機水位 注意水位 判断水位 危険水位 管理者 備考

熊本市・益城町

赤　井 2.53 3.63 3.86 4.39 嘉島町

県津森 1.70 2.28 3.14 3.35 益城町

御船川 県御船 3.03 3.62 3.62 3.93 御船町
熊本市・益城町

落合橋 2.15 3.38 3.65 3.76 御船町・嘉島町

熊本市・益城町

嘉　島 4.68 5.75 6.91 7.01 御船町・嘉島町

千滝川 千滝川 2.17 2.77 2.77 3.21 山都町

木山川

矢形川

水防団 はん濫 避難 はん濫 水防
河川名 観測局名 待機水位 注意水位 判断水位 危険水位 管理者 備考

八代市
松本橋 1.35 2.23 2.23 2.65 氷川町

八代市
立　神 2.34 3.34 3.34 4.18 氷川町

落　合 2.06 3.22 3.72 4.52 八代市

早瀬橋 1.65 3.51 3.51 3.60 八代市

河　俣 1.27 2.55 2.62 3.17 八代市

第２大鞘橋 3.52 3.95 4.87 4.99 八代市

千丁町北村 0.75 1.51 1.77 1.97 八代市
氷川町

八間川 八間川 1.86 2.13 2.63 2.75 宇城市

鏡　川 鏡　川 3.32 3.54 3.54 3.70 八代市

水無川 水無川 1.43 1.77 1.89 2.09 八代市

二見川 二見川 1.02 1.36 1.36 1.83 八代市

大鞘川

氷　川

河俣川



水防情報連絡系統図
　「芦北水防区本部」

水防情報連絡系統図
　「球磨水防区本部」

水防管理者

水防区本部

熊本県
芦北地域振興局

ＮＨＫ

一般住民

へ
広く周知

県

水防本部

県

砂防課

県

河川課

ＫＫＴ

ＫＡＢ

RKＫ

ＴＫＵ

伝達

方法
〈Mail〉
〈Fax〉

○伝達方法

〈Mail〉
○伝達方法

〈Mail〉

芦北町

住 民

避難場所

消防団

水俣市

住 民

避難場所

消防団

津奈木町

住 民

避難場所

消防団

水防管理者

水防区本部

熊本県
球磨地域振興局

ＮＨＫ

一般住民

へ
広く周知

県

水防本部

県

砂防課

県

河川課

ＫＫＴ

ＫＡＢ

RKＫ

ＴＫＵ

伝達

方法
〈Mail〉
〈Fax〉

○伝達方法

〈Mail〉
○伝達方法

〈Mail〉

錦町

住 民

避難場所

消防団

人吉市

住 民

避難場所

消防団

山江村

住 民

避難場所

消防団

水上村

住 民

避難場所

消防団

相良村

住 民

避難場所

消防団

水防団 はん濫 避難 はん濫 水防
河川名 観測局名 待機水位 注意水位 判断水位 危険水位 管理者 備考

新水俣橋 2.34 2.53 2.76 2.99 水俣市

深　川 2.46 3.82 4.03 4.44 水俣市

佐敷川 県佐敷 1.47 2.26 3.51 3.92 芦北町

湯出川 湯出川 0.89 2.05 2.18 2.44 水俣市

津奈木川 津奈木川 0.65 1.69 1.94 2.89 津奈木町

田浦川 田浦川 0.87 1.56 2.24 2.70 芦北町

小田浦川 小田浦 1.34 1.50 1.50 1.78 芦北町

湯の浦川 湯の浦 3.04 3.20 3.38 4.00 芦北町

水俣川

水防団 はん濫 避難 はん濫 水防
河川名 観測局名 待機水位 注意水位 判断水位 危険水位 管理者 備考

湯山川 湯　山 3.00 4.79 6.40 7.08 水上村
相良村

川辺川 県川辺 3.39 3.82 3.82 4.00 錦町
人吉市

万江川 万江川 1.85 2.61 2.61 3.08 山江村

胸川 胸川 1.19 2.04 2.39 2.66 人吉市



水防情報連絡系統図
　「天草水防区本部」

水防管理者

水防区本部

熊本県
天草地域振興局

ＮＨＫ

一般住民

へ
広く周知

県

水防本部

県

砂防課

県

河川課

ＫＫＴ

ＫＡＢ

RKＫ

ＴＫＵ

伝達

方法
〈Mail〉
〈Fax〉

○伝達方法

〈Mail〉
○伝達方法

〈Mail〉

上天草市

住 民

避難場所

消防団

天草市

住 民

避難場所

消防団

苓北町

住 民

避難場所

消防団

水防団 はん濫 避難 はん濫 水防
河川名 観測局名 待機水位 注意水位 判断水位 危険水位 管理者 備考

町山口川 県本渡 1.40 1.52 1.52 1.55 天草市

一町田川 一町田 0.96 2.27 3.13 3.35 天草市

広瀬川 広瀬川 0.80 2.08 2.53 3.13 天草市

大宮地川 大宮地川 1.88 2.41 2.82 3.08 天草市

流合川 小宮地 3.00 3.14 3.42 3.49 天草市

内野川 内野川 3.94 4.18 4.18 4.45 天草市

今富川 今富川 1.79 1.86 1.86 2.03 天草市

下津深江川 下田北 1.04 2.29 2.29 2.54 天草市

今泉川 今泉川 2.08 2.72 2.72 2.97 上天草市

河内川 河内川 2.36 2.75 3.32 3.51 天草市

松原川 松原川 1.20 1.75 1.87 1.97 苓北町

上津深江川 上津深江川 2.02 2.26 3.26 3.37 苓北町

志岐川 志岐川 0.85 1.43 2.03 2.20 苓北町



Ⅲ-７-⑤  水防警報発表様式 （ FAX )
（ＦＡＸ：発表様式－１）

水　　　防　　　警　　　報 水　　　防　　　警　　　報

（観測所名：　　　　　　　　　　　　　　　）
種　　　　別 河　　川　　名

（　　　地域振興局　℡     -      ）

※発信機関名 （熊本土木事務所　℡     -      ） 発信者名（　　　　　　）発信時刻（　　　：　　　）

送　信　先 ＦＡＸ番号 電話番号 受信者名 送信者名 時　　刻 送　信　先

：

：

：

：

：

：

：

：

【警戒レベル1相当情報】　　　川（　　　観測局）水防団待機水位に到
達
　　　　　　　　　　　　　　　　　水位はさらに上昇するおそれ

　　　　　観測局の水位は、　　月　　日　　時　　分に水防団待機水位に達しまし
た。
　今後の状況によりいつでも出動できるよう準備してください。

現在の水位　　.　　　ｍ
（水防団待機水位　　．　　　ｍ／はん濫注意水位　　．　　　ｍ）
直前１０分間での水位上昇　　　ｃｍ

熊本県 熊本土木事務所　（　　　地域振興局）　水防区本部
TEL　　　　-　　　-　　　　　FAX　　　　-　　　-
リアルタイム情報
　熊本県統合型防災情報システム　www.bousai.pref.kumamoto.jp
　モバイル版（ケイタイ）　　　　www.mobile.bousai.pref.kumamoto.jp
を利用しての情報収集に努めてください。

準備・待機

送
信
先

関　係　各　位
送
信
元

　　　水防区本部長

熊本土木事務所
（　　　地域振興局）

令和　　年　　月　　日 　　　時　　　分
熊本土木事務所

（　　　地域振興局）　発表

水防警報　　　第　　　　　　　号



Ⅲ-７-⑤  水防警報発表様式 （ FAX )
（ＦＡＸ：発表様式－２）

水　　　防　　　警　　　報 水　　　防　　　警　　　報

（観測所名：　　　　　　　　　　　　　　　） （観測所名：　　　　　　　　　　　　　　　）
種　　　　別 河　　川　　名

（　　　地域振興局　℡     -      ）

※発信機関名 （熊本土木事務所　℡     -      ） 発信者名（　　　　　　）発信時刻（　　　：　　　）

送　信　先 ＦＡＸ番号 電話番号 受信者名 送信者名 時　　刻 送　信　先

：

：

：

：

：

：

：

：

送
信
先

関　係　各　位

令和　　年　　月　　日 　　　時　　　分
熊本土木事務所

（　　　地域振興局）　発表

【警戒レベル2相当情報】　　　川（　　　観測局）氾濫注意水位に到達
　　　　　　　　　　　　　　　　水位はさらに上昇するおそれ

　　　　　観測局の水位は、　　月　　日　　時　　分に氾濫注意水位に達しまし
た。
　水位はさらに上昇する見込みです。出動して厳重に警戒してください。

現在の水位　　.　　　ｍ
（氾濫注意水位　　．　　　ｍ／避難判断水位　　．　　　ｍ）
直前１０分間での水位上昇　　　ｃｍ

熊本県 熊本土木事務所　（　　　地域振興局）　水防区本部
TEL　　　　-　　　-　　　　　FAX　　　　-　　　-
リアルタイム情報
　熊本県統合型防災情報システム　www.bousai.pref.kumamoto.jp
　モバイル版（ケイタイ）　　　　www.mobile.bousai.pref.kumamoto.jp
を利用しての情報収集に努めてください。

送
信
元

　　　水防区本部長

熊本土木事務所
（　　　地域振興局）

水防警報　　　第　　　　　　　号 出　動



Ⅲ-７-⑤  水防警報発表様式 （ FAX )
（ＦＡＸ：発表様式－３）

水　　　防　　　警　　　報 水　　　防　　　警　　　報

（観測所名：　　　　　　　　　　　　　　　） （観測所名：　　　　　　　　　　　　　　　）
種　　　　別 河　　川　　名

（　　　地域振興局　℡     -      ）

※発信機関名 （熊本土木事務所　℡     -      ） 発信者名（　　　　　　）発信時刻（　　　：　　　）

送　信　先 ＦＡＸ番号 電話番号 受信者名 送信者名 時　　刻 送　信　先

：

：

：

：

：

：

：

：

　　　水防区本部長

熊本土木事務所
（　　　地域振興局）

送
信
先

関　係　各　位

【警戒レベル3相当情報】　　　川（　　　観測局）避難判断水位に到達
　　　　　　　　　　　　　　　　　今後氾濫危険水位に到達するおそれ

　　　　　観測局の水位は、　　月　　日　　時　　分に避難判断水位に達しまし
た。水位はさらに上昇する見込みです。必要と認める地域の住民等に対して避
難準備に関する情報を提供すると伴に、水防体制を強化し厳重に警戒してくだ
さい。
なお、氾濫危険水位からの余裕高が低い地域においては、住民を避難させる
等の対応が必要となります。
現在の水位　　.　　　ｍ
（避難判断水位　　．　　　ｍ／氾濫危険水位　　．　　　ｍ）
直前１０分間での水位上昇　　　ｃｍ

熊本県 熊本土木事務所　（　　　地域振興局）　水防区本部
　TEL　　　　-　　　-　　　　　FAX　　　　-　　　-
リアルタイム情報
　熊本県統合型防災情報システム　www.bousai.pref.kumamoto.jp
　モバイル版（ケイタイ）　　　　www.mobile.bousai.pref.kumamoto.jp
を利用しての情報収集に努めてください。

送
信
元

水防警報　　　第　　　　　　　号 警　戒

令和　　年　　月　　日 　　　時　　　分
熊本土木事務所

（　　　地域振興局）　発表



Ⅲ-７-⑤  水防警報発表様式 （ FAX )
（ＦＡＸ：発表様式－４）

水　　　防　　　警　　　報 水　　　防　　　警　　　報

（観測所名：　　　　　　　　　　　　　　　） （観測所名：　　　　　　　　　　　　　　　）
種　　　　別 河　　川　　名

（　　　地域振興局　℡     -      ）

※発信機関名 （熊本土木事務所　℡     -      ） 発信者名（　　　　　　）発信時刻（　　　：　　　）

送　信　先 ＦＡＸ番号 電話番号 受信者名 送信者名 時　　刻 送　信　先

：

：

：

：

：

：

：

：

令和　　年　　月　　日 　　　時　　　分
熊本土木事務所

（　　　地域振興局）　発表

【警戒レベル4相当情報】　　　川（　　　観測局）氾濫危険水位に到達
氾濫のおそれあり

　　　　　観測局の水位は、　　月　　日　　時　　分に氾濫危険水位に達しまし
た。
　水位はさらに上昇し重大な被害が発生する氾濫の恐れがあります。必要と認
める地域の住民等を避難させると伴に、水防体制をさらに強化し厳重に警戒し
てください。

現在の水位　　.　　　ｍ
（避難判断水位　　．　　　ｍ／氾濫危険水位　　．　　　ｍ）
直前１０分間での水位上昇　　　ｃｍ

熊本県 熊本土木事務所　（　　　地域振興局）　水防区本部
　TEL　　　　-　　　-　　　　　FAX　　　　-　　　-
リアルタイム情報
　熊本県統合型防災情報システム　www.bousai.pref.kumamoto.jp
　モバイル版（ケイタイ）　　　　www.mobile.bousai.pref.kumamoto.jp
を利用しての情報収集に努めてください。

　　　水防区本部長

熊本土木事務所
（　　　地域振興局）

水防警報　　　第　　　　　　　号 厳重警戒

送
信
先

関　係　各　位
送
信
元



Ⅲ-７-⑤  水防警報発表様式 （ FAX )
（ＦＡＸ：発表様式－５）

水　　　防　　　警　　　報

（観測所名：　　　　　　　　　　　　　　　） （観測所名：　　　　　　　　　　　　　　　）
種　　　　別 河　　川　　名

（　　　地域振興局　℡     -      ）

※発信機関名 （熊本土木事務所　℡     -      ） 発信者名（　　　　　　）発信時刻（　　　：　　　）

送　信　先 ＦＡＸ番号 電話番号 受信者名 送信者名 時　　刻

：

：

：

：

：

：

：

：

　　　水防区本部長

熊本土木事務所
（　　　地域振興局）

送
信
先

関　係　各　位
送
信
元

　　　川（　　　観測局）氾濫注意水位を下回る
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水位はさらに下降見込み

　　　　　観測局の水位は、　　月　　日　　時　　分に氾濫注意水位（水防団待機
水位）を下回りましたので水防警報を解除します。

現在の水位　　.　　　ｍ
（水防団待機水位　　．　　　ｍ／はん濫注意水位　　．　　　ｍ）

熊本県 熊本土木事務所　（　　　地域振興局）　水防区本部
　TEL　　　　-　　　-　　　　　FAX　　　　-　　　-
リアルタイム情報
　熊本県統合型防災情報システム　www.bousai.pref.kumamoto.jp
　モバイル版（ケイタイ）　　　　www.mobile.bousai.pref.kumamoto.jp
を利用しての情報収集に努めてください。

解　除

令和　　年　　月　　日 　　　時　　　分
熊本土木事務所

（　　　地域振興局）　発表

水防警報　　　第　　　　　　　号



Ⅲ-７-⑤  水位情報等発表様式

【主文】

　　〔問い合わせ先〕

○○地域振興局（広域本部）　土木部　

電話　　００００－００－００００

ＦＡＸ　　００００－００－００００

○○川 氾濫発生情報

令 和 ○ 年 ○ 月 ○ 日

○ ○ 時 ○ ○ 分 発 表

○ ○ 地 域 振 興 局 （ 広 域 本 部 ）

【警戒レベル５相当情報［洪水］】
　 ○○川では、○○市○○地区（△△岸）付近より（堤防決壊に
よる）氾濫が発生しました。
　 直ちに、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全
確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。



Ⅲ-７-⑤  水位情報等発表様式

【主文】

　　〔問い合わせ先〕

○○地域振興局（広域本部）　土木部　

電話　　００００－００－００００

ＦＡＸ　　００００－００－００００

未確認情報　○○川 氾濫発生情報

令 和 ○ 年 ○ 月 ○ 日

○ ○ 時 ○ ○ 分 発 表

○ ○ 地 域 振 興 局 （ 広 域 本 部 ）

【警戒レベル５相当情報［洪水］】（未確認情報）
　 ○○川では、○○市○○地区（△△岸）付近より（堤防決壊に
よる）氾濫が発生しました。
　 直ちに、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全
確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。



Ⅲ-７-⑤  水防警報発表様式 （ E-mail ： ＰＣ版 )

「E-Mail：発表様式」（ＰＣ版）

表題 【警戒レベル1相当情報】□□川（■■観測局）　水防警報○号 待機・準備

本文

【警戒レベル1相当】□□川（■■観測局）　水防警報○号 待機・準備
令和○年○月○日○時○分　熊本県▲▲地域振興局（熊本土木事務所）発表

□□川（■■観測局）水防団待機水位に到達　水位はさらに上昇するおそれ

■■観測局の水位は、○月○日○時○分に水防団待機水位に達しました。
今後の状況により、いつでも出動できるよう準備してください。
現在の水位　○.○○ｍ
（水防団待機水位◇．◇◇ｍ／はん濫注意水位◆．◆◆ｍ／
　　　　　　　　　　　　　　避難判断水位△．△△ｍ／はん濫危険水位△．△△ｍ）
　直前１時間での水位上昇○○ｃｍ

　熊本県統合型防災情報システム　www.bousai.pref.kumamoto.jp
を利用しての情報収集に努めてください。

表題 【警戒レベル2相当情報】□□川（■■観測局）　水防警報○号　出動

本文

【警戒レベル2相当】□□川（■■観測局）　水防警報○号　出動
令和○年○月○日○時○分　熊本県▲▲地域振興局（熊本土木事務所）発表

□□川（■■観測局）はん濫注意水位に到達　水位はさらに上昇するおそれ

■■観測局の水位は、○月○日○時○分にはん濫注意水位に達しました。
水位はさらに上昇する見込みです。出動して厳重に警戒してください。
現在の水位　○.○○ｍ
（水防団待機水位◇．◇◇ｍ／はん濫注意水位◆．◆◆ｍ／
　　　　　　　　　　　　　　避難判断水位△．△△ｍ／はん濫危険水位△．△△ｍ）
　直前１時間での水位上昇○○ｃｍ

　熊本県統合型防災情報システム　www.bousai.pref.kumamoto.jp
を利用しての情報収集に努めてください。

表題 【警戒レベル3相当情報】□□川（■■観測局）　水防警報○号　警戒

本文

【警戒レベル3相当】□□川（■■観測局）　水防警報○号　警戒
令和○年○月○日○時○分　熊本県▲▲地域振興局（熊本土木事務所）発表

□□川（■■観測局）避難判断水位に到達　今後はん濫危険水位に到達するおそれ

■■観測局の水位は、○月○日○時○分に避難判断水位に達しました。
水位はさらに上昇する見込みです。必要と認める地域の住民等に対して避難準備情報を提供す
ると伴に、水防体制を強化し厳重に警戒してください。
なお、氾濫危険水位からの余裕高が低い地域においては、住民を避難させる等の対応が必要と
なります。
現在の水位　○.○○ｍ
（水防団待機水位◇．◇◇ｍ／はん濫注意水位◆．◆◆ｍ／
　　　　　　　　　　　　　　避難判断水位△．△△ｍ／はん濫危険水位△．△△ｍ）
　直前１時間での水位上昇○○ｃｍ

　熊本県統合型防災情報システム　www.bousai.pref.kumamoto.jp
を利用しての情報収集に努めてください。

①

②

③



Ⅲ-７-⑤  水防警報発表様式 （ E-mail ： ＰＣ版 )

表題 【警戒レベル4相当情報】□□川（■■観測局）　水防警報○号　厳重警戒

本文

【警戒レベル4相当】□□川（■■観測局）　水防警報○号　厳重警戒
令和○年○月○日○時○分　熊本県▲▲地域振興局（熊本土木事務所）発表

□□川（■■観測局）はん濫危険水位に到達　はん濫のおそれあり

■■観測局の水位は、○月○日○時○分にはん濫危険水位に達しました。
水位はさらに上昇し重大な被害が発生するはん濫の恐れがあります。必要と認める地域の住民
等を避難させる伴に、水防体制をさらに強化し厳重に警戒してください。
現在の水位　○.○○ｍ
（水防団待機水位◇．◇◇ｍ／はん濫注意水位◆．◆◆ｍ／
　　　　　　　　　　　　　　避難判断水位△．△△ｍ／はん濫危険水位△．△△ｍ）
　直前１時間での水位上昇○○ｃｍ

　熊本県統合型防災情報システム　www.bousai.pref.kumamoto.jp
を利用しての情報収集に努めてください。

表題 □□川（■■観測局）　水防警報○号　解除

本文

□□川（■■観測局）　水防警報○号　解除
令和○年○月○日○時○分　熊本県▲▲地域振興局（熊本土木事務所）発表

□□川（■■観測局）　水位は下降見込み

■■観測局の水位は○月○日○時○分に○ｍを最高とし、○月○日○時○分にはん濫注意水位
（水防団待機水位）を下回っており、今後下降する見込みですので水防警報を解除します。
現在の水位　○.○○ｍ
（水防団待機水位◇．◇◇ｍ／はん濫注意水位◆．◆◆ｍ／
　　　　　　　　　　　　　　避難判断水位△．△△ｍ／はん濫危険水位△．△△ｍ）

　熊本県統合型防災情報システム　www.bousai.pref.kumamoto.jp
を利用しての情報収集に努めてください。

④

⑤



Ⅲ-７-⑤  水防警報発表様式 （ E-mail ： 携帯版 )

「E-Mail：発表様式」（携帯版）

表題 【警戒レベル1相当情報】□□川水防警報○号 待機準備

本文

【警戒レベル1相当】令和○年○月○日○時○分　熊本県▲▲地域振興局（熊本土木事務所）発
表

□□川（■■観測局）、○月○日○時○分に水防団待機水位に到達
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水位はさらに上昇するおそれ

今後の状況により、いつでも出動できるよう準備してください。
現在の水位　○.○○ｍ
（水防団待機水位◇．◇◇ｍ／はん濫注意水位◆．◆◆ｍ）
　直前１０分間での水位上昇○○ｃｍ

表題 【警戒レベル2相当情報】□□川水防警報○号　出動

本文

【警戒レベル2相当】令和○年○月○日○時○分　熊本県▲▲地域振興局（熊本土木事務所）発
表

□□川（■■観測局）、○月○日○時○分にはん濫注意水位に到達
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水位はさらに上昇するおそれ

水位はさらに上昇する見込みです。出動して厳重に警戒してください。
現在の水位　○.○○ｍ
（はん濫注意水位◆．◆◆ｍ／避難判断水位△．△△ｍ）
　直前１０分間での水位上昇○○ｃｍ

表題 【警戒レベル3相当情報】□□川水防警報○号　警戒

本文

【警戒レベル3相当】令和○年○月○日○時○分　熊本県▲▲地域振興局（熊本土木事務所）発
表

□□川（■■観測局）、○月○日○時○分に避難判断水位に到達
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今後はん濫危険水位に到達するおそれ

水位はさらに上昇する見込みです。必要と認める地域の住民等に対して避難準備情報を提供す
ると伴に、水防体制を強化し厳重に警戒してください。
なお、氾濫危険水位からの余裕高が低い地域においては、住民を避難させる等の対応が必要と
なります。
現在の水位　○.○○ｍ
（避難判断水位◆．◆◆ｍ／はん濫危険水位△．△△ｍ）
　直前１０分間での水位上昇○○ｃｍ

表題 【警戒レベル4相当情報】□□川水防警報○号　厳重警戒

本文

【警戒レベル4相当】令和○年○月○日○時○分　熊本県▲▲地域振興局（熊本土木事務所）発
表

□□川（■■観測局）、○月○日○時○分にはん濫危険水位に到達
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はん濫のおそれあり

水位はさらに上昇し重大な被害が発生するはん濫の恐れがあります。必要と認める地域の住民
等を避難させる伴に、水防体制をさらに強化し厳重に警戒してください。
現在の水位　○.○○ｍ
（避難判断水位◆．◆◆ｍ／はん濫危険水位△．△△ｍ）
　直前１０分間での水位上昇○○ｃｍ

表題 □□川水防警報○号　解除

本文

令和○年○月○日○時○分　熊本県▲▲地域振興局（熊本土木事務所）発表

□□川（■■観測局）水位は下降見込み

■■観測局の水位は○月○日○時○分に、はん濫注意水位（水防団待機水位）を下回ってお
り、水位はさらに下降する見込みですので水防警報を解除します。
現在の水位　○.○○ｍ
（水防団待機水位◇．◇◇ｍ／はん濫注意水位◆．◆◆ｍ）

⑤

①

②

③

④



むしろ、半割竹、土俵

むしろ、竹、土俵、竹ピン

むしろ、なわ、くい、
ロープ、竹、土のう

土のう、木ぐい、竹ぐい

継ぎむしろ張り工
川表の漏水面に継ぎむしろ
を張る

一般河川

（漏水面の広い所）

川表の漏水面にむしろを
張る

一般河川

（水深の浅い所）

一般河川

（構造物のある所、
    水深の浅い部分）

川表のり面の漏水口に土俵
などを詰める

(土のう入手困難)

急流河川蛇かご積み工

堤防天端に土俵又は土のう
を数段積み上げる

積み土のう工

せき板工
堤防天端にくいを打ち、
せき板をたてる

堤防天端に土俵の代わりに
蛇かごを置く

防水シート、鉄筋ピン、
軽量鉄パイプ、土のう

土のう、防水シート、
鉄筋棒、ビニールパイ
プ

水マット工
（連結水のう工）

堤防裏のり面をむしろで
被覆する

土のう、防水シート、
鉄筋棒

鋼製支柱、軽量鋼板

鉄線蛇かご、玉石、
防水シート

都市周辺河川

一般河川

都市周辺河川

 あまり高くない堤体
 の固い箇所

 (土のう、
　　板など入手困難)

堤防天端にビニロン帆布製
水マットを置く

       釜段工
 (釜築き、釜止め)

裏小段、裏のり先平地に
円形に積み土俵にする

一般河川

堤防裏のり面を防水シートで
被覆する

原因 工    法 工 法 の 概 要 利用箇所、河川 主に利用する資材

裏シート張り工
都市周辺河川

 (むしろ、竹入手困難)

裏むしろ張り工

既製水のう、ポンプ、
鉄パイプ

土のう、防水シート、
パイプ鉄筋棒

月の輪工

裏小段、裏のり先にかかる
ようにビニロン帆布製
水のうを組立てる

都市周辺河川

 (土砂、
　　土のう入手困難)

既製水のう、くい、
土のう、ビニロンパイプ

水マット月の輪工

裏のり部によりかかり、
半円形に積み土俵する

一般河川

既製水のう、ポンプ、
鉄パイプ

水マット式釜段工

裏小段、裏のり先平地に
鉄板を円筒形に組立てる

都市周辺河川

 (土砂、
　　土のう入手困難)

鉄板、土のう、
パイプ、鉄パイプぐい

鉄板式釜段工
（簡易釜段工）

裏小段、裏のり先にかかる
ようにビニロン帆布製中空
円形水マットを積み上げる

都市周辺河川

 (土砂、
　　土のう入手困難)

たる、防水シート、
土のう

導水むしろ張り工
裏のり、犬走りにむしろなど
を敷き並べる

一般河川

（漏水量の少ない箇所）
防水シート、丸太、竹

たる伏せ工
裏小段、裏のり先平地に
底抜きたる又はおけを置く

一般河川

川

表

対

策

越

水

川

裏

対

策

漏

水

むしろ張り工

詰め土のう工

【Ⅲ-８】 水防工法一覧表 〔 第６章第２節 関係 〕



都市周辺河川

（むしろ入手困難）

緩流河川
竹、くい、ロープ、
土のう

鉄線蛇かご、詰め石、
くい、鉄線

立木、土のう、ロープ、
鉄線、くい

竹、土のう、ロープ折り返し工
天端のき裂をはさんで両肩
付近に竹をさし、折り曲げて
連結する

粘土質堤防

洗

掘

決

壊

急流河川
わく組み、石俵、鉄線、
蛇かご

築きまわし工

堤防の表が決壊したとき、
断面の不足を裏のりで補う
ため、くいを打ち、中詰め
土のうを入れる

くい、割竹、板、土のう、
くぎ

凸側堤防
他の工法と併用

びょうぶ返し工
竹を骨格とし、かや、よしで
びょうぶを作り、のり面を覆う

わく入れ工
深掘れ箇所に川倉、牛わく、
鳥脚等の合掌木を投入する

比較的緩流河川
竹、なわ、ロープ、わら、
かや、土のう

竹網流し工
竹を格子形に結束し、土のう
を付けて、のり面を被覆する

捨て土のう工、
捨て石工

表のり面決壊箇所に土のう
又は大きい石を投入する

急流河川
土のう、石、
異形コンクリートブロッ
ク

立てかご工
表のり面に蛇かごを立てて
被覆する

急流河川

樹木(竹)に重り土のうを
付けて流し、局部を被覆する

急流河川

砂利堤防

木流し工
(竹流し工)

漏水防止と同じ

たたみ張り工
川表の漏水面にたたみを
張る

一般河川

（水深の浅い所）

むしろ張り工、
継ぎむしろ張り工、
シート張り工、
たたみ張り工

漏水防止と同じ
芝付き堤防で

比較的緩流河川

川表の漏水面に防水シート
を張る

利用箇所、河川

シート張り工

竹、土のう、なわ、
ロープ、鉄線

繋ぎ縫い工のうち竹の
代わりに鉄線を用いる

石質堤防
くい、金網、鉄線、
土のう

くい打ち継ぎ工
折り返し工の竹の代わりに
くいを用いて鉄線でつなぐ

砂質堤防 くい、鉄線

控え取り工
き裂が天端から
裏のりにかけて生じるもの
で折り返し工と同じ

粘土質堤防

主に利用する資材

川
表
対
策

漏

水

原因 工    法 工 法 の 概 要

たたみ、くい、なわ、
土のう、鉄線

防水シート、鉄パイプ、
くい、ロープ、土のう

天

端

裏
の
り

継ぎ縫い工

ネット張り
き裂防止工

天

端

き

裂 ～

き裂が天端から
裏のりにかけて生じるもの
で控え取り工と同じ

砂質堤防 くい、竹、鉄線、土のう



（「実務者のための水防技術ハンドブック」より）

くい、土のう

五徳縫い工
裏のり面のき裂を竹で縫い
崩落を防ぐ

粘土質堤防
竹、なわ、ロープ、
鉄線、土のう

五徳縫い工
（くい打ち）

裏のり面のき裂をはさんで
くいを打ち、ロープで
引き寄せる

粘土質堤防
くい、ロープ、土のう、
丸太

裏のり面に蛇かごを立て
被覆する

急流河川
鉄線かご、詰め石、
くい、そだ

竹さし工
裏のり面のき裂が浅いとき、
のり面がすべらないように
竹をさす

粘土質堤防 竹、土のう

力ぐい打ち工
裏のり先付近にくいを
打ち込む

粘土質堤防

竹ぐい、土砂、土のう

つなぎくい打ち工
裏のり面にくいを数列打ち、
これを連結して中詰めに
土のうを入れる

かご止め工
裏のり面にひし形状に
くいを打ち、竹又は鉄線で
縫う

砂質堤防 くい、竹、鉄線、土のう

砂質堤防
くい、布木、鉄線、
土のう

立てかご工

一般堤防
くい、竹、そだ、鉄線、
土のう

裏のり面にくい打ちさくを
作り、中詰めに土俵を入れ
る

くい打ち
積み土のう工

裏のり面にくいを打ち込み、
中詰めに土のうを入れる

一般堤防
くい、土のう、布木、
鉄線、土砂

土俵羽口工
裏のり面に土のうを小口に
積み上げる

一般堤防

指揮車、無線車

流下物除去作業
橋のピアなどに堆積した
流木の除去

一般河川 長尺竹、とび口
そ
の
他

水防対策車 現地対策本部の設置 一般河川

主に利用する資材

き

裂

裏

の

り

崩

壊

崩

壊

原因 工    法 工 法 の 概 要 利用箇所、河川

築きまわし工 一般堤防
くい、さく材、布木、
土のう

さくかき詰め
土俵工

つなぎくい打ちとほぼ同じで
さくを作る



【Ⅲ-９】 水防標識 〔 第９章第１節 関係 〕

標旗は白地とし、
その図案は赤色とする。

【Ⅲ-10】 水防信号 〔 第９章第２節 関係 〕

１  「第一信号」 　はん濫注意水（警戒水位）に達したことを知らせるもの。
２  「第二信号」　 消防機関に属する全員の出動すべきことを知らせるもの。
３  「第三信号」 　当該水防管理団体の区域内に居住する者が出動すべきことを知らせるもの。
４　「第四信号」　 区域内の居住民が避難することを知らせるもの。
〔備考〕　１　信号は適宜の時間継続すること。
            ２　必要があれば、警鐘信号及びサイレン信号を併用することができる。
            ３  危険が去ったときは、口頭伝達により周知させるものとする。

【Ⅲ-11】 公用負担証票 〔 第10章第２節 関係 〕

令和    年    月    日
様

命 令 者
氏     名

45 ㎝

水防管理団体名

60 ㎝

種  類 警  鐘  信  号 サイレン 信 号

（ 第一信号 ） ５ 秒 １５ 秒 ５ 秒 １５ 秒

○ 休止 ○ 休止 ○ 休止

警戒信号 ○ 休止 ○ 休止

（ 第二信号 ） ５ 秒 ６ 秒 ５ 秒 ６ 秒

○○○ ○○○ ○○○

出動信号 ○ 休止 ○ 休止

（ 第三信号 ） １０ 秒 ５ 秒 １０ 秒 ５ 秒

○○○○ ○○○○ ○○○○

協力信号 ○ 休止 ○ 休止

（ 第三信号 ） １ 分 ５ 秒 １ 分 ５ 秒

乱  打

避難信号 ○ 休止 ○ 休止

公   用   負   担   証   票

物 件 数 量 負担内容 ( 使用・収容・処分等 ) 期 間 備 考



【Ⅲ-12】　水防活動実施状況報告書 (第１号様式)　〔 本編 「第１１章」 関係 〕

第１号様式

年 月 日 作成責任者 印

円 円 円

円 円 円

円 円 円

自 年 月 日 時 円 円 円

至 年 月 日 時 円 円 円

円 円 円

人 人 人 人 円 円 円

円 円 円

俵 俵 俵

円 円 円

kg kg kg

ｍ ha 戸 ｍ ｍ 円 円 円

本 本 本

ｍ ha 戸 ｍ ｍ 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円

丸太

その他

立退きの
状況及び
指示理由

居 住 者
出動状況

水
防
の
結
果

水 防 活 動 実 施 状 況 報 告 書

現地指導員
の職 ・氏名

その他

計

使

用

資

材

叺

縄

被害額

計

水防活動の
概 況 及び
工法・延長

水防関係
者の死傷

水防功労者の
所属、職氏名
・ 年齢 及び
功 績 概 要

堤防その他の施
設等の異常の有
無及び緊急工事
を要する場合は
その場所・状況

水防活動
に関する
自己批判
（反省点）

備    考

他団体より
の応援状況

警 察 の
応援状況

鉄道 道路 その他

計

効  果

物
件
費

資材費

器材費

雑  費

計

計

手  当

燃料費

水防実施の
台 風 又 は
豪  雨  名

管理団体名

水防団員 消防団員 その他

被  害

管理団体分 県支出分

堤防 田畑 家屋

指定 ・ 非
指定の別

人
件
費

区  分

水防実施
の 場 所

実施日時

報告年月日

出水の概況

令和

所

要

経

費
実施人員



第２号様式

令和 年 月 日

m m m

人 ha ha ha

消防団員 戸 戸 戸

人 m m m

県水防要員 m m m

人

その他

人

合  計

人

 ※ 本表は、地域振興局 （ 土木事務所 ） にて作成する総括表

  【Ⅲ
-12】　

水
防

活
動

実
施

状
況

報
告

書
 (第

２
号

様
式

)　
〔 本

編
 「第

１
１

章
」 関

係
 〕

水  防  活  動  実  施  報  告  書

水防団員

品　名

報告年月日 地域振興局等名

管理団体分 県支出分

数　量 金　額 数　量 金　額

鉄　道

道　路

その他

使    用    資    材

水 防 の 効 果 被  害
所要経費概算

〔県費〕

堤　防

田　畑

家　屋

水防実施の
台 風 又 は
豪  雨  名

出水の概況
水防実施
の 場 所

水防実施
日時及び
終結日時

実施人員数
水防活動
の 概 況



Ⅲ-１３　　県水防倉庫及び備蓄資材器具配置一覧表

た
こ
づ
ち

掛
矢

な
た

の
こ
ぎ
り

鎌

ス
コ

ッ
プ

ツ
ル
ハ
シ

か
つ
ぎ
棒

一
輪
車
・
モ

ッ
コ

旗
照
明
器

ペ
ン
チ

斧

ハ
ン
マ
ー

鍬
金
槌

ジ

ョ
レ
ン

番
線
カ

ッ
タ
ー

か
ま
す

布
袋
類

む
し
ろ

Ｐ
Ｐ
袋

竹
杭
　
木

鉄
線

（
㎏

）

釘

（
㎏

）

縄

（
巻

）

板
　
類

シ
ー

ト

ざ
る

そ
の
他

熊本 1
熊本土木
事務所長

熊本市東区東町 13 7 34 22 23 27 17 23 34 6 700 500 240 10,000 17 450 500 160 35 3
大型土のう袋：１００、
両ヅル柄：２０丁

〃 2 〃 熊本市南区富合町 3 13 5 5 5 19 8 15 5 10 17 5 3 7,370 689 200 10 30 10
大型土のう袋：５０袋
ロープ：１４巻、

鉄杭：２６０、塩ビ管：２本

宇城 3
宇城地域振興

局
土木部長

宇城市豊野町 9 10 10 6 30 33 15 5 5 5 5 2 8,492 433 150 150 51
ビニールロープ：１０巻、

鉄杭：１００

〃 4 〃 宇城市小川町 10 10 10 6 30 33 15 5 5 5 5 2 2,000 734 90 150 42
ビニールロープ：１０巻、

鉄杭：１００

玉名 5
玉名地域振興

局
土木部長

和水町江田 10 12 7 10 20 60 30 4 6 17 23 10 5 1 200 4,600 511 40 38
ビニールロープ：17薪

1,700m
ロープ：１巻

鹿本 6
鹿本地域振興

局
土木部長

山鹿市下吉田 20 11 9 10 13 40 12 2 4 2 14 10 16 450 5,200 550 150 22 24 ロープ：３巻

菊池 7
菊池地域振興

局
土木部長

菊池市大淋寺 5 5 10 5 5 25 18 30 5 0 3 5 5 5
大型
土嚢
２５０

2,500 200 50 20 ロープ：２巻

阿蘇 8
阿蘇地域振興

局
土木部長

阿蘇市一の宮町三野 9 10 5 5 5 20 20 5 2 5 2 5 2 2,500 5,000 705 50 20 20 鉄杭：１００本

〃 9 〃 南阿蘇村久石 10 10 5 5 5 20 20 5 2 5 2 5 2 400 2,000 550 50 20 20 鉄杭：７５本

〃 10 〃 西原村河原 3 10 5 5 5 20 20 5 5 5 2 5 3 3,700 200 50 20 20 10 鉄杭：１７０本

上益城 11
上益城地域振興

局
土木部長

益城町宮園 3 8 5 5 5 15 8 5 5 5 5 3 5,000 200 400 10 30 ロープ：２巻、鉄杭：２００

〃 12 〃 甲佐町安平 10 11 8 5 5 19 20 5 5 5 12 5 5 655 2,600 300 250 5 56 2 ビニールロープ：１０巻

〃 13 〃 御船町辺田見 16 19 10 10 5 34 40 5 5 5 18 5 5 700 100 4,400 300 250 10 55 3
ビニールロープ：１０巻

八代 14
八代地域振興

局
土木部長

八代市鏡町 10 10 1 7 5 20 19 50 5 4 4 10 270 800 388 90 80

〃 15 〃 八代市新開 10 11 6 11 6 20 20 20 5 3 4 10 400 2,000 385 100 80 8

芦北 16
芦北地域振興

局
土木部長

芦北町計石 9 6 5 13 27 30 5 20 7 6 4 2 9,000 302 470 10
サイサルロープ：７巻、
バール：５本、シノ：２本

球磨 17
球磨地域振興

局
土木部長

山江村山田 16 10 10 10 10 23 20 2 5 2 3 35 1 800 400 6,400 100 200 53 29 ロープ：９巻

〃 18 〃 あさぎり町免田東 15 9 10 10 10 25 20 4 1 4 2 800 130 1,000 100 150 17 35 ロープ：７巻

天草 19
天草地域振興

局
土木部長

天草市今釜新町 10 7 4 4 2 34 32 18 19 5 4 5 1 150 215 4,400 96 230 330 86 60 ロープ：２巻

　

所
轄
別

番
号

管
理
者

所
在
地



Ⅲ-１４　〔第８章第１節　関係〕

熊
　
　
本

宇
　
　
城

玉
　
　
名

鹿
　
　
本

菊
　
　
池

阿
　
　
蘇

上

益

城

八
　
　
代

芦
　
　
北

球
　
　
磨

天
　
　
草

市
房
ダ
ム
管
理
所

氷
川
ダ
ム
管
理
所

計

トラック 0

ダブルキャブ
トラック

1 1 2

ブルドーザー 0

ローラー 0

グレーダー 0

乗用車 1 1   1 1 4

小型乗用車 8 4 3 4 5 11 1 8 3 9 13 1 1 71

パトロールカー 1 1 1 1 1 1 1 1 8

マイクロバス 0

単　　車 0

ショベルローダー 0

大型バス 0

ジープ 0

軽貨物 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

軽自動車 7 3 4 1 8 7 3 5 3 3 3 47

ピックアップ式
パトロールカー

1 1 1 1 1 1 1 7

車　　輌　　一　　覧　　表



【Ⅲ-１５】　洪水浸水想定区域の指定状況   〔 第１４章（１）関係 〕

①　国が指定する洪水浸水想定区域

水系名 河川名 河川区分 公表時点 関係市町村
浸水想定区域

公表HPアドレス

白川 白川 一級 H29.5月 熊本市

緑川 一級 H29.5月
熊本市、宇土市、宇城市、嘉島町、
御船町、甲佐町、美里町

浜戸川 一級 H29.5月 熊本市、宇土市

加勢川 一級 H29.5月 熊本市、嘉島町、御船町

御船川 一級 H29.5月 熊本市、嘉島町、御船町

球磨川 一級 R1.7月
八代市、人吉市、芦北町、球磨村、
湯前町、水上村、相良村、錦町、
あさぎり町、多良木町、

http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/
bousai/kuma_shinsui.html

前川 一級 H29.3月 八代市

南川 一級 H29.3月 八代市

川辺川 一級 H29.3月 相良村

菊池川 一級 H29.3月
熊本市、玉名市、山鹿市、菊池市、
玉東町、和水町

合志川 一級 H29.3月 熊本市、山鹿市、菊池市、合志市

繁根木川 一級 H29.3月 玉名市

木葉川 一級 H29.3月 玉名市、玉東町、和水町

岩野川 一級 H29.3月 山鹿市

迫間川 一級 H29.3月 山鹿市、菊池市

上内田川 一級 H29.3月 山鹿市、菊池市
http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/
bousai/shinsuisoutei/

（国土交通省九州地方整備局
筑後川河川事務所HP内）

一級 R1.7月 小国町

http://www.qsr.mlit.go.jp/kumamoto/
bousai/sinsuisoutei.html

（国土交通省九州地方整備局
熊本河川国道事務所HP内）

（国土交通省九州地方整備局
八代河川国道事務所HP内）

http://www.qsr.mlit.go.jp/kikuti/
html/bousai07.html

（国土交通省九州地方整備局
菊池川河川事務所HP内）

菊池川

緑川

球磨川

筑後川 筑後川

http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/bousai/kuma_shinsui.html
http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/bousai/kuma_shinsui.html
http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/bousai/shinsuisoutei/
http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/bousai/shinsuisoutei/
http://www.qsr.mlit.go.jp/kumamoto/bousai/sinsuisoutei.html
http://www.qsr.mlit.go.jp/kumamoto/bousai/sinsuisoutei.html
http://www.qsr.mlit.go.jp/kikuti/html/bousai07.html
http://www.qsr.mlit.go.jp/kikuti/html/bousai07.html


【Ⅲ-１５】　洪水浸水想定区域の指定状況   〔 第１４章（１）関係 〕

②　県が指定する洪水浸水想定区域

水系名 河川名
水位周知

河川 河川区分 公表時点 関係市町村
浸水想定区域

公表HPアドレス

筑後川 ○ 一級 R4.3 南小国町，小国町
水位周知河川

ハゲ川 一級 R3.10 小国町
https://www.pref.kumamoto.jp/sos
hiki/105/5776.html

北里川 一級 R3.10 小国町
水位周知河川以外の中小河川

潮井川 一級 R3.10 小国町
https://www.pref.kumamoto.jp/sos
hiki/105/95337.html

樅木川 一級 R4.3 小国町 （熊本県HP内）

小園川 一級 R4.3 小国町

中原川 一級 R3.10 南小国町，小国町

蓬莱川 一級 R4.3 小国町

湯田川 一級 R3.10 南小国町

志賀瀬川 一級 R4.3 南小国町，小国町

馬場川 一級 R4.3 南小国町

満願寺川 一級 R4.3 南小国町

緑川 一級 R4.3 山都町

内田川 一級 R4.3 熊本市

天明新川 ○ 一級 R4.3 熊本市

浜戸川 ○ 一級 R4.3 熊本市、宇土市、宇城市，美里町

安永川 一級 R4.3 熊本市

仁子川 一級 R4.3 熊本市

滑川 一級 R4.3 熊本市

錦郷川 一級 R4.3 熊本市，甲佐町

谷郷川 一級 R4.3 熊本市，甲佐町

小熊野川 一級 R4.3 宇城市

谷口川 一級 R4.3 宇城市

下上郷川 一級 R4.3 宇城市

西川 一級 R4.3 宇城市

褜川 一級 R4.3 宇城市

大沢水川 一級 R4.3 美里町

潤川 ○ 一級 R4.3 熊本市，宇土市、宇城市

加勢川 一級 R4.3 熊本市

健軍川 ○ 一級 R4.3 熊本市

藻器堀川 ○ 一級 R4.3 熊本市

保田窪放水路 一級 R4.3 熊本市

木山川 ○ 一級 R4.3 西原村，益城町

秋津川 一級 R4.3 熊本市，益城町

鶯川 一級 R4.3 熊本市

緑川

筑後川

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/5776.html
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/5776.html
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/95337.html
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/95337.html


【Ⅲ-１５】　洪水浸水想定区域の指定状況   〔 第１４章（１）関係 〕

②　県が指定する洪水浸水想定区域

水系名 河川名
水位周知

河川 河川区分 公表時点 関係市町村
浸水想定区域

公表HPアドレス

矢形川 ○ 一級 R4.3 御船町，益城町
水位周知河川

天水川 一級 R4.3 御船町，嘉島町
https://www.pref.kumamoto.jp/sos
hiki/105/5776.html

岩戸川 一級 R4.3 益城町
水位周知河川以外の中小河川

赤井川 一級 R4.3 益城町
https://www.pref.kumamoto.jp/sos
hiki/105/95337.html

畑中川 一級 R4.3 益城町 （熊本県HP内）

金山川 一級 R4.3 西原村，益城町

布田川 一級 R4.3 西原村，益城町

滝川 一級 R4.3 西原村

御船川 ○ 一級 R4.3 御船町，山都町

八勢川 一級 R4.3 御船町，山都町

上滑川 一級 R4.3 山都町，御船町

竜野川 一級 R4.3 甲佐町

津留川 一級 R4.3 美里町，甲佐町

釈迦院川 一級 R4.3 美里町

白石野川 一級 R4.3 美里町

幕川 一級 R4.3 美里町

一の谷川 一級 R4.3 美里町

坂谷川 一級 R4.3 甲佐町

筒川 一級 R4.3 美里町，山都町、御船町

瀬峯川 一級 R4.3 山都町

柏川 一級 R4.3 美里町

千滝川 ○ 一級 R4.3 山都町

白小野川 一級 R4.3 山都町

内大臣川 一級 R4.3 山都町

笹原川 一級 R4.3 山都町

五老滝川 一級 R4.3 山都町

黒木尾川 一級 R4.3 山都町

都々良川 一級 R4.3 山都町

東御所川 一級 R4.3 山都町

西御所川 一級 R4.3 山都町

大矢川 一級 R4.3 山都町

広戸川 一級 R4.3 山都町

黒峰川 一級 R4.3 山都町

緑川

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/5776.html
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/5776.html
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/95337.html
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/95337.html


【Ⅲ-１５】　洪水浸水想定区域の指定状況   〔 第１４章（１）関係 〕

②　県が指定する洪水浸水想定区域

水系名 河川名
水位周知

河川 河川区分 公表時点 関係市町村
浸水想定区域

公表HPアドレス

球磨川 一級 R3.5 湯前町，水上村
水位周知河川

深水川 一級 R3.5 八代市
https://www.pref.kumamoto.jp/sos
hiki/105/5776.html

中谷川 一級 R3.5 八代市
水位周知河川以外の中小河川

油谷川 一級 R3.5 八代市
https://www.pref.kumamoto.jp/sos
hiki/105/95337.html

百済木川 一級 R3.5 八代市 （熊本県HP内）

鶴喰川 一級 R3.5 八代市

市之俣川 一級 R3.5 八代市

吉尾川 一級 R3.5 芦北町

大尼田川 一級 R3.5 芦北町

川内川 一級 R3.5 球磨村

天月川 一級 R3.5 芦北町

漆川内川 一級 R3.5 芦北町

告川 一級 R3.5 芦北町，球磨村

芋川 一級 R3.5 球磨村

庄本川 一級 R3.5 球磨村

中園川 一級 R3.5 球磨村

那良川 一級 R3.5 球磨村

鵜川 一級 R3.5 球磨村

小川 一級 R3.5 球磨村

馬氷川 一級 R3.5 人吉市，球磨村

万江川 ○ 一級 R3.5 山江村

出水川 一級 R3.5 人吉市

福川 一級 R3.5 人吉市

鹿目川 一級 R3.5 人吉市

御溝川 一級 R3.5 人吉市，山江村

永野川 一級 R3.5 人吉市

山田川 一級 R3.5 人吉市，山江村

泉田川 一級 R3.5 人吉市

鬼木川 一級 R3.5 人吉市，山江村

西川内川 一級 R3.5 山江村

胸川 ○ 一級 R3.5 人吉市

鳩胸川 一級 R3.5 人吉市，錦町

大川間川 一級 R3.5 人吉市

川辺川 ○ 一級 R3.5 八代市，五木村

五木小川 一級 R3.5 五木村

球磨川

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/5776.html
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【Ⅲ-１５】　洪水浸水想定区域の指定状況   〔 第１４章（１）関係 〕

②　県が指定する洪水浸水想定区域

水系名 河川名
水位周知

河川 河川区分 公表時点 関係市町村
浸水想定区域

公表HPアドレス

飯干川 一級 R3.5 五木村
水位周知河川

登谷川 一級 R3.5 五木村
https://www.pref.kumamoto.jp/sos
hiki/105/5776.html

梶原川 一級 R3.5 五木村
水位周知河川以外の中小河川

入鴨川 一級 R3.5 五木村
https://www.pref.kumamoto.jp/sos
hiki/105/95337.html

一の股川 一級 R3.5 五木村 （熊本県HP内）

日当川 一級 R3.5 五木村

小鶴川 一級 R3.5 八代市，五木村

小原川 一級 R3.5 八代市

樅木川 一級 R3.5 八代市

山の津川 一級 R3.5 八代市

葉木川 一級 R3.5 八代市

小纚川 一級 R3.5 人吉市，錦町

高柱川 一級 R3.5 錦町

大谷川 一級 R3.5 錦町

野間川 一級 R3.5 錦町，あさぎり町

水無川 一級 R3.5 錦町，あさぎり町

銅山川 一級 R3.5 あさぎり町

田頭川 一級 R3.5 あさぎり町

免田川 一級 R3.5 錦町，あさぎり町

大木川 一級 R3.5 あさぎり町

宮川内川 一級 R3.5 あさぎり町

井口川 一級 R3.5 あさぎり町

阿蘇川 一級 R3.5 あさぎり町

柳橋川 一級 R3.5 あさぎり町，多良木町

奥野川 一級 R3.5 あさぎり町，多良木町

伊良目川 一級 R3.5 多良木町

小椎川 一級 R3.5 多良木町

宮ヶ野川 一級 R3.5 多良木町

牛繰川 一級 R3.5 多良木町

仁原川 一級 R3.5 多良木町、湯前町

津留川 一級 R3.5 あさぎり町，多良木町、湯前町

都川 一級 R3.5 湯前町

牧良川 一級 R3.5 湯前町

小川内川 一級 R3.5 水上村

湯山川 ○ 一級 R3.5 水上村

球磨川

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/5776.html
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/5776.html
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/95337.html
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【Ⅲ-１５】　洪水浸水想定区域の指定状況   〔 第１４章（１）関係 〕

②　県が指定する洪水浸水想定区域

水系名 河川名
水位周知

河川 河川区分 公表時点 関係市町村
浸水想定区域

公表HPアドレス

北目川 一級 R3.5 水上村
水位周知河川

大平川 一級 R3.5 水上村
https://www.pref.kumamoto.jp/sos
hiki/105/5776.html

白水川 一級 R3.5 水上村
水位周知河川以外の中小河川

魚帰川 一級 R3.5 水上村
https://www.pref.kumamoto.jp/sos
hiki/105/95337.html

白水滝川 一級 R3.5 水上村 （熊本県HP内）

横才川 一級 R3.5 水上村

綾北川 一級 R4.3 多良木町

平谷川 一級 R4.3 多良木町

湯の原川 一級 R4.3 多良木町

五ヶ瀬川 一級 R4.3 山都町，宮崎県五ヶ瀬町

川走川 一級 R4.3 高森町，山都町，宮崎県高千穂町

旅草川 一級 R4.3 山都町

柳谷川 一級 R4.3 高森町，山都町

中島川 一級 R4.3 高森町

吉尾野川 一級 R4.3 高森町

湯ノ谷川 一級 R4.3 山都町

神働川 一級 R4.3 山都町

宇谷川 一級 R4.3 山都町

大野川 一級 R4.3 高森町

産山川 一級 R4.3 産山村、大分県竹田市

茱莄川 一級 R4.3 産山村

山鹿川 一級 R4.3 産山村

大利川 一級 R4.3 産山村

吐合川 一級 R4.3 産山村、大分県竹田市

大蘇川 一級 R4.3 阿蘇市，産山村

白川 ○ 一級 R4.3
水位周知区間：熊本市，大津町，菊陽町
水位周知区間外：南阿蘇村

両併川 一級 R4.3 南阿蘇村

冬野川 一級 R4.3 南阿蘇村

鳥子川 一級 R4.3 大津町，西原村

黒川 ○ 一級 R4.3
水位周知区間：南阿蘇村
水位周知区間外：阿蘇市

乙姫川 一級 R4.3 阿蘇市

花原川 一級 R4.3 阿蘇市

西岳川 一級 R4.3 阿蘇市

今町川 一級 R4.3 阿蘇市

東岳川 一級 R4.3 阿蘇市

五ヶ瀬川

白川

球磨川

大野川

大淀川

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/5776.html
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/5776.html
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/95337.html
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【Ⅲ-１５】　洪水浸水想定区域の指定状況   〔 第１４章（１）関係 〕

②　県が指定する洪水浸水想定区域

水系名 河川名
水位周知

河川 河川区分 公表時点 関係市町村
浸水想定区域

公表HPアドレス

宮川 一級 R4.3 阿蘇市
水位周知河川

古恵川 一級 R4.3 阿蘇市
https://www.pref.kumamoto.jp/sos
hiki/105/5776.html

黒戸川 一級 R4.3 阿蘇市
水位周知河川以外の中小河川

原尻谷川 一級 R4.3 南阿蘇村
https://www.pref.kumamoto.jp/sos
hiki/105/95337.html

渋谷川 一級 R4.3 南阿蘇村 （熊本県HP内）

大畑川 一級 R4.3 南阿蘇村

菊池川 ○ 一級 R4.3 菊池市

繫根木川 ○ 一級 R4.3 玉名市

裏川 一級 R4.3 玉名市

木葉川 ○ 一級 R4.3 熊本市，玉東町

白木川 一級 R4.3 玉東町

西安寺川 一級 R4.3 玉東町

神の木川 一級 R4.3 熊本市

浦田川 一級 R4.3 玉東町

中谷川 一級 R4.3 熊本市、玉東町

三蔵川 一級 R4.3 玉名市

江田川 一級 R4.3 和水町，山鹿市

浦谷川 一級 R4.3 和水町

日平川 一級 R4.3 和水町，玉名市

内田川 一級 R3.10 和水町，南関町

久米野川 一級 R4.3 和水町

久井原川 一級 R4.3 和水町，南関町

和仁川 ○ 一級 R4.3 和水町

十町川 一級 R3.10 和水町

岩村川 一級 R4.3 和水町，山鹿市

内野川 一級 R4.3 山鹿市

坂田川 一級 R4.3 和水町，山鹿市

岩野川 ○ 一級 R4.3 山鹿市

西堂の原川 一級 R4.3 山鹿市

小坂川 一級 R4.3 山鹿市

浦方川 一級 R4.3 山鹿市

枝川内川 一級 R4.3 山鹿市

奥山川 一級 R4.3 山鹿市

男岳川 一級 R4.3 山鹿市

吉田川 一級 R4.3 山鹿市

白川

菊池川

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/5776.html
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/5776.html
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【Ⅲ-１５】　洪水浸水想定区域の指定状況   〔 第１４章（１）関係 〕

②　県が指定する洪水浸水想定区域

水系名 河川名
水位周知

河川 河川区分 公表時点 関係市町村
浸水想定区域

公表HPアドレス

石村川 一級 R4.3 山鹿市
水位周知河川

湧尾川 一級 R4.3 山鹿市
https://www.pref.kumamoto.jp/sos
hiki/105/5776.html

名塚川 一級 R4.3 山鹿市
水位周知河川以外の中小河川

菊志川 一級 R4.3 山鹿市
https://www.pref.kumamoto.jp/sos
hiki/105/95337.html

岩原川 一級 R4.3 山鹿市 （熊本県HP内）

柿ノ木川 一級 R4.3 山鹿市

新岩原川 一級 R4.3 山鹿市

方保田川 一級 R4.3 山鹿市

千田川 一級 R4.3 熊本市，山鹿市

宮原川 一級 R4.3 熊本市，山鹿市

合志川 ○ 一級 R4.3 菊池市

豊田川 一級 R3.10 熊本市

夏目川 一級 R4.3 熊本市

上生川 一級 R4.3 熊本市，菊池市，合志市

野々島川 一級 R4.3 合志市，菊池市

小野川 一級 R4.3 熊本市，菊池市

塩浸川 一級 R4.3 菊池市，合志市

上庄川 一級 R4.3 菊池市，合志市

日向川 一級 R4.3 菊池市，合志市，大津町，菊陽町

矢護川 一級 R4.3 菊池市，大津町

峠川 一級 R4.3 菊池市，大津町

二鹿来川 一級 R4.3 菊池市

迫間川 一級 R4.3 菊池市

前田川 一級 R4.3 山鹿市

川住川 一級 R4.3 山鹿市

天神川 一級 R4.3 菊池市

上内田川 一級 R3.10 山鹿市，菊池市

山内川 一級 R4.3 山鹿市

広谷川 一級 R4.3 山鹿市

木野川 一級 R4.3 山鹿市，菊池市

池永川 一級 R4.3 山鹿市

五郎丸川 一級 R4.3 山鹿市

初田川 一級 R4.3 山鹿市

小木川 一級 R4.3 菊池市

雪野川 一級 R4.3 菊池市

菊池川

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/5776.html
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/5776.html
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【Ⅲ-１５】　洪水浸水想定区域の指定状況   〔 第１４章（１）関係 〕

②　県が指定する洪水浸水想定区域

水系名 河川名
水位周知

河川 河川区分 公表時点 関係市町村
浸水想定区域

公表HPアドレス

中片川 一級 R4.3 菊池市
水位周知河川

鳳来川 一級 R4.3 菊池市
https://www.pref.kumamoto.jp/sos
hiki/105/5776.html

鴨川 一級 R4.3 菊池市
水位周知河川以外の中小河川

河原川 ○ 一級 R4.3 菊池市
https://www.pref.kumamoto.jp/sos
hiki/105/95337.html

生味川 一級 R4.3 菊池市 （熊本県HP内）

柏川 一級 R4.3 菊池市

坪井川 ○ 二級 R4.3 熊本市

井芹川 ○ 二級 R4.3 熊本市

麹川 二級 R4.3 熊本市

西谷川 二級 R3.10 熊本市

西浦川 二級 R3.10 熊本市

立福寺川 二級 R3.10 熊本市

万石川 二級 R4.3 熊本市

兎谷川 二級 R4.3 熊本市

堀川 ○ 二級 R4.3 熊本市，合志市，菊陽町

行末川 ○ 二級 R3.10 玉名市，荒尾市、長洲町

友田川 二級 R3.10 玉名市

今泉川 二級 R3.10 玉名市

氷川 ○ 二級 R4.3
水位周知区間:八代市，氷川町
水位周知区間外:八代市

河俣川 ○ 二級 R4.3 八代市

小浦川 二級 R4.3 八代市

二見川 ○ 二級 R4.3 八代市

下大野川 二級 R3.10 八代市

佐敷川 ○ 二級 R3.5 芦北町

乙千屋川 二級 R3.5 芦北町

宮の浦川 二級 R3.5 芦北町

田川川 二級 R3.5 芦北町

湯の浦川 ○ 二級 R3.5 芦北町

橋本川 二級 R3.5 芦北町

米田川 二級 R3.5 芦北町

内野川 二級 R3.5 芦北町

水俣川 ○ 二級 R4.3 水俣市

牧の内川 二級 R4.3 水俣市

湯出川 ○ 二級 R4.3 水俣市

久木野川 二級 R4.3 水俣市

水俣川

菊池川

坪井川

行末川

氷川

二見川

佐敷川

湯の浦川

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/5776.html
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/5776.html
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【Ⅲ-１５】　洪水浸水想定区域の指定状況   〔 第１４章（１）関係 〕

②　県が指定する洪水浸水想定区域

水系名 河川名
水位周知

河川 河川区分 公表時点 関係市町村
浸水想定区域

公表HPアドレス

水俣川 宝河内川 二級 R4.3 水俣市
水位周知河川

下津浦川 二級 R3.10 天草市
https://www.pref.kumamoto.jp/sos
hiki/105/5776.html

萩ノ平川 二級 R3.10 天草市
水位周知河川以外の中小河川

上津浦川 二級 R4.3 天草市
https://www.pref.kumamoto.jp/sos
hiki/105/95337.html

江河内川 二級 R3.10 天草市 （熊本県HP内）

稗田川 二級 R3.10 天草市

一町田川 ○ 二級 R3.10 天草市

久留川 二級 R3.10 天草市

白木河内川 二級 R3.10 天草市

葛河内川 二級 R3.10 天草市

今田川 二級 R3.10 天草市

小田浦川 ○ 二級 R3.5 芦北町

河原川 二級 R3.5 芦北町

葉山川 二級 R3.5 芦北町

大野川 ○ 二級 R4.3 宇城市

浅川 ○ 二級 R3.10 宇城市

明神川 二級 R3.10 宇城市

菜切川 ○ 二級 R3.10 荒尾市

川登川 二級 R4.3 荒尾市

砂川 砂川 ○ 二級 R4.3 宇城市，氷川町

八枚戸川 二級 R3.10 宇城市

耕地川 二級 R3.10 宇城市

大鞘川 ○ 二級 水位周知区間のみ 八代市，氷川町

夜狩川 二級 R3.10 八代市

教良木川 二級 R3.10 上天草市

横道川 二級 R3.10 上天草市

浦川 二級 R3.10 天草市

名桐川 二級 R3.10 天草市

河内川 河内川 ○ 二級 R3.10 天草市

白洲川 二級 R3.10 天草市

亀の迫川 二級 R3.10 天草市

中洲川 二級 R3.10 天草市

貝州川 二級 R3.10 天草市

関川 ○ 二級 R4.3 荒尾市，南関町，大牟田市

琵琶瀬川 二級 R3.10 南関町

一町田川

下津浦川

上津浦川

小田浦川

大野川

菜切川

八枚戸川

大鞘川

教良木川

浦川

白洲川

中洲川

関川

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/5776.html
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【Ⅲ-１５】　洪水浸水想定区域の指定状況   〔 第１４章（１）関係 〕

②　県が指定する洪水浸水想定区域

水系名 河川名
水位周知

河川 河川区分 公表時点 関係市町村
浸水想定区域

公表HPアドレス

唐人川 ○ 二級 水位周知区間のみ 玉名市
水位周知河川

尾田川 二級 R4.3 玉名市
https://www.pref.kumamoto.jp/sos
hiki/105/5776.html

大宮地川 ○ 二級 R3.10 天草市
水位周知河川以外の中小河川

碇石川 二級 R3.10 天草市
https://www.pref.kumamoto.jp/sos
hiki/105/95337.html

津奈木川 ○ 二級 R3.5 津奈木町 （熊本県HP内）

千代川 二級 R3.5 津奈木町

浦川 ○ 二級 R4.3 荒尾市

増永川 二級 R3.10 荒尾市

波多川 ○ 二級 R3.10 宇城市

八柳川 二級 R4.3 宇城市

内野川 ○ 二級 R3.10 天草市

荒川 二級 R3.10 天草市

古道川 二級 R3.10 天草市

横尾川 二級 R3.10 天草市

中ノ尾川 二級 R3.10 天草市

七ツ隠川 二級 R3.10 天草市

五丁川 ○ 二級 R3.10 宇城市

今新地川 二級 R3.10 宇城市

新耕地川 二級 R3.10 宇城市

境川 境川 ○ 二級 水位周知区間のみ 玉名市

宮崎川 宮崎川 二級 R3.10 長洲町

河内川 河内川 二級 R3.10 熊本市

千間江湖 千間江湖 ○ 二級 水位周知区間のみ 熊本市

除川 除川 ○ 二級 水位周知区間のみ 熊本市

網津川 網津川 ○ 二級 R4.3 宇土市

網田川 網田川 二級 R3.10 宇土市

底江川 底江川 二級 R3.10 宇城市

郡浦川 郡浦川 二級 R3.10 宇城市

里浦川 里浦川 二級 R3.10 宇城市

西浦川 西浦川 二級 R3.10 宇城市

大見川 大見川 二級 R3.10 宇城市

長崎川 長崎川 二級 R3.10 宇城市

浦上川 浦上川 二級 R4.3 宇城市

八間川 八間川 ○ 二級 水位周知区間のみ 氷川町

鏡川 鏡川 ○ 二級 水位周知区間のみ 八代市

大宮地川

唐人川

津奈木川

浦川

波多川

内野川

五丁川

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/5776.html
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/5776.html
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/95337.html
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/95337.html


【Ⅲ-１５】　洪水浸水想定区域の指定状況   〔 第１４章（１）関係 〕

②　県が指定する洪水浸水想定区域

水系名 河川名
水位周知

河川 河川区分 公表時点 関係市町村
浸水想定区域

公表HPアドレス

水無川 水無川 ○ 二級 R4.3 八代市
水位周知河川

宮の浦川 宮の浦川 二級 R3.5 芦北町
https://www.pref.kumamoto.jp/sos
hiki/105/5776.html

女島川 女島川 二級 R3.5 芦北町
水位周知河川以外の中小河川

境川 境川 二級 R4.3 水俣市、鹿児島県出水市
https://www.pref.kumamoto.jp/sos
hiki/105/95337.html

袋川 袋川 二級 R4.3 水俣市 （熊本県HP内）

坂口川 坂口川 二級 R4.3 水俣市

楠甫川 楠甫川 二級 R3.10 天草市

方原川 方原川 二級 R3.10 天草市

隅田川 隅田川 二級 R3.10 天草市

広瀬川 広瀬川 ○ 二級 R3.10 天草市

志岐川 志岐川 ○ 二級 R3.10 苓北町

町山口川 町山口川 ○ 二級 R3.10 天草市

亀川 亀川 二級 R4.3 天草市

都呂々川 都呂々川 二級 R3.10 苓北町

下津深江川 下津深江川 ○ 二級 R3.10 天草市

田浦川 田浦川 ○ 二級 R3.5 芦北町

赤松川 赤松川 二級 R3.5 芦北町

高浜川 二級 R3.10 天草市

大河内川 二級 R3.10 天草市

流合川 流合川 ○ 二級 水位周知区間のみ 天草市

今富川 今富川 ○ 二級 R3.10 天草市

亀浦川 亀浦川 二級 R3.10 天草市

早浦川 早浦川 二級 R3.10 天草市

松原川 松原川 ○ 二級 R3.10 苓北町

流藻川 流藻川 二級 R4.3 八代市

小津奈木川 小津奈木川 二級 R3.5 水俣市，津奈木町

桜川 桜川 二級 R3.10 天草市

路木川 路木川 二級 R4.3 天草市

今泉川 今泉川 ○ 二級 R3.10 上天草市

中田川 中田川 二級 R3.10 天草市

上津深江川 上津深江川 ○ 二級 水位周知区間のみ 苓北町

大江川 二級 R3.10 天草市

尾の河内川 二級 R3.10 天草市

尾の河内川支川 二級 R3.10 天草市

大江川

高浜川

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/5776.html
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/5776.html
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/95337.html
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/95337.html


【Ⅲ-１５】　洪水浸水想定区域の指定状況   〔 第１４章（１）関係 〕

②　県が指定する洪水浸水想定区域

水系名 河川名
水位周知

河川 河川区分 公表時点 関係市町村
浸水想定区域

公表HPアドレス

久玉川 久玉川 二級 R3.10 天草市
水位周知河川

目玉川 目玉川 二級 R3.10 天草市
https://www.pref.kumamoto.jp/sos
hiki/105/5776.html

合津川 合津川 二級 R3.10 上天草市
水位周知河川以外の中小河川

七ツ割川 七ツ割川 二級 R3.10 上天草市
https://www.pref.kumamoto.jp/sos
hiki/105/95337.html

岩下川 岩下川 二級 R3.10 上天草市 （熊本県HP内）

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/5776.html
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/5776.html
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/95337.html
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/105/95337.html


【 Ⅲ-１６ 】

指定水防管理団体 非指定水防管理団体

　熊本
　水防区本部管内

　熊本市

　宇城
　水防区本部管内

　宇土市・宇城市 　美里町

　玉名
　水防区本部管内

　荒尾市・玉名市・玉東町・
　和水町・長洲町

  南関町

　鹿本
　水防区本部管内

　山鹿市

　菊池
　水防区本部管内

　菊池市・大津町・菊陽町 　合志市

　阿蘇
　水防区本部管内

　阿蘇市・南小国町・小国町・
　西原村・南阿蘇村

　産山村・高森町

　上益城
　水防区本部管内

　御船町・嘉島町・益城町・
　甲佐町

　山都町

　八代
　水防区本部管内

　八代市・氷川町 　　　

　芦北
　水防区本部管内

　水俣市・芦北町 　津奈木町

　球磨
　水防区本部管内

　人吉市・錦町・多良木町・
　湯前町・水上村・相良村・
　山江村・球磨村・あさぎり町

　五木村

　天草
　水防区本部管内

　天草市・上天草市・苓北町

３７ 市町村 ８ 市町村

　内訳〔市:１３、町村:２４〕 　内訳〔市：１、町村：７〕　

指 定 水 防 管 理 団 体 名 表

合　　計



【 Ⅲ-１７ 】

〔順不同〕

役職名

会 長 熊本県 熊本県知事（水防本部長）

委 員 熊本県警察本部 熊本県警察本部長

委 員 熊本県議会 熊本県議会議長

委 員 九州地方整備局熊本河川国道事務所 九州地方整備局熊本河川国道事務所長

委 員 熊本海上保安部 熊本海上保安部長

委 員 西日本電信電話株式会社 熊本支店 西日本電信電話株式会社 熊本支店長

委 員 熊本県町村会 熊本県町村会会長

委 員 熊本県市長会 熊本県市長会会長

委 員 熊本地方気象台 熊本地方気象台長

委 員 一般財団法人熊本県消防協会 一般財団法人熊本県消防協会会長

委 員 熊本県土木部 熊本県土木部長（水防副本部長）

委 員 九州電力株式会社 熊本支店 九州電力株式会社　執行役員熊本支店長

委 員 陸上自衛隊第８師団 陸上自衛隊第８師団師団長

委 員 公益社団法人熊本県看護協会 公益社団法人熊本県看護協会会長

委 員 一般社団法人熊本県建設業協会 一般社団法人熊本県建設業協会会長

委 員 熊本県女性防火防災クラブ連合会 熊本県女性防火防災クラブ連合会会長

幹事長 熊本県土木部 河川港湾局長

幹 事 　〃　 〃 道路都市局長

幹 事 　〃　 〃 政策審議監

幹 事 　〃　 〃 監理課長

幹 事 　〃　 〃   河川港湾局 河川課長

幹 事 　〃　 〃   河川港湾局 砂防課長

幹 事 　〃　 〃   河川港湾局 港湾課長

幹 事 　〃　 〃   道路都市局 道路整備課長

幹 事 　〃　 〃   道路都市局 道路保全課長

幹 事 　〃　 〃   道路都市局 下水環境課長

幹 事 熊本県知事公室広報グループ 広報グループ課長

幹 事 熊本県知事公室 危機管理防災課長

書 記 熊本県土木部河川港湾局 河川課審議員

書 記 　〃    〃      〃 河川課審議員

書 記 　〃    〃      〃 河川課防災班長

書 記 　〃    〃      〃 河川課計画調査班長

熊 本 県 水 防 協 議 会 役 員 名 簿

機 関 ・ 団 体 名 職 　　　名　 摘　　要
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Ⅳ-1 水防法 

水防法  

（昭和二十四年法律第百九十三号） 

施行日： 令和三年十一月一日（令和三年法律第三十一号による改正） 

 

目次 

第一章  総則（第一条・第二条）  

第二章  水防組織（第三条―第八条）  

第三章  水防活動（第九条―第三十二条の三）  

第四章  指定水防管理団体（第三十三条―第三十五条）  

第五章  水防協力団体（第三十六条―第四十条）  

第六章  費用の負担及び補助（第四十一条―第四十四条）  

第七章  雑則（第四十五条―第五十一条）  

第八章  罰則（第五十二条―第五十五条）  

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もつて公共の安全

を保持することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「雨水出水」とは、一時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その他の排水施設に当該雨水を排除

できないこと又は下水道その他の排水施設から河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる出水をいう。 

２ この法律において「水防管理団体」とは、次条の規定により水防の責任を有する市町村（特別区を含む。以下同じ。）又は水防に関

する事務を共同に処理する市町村の組合（以下「水防事務組合」という。）若しくは水害予防組合をいう。 

３ この法律において「水防管理者」とは、水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合の管理者若しくは長若しくは水害予防組

合の管理者をいう。 

４ この法律において「消防機関」とは、消防組織法（昭和二十二年法律第二百二十六号）第九条に規定する消防の機関をいう。 

５ この法律において「消防機関の長」とは、消防本部を置く市町村にあつては消防長を、消防本部を置かない市町村にあつては消防

団の長をいう。 

６ この法律において「水防計画」とは、水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及びダム又は水門若しくは閘門の操作、水防のた

めの水防団、消防機関及び水防協力団体（第三十六条第一項の規定により指定された水防協力団体をいう。以下第四章までにおいて同

じ。）の活動、一の水防管理団体と他の水防管理団体との間における協力及び応援、水防のための活動に必要な河川管理者（河川法（昭

和三十九年法律第百六十七号）第七条（同法第百条第一項において準用する場合を含む。）に規定する河川管理者をいう。第七条第三項

において同じ。）及び同法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事又は地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百

五十二条の十九第一項の指定都市の長が河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川（同法第四条第一項に規定する一級河

川をいう。以下同じ。）の管理の一部を行う場合における当該都道府県知事又は当該指定都市の長並びに下水道管理者（下水道法（昭和

三十三年法律第七十九号）第四条第一項に規定する公共下水道管理者、同法第二十五条の二十三第一項に規定する流域下水道管理者

及び同法第二十七条第一項に規定する都市下水路管理者をいう。第七条第四項において同じ。）の協力並びに水防に必要な器具、資材及

び設備の整備及び運用に関する計画をいう。 

７ この法律において「量水標等」とは、量水標、験潮儀その他の水位観測施設をいう。 

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=324AC0000000193_20170619_429AC0000000031#A
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=324AC0000000193_20170619_429AC0000000031#A
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=324AC0000000193_20170619_429AC0000000031#B
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=324AC0000000193_20170619_429AC0000000031#B
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=324AC0000000193_20170619_429AC0000000031#C
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=324AC0000000193_20170619_429AC0000000031#C
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=324AC0000000193_20170619_429AC0000000031#D
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=324AC0000000193_20170619_429AC0000000031#D
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=324AC0000000193_20170619_429AC0000000031#E
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=324AC0000000193_20170619_429AC0000000031#E
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=324AC0000000193_20170619_429AC0000000031#F
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=324AC0000000193_20170619_429AC0000000031#F
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=324AC0000000193_20170619_429AC0000000031#G
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=324AC0000000193_20170619_429AC0000000031#G
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=324AC0000000193_20170619_429AC0000000031#H
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=324AC0000000193_20170619_429AC0000000031#H
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=324AC0000000193_20170619_429AC0000000031#I
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=324AC0000000193_20170619_429AC0000000031#I
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=324AC0000000193_20170619_429AC0000000031#I
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=324AC0000000193_20170619_429AC0000000031#I


Ⅳ-1 水防法 

８ この法律において「水防警報」とは、洪水、津波又は高潮によつて災害が発生するおそれがあるとき、水防を行う必要がある旨を警

告して行う発表をいう。 

第二章 水防組織 

（市町村の水防責任） 

第三条 市町村は、その区域における水防を十分に果すべき責任を有する。ただし、水防事務組合が水防を行う区域及び水害予防組

合の区域については、この限りでない。 

（水防事務組合の設立） 

第三条の二 地形の状況により、市町村が単独で前条の責任を果たすことが著しく困難又は不適当であると認められる場合において

は、関係市町村は、洪水、雨水出水、津波又は高潮による被害の共通性を勘案して、共同して水防を行う区域を定め、水防事務組合を設け

なければならない。 

（水害予防組合の区域を水防を行う区域とする水防事務組合が設けられる場合の特別措置） 

第三条の三 水害予防組合法（明治四十一年法律第五十号）第十五条第一項の規定により都道府県知事が水害予防組合を廃止しよ

うとする場合において、当該水害予防組合の区域の全部又は一部について、当該水害予防組合に代るべき水防管理団体として引き続き水

防事務組合が設けられるときは、都道府県知事は、同条第三項の規定にかかわらず、当該水害予防組合が、その有する財産及び負債のう

ち水防の用に供せられ、又は供せられる予定となつている財産及びこれらの財産に係る負債以外の財産及び負債の処分を完了したとき

は、当該水害予防組合を廃止することができる。 

２ 前項の規定により廃止される水害予防組合は、その廃止の日において有する水防の用に供せられ、又は供せられる予定となつて

いる財産を、当該水害予防組合の区域の全部を水防を行う区域とする一の水防事務組合が設けられる場合においては、当該水防事務組

合に、当該水害予防組合の区域について二以上の水防事務組合が設けられる場合又は当該水害予防組合の区域の一部が市町村の水防

を行うべき区域となる場合においては、当該水害予防組合と関係水防事務組合又は市町村との協議に基き、関係水防事務組合又は市町

村に無償譲渡し、当該水防事務組合又は市町村は、それぞれ、その譲渡される財産に係る負債を引き受けなければならない。この場合に

おいては、当該水害予防組合は、当該財産の譲渡及び負債の引継のために必要な範囲内において、当該財産の譲渡及び負債の引継を完

了するまで、なお存続するものとみなす。 

（水防事務組合の議会の議員の選挙） 

第三条の四 水防事務組合の議会の議員は、組合規約で定めるところにより、関係市町村の議会において、当該市町村の議会の議員

の被選挙権を有する者で水防に関し学識経験があり、かつ、熱意があると認められるもののうちから選挙するものとする。ただし、数市町村

にわたる水防上の特別の利害を調整する必要があると認められるときは、組合規約で定めるところにより、当該市町村の議会の議員の被

選挙権を有する者で水防に関し学識経験があり、かつ、熱意があると認められるものにつき当該市町村の長が推薦した者のうちから選挙す

ることができる。この場合において、市町村の長が推薦した者のうちから選挙される議員の数は、当該市町村の議会において選挙される議

員の数の二分の一をこえてはならない。 

２ 前項の規定により関係市町村の議会において選挙される議員の数は、水防事務組合の行う事業による受益の割合及び防護すべき

施設の延長の割合を勘案して定めるものとする。 

（水防事務組合の経費の分賦） 

第三条の五 水防事務組合の経費の関係市町村に対する分賦は、前条第二項に規定する割合を勘案して定めるものとする。 

（都道府県の水防責任） 

第三条の六 都道府県は、その区域における水防管理団体が行う水防が十分に行われるように確保すべき責任を有する。 

（指定水防管理団体） 

第四条 都道府県知事は、水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体を指定することができる。 

（水防の機関） 

第五条 水防管理団体は、水防事務を処理するため、水防団を置くことができる。 

２ 前条の規定により指定された水防管理団体（以下「指定管理団体」という。）は、その区域内にある消防機関が水防事務を十分に処

理することができないと認める場合においては、水防団を置かなければならない。 
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３ 水防団及び消防機関は、水防に関しては水防管理者の所轄の下に行動する。 

（水防団） 

第六条 水防団は、水防団長及び水防団員をもつて組織する。 

２ 水防団の設置、区域及び組織並びに水防団長及び水防団員の定員、任免、給与及び服務に関する事項は、市町村又は水防事務

組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定める。 

（公務災害補償） 

第六条の二 水防団長又は水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は公務による負傷若しくは病気により死

亡し、若しくは障害の状態となつたときは、当該水防団長又は水防団員の属する水防管理団体は、政令で定める基準に従い、市町村又は

水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、その者又はその者の遺族がこれらの原因

によつて受ける損害を補償しなければならない。 

２ 前項の場合においては、水防管理団体は、当該水防団長若しくは水防団員又はその者の遺族の福祉に関して必要な事業を行うよ

うに努めなければならない。 

（退職報償金） 

第六条の三 水防団長又は水防団員で非常勤のものが退職した場合においては、当該水防団長又は水防団員の属する水防管理団

体は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、その者（死亡による退

職の場合には、その者の遺族）に退職報償金を支給することができる。 

（都道府県の水防計画） 

第七条 都道府県知事は、水防事務の調整及びその円滑な実施のため、当該都道府県の水防計画を定め、及び毎年当該都道府県

の水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。 

２ 都道府県の水防計画は、津波の発生時における水防活動その他の危険を伴う水防活動に従事する者の安全の確保が図られるよ

うに配慮されたものでなければならない。 

３ 都道府県知事は、当該都道府県の水防計画に河川管理者（河川法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事又は地方

自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川の管理の一部を行う場

合にあつては、当該都道府県知事又は当該指定都市の長。以下同じ。）による河川に関する情報の提供、水防訓練への河川管理者の参加

その他の水防管理団体が行う水防のための活動に河川管理者の協力が必要な事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらか

じめ、河川管理者に協議し、その同意を得なければならない。 

４ 前項の規定は、都道府県知事が、当該都道府県の水防計画に水防管理団体が行う水防のための活動に下水道管理者の協力が

必要な事項を記載しようとする場合について準用する。 

５ 都道府県知事は、第一項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県水防

協議会（次条第一項に規定する都道府県水防協議会をいい、これを設置しない都道府県にあつては、災害対策基本法（昭和三十六年法律

第二百二十三号）第十四条第一項に規定する都道府県防災会議とする。）に諮らなければならない。 

６ 二以上の都府県に関係する水防事務については、関係都府県知事は、あらかじめ協定して当該都府県の水防計画を定め、国土交

通大臣及び消防庁長官に報告しなければならない。報告した水防計画の変更についても、同様とする。 

７ 都道府県知事は、第一項又は前項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又は変更したときは、その要旨を公表するよう

努めるものとする。 

（都道府県水防協議会） 

第八条 都道府県の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、都道府県に都道府県水防協議会を置くことができ

る。 

２ 都道府県水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。 

３ 都道府県水防協議会は、会長及び委員をもつて組織する。 

４ 会長は、都道府県知事をもつて充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者及び学識経験のある

者のうちから都道府県知事が命じ、又は委嘱する。 
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５ 前各項に定めるものの外、都道府県水防協議会に関し必要な事項は、当該都道府県条例で定める。 

第三章 水防活動 

（河川等の巡視） 

第九条 水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、随時区域内の河川、海岸堤防、津波防護施設（津波防災地域づくりに関する法

律（平成二十三年法律第百二十三号）第二条第十項に規定する津波防護施設をいう。以下この条において同じ。）等を巡視し、水防上危険

であると認められる箇所があるときは、直ちに当該河川、海岸堤防、津波防護施設等の管理者に連絡して必要な措置を求めなければならな

い。 

（国の機関が行う洪水予報等） 

第十条 気象庁長官は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるときは、その状況を国土交通大臣及び

関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関（以下「報道機関」という。）の協力を求め

て、これを一般に周知させなければならない。 

２ 国土交通大臣は、二以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水により国民経済上重大な損害を生

ずるおそれがあるものとして指定した河川について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量を、はん

濫した後においては水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深を示して当該河川の状況を関係都道府県知事に通知

するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

３ 都道府県知事は、前二項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水

標管理者（量水標等の管理者をいう。以下同じ。）に、その受けた通知に係る事項（量水標管理者にあつては、洪水又は高潮に係る事項に

限る。）を通知しなければならない。 

（都道府県知事が行う洪水予報） 

第十一条 都道府県知事は、前条第二項の規定により国土交通大臣が指定した河川以外の流域面積が大きい河川で洪水により相当

な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水のおそれがあると認められるときは、気象庁長官と共同して、その状況

を水位又は流量を示して直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の

協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、気象庁長官に協議するものとする。 

（水位の通報及び公表） 

第十二条 都道府県の水防計画で定める水防管理者又は量水標管理者は、洪水若しくは高潮のおそれがあることを自ら知り、又は第

十条第三項若しくは前条第一項の規定による通知を受けた場合において、量水標等の示す水位が都道府県知事の定める通報水位を超え

るときは、その水位の状況を、都道府県の水防計画で定めるところにより、関係者に通報しなければならない。 

２ 都道府県の水防計画で定める量水標管理者は、量水標等の示す水位が警戒水位（前項の通報水位を超える水位であつて洪水又

は高潮による災害の発生を警戒すべきものとして都道府県知事が定める水位をいう。以下同じ。）を超えるときは、その水位の状況を、都道

府県の水防計画で定めるところにより、公表しなければならない。 

（国土交通大臣又は都道府県知事が行う洪水に係る水位情報の通知及び周知） 

第十三条 国土交通大臣は、第十条第二項の規定により指定した河川以外の河川のうち、河川法第九条第二項に規定する指定区間

外の一級河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水特別警戒水位（警戒水位

を超える水位であつて洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位をいう。次項において同じ。）を定め、当該河川の水位がこれに達したと

きは、その旨を当該河川の水位又は流量を示して関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一

般に周知させなければならない。 

２ 都道府県知事は、第十条第二項又は第十一条第一項の規定により国土交通大臣又は自らが指定した河川以外の河川のうち、河

川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川又は同法第五条第一項に規定する二級河川で洪水により相当な損害を生ずるおそ

れがあるものとして指定した河川について、洪水特別警戒水位を定め、当該河川の水位がこれに達したときは、その旨を当該河川の水位又

は流量を示して直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求

めて、これを一般に周知させなければならない。 
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３ 都道府県知事は、第一項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水

標管理者に、その受けた通知に係る事項を通知しなければならない。 

（都道府県知事又は市町村長が行う雨水出水に係る水位情報の通知及び周知） 

第十三条の二 都道府県知事は、当該都道府県が管理する公共下水道等（下水道法第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四

号に規定する流域下水道又は同条第五号に規定する都市下水路をいう。以下この条及び第十四条の二において同じ。）の排水施設等（排

水施設又はこれを補完するポンプ施設若しくは貯留施設をいう。以下この条において同じ。）で雨水出水により相当な損害を生ずるおそれが

あるものとして指定したものについて、雨水出水特別警戒水位（雨水出水による災害の発生を特に警戒すべき水位（公共下水道等の排水

施設等の底面から水面までの高さをいう。以下この条において同じ。）をいう。次項において同じ。）を定め、当該排水施設等の水位がこれに

達したときは、その旨を当該排水施設等の水位を示して直ちに当該都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知す

るとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

２ 市町村長は、当該市町村が管理する公共下水道等の排水施設等で雨水出水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指

定したものについて、雨水出水特別警戒水位を定め、当該排水施設等の水位がこれに達したときは、その旨を当該排水施設等の水位を示

して直ちに当該市町村の存する都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の

協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

（都道府県知事が行う高潮に係る水位情報の通知及び周知） 

第十三条の三 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する海岸で高潮により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定

したものについて、高潮特別警戒水位（警戒水位を超える水位であつて高潮による災害の発生を特に警戒すべき水位をいう。）を定め、当

該海岸の水位がこれに達したときは、その旨を当該海岸の水位を示して直ちに当該都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標

管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

（関係市町村長への通知） 

第十三条の四 第十条第二項若しくは第十三条第一項の規定により通知をした国土交通大臣又は第十一条第一項、第十三条第二

項、第十三条の二第一項若しくは前条の規定により通知をした都道府県知事は、災害対策基本法第六十条第一項の規定による避難のた

めの立退きの指示又は同条第三項の規定による緊急安全確保措置の指示の判断に資するため、関係市町村の長にその通知に係る事項

を通知しなければならない。 

（洪水浸水想定区域） 

第十四条 国土交通大臣は、次に掲げる河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災

による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨（想定し得る最大規模の降雨であつて国土交通大

臣が定める基準に該当するものをいう。以下同じ。）により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指

定するものとする。 

一 第十条第二項又は第十三条第一項の規定により指定した河川 

二 特定都市河川浸水被害対策法（平成十五年法律第七十七号）第三条第一項の規定により指定した河川 

三 前二号に掲げるもののほか、河川法第九条第二項に規定する指定区間外の一級河川のうち洪水による災害の発生を警戒すべき

ものとして国土交通省令で定める基準に該当するもの 

２ 都道府県知事は、次に掲げる河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による

被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域

を洪水浸水想定区域として指定するものとする。 

一 第十一条第一項又は第十三条第二項の規定により指定した河川 

二 特定都市河川浸水被害対策法第三条第四項から第六項までの規定により指定した河川 

三 前二号に掲げるもののほか、河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川又は同法第五条第一項に規定する二級河

川のうち洪水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当するもの 

３ 前二項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてす

るものとする。 
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４ 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、前項

の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村の長に通知しなければならない。 

５ 前二項の規定は、第一項又は第二項の規定による指定の変更について準用する。 

（雨水出水浸水想定区域） 

第十四条の二 都道府県知事は、当該都道府県が管理する次に掲げる排水施設について、雨水出水時の円滑かつ迅速な避難を確保

し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該

排水施設に雨水を排除できなくなつた場合又は当該排水施設（第一号に掲げる排水施設にあつては、第十三条の二第一項の規定による

指定に係るポンプ施設又は貯留施設に接続する排水施設を含む。）から河川その他の公共の水域若しくは海域に雨水を排除できなくなつ

た場合に浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域として指定するものとする。 

一 第十三条の二第一項の規定による指定に係る排水施設 

二 下水道法第二十五条の二に規定する浸水被害対策区域内に存する公共下水道等の排水施設 

三 特定都市河川浸水被害対策法第三条第三項の規定により指定され、又は同条第四項、同条第五項において準用する同条第三項

若しくは同条第六項の規定により指定した特定都市河川流域内に存する公共下水道等の排水施設 

四 前三号に掲げるもののほか、雨水出水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当する公共下水

道等の排水施設 

２ 市町村長は、当該市町村が管理する次に掲げる排水施設について、雨水出水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止

することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該排水施設に雨水を

排除できなくなつた場合又は当該排水施設（第一号に掲げる排水施設にあつては、第十三条の二第二項の規定による指定に係るポンプ施

設又は貯留施設に接続する排水施設を含む。）から河川その他の公共の水域若しくは海域に雨水を排除できなくなつた場合に浸水が想定

される区域を雨水出水浸水想定区域として指定するものとする。 

一 第十三条の二第二項の規定による指定に係る排水施設 

二 下水道法第二十五条の二に規定する浸水被害対策区域内に存する公共下水道等の排水施設 

三 特定都市河川浸水被害対策法第三条第三項（同条第五項において準用する場合を含む。）及び第四項から第六項までの規定によ

り指定された特定都市河川流域内に存する公共下水道等の排水施設 

四 前三号に掲げるもののほか、雨水出水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当する公共下水

道等の排水施設 

３ 前二項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてす

るものとする。 

４ 都道府県知事又は市町村長は、第一項又は第二項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、前項の国

土交通省令で定める事項を公表するとともに、都道府県知事にあつては、関係市町村の長に通知しなければならない。 

５ 前二項の規定は、第一項又は第二項の規定による指定の変更について準用する。 

（高潮浸水想定区域） 

第十四条の三 都道府県知事は、次に掲げる海岸について、高潮時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することによ

り、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定し得る最大規模の高潮であつて国土交通大臣が定める基

準に該当するものにより当該海岸について高潮による氾濫が発生した場合に浸水が想定される区域を高潮浸水想定区域として指定するも

のとする。 

一 第十三条の三の規定により指定した海岸 

二 前号に掲げるもののほか、当該都道府県の区域内に存する海岸のうち高潮による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省

令で定める基準に該当するもの 

２ 前項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてする

ものとする。 
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３ 都道府県知事は、第一項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項

を公表するとともに、関係市町村の長に通知しなければならない。 

４ 前二項の規定は、第一項の規定による指定の変更について準用する。 

（浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置） 

第十五条 市町村防災会議（災害対策基本法第十六条第一項に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつて

は、当該市町村の長とする。次項において同じ。）は、第十四条第一項若しくは第二項の規定による洪水浸水想定区域の指定、第十四条の

二第一項若しくは第二項の規定による雨水出水浸水想定区域の指定又は前条第一項の規定による高潮浸水想定区域の指定があつたとき

は、市町村地域防災計画（同法第四十二条第一項に規定する市町村地域防災計画をいう。以下同じ。）において、少なくとも当該洪水浸水

想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域ごとに、次に掲げる事項について定めるものとする。ただし、第四号ハに掲げる

施設について同号に掲げる事項を定めるのは、当該施設の所有者又は管理者からの申出があつた場合に限る。 

一 洪水予報等（第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項の規定により気象庁長官、国土交通大臣及び気象庁長官又は都

道府県知事及び気象庁長官が行う予報、第十三条第一項若しくは第二項、第十三条の二又は第十三条の三の規定により国土交通大臣、

都道府県知事又は市町村長が通知し又は周知する情報その他人的災害を生ずるおそれがある洪水、雨水出水又は高潮に関する情報をい

う。次項において同じ。）の伝達方法 

二 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項 

三 災害対策基本法第四十八条第一項の防災訓練として市町村長が行う洪水、雨水出水又は高潮に係る避難訓練の実施に関する事

項 

四 浸水想定区域（洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域をいう。第三項において同じ。）内に次に掲げ

る施設がある場合にあつては、これらの施設の名称及び所在地 

イ 地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設（地下に建設が予定されている施設又は地下に

建設中の施設であつて、不特定かつ多数の者が利用すると見込まれるものを含む。）をいう。次条において同じ。）でその利用者の洪水時、

雨水出水時又は高潮時（以下「洪水時等」という。）の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図る必要があると認められ

るもの 

ロ 要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設をいう。第十五条

の三において同じ。）でその利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図る必要があると認められるもの 

ハ 大規模な工場その他の施設（イ又はロに掲げるものを除く。）であつて国土交通省令で定める基準を参酌して市町村の条例で定め

る用途及び規模に該当するもの（第十五条の四において「大規模工場等」という。）でその洪水時等の浸水の防止を図る必要があると認めら

れるもの 

五 その他洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項 

２ 市町村防災会議は、前項の規定により市町村地域防災計画において同項第四号に掲げる事項を定めるときは、当該市町村地域防

災計画において、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める者への洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。 

一 前項第四号イに掲げる施設（地下に建設が予定されている施設及び地下に建設中の施設を除く。） 当該施設の所有者又は管理

者及び次条第九項に規定する自衛水防組織の構成員 

二 前項第四号ロに掲げる施設 当該施設の所有者又は管理者（第十五条の三第七項の規定により自衛水防組織が置かれたとき

は、当該施設の所有者又は管理者及び当該自衛水防組織の構成員） 

三 前項第四号ハに掲げる施設 当該施設の所有者又は管理者（第十五条の四第一項の規定により自衛水防組織が置かれたとき

は、当該施設の所有者又は管理者及び当該自衛水防組織の構成員） 

３ 浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は、国土交通省令で定めるところにより、市町村地域防災計画において定められた第

一項各号に掲げる事項を住民、滞在者その他の者（第十五条の十一において「住民等」という。）に周知させるため、これらの事項（次の各

号に掲げる区域をその区域に含む市町村にあつては、それぞれ当該各号に定める事項を含む。）を記載した印刷物の配布その他の必要な

措置を講じなければならない。 
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一 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成十二年法律第五十七号）第七条第一項の土砂災害警

戒区域 同法第八条第三項に規定する事項 

二 津波防災地域づくりに関する法律第五十三条第一項の津波災害警戒区域 同法第五十五条に規定する事項 

（地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画の作成等） 

第十五条の二 前条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた地下街等の所有者又は管理者

は、単独で又は共同して、国土交通省令で定めるところにより、当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水

時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければならない。 

２ 前項の地下街等の所有者又は管理者は、同項に規定する計画を作成しようとする場合において、当該地下街等と連続する施設で

あつてその配置その他の状況に照らし当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保に著しい支障を及ぼすおそれの

あるものがあるときは、あらかじめ、当該施設の所有者又は管理者の意見を聴くよう努めるものとする。 

３ 第一項の地下街等の所有者又は管理者は、同項に規定する計画を作成したときは、遅滞なく、これを市町村長に報告するとともに、

公表しなければならない。 

４ 前二項の規定は、第一項に規定する計画の変更について準用する。 

５ 市町村長は、第一項の地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るため必要

があると認めるときは、前条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた連続する二以上の地下街等の

所有者又は管理者に対し、第一項に規定する計画を共同して作成するよう勧告をすることができる。 

６ 市町村長は、第一項の地下街等の所有者又は管理者が同項に規定する計画を作成していない場合において、当該地下街等の利

用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るため必要があると認めるときは、当該地下街等の所有者

又は管理者に対し、必要な指示をすることができる。 

７ 市町村長は、前項の規定による指示を受けた第一項の地下街等の所有者又は管理者が、正当な理由がなく、その指示に従わなか

つたときは、その旨を公表することができる。 

８ 第一項の地下街等（地下に建設が予定されている施設及び地下に建設中の施設を除く。以下この条において同じ。）の所有者又は

管理者は、同項に規定する計画で定めるところにより、同項の地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等

の浸水の防止のための訓練を行わなければならない。 

９ 第一項の地下街等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、同項の地下街等の利用者の洪水時等の円滑か

つ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を行う自衛水防組織を置かなければならない。 

１０ 第一項の地下街等の所有者又は管理者は、前項の規定により自衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、当該自衛水防組織の構

成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告しなければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。 

（要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等） 

第十五条の三 第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者

又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るた

めに必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければならない。 

２ 前項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成したときは、遅滞なく、これを市町村長に報告しな

ければならない。これを変更したときも、同様とする。 

３ 市町村長は、第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者が同項に規定する計画を作成していない場合において、当該要配

慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため必要があると認めるときは、当該要配慮者利用施設の所有

者又は管理者に対し、必要な指示をすることができる。 

４ 市町村長は、前項の規定による指示を受けた第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者が、正当な理由がなく、その指示に

従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 

５ 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところにより、同項の要配慮者利用施設の利

用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練を行うとともに、その結果を市町村長に報告しなければならない。 
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６ 市町村長は、第二項又は前項の規定により報告を受けたときは、第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、当該要

配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言又は勧告をすることができる。 

７ 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、同項の要配慮者利用施設の利用者の

洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を行う自衛水防組織を置くよう努めなければならない。 

８ 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、前項の規定により自衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、当該自衛水防組

織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告しなければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。 

（大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画の作成等） 

第十五条の四 第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた大規模工場等の所有者又は

管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関

する計画を作成するとともに、当該計画で定めるところにより当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止のための訓練を実施するほか、

当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止を行う自衛水防組織を置くよう努めなければならない。 

２ 前項の大規模工場等の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成し、又は自衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、当該

計画又は当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告しなければならない。当該計画又は当該事

項を変更したときも、同様とする。 

（市町村防災会議の協議会が設置されている場合の準用） 

第十五条の五 第十五条から前条までの規定は、災害対策基本法第十七条第一項の規定により水災による被害の軽減を図るため市

町村防災会議の協議会が設置されている場合について準用する。この場合において、第十五条第一項中「市町村防災会議（災害対策基本

法第十六条第一項に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする」とあるのは「市町村防

災会議の協議会（災害対策基本法第十七条第一項に規定する市町村防災会議の協議会をいう」と、「市町村地域防災計画（同法第四十二

条第一項に規定する市町村地域防災計画をいう」とあるのは「市町村相互間地域防災計画（同法第四十四条第一項に規定する市町村相互

間地域防災計画をいう」と、同条第二項中「市町村防災会議」とあるのは「市町村防災会議の協議会」と、同項、同条第三項、第十五条の二

第一項及び第五項、第十五条の三第一項並びに前条第一項中「市町村地域防災計画」とあるのは「市町村相互間地域防災計画」と読み替

えるものとする。 

（浸水被害軽減地区の指定等） 

第十五条の六 水防管理者は、洪水浸水想定区域（当該区域に隣接し、又は近接する区域を含み、河川区域（河川法第六条第一項に

規定する河川区域をいう。）を除く。）内で輪中堤防その他の帯状の盛土構造物が存する土地（その状況がこれに類するものとして国土交通

省令で定める土地を含む。）の区域であつて浸水の拡大を抑制する効用があると認められるものを浸水被害軽減地区として指定することが

できる。 

２ 水防管理者は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする区域をその区域に含む市町村の

長の意見を聴くとともに、当該指定をしようとする区域内の土地の所有者の同意を得なければならない。 

３ 水防管理者は、第一項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該浸水被害軽減地区を公示すると

ともに、その旨を当該浸水被害軽減地区をその区域に含む市町村の長及び当該浸水被害軽減地区内の土地の所有者に通知しなければな

らない。 

４ 第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。 

５ 前三項の規定は、第一項の規定による指定の解除について準用する。 

（標識の設置等） 

第十五条の七 水防管理者は、前条第一項の規定により浸水被害軽減地区を指定したときは、国土交通省令で定める基準を参酌し

て、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、浸水被害軽減地区の区域

内に、浸水被害軽減地区である旨を表示した標識を設けなければならない。 

２ 浸水被害軽減地区内の土地の所有者、管理者又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げては

ならない。 
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３ 何人も、第一項の規定により設けられた標識を水防管理者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊し

てはならない。 

４ 水防管理団体は、第一項の規定による行為により損失を受けた者に対して、時価によりその損失を補償しなければならない。 

（行為の届出等） 

第十五条の八 浸水被害軽減地区内の土地において土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為をしようとする者

は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日そ

の他国土交通省令で定める事項を水防管理者に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定

めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。 

２ 水防管理者は、前項の規定による届出を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該届出の内容を、当該浸水被害軽

減地区をその区域に含む市町村の長に通知しなければならない。 

３ 水防管理者は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該浸水被害軽減地区が有する浸水の拡大を抑制する効用を

保全するため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。 

（大規模氾濫減災協議会） 

第十五条の九 国土交通大臣は、第十条第二項又は第十三条第一項の規定により指定した河川について、想定最大規模降雨により

当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する取組を総合的かつ一体的に推進するために必要な協議を行うための協議会

（以下この条において「大規模氾濫減災協議会」という。）を組織するものとする。 

２ 大規模氾濫減災協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。 

一 国土交通大臣 

二 当該河川の存する都道府県の知事 

三 当該河川の存する市町村の長 

四 当該河川の存する区域をその区域に含む水防管理団体の水防管理者 

五 当該河川の河川管理者 

六 当該河川の存する区域の全部又は一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長 

七 第三号の市町村に隣接する市町村の長その他の国土交通大臣が必要と認める者 

３ 大規模氾濫減災協議会において協議が調つた事項については、大規模氾濫減災協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しな

ければならない。 

４ 前三項に定めるもののほか、大規模氾濫減災協議会の運営に関し必要な事項は、大規模氾濫減災協議会が定める。 

（都道府県大規模氾濫減災協議会） 

第十五条の十 都道府県知事は、第十一条第一項又は第十三条第二項の規定により指定した河川について、想定最大規模降雨によ

り当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する取組を総合的かつ一体的に推進するために必要な協議を行うための協議会

（以下この条において「都道府県大規模氾濫減災協議会」という。）を組織することができる。 

２ 都道府県大規模氾濫減災協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。 

一 当該都道府県知事 

二 当該河川の存する市町村の長 

三 当該河川の存する区域をその区域に含む水防管理団体の水防管理者 

四 当該河川の河川管理者 

五 当該河川の存する区域の全部又は一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長 

六 第二号の市町村に隣接する市町村の長その他の当該都道府県知事が必要と認める者 

３ 前条第三項及び第四項の規定は、都道府県大規模氾濫減災協議会について準用する。この場合において、同項中「前三項」とある

のは、「次条第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する前項」と読み替えるものとする。 

（予想される水災の危険の周知等） 
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第十五条の十一 市町村長は、当該市町村の区域内に存する河川（第十条第二項、第十一条第一項又は第十三条第一項若しくは第

二項の規定により指定された河川を除く。）のうち、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保することが特に必要と認める河川について、過去の

降雨により当該河川が氾濫した際に浸水した地点、その水深その他の状況を把握するよう努めるとともに、これを把握したときは、当該河川

において予想される水災の危険を住民等に周知させなければならない。 

（河川管理者の援助等） 

第十五条の十二 河川管理者は、第十五条の六第一項の規定により浸水被害軽減地区の指定をしようとする水防管理者及び前条の

規定により浸水した地点、その水深その他の状況を把握しようとする市町村長に対し、必要な情報提供、助言その他の援助を行うものとす

る。 

２ 河川管理者は、前項の規定による援助を行うため必要があると認めるときは、河川法第五十八条の八第一項の規定により指定した

河川協力団体に必要な協力を要請することができる。 

（水防警報） 

第十六条 国土交通大臣は、洪水、津波又は高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあると認めて指定した河川、湖沼又

は海岸について、都道府県知事は、国土交通大臣が指定した河川、湖沼又は海岸以外の河川、湖沼又は海岸で洪水、津波又は高潮によ

り相当な損害を生ずるおそれがあると認めて指定したものについて、水防警報をしなければならない。 

２ 国土交通大臣は、前項の規定により水防警報をしたときは、直ちにその警報事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定により水防警報をしたとき、又は前項の規定により通知を受けたときは、都道府県の水防計画で定

めるところにより、直ちにその警報事項又はその受けた通知に係る事項を関係水防管理者その他水防に関係のある機関に通知しなければ

ならない。 

４ 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により河川、湖沼又は海岸を指定したときは、その旨を公示しなければならな

い。 

（水防団及び消防機関の出動） 

第十七条 水防管理者は、水防警報が発せられたとき、水位が警戒水位に達したときその他水防上必要があると認めるときは、都道

府県の水防計画で定めるところにより、水防団及び消防機関を出動させ、又は出動の準備をさせなければならない。 

（優先通行） 

第十八条 都道府県知事の定める標識を有する車両が水防のため出動するときは、車両及び歩行者は、これに進路を譲らなければな

らない。 

（緊急通行） 

第十九条 水防団長、水防団員及び消防機関に属する者並びに水防管理者から委任を受けた者は、水防上緊急の必要がある場所に

赴くときは、一般交通の用に供しない通路又は公共の用に供しない空地及び水面を通行することができる。 

２ 水防管理団体は、前項の規定により損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償しなければならない。 

（水防信号） 

第二十条 都道府県知事は、水防に用いる信号を定めなければならない。 

２ 何人も、みだりに前項の水防信号又はこれに類似する信号を使用してはならない。 

（警戒区域） 

第二十一条 水防上緊急の必要がある場所においては、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、警戒区域を設定し、水防

関係者以外の者に対して、その区域への立入りを禁止し、若しくは制限し、又はその区域からの退去を命ずることができる。 

２ 前項の場所においては、水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者がいないとき、又はこれらの者の要求があつたときは、

警察官は、同項に規定する者の職権を行うことができる。 

（警察官の援助の要求） 

第二十二条 水防管理者は、水防のため必要があると認めるときは、警察署長に対して、警察官の出動を求めることができる。 

（応援） 
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第二十三条 水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者は、他の水防管理者又は市町村長若しくは消防長に対して応援を求め

ることができる。応援を求められた者は、できる限りその求めに応じなければならない。 

２ 応援のため派遣された者は、水防については応援を求めた水防管理者の所轄の下に行動するものとする。 

３ 第一項の規定による応援のために要する費用は、当該応援を求めた水防管理団体が負担するものとする。 

４ 前項の規定により負担する費用の額及び負担の方法は、当該応援を求めた水防管理団体と当該応援を求められた水防管理団体

又は市町村とが協議して定める。 

（居住者等の水防義務） 

第二十四条 水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防管理団体の区域内

に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができる。 

（決壊の通報） 

第二十五条 水防に際し、堤防その他の施設が決壊したときは、水防管理者、水防団長、消防機関の長又は水防協力団体の代表者

は、直ちにこれを関係者に通報しなければならない。 

（決壊後の処置） 

第二十六条 堤防その他の施設が決壊したときにおいても、水防管理者、水防団長、消防機関の長及び水防協力団体の代表者は、で

きる限りはん濫による被害が拡大しないように努めなければならない。 

（水防通信） 

第二十七条 何人も、水防上緊急を要する通信が最も迅速に行われるように協力しなければならない。 

２ 国土交通大臣、都道府県知事、水防管理者、水防団長、消防機関の長又はこれらの者の命を受けた者は、水防上緊急を要する通

信のために、電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第五号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通

信設備を優先的に利用し、又は警察通信施設、気象官署通信施設、鉄道通信施設、電気事業通信施設その他の専用通信施設を使用する

ことができる。 

（公用負担） 

第二十八条 水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防の現場において、必要な土地

を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬用機器若しくは排水用機器を使用し、又は工作物そ

の他の障害物を処分することができる。 

２ 前項に規定する場合において、水防管理者から委任を受けた者は、水防の現場において、必要な土地を一時使用し、土石、竹木そ

の他の資材を使用し、又は車両その他の運搬用機器若しくは排水用機器を使用することができる。 

３ 水防管理団体は、前二項の規定により損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償しなければならない。 

（立退きの指示） 

第二十九条 洪水、雨水出水、津波又は高潮によつて氾濫による著しい危険が切迫していると認められるときは、都道府県知事、その

命を受けた都道府県の職員又は水防管理者は、必要と認める区域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のため立ち退くべきことを指

示することができる。水防管理者が指示をする場合においては、当該区域を管轄する警察署長にその旨を通知しなければならない。 

（知事の指示） 

第三十条 水防上緊急を要するときは、都道府県知事は、水防管理者、水防団長又は消防機関の長に対して指示をすることができる。 

（重要河川における国土交通大臣の指示） 

第三十一条 二以上の都府県に関係がある河川で、公共の安全を保持するため特に重要なものの水防上緊急を要するときは、国土

交通大臣は、都道府県知事、水防管理者、水防団長又は消防機関の長に対して指示をすることができる。 

（特定緊急水防活動） 

第三十二条 国土交通大臣は、洪水、雨水出水、津波又は高潮による著しく激甚な災害が発生した場合において、水防上緊急を要す

ると認めるときは、次に掲げる水防活動（以下この条及び第四十三条の二において「特定緊急水防活動」という。）を行うことができる。 

一 当該災害の発生に伴い浸入した水の排除 

二 高度の機械力又は高度の専門的知識及び技術を要する水防活動として政令で定めるもの 
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２ 国土交通大臣は、前項の規定により特定緊急水防活動を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定緊急水防活動を行おうとする

場所に係る水防管理者にその旨を通知しなければならない。特定緊急水防活動を終了しようとするときも、同様とする。 

３ 第一項の規定により国土交通大臣が特定緊急水防活動を行う場合における第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十五条、第

二十六条及び第二十八条の規定の適用については、第十九条第一項中「水防団長、水防団員及び消防機関に属する者並びに水防管理

者から委任を受けた者」とあり、第二十一条第一項中「水防団長、水防団員又は消防機関に属する者」とあり、及び同条第二項中「水防団

長、水防団員若しくは消防機関に属する者」とあるのは「国土交通省の職員」と、第十九条第二項及び第二十八条第三項中「水防管理団

体」とあるのは「国」と、第二十二条中「水防管理者」とあり、第二十五条中「水防管理者、水防団長、消防機関の長又は水防協力団体の代

表者」とあり、第二十六条中「水防管理者、水防団長、消防機関の長及び水防協力団体の代表者」とあり、及び第二十八条第一項中「水防

管理者、水防団長又は消防機関の長」とあるのは「国土交通大臣」とする。 

（水防訓練） 

第三十二条の二 指定管理団体は、毎年、水防団、消防機関及び水防協力団体の水防訓練を行わなければならない。 

２ 指定管理団体以外の水防管理団体は、毎年、水防団、消防機関及び水防協力団体の水防訓練を行うよう努めなければならない。 

（津波避難訓練への参加） 

第三十二条の三 津波防災地域づくりに関する法律第五十三条第一項の津波災害警戒区域に係る水防団、消防機関及び水防協力

団体は、同法第五十四条第一項第三号に規定する津波避難訓練が行われるときは、これに参加しなければならない。 

第四章 指定水防管理団体 

（水防計画） 

第三十三条 指定管理団体の水防管理者は、都道府県の水防計画に応じた水防計画を定め、及び毎年水防計画に検討を加え、必要

があると認めるときは、これを変更しなければならない。 

２ 指定管理団体の水防管理者は、前項の規定により水防計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、水防協議会（次条第

一項に規定する水防協議会をいう。以下この項において同じ。）を設置する指定管理団体にあつては当該水防協議会、水防協議会を設置

せず、かつ、災害対策基本法第十六条第一項に規定する市町村防災会議を設置する市町村である指定管理団体にあつては当該市町村

防災会議に諮らなければならない。 

３ 指定管理団体の水防管理者は、第一項の規定により水防計画を定め、又は変更したときは、その要旨を公表するよう努めるととも

に、遅滞なく、水防計画を都道府県知事に届け出なければならない。 

４ 第七条第二項から第四項までの規定は、指定管理団体の水防計画について準用する。 

（水防協議会） 

第三十四条 指定管理団体の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、指定管理団体に水防協議会を置くこと

ができる。ただし、水防事務組合及び水害予防組合については、これらに水防協議会を置くものとする。 

２ 指定管理団体の水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。 

３ 指定管理団体の水防協議会は、会長及び委員をもつて組織する。 

４ 会長は、指定管理団体の水防管理者をもつて充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者及び

学識経験のある者のうちから指定管理団体の水防管理者が命じ、又は委嘱する。 

５ 前各項に定めるもののほか、指定管理団体の水防協議会に関し必要な事項は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水

害予防組合にあつては組合会の議決で定める。 

（水防団員の定員の基準） 

第三十五条 都道府県は、条例で、指定管理団体の水防団員の定員の基準を定めることができる。 

第五章 水防協力団体 

（水防協力団体の指定） 

第三十六条 水防管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして

国土交通省令で定める団体を、その申請により、水防協力団体として指定することができる。 
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２ 水防管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該水防協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければなら

ない。 

３ 水防協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を水防管理者に届け出なけ

ればならない。 

４ 水防管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。 

（水防協力団体の業務） 

第三十七条 水防協力団体は、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 水防団又は消防機関が行う水防上必要な監視、警戒その他の水防活動に協力すること。 

二 水防に必要な器具、資材又は設備を保管し、及び提供すること。 

三 水防に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 

四 水防に関する調査研究を行うこと。 

五 水防に関する知識の普及及び啓発を行うこと。 

六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（水防団等との連携） 

第三十八条 水防協力団体は、水防団及び水防を行う消防機関との密接な連携の下に前条第一号に掲げる業務を行わなければなら

ない。 

（監督等） 

第三十九条 水防管理者は、第三十七条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、水防

協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 

２ 水防管理者は、水防協力団体が第三十七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、水防協力団体に

対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

３ 水防管理者は、水防協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。 

４ 水防管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 

（情報の提供等） 

第四十条 国、都道府県及び水防管理団体は、水防協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助

言をするものとする。 

第六章 費用の負担及び補助 

（水防管理団体の費用負担） 

第四十一条 水防管理団体の水防に要する費用は、当該水防管理団体が負担するものとする。 

（利益を受ける市町村の費用負担） 

第四十二条 水防管理団体の水防によつて当該水防管理団体の区域の関係市町村以外の市町村が著しく利益を受けるときは、前条

の規定にかかわらず、当該水防に要する費用の一部は、当該水防により著しく利益を受ける市町村が負担するものとする。 

２ 前項の規定により負担する費用の額及び負担の方法は、当該水防を行う水防管理団体と当該水防により著しく利益を受ける市町

村とが協議して定める。 

３ 前項の規定による協議が成立しないときは、水防管理団体又は市町村は、その区域の属する都道府県の知事にあつせんを申請す

ることができる。 

４ 都道府県知事は、前項の規定による申請に基づいてあつせんをしようとする場合において、当事者のうちにその区域が他の都府県

に属する水防管理団体又は市町村があるときは、当該他の都府県の知事と協議しなければならない。 

（都道府県の費用負担） 

第四十三条 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務に要する費用は、当該都道府県の負担とする。 

（国の費用負担） 

第四十三条の二 第三十二条第一項の規定により国土交通大臣が行う特定緊急水防活動に要する費用は、国の負担とする。 
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（費用の補助） 

第四十四条 都道府県は、第四十一条の規定により水防管理団体が負担する費用について、当該水防管理団体に対して補助すること

ができる。 

２ 国は、前項の規定により都道府県が水防管理団体に対して補助するときは、当該補助金額のうち、二以上の都府県の区域にわた

る河川又は流域面積が大きい河川で洪水による国民経済に与える影響が重大なものの政令で定める水防施設の設置に係る金額の二分

の一以内を、予算の範囲内において、当該都道府県に対して補助することができる。 

３ 前項の規定により国が都道府県に対して補助する金額は、当該水防施設の設置に要する費用の三分の一に相当する額以内とす

る。 

第七章 雑則 

（第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償） 

第四十五条 第二十四条の規定により水防に従事した者が水防に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は水

防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、当該水防管理団体は、政令で定める基準に従

い、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、その者又はその者の遺族

がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。 

（表彰） 

第四十六条 国土交通大臣は、水防管理者の所轄の下に水防に従事した者で当該水防に関し著しい功労があると認められるものに

対し、国土交通省令で定めるところにより、表彰を行うことができる。 

（報告） 

第四十七条 国土交通大臣及び消防庁長官は、都道府県又は水防管理団体に対し、水防に関し必要な報告をさせることができる。 

２ 都道府県知事は、都道府県の区域内における水防管理団体に対し、水防に関し必要な報告をさせることができる。 

（勧告及び助言） 

第四十八条 国土交通大臣は都道府県又は水防管理団体に対し、都道府県知事は都道府県の区域内における水防管理団体に対し、

水防に関し必要な勧告又は助言をすることができる。 

（資料の提出及び立入り） 

第四十九条 都道府県知事又は水防管理者は、水防計画を作成するために必要があると認めるときは、関係者に対して資料の提出を

命じ、又は当該職員、水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者をして必要な土地に立ち入らせることができる。 

２ 都道府県の職員、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、前項の規定により必要な土地に立ち入る場合においては、そ

の身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 

（消防事務との調整） 

第五十条 水防管理者は、水防事務と水防事務以外の消防事務とが競合する場合の措置について、あらかじめ市町村長と協議してお

かなければならない。 

（権限の委任） 

第五十一条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道

開発局長に委任することができる。 

第八章 罰則 

第五十二条 みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を損壊し、又は撤去した者は、三年以下の懲

役又は五十万円以下の罰金に処する。 

２ 前項の者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。 

第五十三条 刑法（明治四十年法律第四十五号）第百二十一条の規定の適用がある場合を除き、第二十一条の規定による立入りの

禁止若しくは制限又は退去の命令に従わなかつた者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十五条の七第三項の規定に違反した者 



Ⅳ-1 水防法 

二 第十五条の八第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同項本文に規定する行為をした者 

第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。 

一 みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を使用し、又はその正当な使用を妨げた者 

二 第二十条第二項の規定に違反した者 

三 第四十九条第一項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入りを拒み、妨げ、若し

くは忌避した者 

附 則 

１ この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。 

２ 国土交通大臣又は都道府県知事は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を

改正する法律（平成十七年法律第三十七号）附則第二条の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事が第十三条第一項又は第二項の

規定により指定した河川とみなされた河川については、平成二十二年三月三十一日までに、第十四条第一項の規定による浸水想定区域の

指定をしなければならない。 

３ 国は、平成十七年度から平成二十一年度までの各年度に限り、都道府県に対し、予算の範囲内において、前項の浸水想定区域の

指定をするために必要な河川がはん濫した場合に浸水するおそれがある土地の地形及び利用の状況その他の事項に関する調査（次項に

おいて「浸水想定区域調査」という。）に要する費用の三分の一以内を補助することができる。 

４ 国土交通大臣は、平成二十二年三月三十一日までの間、附則第二項の浸水想定区域の指定の適正を確保するために必要がある

と認めるときは、都道府県に対し、浸水想定区域調査又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第四条第

一項の規定による調査の結果について、必要な報告を求めることができる。 

附 則 （昭和二七年七月三一日法律第二五八号） 抄 

１ この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。 

附 則 （昭和二九年六月一日法律第一四〇号） 

この法律は、公布の日から施行する。 

附 則 （昭和二九年六月八日法律第一六三号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律中、第五十三条の規定は、交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法（昭和二十九年法律第百

六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。）の施行の日から施行する。 

附 則 （昭和三〇年七月一一日法律第六一号） 抄 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

附 則 （昭和三一年六月一一日法律第一四一号） 抄 

１ この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。 

附 則 （昭和三二年五月一六日法律第一〇五号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。 

附 則 （昭和三三年三月一五日法律第八号） 

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 

附 則 （昭和三五年六月三〇日法律第一一三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。 

（経過規定） 

第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は

国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自

治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。 
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２ この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防

本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規

定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。 

附 則 （昭和四七年六月二三日法律第九四号） 抄 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

附 則 （昭和五七年七月一六日法律第六六号） 

この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。 

附 則 （昭和五九年一二月二五日法律第八七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 

附 則 （昭和六〇年六月二一日法律第六九号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。 

附 則 （平成六年六月二九日法律第四九号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律（平成六年法律第四十八号）中地方自治法（昭和

二十二年法律第六十七号）第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治

法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。 

附 則 （平成七年四月二一日法律第六九号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第一条中地方公務員災害補償法目次、第三条第一項、第三章の章名、第三十三条第一項、第四十七条、第四十八条及び第七十

二条から第七十四条までの改正規定、第二条及び第三条の規定並びに第四条中消防団員等公務災害補償等共済基金法第九条の三及び

第二十四条第二項の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 平成七年八月一日 

第三条 この法律の施行（附則第一条第一号の規定による施行をいう。）前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例

による。 

附 則 （平成一一年七月一六日法律第八七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に

係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則

第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十

二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十

条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百

六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 

（国等の事務） 

第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関

が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等

の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するもの

とする。 

（処分、申請等に関する経過措置） 



Ⅳ-1 水防法 

第百六十条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）

の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又は

この法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行

為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条ま

での規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以

後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行

為とみなす。 

２ この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をし

なければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定

めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出そ

の他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定

を適用する。 

（不服申立てに関する経過措置） 

第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に

施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服

申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。

この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 

２ 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定に

より処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

（手数料に関する経過措置） 

第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであ

った手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 

（罰則に関する経過措置） 

第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で

定める。 

２ 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 

（検討） 

第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのない

ようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点

から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に

応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとす

る。 

附 則 （平成一一年一二月二二日法律第一六〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

一 第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に

限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日 

附 則 （平成一三年六月一三日法律第四六号） 抄 
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（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

附 則 （平成一七年五月二日法律第三七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条のうち水防

法第六条の二の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。 

（水防法の一部改正に伴う経過措置） 

第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の水防法（以下「旧法」という。）第十条第二項の規定により国土交通大

臣が指定している河川以外の河川のうち河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）第九条第二項に規定する指定区間外の一級河川（同

法第四条第一項に規定する一級河川をいう。以下この条において同じ。）で旧法第十条の六第一項の規定により国土交通大臣が指定して

いるもの又は旧法第十条の二第一項の規定により都道府県知事が指定している河川以外の河川のうち河川法第九条第二項に規定する指

定区間内の一級河川若しくは同法第五条第一項に規定する二級河川で旧法第十条の六第一項の規定により都道府県知事が指定している

もの（専ら高潮による災害について水防を行うべきものとして都道府県知事が指定するものを除く。）については、それぞれ、第一条の規定

による改正後の水防法（以下「新法」という。）第十三条第一項の規定により国土交通大臣が指定した河川又は同条第二項の規定により都

道府県知事が指定した河川とみなす。 

第三条 旧法の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってし

た処分、手続その他の行為とみなす。 

（政令への委任） 

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （平成一八年六月二日法律第五〇号） 抄 

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。 

附 則 （平成二二年一一月二五日法律第五二号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

附 則 （平成二三年六月二四日法律第七四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

附 則 （平成二三年八月三〇日法律第一〇五号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

（罰則に関する経過措置） 

第八十一条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこ

の附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従

前の例による。 

（政令への委任） 

第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定

める。 

附 則 （平成二三年一二月一四日法律第一二四号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、津波防災地域づくりに関する法律（平成二十三年法律第百二十三号）の施行の日から施行する。 

附 則 （平成二五年六月一二日法律第三五号） 抄 

（施行期日） 
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第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（水防法の一部改正に伴う経過措置） 

第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の水防法第三十六条第一項の規定により指定されている水防協力団体

は、第一条の規定による改正後の水防法（附則第六条において「新水防法」という。）第三十六条第一項の規定により指定された水防協力

団体とみなす。 

（罰則の適用に関する経過措置） 

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新水防法及び新河川法の施行の状況について検討を加え、必要

があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

附 則 （平成二五年六月一四日法律第四四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 略 

二 第一条、第五条、第七条（消防組織法第十五条の改正規定に限る。）、第九条、第十条、第十四条（地方独立行政法人法目次の改

正規定（「第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置（第五十九条―第六十七条）」を「／第六章 移行型地方独立行政法人の設

立に伴う措置（第五十九条―第六十七条）／第六章の二 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置（第六

十七条の二―第六十七条の七）／」に改める部分に限る。）、同法第八条、第五十五条及び第五十九条第一項の改正規定並びに同法第六

章の次に一章を加える改正規定を除く。）、第十五条、第二十二条（民生委員法第四条の改正規定に限る。）、第三十六条、第四十条（森林

法第七十条第一項の改正規定に限る。）、第五十条（建設業法第二十五条の二第一項の改正規定に限る。）、第五十一条、第五十二条（建

築基準法第七十九条第一項の改正規定に限る。）、第五十三条、第六十一条（都市計画法第七十八条第二項の改正規定に限る。）、第六

十二条、第六十五条（国土利用計画法第十五条第二項の改正規定を除く。）及び第七十二条の規定並びに次条、附則第三条第二項、第四

条、第六条第二項及び第三項、第十三条、第十四条（地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）第百四十一条の二の

次に二条を加える改正規定中第百四十一条の四に係る部分に限る。）、第十六条並びに第十八条の規定 平成二十六年四月一日 

（罰則に関する経過措置） 

第十条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお

従前の例による。 

（政令への委任） 

第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定め

る。 

附 則 （平成二五年六月二一日法律第五四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一及び二 略 

三 附則第七条の規定 水防法及び河川法の一部を改正する法律（平成二十五年法律第三十五号）の施行の日又はこの法律の施行

の日のいずれか遅い日 

（政令への委任） 

第二十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （平成二六年一一月一九日法律第一〇九号） 抄 

（施行期日） 
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第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

附 則 （平成二七年五月二〇日法律第二二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（水防法の一部改正に伴う経過措置） 

第二条 第一条の規定による改正後の水防法（以下この条において「新水防法」という。）第十四条第一項の規定により洪水浸水想定

区域の指定がされるまでの間は、この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の水防法第十四条第一項の規定により指定されて

いる浸水想定区域は、新水防法第十四条第一項の規定により指定された洪水浸水想定区域とみなす。 

２ 前項の規定により洪水浸水想定区域とみなされた浸水想定区域に対する新水防法第十五条から第十五条の四までの規定の適用

については、新水防法第十五条第一項中「第十四条第一項の規定による洪水浸水想定区域の指定、第十四条の二第一項の規定による雨

水出水浸水想定区域の指定又は前条第一項の規定による高潮浸水想定区域の指定があつたときは」とあるのは「水防法等の一部を改正

する法律（平成二十七年法律第二十二号。以下この項において「改正法」という。）の施行後速やかに」と、「同法」とあるのは「災害対策基本

法」と、「当該洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域」とあるのは「改正法の施行の際現に改正法第一条の規

定による改正前の水防法第十四条第一項の規定により指定されている浸水想定区域（以下この条において単に「浸水想定区域」という。）」

と、同項第一号中「、第十三条の二若しくは第十三条の三の規定」とあるのは「の規定」と、「、都道府県知事若しくは市町村長」とあるのは

「若しくは都道府県知事」と、同項第三号中「洪水、雨水出水又は高潮」とあるのは「洪水」と、同項第四号中「浸水想定区域（洪水浸水想定

区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域をいう。第三項において同じ。）」とあるのは「浸水想定区域」と、同号イ中「洪水時、雨

水出水時又は高潮時（以下「洪水時等」という。）」とあるのは「洪水時」と、「洪水時等の」とあるのは「洪水時の」と、同号ロ及びハ並びに同

項第五号並びに新水防法第十五条の二第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第九項、第十五条の三第一項並びに第十五条の四

第一項中「洪水時等」とあるのは「洪水時」とする。 

（罰則に関する経過措置） 

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （平成二九年五月一九日法律第三一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（罰則に関する経過措置） 

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第三条までの規定による改正後の規定の施行の状況

について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

附 則 （令和三年五月一〇日法律第三〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

附 則 （令和三年五月一〇日法律第三一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 附則第三条の規定 公布の日 
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二 第二条の規定、第五条中下水道法第六条第二号の改正規定、同法第七条の二を同法第七条の三とし、同法第七条の次に一条を

加える改正規定、同法第二十五条の十三第二号の改正規定（「第七条の二第二項」を「第七条の三第二項」に改める部分に限る。）及び同

法第三十一条の改正規定、第六条の規定（同条中河川法第五十八条の十に一項を加える改正規定を除く。）、第七条の規定（同条中都市

計画法第三十三条第一項第八号の改正規定を除く。）並びに第八条、第十条及び第十一条の規定並びに附則第五条（地方自治法（昭和二

十二年法律第六十七号）別表第一河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）の項第一号の改正規定に限る。）、第六条、第九条から第十

二条まで、第十四条、第十五条及び第十八条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 

（政令への委任） 

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等

を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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気象業務法（抄） 

（昭和二十七年六月二日法律第百六十五号） 

最終改正：平成二十九年五月三十一日法律第四十一号 

 

第一章  総則（第一条―第三条）  

第二章  観測（第四条―第十二条）  

第三章  予報及び警報（第十三条―第二十四条）  

第三章の二  気象予報士（第二十四条の二―第二十四条の二十七）  

第三章の三  民間気象業務支援センター（第二十四条の二十八―第二十四条の三十三）  

第四章  無線通信による資料の発表（第二十五条・第二十六

条）  

第五章  検定（第二十七条―第三十四条）  

第六章  雑則（第三十五条―第四十三条の五）  

第七章  罰則（第四十四条―第五十条）  

 

附則 

 

第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この法律は、気象業務に関する基本的制度を定めることによつて、気象業務の健全な発達を図り、もつて災害の予防、交

通の安全の確保、産業の興隆等公共の福祉の増進に寄与するとともに、気象業務に関する国際的協力を行うことを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「気象」とは、大気（電離層を除く。）の諸現象をいう。 

２ この法律において「地象」とは、地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象をいう。 

３ この法律において「水象」とは、気象又は地震に密接に関連する陸水及び海洋の諸現象をいう。 

４ この法律において「気象業務」とは、次に掲げる業務をいう。 

一 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表 

二 気象、地象（地震にあつては、発生した断層運動による地震動（以下単に「地震動」という。）に限る。）及び水象の予報及び警報 

三 気象、地象及び水象に関する情報の収集及び発表 

四 地球磁気及び地球電気の常時観測並びにその成果の収集及び発表 

五 前各号の事項に関する統計の作成及び調査並びに統計及び調査の成果の発表 

六 前各号の業務を行うに必要な研究 

七 前各号の業務を行うに必要な附帯業務 

５ この法律において「観測」とは、自然科学的方法による現象の観察及び測定をいう。 

６ この法律において「予報」とは、観測の成果に基く現象の予想の発表をいう。 

７ この法律において「警報」とは、重大な災害の起るおそれのある旨を警告して行う予報をいう。 

８ この法律において「気象測器」とは、気象、地象及び水象の観測に用いる器具、器械及び装置をいう。 

（気象庁長官の任務） 

第三条 気象庁長官は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事項を行うように努めなければならない。 

一 気象、地震及び火山現象に関する観測網を確立し、及び維持すること。 

二 気象、地震動、火山現象、津波及び高潮の予報及び警報の中枢組織を確立し、及び維持すること。 

三 気象、地震動及び火山現象の観測、予報及び警報に関する情報を迅速に交換する組織を確立し、及び維持すること。 

四 地震（地震動を除く。）の観測の成果を迅速に交換する組織を確立し、及び維持すること。 

五 気象の観測の方法及びその成果の発表の方法について統一を図ること。 

六 気象の観測の成果、気象の予報及び警報並びに気象に関する調査及び研究の成果の産業、交通その他の社会活動に対する

利用を促進すること。 

 

第二章 観測 

 

（気象庁の行う観測の方法） 

第四条 気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める方法に従つて

するものとする。 

（観測等の委託） 

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=327AC0000000165_20190401_429AC0000000041#A
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=327AC0000000165_20190401_429AC0000000041#A
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=327AC0000000165_20190401_429AC0000000041#B
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=327AC0000000165_20190401_429AC0000000041#B
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=327AC0000000165_20190401_429AC0000000041#C
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=327AC0000000165_20190401_429AC0000000041#C
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=327AC0000000165_20190401_429AC0000000041#D
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=327AC0000000165_20190401_429AC0000000041#D
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=327AC0000000165_20190401_429AC0000000041#E
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=327AC0000000165_20190401_429AC0000000041#E
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=327AC0000000165_20190401_429AC0000000041#F
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=327AC0000000165_20190401_429AC0000000041#F
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=327AC0000000165_20190401_429AC0000000041#F
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=327AC0000000165_20190401_429AC0000000041#G
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=327AC0000000165_20190401_429AC0000000041#G
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=327AC0000000165_20190401_429AC0000000041#H
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=327AC0000000165_20190401_429AC0000000041#H
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=327AC0000000165_20190401_429AC0000000041#I
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=327AC0000000165_20190401_429AC0000000041#I
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=327AC0000000165_20190401_429AC0000000041#J
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=327AC0000000165_20190401_429AC0000000041#J
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第五条 気象庁長官は、必要があると認めるときは、政府機関、地方公共団体、会社その他の団体又は個人に、気象、地象、地動

及び水象の観測又は気象、地象、地動及び水象に関する情報の提供を委託することができる。 

（気象庁以外の者の行う気象観測） 

第六条 気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つて

これをしなければならない。但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。 

一 研究のために行う気象の観測 

二 教育のために行う気象の観測 

三 国土交通省令で定める気象の観測 

２ 政府機関及び地方公共団体以外の者が次に掲げる気象の観測を行う場合には、前項の技術上の基準に従つてこれをしなけれ

ばならない。ただし、国土交通省令で定める気象の観測を行う場合は、この限りでない。 

一 その成果を発表するための気象の観測 

二 その成果を災害の防止に利用するための気象の観測 

３ 前二項の規定により気象の観測を技術上の基準に従つてしなければならない者がその施設を設置したときは、国土交通省令の

定めるところにより、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。これを廃止したときも同様とする。 

４ 気象庁長官は、気象に関する観測網を確立するため必要があると認めるときは、前項前段の規定により届出をした者に対し、気

象の観測の成果を報告することを求めることができる。 

第七条 船舶安全法（昭和八年法律第十一号）第四条の規定により無線電信を施設することを要する船舶で政令で定めるものは、

国土交通省令の定めるところにより、気象測器を備え付けなければならない。 

２ 前項の船舶は、国土交通省令で定める区域を航行するときは、前条第一項の技術上の基準に従い気象及び水象を観測し、国

土交通省令の定めるところにより、その成果を気象庁長官に報告しなければならない。 

第八条 第十六条の航空予報図の交付を受けた航空機は、航行を行う場合には、その飛行中、国土交通省令の定めるところにより、

気象の状況を気象庁長官に報告しなければならない。 

２ 前項の航空機は、その航行を終つたときは、国土交通省令の定めるところにより、その飛行した区域の気象の状況を気象庁長

官に報告しなければならない。 

（観測に使用する気象測器） 

第九条 第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測に用いる気象測器、第

七条第一項の規定により船舶に備え付ける気象測器又は第十七条第一項の規定により許可を受けた者が同項の予報業務のため

の観測に用いる気象測器であつて、正確な観測の実施及び観測の方法の統一を確保するために一定の構造（材料の性質を含

む。）及び性能を有する必要があるものとして別表の上欄に掲げるものは、第三十二条の三及び第三十二条の四の規定により気

象庁長官の登録を受けた者が行う検定に合格したものでなければ、使用してはならない。ただし、特殊の種類又は構造の気象測器

で国土交通省令で定めるものは、この限りでない。 

（観測の実施方法の指導） 

第十条 気象庁長官は、第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う

者又は第七条第一項の船舶若しくは第八条第一項の航空機において気象の観測に従事する者に対し、観測の実施方法について

指導をすることができる。 

（観測成果等の発表） 

第十一条 気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測の成果並びに気象、地象及び水象に関する情報を

直ちに発表することが公衆の利便を増進すると認めるときは、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関（以下単に「報道機関」

という。）の協力を求めて、直ちにこれを発表し、公衆に周知させるように努めなければならない。 

（地震防災対策強化地域に係る地震に関する情報等の報告） 

第十一条の二 気象庁長官は、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測及び研究並びに地震に関する土地及び水域の

測量の成果に基づき、大規模地震対策特別措置法（昭和五十三年法律第七十三号）第三条第一項に規定する地震防災対策強化

地域に係る大規模な地震が発生するおそれがあると認めるときは、直ちに、政令で定めるところにより、発生のおそれがあると認め

る地震に関する情報（当該地震の発生により生ずるおそれのある津波の予想に関する情報を含む。）を内閣総理大臣に報告しなけ

ればならない。 

２ 気象庁長官は、前項の規定により報告をした後において、当該地震に関し新たな事情が生じたと認めるときは、その都度、当該

新たな事情に関する情報を同項の規定に準じて報告しなければならない。この場合において、同項中「内閣総理大臣」とあるのは、

「内閣総理大臣（大規模地震対策特別措置法第十条第一項の規定により地震災害警戒本部が設置されたときは、内閣総理大臣及

び地震災害警戒本部長）」と読み替えるものとする。 

（費用の負担等） 

第十二条 気象庁長官は、第六条第四項、第七条第二項又は第八条の規定により報告を行う者に対し、政令の定めるところにより、

予算の範囲内において、その費用を負担することができる。 

２ 気象庁長官は、必要があると認めるときは、第六条第四項の規定により報告を行う者又は第七条第一項の船舶に対し、政令の

定めるところにより、気象測器その他の機器を貸し付けることができる。 

 

第三章 予報及び警報 
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（予報及び警報） 

第十三条 気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象（地震にあつては、地震動に限る。第十六条を除き、以下この章にお

いて同じ。）、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。ただし、次条第一

項の規定により警報をする場合は、この限りでない。 

２ 気象庁は、前項の予報及び警報の外、政令の定めるところにより、津波、高潮、波浪及び洪水以外の水象についての一般の利

用に適合する予報及び警報をすることができる。 

３ 気象庁は、前二項の予報及び警報をする場合は、自ら予報事項及び警報事項の周知の措置を執る外、報道機関の協力を求め

て、これを公衆に周知させるように努めなければならない。 

第十三条の二 気象庁は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合として降雨量その

他に関し気象庁が定める基準に該当する場合には、政令の定めるところにより、その旨を示して、気象、地象、津波、高潮及び波浪

についての一般の利用に適合する警報をしなければならない。 

２ 気象庁は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。この場合におい

て、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。 

３ 気象庁は、第一項の基準を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

４ 前二項の規定は、第一項の基準の変更について準用する。 

５ 前条第三項の規定は、第一項の警報（第十五条の二第一項において「特別警報」という。）をする場合に準用する。 

第十四条 気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての航空機及び船舶の利用に適合する

予報及び警報をしなければならない。 

２ 気象庁は、気象、地象及び水象についての鉄道事業、電気事業その他特殊な事業の利用に適合する予報及び警報をすること

ができる。 

３ 第十三条第三項の規定は、第一項の予報及び警報をする場合に準用する。 

第十四条の二 気象庁は、政令の定めるところにより、気象、津波、高潮及び洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び

警報をしなければならない。 

２ 気象庁は、水防法（昭和二十四年法律第百九十三号）第十条第二項の規定により指定された河川について、水防に関する事務

を行う国土交通大臣と共同して、当該河川の水位又は流量（はん濫した後においては、水位若しくは流量又ははん濫により浸水す

る区域及びその水深）を示して洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。 

３ 気象庁は、水防法第十一条第一項の規定により指定された河川について、都道府県知事と共同して、水位又は流量を示して洪

水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。 

４ 第十三条第三項の規定は、前三項の予報及び警報をする場合に準用する。この場合において、同条第三項中「前二項の予報

及び警報をする場合は、」とあるのは、「第十四条の二第一項から第三項までの予報及び警報をする場合は、それぞれ、単独で、

水防に関する事務を行う国土交通大臣と共同して又は都道府県知事と共同して、」と読み替えるものとする。 

５ 第二項又は第三項の規定により予報及び警報をする国土交通大臣又は都道府県知事については、第十七条及び第二十三条

の規定は、適用しない。 

第十五条 気象庁は、第十三条第一項、第十四条第一項又は前条第一項から第三項までの規定により、気象、地象、津波、高潮、

波浪及び洪水の警報をしたときは、政令の定めるところにより、直ちにその警報事項を警察庁、消防庁、国土交通省、海上保安庁、

都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又は日本放送協会の機関に通知しなければならない。地震動の

警報以外の警報をした場合において、警戒の必要がなくなつたときも同様とする。 

２ 前項の通知を受けた警察庁、消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関は、直ちにそ

の通知された事項を関係市町村長に通知するように努めなければならない。 

３ 前項の通知を受けた市町村長は、直ちにその通知された事項を公衆及び所在の官公署に周知させるように努めなければならな

い。 

４ 第一項の通知を受けた国土交通省の機関は、直ちにその通知された事項を航行中の航空機に周知させるように努めなければ

ならない。 

５ 第一項の通知を受けた海上保安庁の機関は、直ちにその通知された事項を航海中及び入港中の船舶に周知させるように努め

なければならない。 

６ 第一項の通知を受けた日本放送協会の機関は、直ちにその通知された事項の放送をしなければならない。 

第十五条の二 気象庁は、第十三条の二第一項の規定により、気象、地象、津波、高潮及び波浪の特別警報をしたときは、政令の

定めるところにより、直ちにその特別警報に係る警報事項を警察庁、消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、

西日本電信電話株式会社又は日本放送協会の機関に通知しなければならない。地震動の特別警報以外の特別警報をした場合に

おいて、当該特別警報の必要がなくなつたときも同様とする。 

２ 前項の通知を受けた都道府県の機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知しなければならない。 

３ 前条第二項の規定は、警察庁、消防庁、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関が第一項の通知を受

けた場合に準用する。 

４ 第二項又は前項において準用する前条第二項の通知を受けた市町村長は、直ちにその通知された事項を公衆及び所在の官公

署に周知させる措置をとらなければならない。 



Ⅳ-2 気象業務法（抄） 

５ 前条第五項の規定は海上保安庁の機関が第一項の通知を受けた場合に、同条第六項の規定は日本放送協会の機関が第一項

の通知を受けた場合に、それぞれ準用する。 

（航空予報図の交付） 

第十六条 気象庁は、国土交通省令で定める航空機に対し、その航行前、気象、地象（地震を除く。）又は水象についての予想を記

載した航空予報図を交付しなければならない。 

（予報業務の許可） 

第十七条 気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務（以下「予報業務」という。）を行おうとする場合

は、気象庁長官の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可は、予報業務の目的及び範囲を定めて行う。 

（許可の基準） 

（第十八条略） 

（変更認可） 

（第十九条略） 

（気象予報士の設置） 

（第十九条の二略） 

（気象予報士に行わせなければならない業務） 

（第十九条の三略） 

（警報事項の伝達） 

第二十条 第十七条の規定により許可を受けた者は、当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を当該予報業務の

利用者に迅速に伝達するように努めなければならない。 

（業務改善命令） 

（第二十条の二略） 

（許可の取消し等） 

（第二十一条略） 

（予報業務の休廃止） 

（第二十二条略） 

（警報の制限） 

第二十三条 気象庁以外の者は、気象、地震動、火山現象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。ただし、政令で定

める場合は、この限りでない。 

（予報及び警報の標識） 

第二十四条 形象、色彩、灯光又は音響による標識によつて気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水についての予報事項又は警

報事項を発表し、又は伝達する者は、国土交通省令で定める方法に従つてこれをしなければならない。 

 

第三章の二 気象予報士 

 

（第二十四条の二から第二十四条の二十七まで略） 

 

第三章の三 民間気象業務支援センター 

 

（第二十四条の二十八から第二十四条の三十三まで略） 

 

第四章 無線通信による資料の発表 

 

（第二十五条から第二十六条まで略） 

 

第五章 検定 

 

（第二十七条から第三十四条まで略） 

 

第六章 雑則 

 

（気象証明等） 

（第三十五条略） 気象庁は、一般の依頼により、気象、地象及び水象に関する事実について証明及び鑑定を行う。 

２ 前項の証明又は鑑定を受けようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、手数料を納めなければならない。 

（刊行物の発行等） 



Ⅳ-2 気象業務法（抄） 

第三十六条 気象庁は、第十一条に規定するものの外、一般の利用に供するため、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水

象に関する観測、調査及び研究の成果並びに統計を刊行物の発行その他の方法により発表するものとする。 

（気象測器等の保全） 

第三十七条 何人も、正当な理由がないのに、気象庁若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてし

なければならない気象の観測を行う者が屋外に設置する気象測器又は気象、地象（地震にあつては、地震動に限る。）、津波、高

潮、波浪若しくは洪水についての警報の標識を壊し、移し、その他これらの気象測器又は標識の効用を害する行為をしてはならな

い。 

（土地又は水面の立入） 

第三十八条 気象庁長官は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うため必要がある場合においては、当該

業務に従事する職員を国、地方公共団体又は私人が所有し、占有し、又は占用する土地又は水面に立ち入らせることができる。 

２ 前項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地若しくは水面に立ち入らせる場合においては、あらかじめその旨をその

所有者、占有者又は占用者に通知しなければならない。但し、これらの者に対し、あらかじめ通知することが困難であるときは、こ

の限りでない。 

（障害物の除去等） 

第三十九条 気象庁長官は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象を観測するためやむを得ない必要がある場合にお

いては、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、当該業務に従事する職員に、障害となる植物又はかき、さく等を伐除させるこ

とができる。 

２ 気象庁長官は、離島、湖沼、山林、原野又はこれらに類する場所で、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象を観測す

る場合において、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得ることが困難であり、且つ、当該物件の現状を著しく損傷しないときは、

前項の規定にかかわらず、所有者又は占有者の承諾を得ないで、当該業務に従事する職員に、障害となる植物又はかき、さく等を

伐除させることができる。この場合においては、すみやかにその旨を所有者又は占有者に通知しなければならない。 

（損失の補償） 

第四十条 前二条の規定による立入又は伐除により損失を生じた場合においては、国は、その損失をうけた者に対し、通常生ずべ

き損失を補償する。 

２ 前項の補償の額は、気象庁長官が決定する。 

３ 前項の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六箇月以内に、訴えをもつて補償の額の増額を請求することができ

る。 

４ 前項の訴えにおいては、国を被告とする。 

（許可等の条件） 

（第四十条の二略） 

（報告及び検査） 

（第四十一条略） 

（身分証票） 

第四十二条 第三十八条、第三十九条又は前条第四項から第六項までの規定により当該業務に従事する職員は、その身分を示す

証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 

（特殊な業務の受託） 

（第四十三条から第四十三条の五まで略） 

 

第七章 罰則 

 

第四十四条 第三十七条の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

（第四十五条略） 

第四十六条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 

（第一、三、四、五、七略） 

二 第十七条第一項の規定に違反して許可を受けないで予報業務を行つた者 

六 第二十三条の規定に違反して警報をした者 

（第四十七条から第四十八条略） 

第四十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第四十四条、

第四十六条又は第四十七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科す

る。 

（第五十条略） 

 



Ⅳ－３ 熊本県水防協議会条例 

 

○熊本県水防協議会条例 

(昭和 25年 6月 19日条例第 31号) 

 
 

 

水防法(昭和 24年法律第 193号)第 8条第 5項の規定により熊本県水防協議会

条例を次のように定める。 

 

熊本県水防協議会条例 

 

第 1条 水防計画その他に関し重要な事項を調査審議させるため、熊本県水防協

議会(以下「協議会」という。)を置く。 

第 2条 会長は、協議会を代表して会務を総理する。 

2 委員の定数は 15名とする。 

第 3条 関係行政機関の職員又は関係団体の代表者たる委員は、事故があるとき

は職務上の代理者をして委員の職務を代理させることができる。 

第 4条 関係行政機関の職員及び関係団体の代表者たる委員の任期は、その職に

ある期間とする。 

2 その他の委員の任期は、2年とする。但し、補欠委員の任期は前任委員の残任

期間とする。 

3 前 2項の規定に拘らず知事が特別の事由があると認めたときは委員を免じ又は

解嘱することができる。 

第 5条 会長は会議を招集し、その議長となる。 

第 6条 会議は、委員定数の 3分の 1以上が出席しなければこれを開くことがで

きない。 

第 7条 協議会に幹事及び書記若干名を置く。 

2 幹事及び書記は、知事がこれを命ずる。 

第 8条 この条例に定めるものゝ外、必要な事項は知事が別にこれを定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 



Ⅳ－４ 熊本県水防協議会運営要領 

熊本県水防協議会運営要領 

（目 的） 

第１条 この要領は、熊本県水防協議会条例（昭和２５年熊本県条例第３１号）

第８条の規定に基づき熊本県水防協議会（以下「協議会」という。）の議事

及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（会議の開催方法） 

第２条 会議は、会長が招集する。 

２ 委員は必要があると認めるときは、会長に対して会議の招集を求めること

ができる。 

３ 前2項の規定にかかわらず、緊急を要する事態の発生その他やむを得ない事

情により協議会を招集することができないときは、会長は委員の招集を行わ

ず、書面により会議を開催し議決することができる。 

（議決の方法） 

第３条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は会長の決

するところによる。 

２ 書面開催により議決する場合は、前項の規定を準用する。 

（会長の専決処分） 

第４条 会議を招集する暇がないとき、その他やむを得ない事情により会議を

招集することができないときは、会長は、会議が処理すべき事務のうち、次

の各号に掲げる事項について専決処分することができる。 

（１） 緊急事態の発生により早急に決定を要する事項 

（２） その他軽易と認められる事項 

２ 会長は、前項の規定により専決処分したときは、次の会議に報告し承認を

得なければならない。 

（幹事会） 

第５条 幹事は幹事会を構成する。 

２ 幹事会に幹事長を置く。 

３ 幹事長は幹事の互選による。 

４ 幹事会は、幹事長が招集する。 

５ 幹事長は、幹事会の議長となり、議事を整理する。 

第６条 幹事長は、議案の内容に応じ必要な範囲で招集することができる。 

（会議録） 

第７条 会長は、職員をして次の各号に掲げる事項を記載した会議録を作成さ

せ、保管しなければならない。 

（１） 会議の日時及び場所   （４） 会議の経過 

（２） 出席委員の名簿     （５） 議決事項 

（３） 会議に付した条件    （６） その他参考事項 

（雑 則） 

第８条 この要領に定めのあるものを除く外、必要な事項は会長が定める。 



Ⅳ－４ 熊本県水防協議会運営要領 

 

附 則 

この要領は、平成２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和４年５月１７日から施行する。 

 


